


は　じ　め　に

　埼玉県には、「さきたま」・「嵐山」の２つの史跡の博物館がございます。
　さきたま史跡の博物館は埼玉古墳群という国の特別史跡、嵐山史跡の博物館
は比企城館跡群菅谷館跡という国指定史跡を擁しており、その特徴を活かしな
がら様々な事業を展開しております。いずれの館も資料の収集保管、学術的な
調査研究と、それらを基礎として展示や普及事業等の推進を図っているところ
です。
　本年度は、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に配慮
しながらの事業展開となり、残念ながら一部の事業については中止せざるを得
ませんでした。そのような中でも、さきたま史跡の博物館においては、埼玉古
墳群の保存整備のほか、企画展「運ぶ―埼玉古墳群とモノの動き―」、スポッ
ト展示「愛宕山古墳」、テーマ展「埼玉の遺跡　新屋敷遺跡―埴輪工人の奥津
城―」、公益財団法人埼玉県埋蔵文化財事業団との共催による最新出土品展「地
中からのメッセージ」、「ほるたま展 2021」などの展示事業、「企画展関連シン
ポジウム　埼玉古墳群とモノの動き」を行ない、調査研究の成果や県内の考古
学に関する情報をわかりやすく発信することに努めてまいりました。
　さらに、各種の講座・体験学習事業、小学校への出前授業などをとおして、
親しみやすい博物館づくりに努めております。
　一方、嵐山史跡の博物館では、企画展「実相　忍びの者」、ロビー展示や歴
史講座や文化財巡りなどを開催し、中世史に関する新しい研究成果や県内の中
世文化財について情報を幅広く発信することに努めているところです。
　本誌は、職員が日ごろの調査研究を踏まえ、自己研鑽に努めた成果を発表し
たものです。本誌が各地の博物館・図書館等で広く活用され、多くの方々にとっ
て史跡や考古・歴史資料を御理解いただくための一助となれば幸いです。
　最後になりましたが、調査や執筆にあたり御協力いただいた方々に対し深く
感謝を申し上げると共に、今後ともより一層の御支援と御鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。

　令和４年３月

埼玉県立さきたま史跡の博物館

埼玉県立嵐山史跡の博物館
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はじめに
　縄文時代晩期前葉の後半期にあたる安行 3b 式期に

は、関東東部地域を中心に姥山式（１）と呼ばれる特徴

的な土器群がみられる（第1表、第1図）。

　後期安行式という斉一的な土器型式が分布してい

た関東地方において、安行 3b 式期になると東西差が

生じ始め、晩期中葉に向けて地域差が次第に拡大し

ていく。地域差出現の画期となるこの時期は、縄文時代後晩期に急速に進んだ社会複雑化を検討する

上でも重要な時期の一つであると言える。大宮台地は、伝統的な安行式を受け継ぐ地域であり、安行

3b 式の中心的な出土地でありながら、異系統である姥山式の影響を少なからず受けている。本稿で

はその変遷を追うことで、東西関東の地域間関係について考察する。

縄文時代晩期前葉における姥山式土器の影響を受けた大宮台地出土土器群の考察

田 邊 え り 

大波状口縁深鉢形土器

1 2 3 4

5 6 7 8

109 11

細密沈線文土器 粗製土器

J字文や S字文を有する土器

1：茨城県常総市築地遺跡　2: 千葉県千葉市加曽利貝塚　3: 千葉県匝瑳市多古田遺跡　4: 千葉県袖

ケ浦市上宮田台貝塚　5・6: 千葉県松戸市貝の花貝塚　7: 千葉県市川市道免き谷津遺跡　8: 千葉県

我孫子市下ヶ戸貝塚　9: 千葉県佐倉市宮内井戸作遺跡　10: 千葉県匝瑳市久方貝塚　11: 千葉県印西

市馬場遺跡第 5地点　

10cm0

（S=1/10）

第１表　土器型式併行表

第１図　姥山式土器に特徴的な器種
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１　姥山式の研究略史

　姥山式は、千葉県山武郡横芝町山武姥山貝塚の資料をもとに、鈴木公雄によって提唱された（鈴木

1963）。鈴木は姥山Ⅰ～Ⅵ式を設定し、姥山Ⅱ式、Ⅲ式が安行 3b 式併行期に関東東部地域を中心に

分布する土器群として位置づけられた。鈴木は翌年、数遺跡の出土資料を追加し、姥山Ⅱ式の内容を

より具体的に示した（鈴木 1964）。姥山Ⅱ式とⅢ式は、縄文の有無によって区別され、時期差や地域差、

もしくは同時期のバラエティとして研究史において激しく議論されたが（杉原・戸沢 1963・1965、

鷹野 1978、鈴木・鈴木 1982、藤本 1988 など）、筆者は両者を明確に区別する必要性は低いと考えて

おり、両者を合わせて「姥山式」と呼称している（田邊 2021）。

　姥山式は、大波状口縁深鉢形土器に菱形区画と入組み弧線文や列点文、円圏文の組合せが施される

点が安行 3b 式と大きく特徴を異にしている（第１図）。さらに、細密沈線文や J字文、S字文、条線

のみを有する粗製土器など特徴的な文様を有する。鈴木公雄の提唱以降、姥山式の出土が相次ぎ（鈴

木 1965、1982、椙山・金子 1972、八幡編 1973、永松他 1976、杉原編 1976、米田他編 1977 など）、

安行 3b 式との文様や分布圏の違いが明らかになった。しかし、1980 年代以降姥山式をめぐる議論は

下火となり、型式の認定に有効な一括資料に恵まれなかったことも相まって姥山式を型式と捉えるか

否かといった根本的な課題が依然として解決されないままとなっていた。そこで筆者は、佐藤達夫の

異系統土器論を適用し、姥山式を「系統としての型式」として捉えることにした（田邊 2021）。なお、

晩期安行式や姥山式についての詳細な研究史についてもこちらの論考を参照いただきたい。
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第２図　大宮台地の遺跡分布図
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２　研究の目的

　姥山式の研究が 80 年代以降なかなか深化せず停滞する現状において、筆者はその位置づけや実態

を明らかにする試みを行った。その中で、大宮台地で出土する安行 3b 式期の土器群の中に姥山式の

影響を大きく受ける土器群を確認した。これらは研究史において「姥山系」と呼ばれている土器群で

あり（鈴木・鈴木 1982、奥野 1998、新屋 1992、村田 2004）、安行式と姥山式の要素が混在したキメ

ラ土器（大塚 2000）と捉えられることが多いが、姥山式に限りなく近い特徴を有していることを明

らかにした（田邊 2021）。この論考においては、安行 3b 式期の大波状口縁深鉢形土器の分析のみを

掲載したが、その他の器種や前後の時期にも姥山式の影響を受けたもの、もしくは姥山式に影響を与

えた可能性が指摘できる土器群の存在を確認した。本稿では、それらの土器の特徴について検討する

ことで、東西関東の地域間関係についてより深く考察することを目的とする。本稿で主に扱う大宮台

地の遺跡分布図を第２図に示した。

３　時期ごとの変遷
３．1　安行 3a 式終末期
　この時期には、姥山式の祖型となるモチーフが出現

する（第３図）。姥山式に特徴的な菱形区画に類似した

このモチーフの出現過程については、別稿で詳述する

予定である。筆者は祖型モチーフから姥山式の成立ま

でに２段階を考えており、成立直前段階では、その分

布は東部地域に集中することが判明している（第４図）。

詳細は別稿に譲るが、成立過程の第一段階においては、

東部地域に限らず関東地域の広範囲で出土が確認され

ている。姥山式の成立過程における大宮台地出土土器群との関連や、第二段階において分布が東部地

域に集中する背景について検討するため、分析を進める必要がある。

姥山式直前第一段階 姥山式直前第二段階

1: 茨城県つくば市上境旭台貝塚　

2: 千葉県成田市公津原遺跡

1 2
0 10cm

（S=1/8）

0 20km10km

（S＝1/100,000）

第３図　姥山式土器成立の直前段階

第４図　姥山式直前段階分布図
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３．２　安行 3b 式期
　この時期は、関東西部地域に安行 3b 式が、東部地域に姥山式が中心的に分布するが、大宮台地の

多くの遺跡では両者が混在して分布している。前述したとおり、大宮台地で出土する姥山式の影響を

強く受けた土器群は「姥山系」と総称されている。以下では、大波状口縁深鉢形土器、細密沈線文土

器、粗製土器の３つにわけて大宮台地での分布状況を述べる。

（１）大波状口縁深鉢形土器

　大波状口縁深鉢形土器の分布状況を第５図に示した。大宮台地に分布する「姥山系」の大波状口縁

深鉢形土器について分析したところ、その多くは限りなく姥山式に近い特徴を有することを明らかに

した（田邊 2021）。しかし一方で、文様を細かく観察すると、大宮台地特有の要素がみられた。例え

ば、曲線的な文様区画（第６図 2・4）や口頸部文様帯の弧線文（第６図 3・4）、寸胴な器形（第６図

1・3）、入組み弧線文が崩れた蛇行状沈線（第６図 2）といった安行 3b 式に特徴的な要素、または典

型的な姥山式には確認できない要素である。特に、口頸部の文様帯に施文された曲線的な区画線と弧

線文は多くみられ、先行研究で指摘されているように（鈴木・鈴木 1982）、晩期安行式に伝統的な磨

消弧線文の影響であると考えられる。このほか、出土量はかなり少ないが、キメラ土器と言えるよう

な要素が激しく混在した土器も一部確認できる（第６図 5）。

姥山式主体
異系統共存

安行 3b式主体

0 20km10km

（S=1/100,000）

第 大波状 縁深鉢 土 布

1 2 3 54

0 10cm

（2は S=1/8）

10cm0

（S=1/10）

1・2: 鴻巣市赤城遺跡　3: 加須市長竹遺跡　

4: さいたま市黒谷田端前遺跡　5: 桶川市高井東遺跡

第５図　大波状口縁深鉢形土器の分布図

第６図　大宮台地出土「姥山系」大波状口縁深鉢形土器
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（２）細密沈線文土器

　細密沈線文土器は、姥山式の特徴的な器種の一つである（第１図 5～ 7）。その出現過程や分類等

については今後詳細な検討が必要になるが、今回は大宮台地での出土状況について分析する。細密沈

線文土器は大宮台地の遺跡で多く出土しており、姥山式大波状口縁深鉢形土器が出土していない遺跡

においても出土が確認されている（第７図）。細密沈線文土器は平口縁深鉢形土器の出土が圧倒的に

多く、そのほかに鉢形や浅鉢形のものも少量であるが確認できる。大宮台地においても深鉢形土器

が多い傾向は同様であるが、広口壺のような器形が出土している点が特徴的である。（第 7図 1・2）。

この特徴的な器形を有する細密沈線文土器は大宮台地以外の地域では今のところ出土しておらず、大

宮台地特有の要素と言える。

0 20km10km

（S=1/100,000）

1 2

1: 久喜市小林八束遺跡　2: 川口市上台（精進場）遺跡

条線文系主体
異系統共存

紐線文系主体

0 20km10km

第７図　細密沈線文土器分布図

第８図　粗製土器分布図
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（３）粗製土器

　姥山式の粗製土器は、条線のみを有するという点で非常に特徴的である（第１図 8）。それに対し

て安行 3b 式の粗製土器は、後期安行式からの紐線文系の伝統を引き継いでいる。粗製土器の分布を

みると、大波状口縁深鉢形土器や細密沈線文土器と異なり、東西地域で分布が明確に分離しているこ

とがわかる（第 8図）。

３．３　安行 3c 式期以降
　姥山式の影響は、安行 3c 式にも引き継がれていく。先行

研究で指摘されているように、姥山式の特徴である菱形区

画を受け継いだ系統が安行 3d 式までつづく（鈴木・鈴木

1983、新屋 1996、奥野 1998）。本稿の対象は縄文時代晩期

前葉であるため、安行 3c 式期以降の様相については簡単な

指摘にとどめる。

　姥山式の影響として第一に指摘できるのが、「文様帯の縦

位分割意識」（奥野 1998）である。先行研究で「背合わせ弧

線文」（鈴木・鈴木 1983）と呼称された文様を有する埼玉県域出土資料をみると、姥山式の影響力が

十分に読み取れる（第 9図）。縦位分割意識のみならず、入組弧線文や円圏文の名残をとどめるもの

や波頂部の鉢巻き状貼付文が確認できる。安行式に伝統的な、三角形区画帯の安行 3c 式にも鉢巻き

状貼付文がみられる例があり（第１0図）、姥山式の影響が強く及んでいることがわかる。

４　東西地域の影響関係についての考察
　以上の分析から、縄文時代晩期前葉における東西地域の影響関係について、姥山式の与えた大宮台

地への影響力を中心に考察する。

　まず、安行 3a 式終末期にあたる姥山式出現期の段階では、分布は関東東部地域に集中しており、

西部地域への大きな影響力はみられない。安行 3b 式期になると、姥山式の分布範囲が大宮台地まで

広がり、姥山式大波状口縁深鉢形土器や細密沈線文土器が出土する。姥山式の東部地域への影響力が

拡大していることがわかる。ただし、安行3b式と姥山式の文様におけるキメラ化はそれほど進行せず、

0 10cm

（S=1/8）

1 2 3 4

5 6

1: 鴻巣市赤城遺跡　2: 新座市鐙田遺跡　

3: 白岡市前田遺跡　4: 桶川市高井東遺跡　

5: 蓮田市久台（ささらⅡ）遺跡　

6: 川口市上台（精進場）遺跡

10cm0

（S=1/6）

鉢巻き状貼付文

第９図　姥山式の影響を強く受けた安行 3c式土器

第 10図 赤山遺跡出土土器
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粗製土器の分布も明確な東西差がみられるなど、それぞれの系統を保ちながら共存する様相がうかが

える。

　姥山式の影響力は晩期中葉以降にもつづき、姥山式の影響を強く受けた系統が安行 3c 式以降の主

要な系統の一つになる。安行 3b 式期が異系統共存の状態であったのに対して、安行 3c 式期は、関東

西部地域が姥山式の影響を強く受け、キメラ土器的な成立過程によって安行 3c 式の主系統の一つが

生み出されていくと考えられる。本稿では触れていないが、関東東部地域では晩期中葉になると、姥

山式から前浦式へと変遷し、東西差がより一層明確になる。

　後期後葉からつづく伝統的な安行式を安行 3d 式まで引き継ぐのは、一貫して関東西部地域であり、

東部地域の姥山式の影響力は過小評価される傾向にある。しかし、必ずしも異系統である姥山式の影

響力が弱かったわけではない。関東東部地域には、姥山式しか確認できない地域が少なからず存在す

るなど、少なくとも土器様相からは、安行 3b 式期に西部地域の影響力が縮小している様子が読み取

れる。縄文時代晩期中葉にいたるまで姥山式が西部地域に少なからず影響力を及ぼしていたことが明

らかになった。

５　今後の課題
　本稿では、姥山式の影響を受けた大宮台地出土土器群について、安行 3a 式終末期から安行 3c 式に

いたるまでの変遷をたどった。現在筆者は、今回主に扱った前後の時期に該当する、姥山式の成立過

程や縄文時代晩期中葉の土器群についての分析を進めている。今後も成果を発表していくことで縄文

時代晩期の地域間関係について土器から読み解いていきたい。
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1　はじめに
　秩父郡長瀞町野上に所在した長瀞綜合博物館は、地元の眼科医塩谷覚三郎 (1886-1967) が収集した

資料を展示公開する「汲古館」として昭和 32 年に開館し、同 38 年に長瀞綜合博物館に改称した私立

博物館である。平成 25 年の閉館に伴い、収蔵資料が埼玉県に寄贈された。さきたま史跡の博物館で

は考古資料を受け入れ、整理作業を進めている。これまで骨角製品の一部（倉澤 2016）、金属製遺物（野

中 2018、水口 2018）、古瓦（野中・鈴木・宮原 2019）、玉類（野中・山田 2020）、縄文土器・土製品（野中・

別所2021）が整理・検討されている。その過程で、柴田常恵に関係すると指摘された資料が複数あった。

　本稿では、旧長瀞綜合博物館所蔵資料の考古資料のうち柴田常恵に関係すると考えられるものの具

体的な資料目録を提示する。さらに、文献資料等から読み取れる柴田の動向と照らすことで、これら

の資料が柴田旧蔵資料であることを確認し、また、柴田が資料を入手した経緯を推察する。なお、今

回の文献調査は『人類学雑誌』『埼玉史談』を中心に行った。

2　資料の概要
　旧長瀞綜合博物館所蔵資料は受け入れる際に便宜的に通し番号が振られた。目録作成作業では基本

的にこの番号を踏襲して資料番号としている。目録項目の説明は第 1表に示す。

　本紀要においてすでに目録として公開されている旧長瀞綜合博物館所蔵資料のうち、柴田常恵に関

係すると指摘された資料について、一覧を示す【第 2～ 5表】。なお、「古瓦」については後述の通り

すべてが柴田に関係するものと想定されているため、本稿では掲載を省略した。既報の目録（野中・

鈴木・宮原 2019）を参照されたい。また、縄文時代の石器については、目録は未公表であるが、柴

田旧蔵資料と判断したものについてのみ一覧を示す【第 6表】。

　倉澤（2016）は骨角製品 8点について、添えられていたキャプションの内容、すなわち出土遺跡名「富

山県氷見郡朝日貝塚」と年号から柴田常恵が内務省の史蹟名勝天然記念物調査会の考査員として現地

に赴いた際に持ち帰ったものであると判断した。國學院大學が公開している柴田常恵の写真資料 (註 1)

の中に同一資料と思われる骨角製品が写っていることも根拠の一つとして挙げた。

　水口（2018）は金属製遺物目録（野中 2018）に掲載された和同開珎 2点について柴田旧蔵資料で

あると判断した。これらは台紙に糸で固定されていたもので、その台紙に記載された内容の検討、文

献調査からの裏付け、台紙の筆跡と柴田の筆跡の検討、國學院大學のデータベースに掲載された写真

を根拠とした。水口は出土地等が記載された台紙を伴う資料をはじめ、旧長瀞綜合博物館の資料には

柴田常恵旧蔵資料が多く含まれている可能性を指摘した。金属製遺物目録に掲載された資料には、展

示キャプション、資料が台紙に固定されたもの、資料に紙札が結びつけられたもの、資料に直接付箋

が添付されたもの、資料に直接注記されたものと大きく 5つのタイプがあった。このうち、台紙に固

定されていた資料を柴田旧蔵資料とすると、水口が報告した銭貨 2点を含めて 35 点ある。

　旧長瀞綜合博物館所蔵資料の古瓦は昭和 30 年に県指定文化財（考古資料）に指定されている。埼

玉県立熊谷図書館に所蔵されている「塩谷覺三郎氏所蔵全國古瓦目録」（刊行年、著者等不明）の前

書きに「柴田常恵先生が（中略）五十三年間研究蒐集された、日本全国古瓦の目録であります。」と

あることから、県指定文化財「古瓦」338 点が柴田常恵の蒐集した資料であることが分かる（註 2）。

　玉類は採集地などが不明な物が多いが、資料に直接注記したもの、記載した紙を資料に貼り付けた

旧長瀞綜合博物館所蔵資料における柴田常恵コレクションの検討
別 所 鮎 実 
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もの、採集地や年月日などを記載した厚紙の台紙に資料を糸で固定したもの等もあった。先例（水口

2018、野中 2018）に倣い、台紙を伴う資料は柴田関係資料である可能性が高いとした（野中・山田

2020）。玉類 507 点のうち、117 点がそれにあたる。

　縄文土器・土製品は資料が大きいこともあり、台紙に糸で固定されたものは少なかった。ただし、

情報が記載されたラベルが伴うものは複数あり、明治から大正期の日付のある資料は、柴田常恵旧蔵

資料の可能性があるとしている（野中・別所 2021）。527 点のうち、7点がそれにあたる。

　縄文時代の石器は、採集地などが記載された台紙に糸で固定されたものを柴田常恵旧蔵資料とした。

石鏃や石匙を中心とした剥片石器や石斧など 288 点である。

3　資料の検討
　（1）柴田常恵という人物

　柴田常恵は明治から大正、昭和時代にかけて考古学をはじめ、歴史学、郷土史など幅広い領域で多

大なる貢献をした人物である。明治 35(1902) 年に東京帝国大学人類学教室に勤務すると、各地の遺跡

調査に赴くことが増え、発表する論文や報告文等も考古学分野のものが多くなる。大正 9(1920) 年には

東京大学を辞し、内務省の史蹟名勝天然記念物調査会考査員になると、一層日本全国の遺跡、史蹟の

調査に尽力された。埼玉県の文化財保護や研究活動への貢献は大きく、昭和 3(1928) 年には埼玉県史編

纂会の監修となり、翌年には埼玉郷土会を設立し月刊『埼玉史談』を刊行した。大学で講師を兼任し、

各地の県郡市町村史編纂に関わるなど、学問分野だけでなく貢献の範囲も多岐に及ぶ人物である。

　（2）柴田の経歴と資料の由来

　第 7表は柴田の略歴年表に、柴田旧蔵資料として抽出した資料を台紙に記載された内容に基づいて、

年代順に当てはめたものである（註3）。資料を入手した年代は、柴田が人類学教室へ入ってから昭和期

まであるが、特に明治から大正期にかけての時期が多い。この資料の一部について文献資料と対応関

係が認められる。なお、骨角製品8点、金属製遺物の銭貨2点【0391】【0392】、及び玉類の27点【01-0386】

については既に検討が行われ、柴田旧蔵資料と判断されている（倉澤 2016、水口 2018、野中・山田

2020）。

　a）明治 38(1905) 年の東北地方踏査
　柴田は明治38年 8月 20日から9月 20日まで、往復32日間かけて大学の命で東北地方に調査へ行っ

た記録を『東京人類学会雑誌』（柴田 1906a）に寄稿している。このときは、磐城、岩代、陸前、陸中、

羽前をめぐった。

　第 7表の明治 38 年の部分を見ると、台紙に「岩代耶麻郡木幡村」の注記がある石鏃と石匙が複数

ある【B40-005、B43-008】。柴田（1906a）には「耶麻郡木幡村」では石鏃や石錐、石匙を発見したと

あり、記録と注記（註 4）が一致する。また、注記に日付はないが、「岩代安積郡大槻」と記された台紙

の石鏃が複数ある【B38-001、B40-003、B40-006、B40-008、B41-005、B41-010】。文中では古墳・横

穴墓のある地として「岩代安積郡大槻村」を挙げ、勾玉や銅鍔、釧などを発見したと記載がある。明

治 38 年のこのときに採集した遺物かは定かではないが、可能性のあるものとして示す。「陸中膽澤郡

佐倉川村大字常盤字杉堂」では現地の人類学会会員の青木禎次郎と鈴木貞太郎と共に発掘を行い、石

器時代の土器を発見したと記載がある。注記の年月は翌年であるが、鈴木貞太郎より「陸中膽沢郡佐

倉河村常盤字■ノ堂」の石鏃を複数得ている【B38-005、B39-010、B43-007】。これ以降、鈴木からは
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岩手県（陸中）を中心とした石器類を多数得ている（註5）。

　b）大正 8(1919) 年の大阪府国府遺跡調査
　柴田は大正 8年 4月、小金井良精と共に「河内國道明寺村字國府衣縫」の遺跡（大阪府藤井寺市国

府遺跡）の発掘を行った（小金井 1919）。石器時代の遺物に伴う人骨が複数体検出されたことで有名

な遺跡である。資料のなかには「河内國南河内郡道明寺村總社　大正八、四」の注記のある台紙に固

定された石鏃がある【B42-004】。年月と地名が一致しており、国府遺跡発掘の際に得た石器であると

考えられる。

　c）大正 13(1924) 年の東北調査旅行
　柴田（1927a）によると、大正 13 年の夏に秋田県（羽後）に赴き、多数の竪穴を見たという。また、

同年の 9月に東北地方を旅行した記録がある（柴田 1927b）。資料のなかには、この年の 8月に岩手

県で得たという注記「陸前気仙郡大船渡村下船渡貝塚　土偶　大正一三、八■　柴田」ラベルを伴う

土偶がある【01-044】。注記には柴田の名も記され、本資料を得たのが柴田であることは明らかである。

この年の夏に東北地方へ行ったのが 1度であったのか 2度以上であったのかは定かではないが、上述

のいずれかの機会に得たと考えるのが妥当であろう。

　d）大正 6(1917) 年『日本石器時代人民遺物発見地名表第四版』発行
　『日本石器時代人民遺物発見地名表』は東京帝国大学が発行した日本各地の遺跡の所在や性格が記

された地名表である。第三版が明治 34 年に野中完一により発行され、第四版は当時人類学教室の助

手であった柴田常恵が増補改訂の末、発行した。遺跡の所在地・発見地、遺跡の性質、発見した遺物、

事実報告者・遺物所有者、掲載文献が記されている。なかには、前述の東北地方踏査（柴田 1906a）

で訪れた遺跡地名や、鈴木貞太郎、青木禎次郎の名も東北地方を中心に複数回登場する。

　地方をあまり特定することなく登場する名前の一つに、佐々木船山がある。『東京人類学会雑誌』

277 号の「新発見の石器時代遺跡」（註 6）にも多くの遺跡の報告者として名前が挙げられており、明治

から大正期にかけて日本全国の遺跡で資料採集を行っていたようである。柴田旧蔵資料のなかには

「佐々木船山ヨリ購」の注記（註 7）のある台紙を伴うものが複数ある【B36-001】【B36-006】【B37-002】

【B37-003】【B37-007】【B37-008】【B39-008】。地名表作成のため、各地の資料提供を求めていたのだろう。

地名表の「第四版ノ増訂ニ就テ」において柴田は、新発見をした者は採集地を詳細に表記して遺物と

あわせて人類学教室に報告するようにと記述している。

　e）愛知県保美貝塚
　柴田旧蔵資料中で「三河国渥美郡福江町保美」の石鏃を複数提供した人物として小塩十一郎がいる。

大野延太郎（雲外）の報告によると、小塩十一郎は愛知県下三河国渥美郡清田村の小学校校長であり、

明治35年に伊川津村の貝塚で有髯土偶を発見した人類学会会員でもある（大野1905）。柴田常恵自身、

愛知県の出身であり、伊川津村の貝塚の発掘なども行っているため（大山 1923）、小塩と関わる機会

はあったことと考えられる。

　4　旧長瀞総合博物館所蔵資料における柴田常恵コレクション
　本稿では、旧長瀞綜合博物館所蔵資料のうち、注記の施された台紙に糸で固定された資料を抽出し、
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文献から読み取れる柴田常恵の動向との比較を行った。その結果、縄文時代の土偶や石器を中心とし

た複数の資料について対応関係が認められた。同じ手法、つまり注記を記した台紙に糸で資料を固定

する整理方法が採用されている資料については、柴田常恵旧蔵資料「柴田常恵コレクション」と判定

してよいと考える。さらに傍証として、台紙の一部に裏面に「柴田」の印章を持つものがあることを

示しておく【B41-003】【B41-007】【B42-003】。

　なお、旧長瀞綜合博物館所蔵資料は整理途中であり、本稿で提示するものが全てではない。旧長瀞

総合博物館に柴田常恵関係資料が所蔵されていた経緯についても不明なままである。今後、國學院大

學で所蔵している柴田常恵関連資料との比較検討による分析成果も期待される。継続的な整理作業及

び調査を行ない、随時補足していきたい。

註１：國學院大學では、研究開発推進機構各機関の研究成果の統合的なデジタル化・情報発信のため、2019 年から「國
學院大學デジタル・ミュージアム」を運営している。柴田常恵に関するものは、写真、野帳、拓本などが公開
されている。

註 2：県指定文化財「古瓦」は 338 点であるが、目録（野中・鈴木・宮原 2019）作成作業時には 339 点あったため、
古瓦の柴田常恵関係資料は 339 点となる。

註 3：本稿では、台紙に記された年月日を、資料を入手した日付として考えた。人から譲り受けたものの場合は元の
持ち主が採集した日付の可能性もある。

註 4： 台紙への注記は筆で書かれており、特にアラビア数字の「2」と「3」、「5」と「6」と「8」、「7」と「9」の判
別が難しい。本例も注記の日付を「8、20」と「8、30」と判読したが、同日の可能性がある。同様に、1909 年
の 2月 20 日と 3月 20 日、1910 年の 2月 12 日と 3月は判読違いで同日の可能性がある。

註５：東京大学総合研究博物館所蔵の八幡一郎「大型打製石器」関連標本データベース（http://umdb.um.u-tokyo.
ac.jp/DJinruis/yawata/hajime.php）によると、表面に「陸中国江刺郡黒石村字上鵜ノ木　鈴木貞太郎氏献」と
墨書注記された石器が 1点ある（人類学教室原番号 5723）。鈴木は人類学会員として、多くの採集資料を人類
学教室に提供していたと思われる。

註６： 1909「新発見の石器時代遺跡」『東京人類学会雑誌』24-277
註７：鈴木貞太郎をはじめ他の注記では「購」の記述はないため、佐々木からは購入していたことを敢えて記録した

可能性がある。著作に『蝦夷天狗考』（1912）や『蝦夷天狗研究　第二巻』（1913）があるが、詳細は不明である。

参考文献（一部は第 7表の典拠に記載）
大野延太郎 1905「愛知縣下旅行調査報告」『東京人類学会雑誌』20-230, pp.344-351
大場磐雄 ( 編 )1971『日本考古学論集 12 柴田常恵集』築地書房
倉澤麻由子 2016「旧長瀞綜合博物館からの寄贈資料̶富山県氷見市朝日貝塚の骨角器̶」『埼玉県立史跡の博物館紀要』

第 9号 , pp.1-10
野中　仁 2018「旧長瀞総合博物館所蔵金属製品遺物目録」『埼玉県立史跡の博物館紀要』第 11 号 ,pp.75-88
野中　仁・鈴木秀雄・宮原正樹 2019「長瀞総合博物館旧蔵県指定文化財「古瓦」目録」『埼玉県立史跡の博物館紀要』

第 12 号 ,pp.79-94
野中　仁・山田琴子 2020「旧長瀞綜合博物館所蔵玉類目録」『埼玉県立史跡の博物館紀要』第 13 号 ,pp.96-108
野中　仁・別所鮎実 2021「旧長瀞総合博物館所蔵資料目録̶縄文土器・土製品̶」『埼玉県立史跡の博物館紀要』第

14 号 ,pp.87-108
氷見市教育委員会 1995『朝日貝塚Ⅰ̶範囲確認試掘調査概要（１）̶』
水口由紀子 2018「旧長瀞総合博物館から寄贈された和同開珎について」『埼玉県立史跡の博物館紀要』第 11 号 ,pp.89-98
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写真１　B42-009表 写真２　B42-009裏

第 1表　目録項目の説明

第2表　柴田常恵コレクション　骨董製品一覧（倉澤2016より作成）
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第3表 柴田常恵コレクション 金属製遺物一覧 ( 野中 2018より )
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 第 4表 柴田常恵コレクション 玉類一覧 ( 野中・山田2020より作成 )
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第5表 柴田常恵コレクション 縄文土器・土製品一覧 ( 野中・別所2021より作成 )
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第6表 柴田常恵コレクション 縄文石器一覧
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第7表 柴田常恵の動向と資料

【同上】は、上と同じ台紙という意味である。
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はじめに
　平成 25 年に閉館した長瀞綜合博物館は、昭和 32 年に汲古館としてオープンし、その後昭和 38 年
に館名を「長瀞綜合博物館」と変更し平成 25 年 3 月まで営業した。閉館に伴い埼玉県が寄贈を受け
ることとなり資料の種別ごとに当館と歴史と民俗の博物館、嵐山史跡の博物館、自然の博物館におい

て収蔵することとなった。

　さきたま史跡の博物館では、約 870 点が収蔵されており随時整理作業を続けている。令和元年度か

ら目録の作成に着手し、種別ごとに「金属製遺物」「古瓦」「玉類」「縄文土器・土製品」と順次目録

の作成を行っている（野中 2018、野中・鈴木・宮原 2019、野中・山田 2020、野中・別所 2021）。今回は、

弥生土器・土師器・須恵器について取り上げる事とした。

１　資料の状態と目録の構成
　閉館以前の保管状況は、大型の資料を立見展示ケース、その他小型の資料は収蔵棚で展示公開され

ていた。そのため受入れの際は、展示現況順に受入番号が振られ、基本的にはそれを踏襲する形で資

料番号となっている。

　目録の作成にあたっては、受入の際に付された資料番号順に計測、観察、写真撮影を行った。また、

資料とともに付属するキャプションやメモ、さらに資料に直接書かれた注記等についても記載するこ

ととした。以下特徴的な土器について概要を述べ、目録の項目構成については、表１のとおりである。

表１

２　資料の概要
　(1)　弥生土器（表２）

　中期・後期の土器がみられる。中期土器は、133・139・140 である。133 は、大きく張りのある胴

部から細い頸部に短く開く口縁部を持つ。頸部と肩部に浅い３条の沈線があり、胴部上半は、縄文の

地紋に沈線で区画した綾杉文と曲線文を交互に配置する。底部は、目の細かい布圧痕を持つ。139 は、

旧長瀞綜合博物館所蔵資料目録
－弥生土器・土師器・須恵器－

西口正純・野中　仁
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胴部上半に綾杉沈線文を弧状の沈線で区画する壺形土器である。底部に網代痕を持ち、「松井田出土」

と書いたメモが付属する。140 は、頸部から肩部に水平の条痕文、胴部全体に綾杉条痕文を施し、口

縁部は複合口縁状で、下端に条痕工具を押捺した波状の刻みを持つ。資料カードに、「群馬県出土」

と記される。

　後期は、壺形土器７点 (125・127・128・130・137・138・616) である。125 は、頸部から口縁部に

かけて強く外反し、頸部に櫛描文を持つ。127 は、単純口縁で口縁部内面から外面全体を赤彩し、胴

部に外面からの穿孔がある。128 は、胴部下半に最大径を持ち、肩部に刷毛目押捺による連続羽状文

を持つ。130 は、細い胴部で頸部に 2段の櫛描き連簾文を巡らす。137 は、胴部上半から口縁部にか

けて櫛描波状文と頸部に連簾文がある。138 は、肩部の櫛描波状文を地文に楕円形浮文が４か所付き

縦方向の櫛描がある。

　(2)　土師器（表 3）

　古墳時代から、奈良・平安時代、中世以降の素焼き土器を掲載した。古墳時代では、壺・小型壺（132・

136・176・181・507・509・510・577・578・579・588・592）、広口壺 (182・585・589)、甕・台付甕

(126・131・149・168・511・512・180)、坩・小型丸底壺 (180・502・577・590・591)、埦・台付埦 (175・

178・179・186・580・583・596) 器台・高坏 (141・150・184)、坏 (152・153・174・177・582・587・

595・597・598・600・601・602・604・605・608)、長甕 (513)、鉢 (185・581)、 (606)、ミニチュア

土器 (169・170・171) がある。

　132 は二段口縁壺で、やや潰れた胴部に直立した頸部、口縁部が大きく開き、底部は焼成前の穿孔

である。507 は、長胴の小型壺で底部を丸底に削る。高崎市「笹森神社出土」と記したメモが残る。

509 は、口縁部が外反しながら開く二段口縁で、球形の極めて薄い胴部である。底部は、わずかに上

げ底となる。510は坩形の壺で、球形の胴部に直線的に開く口縁部となり、外面を赤彩する。「信州野沢」

の注記がある。577 は広口壺で、口縁部下端は輪積痕状の稜を持つ。坏 152 は、内面と外面全体に直

線を重ねたヘラ描沈線文を付けている。また、174・595・598・602・604 には暗文が認められる。

　奈良・平安時代は坏（595）、高台付坏 (607)、甕 (512)、がある。中世以降は (166・167・512・595・

603・607・611) で、坏、甕カワラケ（166・610・615・617）、耳皿（167）がみられる。

　(3)　須恵器・灰釉陶器（表４）

　須恵器は、坏・蓋坏 (473・483・484・485・486・612・613)、壺・長頸壺・短頸壺 ( ７・493・494・

497・501・503・508・532・567・614)、脚付長頸壺 (490・495)、脚付短頸壺 (488)、脚付広口壺 (487)、

甕 (568・636)、高坏・有蓋高坏 (491・492・528)、提瓶 (460・461・462・463・464・465・466・467・

468・475)、平瓶 (478・479・480・619)、横瓶 (481・482・489・496)、把手付埦 (524)、 (456・457・

458・459・620) が確認できる。

　坏は 473 が底部外面ヘラ削りで「比企郡亀井村」の注記がある。483 と 484 は蓋坏で、ともに「松

山村」と注記される。485・486 も蓋坏で、486 は外面を回転ヘラ削り蓋頂部は手持ちのヘラ削り調整

である。612 は底部糸切り、赤墨で「茂木」の注記がある。613 は「群馬郡出土」と注記がある。壺

類のうち、493・494・503 が長頸壺で、497・501・508・532 は短頸壺である。脚付壺は、487 が短い

脚部に口縁部が直線的に緩く開く。490 は、1段透かしの脚部で直線的に長く開く口縁部となる。495

は、有蓋で 1段の透かし脚部を持ち、体部との境に底部に向けて穿孔がある。503 は、長頸壺である

が、胴部下半に３孔、底部中央に１孔の穿孔があり、使途が不明である。487 は短い 1段の透かしを
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持つ。488 は短い脚部で口縁部は外反して開く。甕は、568 が丸底で平行叩き目、636 は長胴の尖底で、

格子目叩きである。高坏 491 は長脚で、２段の透かしを持つ。高坏 528 は、短脚２段透かしの有蓋高

坏である。

おわりに

　資料の写真撮影は、野中が行い、目録作成を西口が行った。また、当館学芸員宮原正樹の協力を得

た。なお、今後の目録作成作業で新たに確認された資料については、適宜追加して行きたい。

参考文献
野中　仁　2018「旧長瀞綜合博物館所蔵金属製遺物目録」『埼玉県立史跡の博物館紀要』第 11 号
野中　仁・鈴木秀雄・宮原正樹　2019「長瀞綜合博物館旧蔵県指定文化財「古瓦」目録」『埼玉県立史跡の博物館紀要』
第 12 号
野中　仁・山田琴子　2020「旧長瀞綜合博物館所蔵玉類目録『埼玉県立史跡の博物館紀要』第 13 号
野中　仁・別所鮎実　2021「旧長瀞綜合博物館所蔵資料目録－縄文土器・土製品－『埼玉県立史跡の博物館紀要』第
14 号

表２
弥生土器

表 3
土師器
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表 4
須恵器・灰釉陶器
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1　企画展の開催計画
　埼玉古墳群は令和２年３月に特別史跡に指定された。これに先立ち、埼玉県教育委員会では 50 年

以上に渡る埼玉古墳群の発掘調査の成果を纏めた『国指定史跡埼玉古墳群総括報告書Ⅰ』を刊行した。

この中では、発掘調査によって明らかになった成果や埼玉古墳群から出土した資料について詳細な分

析がなされている。また、埼玉古墳群周辺の市町村の発掘調査報告書や市町村史の刊行などにより、

埼玉古墳群やその周辺の集落の様相や古墳時代当時の自然地形も明らかになってきている。

　令和３年度の企画展は、こうした近年の埼玉古墳群とその周辺地域についての研究の成果を分かり

やすく紹介することを目的とした。今年度の展示会が終了したことにあたり、企画展の概要について

事業報告を行うものである。

2　５つのコーナーによる展示構成
　今回の展示では「河川によるモノの運搬」が大きなテーマであるが、古墳時代の港湾遺跡や河岸な

ど河川を利用したことが確認できる遺構は埼玉県では発見されていない。このため、生産地と消費地

が判明しており、遠距離を運ばれたことが明らかであるものや、埼玉古墳群の周辺集落から出土した

河川や水運に関連する資料を取り上げて、遺跡と河川との関連をイメージしてもらうこととした。ま

た、埼玉県内から出土している古墳時代の船や船形木製品を集めて内陸での水運が盛んに利用されて

いたことを印象付けるよう工夫した。

企画展「運ぶ　－埼玉古墳群とモノの動き－」の開催について

山 田 琴 子

図１　企画展示室展示レイアウト
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I　埼玉古墳群と川
　埼玉古墳群の北方を流れる利根川と南方を流れる荒川は、埼玉古墳群築造当時には現在とは流路が

異なり埼玉古墳群に近い場所で合流していたと考えられており、埼玉古墳群の立地は河川と深く関

わっていたことがうかがわれる。河川と埼玉古墳群の位置や流路の変化は展示の中でも重要な情報で

あるため、展示の最初にパネルで説明をした。

　また、行田市小針遺跡、築道下遺跡など河川の港湾施設と考えられる遺跡や、行田市池守遺跡、熊

谷市下田町遺跡などの海の貝が出土している遺跡、行田市小敷田遺跡から出土した準構造船の部材な

ど大宮台地北部から妻沼低地、加須低地にかけての地域の河川と関連する遺跡と遺物を取り上げて展

示し、埼玉古墳群だけではなく、古墳時代当時の周辺地域も河川と深く関わる地域であることを示し

た。

＜展示資料＞

・行田市小針遺跡出土土師器（小針型坏）

・行田市築道下遺跡出土土師器（小針型坏）、玉類、鉄製品、砥石

・行田市池守遺跡出土貝殻、木製品

・熊谷市下田町遺跡出土貝殻、動物骨

・行田市小敷田遺跡出土準構造船部材、木製品

Ⅱ　埼玉古墳群に運ばれたモノ

　埼玉古墳群から出土した埴輪や須恵器、横穴式石室に用いられた石材は埼玉県内外の生産地や産出

地から運ばれてきたモノであることがこれまでの研究で明らかとなっている。埴輪は鴻巣市生出塚埴

輪窯跡で製作された大半である。また、須恵器は陶邑を中心とした畿内の窯や埼玉県寄居町の末野窯、

石材は長瀞町や比企地域で産出する緑泥石片岩、千葉県富津市周辺で産出する房州石、群馬県の渋川
市周辺で産出する角閃石安山岩など産地が明らかとなっているものを取り上げた。これらの埴輪や須

恵器、石材は大型であったり、重量があるため、産地から陸路で運ぶよりは河川を通じて運ばれたこ

とが想定される。

＜展示資料＞

・鉄砲山古墳出土人物埴輪破片、蓋形埴輪破片

・鴻巣市生出塚埴輪窯出土振分髪表現の人物埴輪、蓋形埴輪（重文）

・稲荷山古墳出土須恵器蓋・高坏

・将軍山古墳出土須恵器

図２　展示風景１
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・鉄砲山古墳出土須恵器甕・大甕

・奥の山古墳出土須恵器装飾付壷・高坏型器台

・中の山古墳出土須恵質埴輪壷

・寄居町末野窯出土須恵質埴輪壷

・鉄砲山古墳出土緑泥石片岩破片

・鉄砲山古墳出土角閃石安山岩破片

・将軍山古墳出土房州石破片

 　 

Ⅲ　埼玉県内から運ばれていったモノ

　埼玉古墳群に運ばれてきたモノとは対照的に、埼玉県内で生産されたり産出したものが他県で出土

する例がある。

　埼玉古墳群にも埴輪を供給していた生出塚埴輪窯では、６世紀後半には埼玉県内の古墳のみならず

千葉県、東京都、神奈川県の古墳にも埴輪を供給していた。埼玉古墳群中の鉄砲山古墳からは大型の

人物埴輪の破片が出土しているが、同時期の市原市山倉１号墳、横浜市北門１号墳からも同様の人物

埴輪が出土している。製作地である生出塚埴輪窯から出土した人物埴輪と、消費地である市原市山倉

１号墳、横浜市北門１号墳から出土した人物埴輪とを見比べてもらうことを意図し、前章の形象埴輪

のケースとは対面に位置するケースに展示した。

　また、埼玉県内で産出する緑泥石片岩は千葉県や神奈川県の古墳でも石室に利用されていることが

確認されている。その一例として、千葉県木更津市金鈴塚古墳の石室内の箱式石棺の写真を展示した。

　埴輪や石室の石材など、古墳を築造する際に必要となるものとは異なる移動をするものがある。そ

の代表例が当時の人々の生活用具である土師器である。北武蔵の集落遺跡で多く出土する比企型坏や

有段口縁坏などが、武蔵国と相模国の境界付近に位置する横須賀市鉞切遺跡から出土している。この

遺跡の周辺では土師器の生産が行われておらず、北武蔵から運ばれたと考えられる土師器が大半を占

めている。この遺跡では漁撈が行われており、埼玉県内からは土器を運び、鉞切遺跡からは魚介類を

埼玉県内まで運んでいたことも考えられる。

＜展示資料＞

・市原市山倉１号墳出土振分髪表現の人物埴輪（千葉県指定）

・横浜市北門１号墳出土筒袖表現の人物埴輪（横浜市指定）

・横浜市北門１号墳出土振分髪表現の人物埴輪（〃）

・横須賀市鉞切遺跡出土土師器坏

図３　展示風景２
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・木更津市金鈴塚古墳箱式石棺（写真）

 

　 

Ⅳ　出土した船

　河川を通じて様々なものを運んだ際に利用されたと考えられるのが船である。埼玉県内やその周辺

では古墳時代の集落遺跡から船の部材や、船を象った船形木製品が出土している。

　埼玉県に隣接する東京都足立区伊興遺跡からは、古墳時代の刳船と準構造船の部材が出土している。

埼玉県内からは行田市小敷田遺跡、吉見町吉見条里遺跡から古墳時代の刳船が出土している。出土し

た船は、いずれも舳先に近い部分であることから船としての用途を終えた後に、舳先の部分だけ削り

落として井戸枠などに転用されていたようである。

　船形木製品には刳船と準構造船の両方を象ったものが見られるが、同じ刳船でも様々な形態をして

いることから、元となった船の形態も多様であったことがうかがえる。

＜展示資料＞

東京都足立区伊興遺跡出土刳船部材　舳先部分・舷側板

吉見町吉見条里遺跡出土刳船（写真）

東京都足立区伊興遺跡出土舟形木製品

行田市小敷田遺跡出土船形木製品

深谷市城北遺跡出土船形木製品

図４　展示風景３

図５　展示風景４
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Ⅴ　埼玉の津

　この章では図像や文献資料に残された河川や船と埼玉の地との関わりを、文章パネルと写真で示し

た。

　埼玉古墳群と同じ行田市内に所在する地蔵塚古墳の石室には船を漕ぐ人の線刻画があり、埼玉古墳

群周辺の地の水との関わりの深さを感じさせる。

　また、埼玉古墳群の最後の前方後円墳である中の山古墳が築造されてから、約１００年後に成立し

た万葉集の巻十四東歌中の相聞、武蔵国の歌九首のうちの一首三三八〇番「埼玉の津に居る船の風を

いたみ　綱は絶ゆとも言な絶えそね」という歌に「埼玉の津」という地名が登場する。埼玉古墳群周

辺では古墳時代から古代にかけての時期の津の遺構は確認されていないが、埼玉古墳群周辺に津が存

在した可能性が極めて高いことを示している。

３　関連事業と刊行物
　約２カ月間の会期中に実施した関連事業は、講座１回

とシンポジウムである。講座は、当館が通年で実施して

いるさきたま講座の中に組み込まれており、展示担当者

が講師となって展示の内容や見どころを説明した。シン

ポジウムは企画展のテーマとなるモノの移動や河川交通

について、古墳時代の東日本地域を対象として研究を

行っている研究者に東日本の各地域の事例等について発

表を行っていただいた。なお、新型コロナウィルス感染

拡大に伴う緊急事態宣言発令中ということもあり、企画

展の展示解説は実施しなかった。

　関連印刷物は、B2 版ポスター 500 枚、チラシ 20,000

枚と図録 1,000 部を刊行した。また本年度の企画展より、

ターポリン製のシートを作成して博物館正面入口の扉の

脇のガラス壁に貼り、企画展が開催されていることが博

物館入口で来館者に分かるように示した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　広報活動
　展示会の広報は、関連・類縁機関および秩父鉄道の主要駅、市内飲食店へのポスター掲示を依頼した。

　資料提供による記者発表は、7月 1日に行い、毎日新聞、埼玉新聞の記事の中で紹介された。埼玉

県立さきたま史跡の博物館では、昨年度から博物館のTwitter アカウントを開設して展示やイベント

の告知を行っているが、企画展開幕３週間前から展示の告知を開始し、展示作業や図録の紹介等を行っ

ていた。

企画展開催データ

名　　称：令和３年度企画展「運ぶ　－埼玉古墳群とモノの動き－」

会　　場：さきたま史跡の博物館企画展示室

開催期間：令和３年７月１０日（土）～９月１２日（日）

会期日数：５９日間（休館日７月１２日・２６日・８月２日・２３日・３０日・９月６日）

図６　博物館入口シート
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入館者数：１１，４４９人

資料点数：４３件１０９点

関連事業：  （１）  さきたま講座

　　　　　　　　７月３１日（土）　１３時３０分から１５時３０分

　　　　　　　　演題：「埼玉古墳群と河川」

　　　　　　　　講師：山田琴子（さきたま史跡の博物館）

　　　　　 （２）  企画展関連シンポジウム

　　　　　　　　９月１１日（土）　１３時から１６時

　　　　　　　　タイトル：「埼玉古墳群とモノの動き」

　　　　　　　　パネラー：右島和夫氏（群馬県立歴史博物館）

　　　　　　　　　　　　　田中　裕氏（茨城大学）

　　　　　　　　　　　　　小橋健司氏（市原市埋蔵文化財調査センター）

　　　　　　　　司　　会：山田琴子（さきたま史跡の博物館）
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１　はじめに
　社会の変化が著しく、大量の情報が溢れる中、取捨選択を通して、適切に判断する力が必要とされ

ている。事を自分事として捉え、興味・関心を持って社会参画の基礎を育むことが今の教育に求めら

れている。

　教育基本法第１２条の２において「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会

教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教

育の振興に努めなければならない」とあるように博物館は社会教育の振興の場でもある。このことは

博物館法の第２条「この法律において「博物館」とは歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する

資料を収集し、保管（育成を含む）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、

調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調

査研究をすることを目的とする機関」とあり、第３条の９には「社会教育における学習の機会を利用

して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励す

ること」とある。

　学習において具体的な資料や体験的な学習は、児童生徒の興味関心を喚起し、思考を深め、知識の

定着に影響がある。そうした多様な学習形態を生かして授業を改善していくことは平成２９年に告示

された新学習指導要領の総則の中にも取り上げられている。教育課程の実施と学習評価１の主体的・

対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の ( ７)「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図

り、児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに、児童の自主的、自

発的な学習活動や読書活動を充実すること。また、地域の図書館や博物館、美術館、劇場、音楽堂等

の施設の活用を積極的に図り、資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実すること」とあ

り、博物館や美術館等の地域施設を活用することで児童生徒の主体的で対話的な深い学びを実践でき

る授業づくりに生かすことが学校としても重要になってきている。

　だが、一方で実際の資料を授業の中で生かすということは保存の観点からすると難しい部分も多い。

保存環境の整った博物館、美術館に直接来てもらい指導をしてもらうという方法がよいのだが、場所

や時間によって学校も必ず訪問できるというわけではない。そうなると博物館から学校へ訪問をして

授業を行うという方法が考えられる。しかし、実際の資料を活用すると素材にもよるが日光、特に紫

外線によるもの、外気や湿気による影響、虫やカビ等の心配が考えられる。また、運搬による破損や

手で持つことによる危険性（落下による破損、手の油による劣化）もあるだろう。こうしたことを踏

まえながら授業を行っていかなければならない。また、こうしたことをきちんと指導をすることも資

料を活用する上で必要となってくるだろう。

２　館と学校の連携について
　さきたま史跡の博物館は学校に対して「学校団体予約」、「出張授業」、「教職員への研修」の取組を

している。今回は特に出張授業における学校との連携について報告をしていく。

　さきたま史跡の博物館及び埼玉古墳群は小学校においては社会科の内容と関連が深い。特にさきた

ま史跡の博物館に展示されている国宝の「金錯銘鉄剣」は小学校の６年生社会科では教科書に掲載さ

博物館資料の活用に基づく学校連携プログラム

小 林 弘 一・篠 﨑 彩 乃
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れており、「（前略）大和朝廷（大和政権）による統一の様子を手掛かりに、むらからくにへと変化し

たことを理解すること。」（小学校学習指導要領第６学年の目標及び内容ア（ァ））と学習内容に関わ

りがある。また、「遺跡や文化財、地図や年表などの資料で調べ、まとめること」（小学校学習指導要

領第６学年の目標及び内容のア（シ））の具体的な方法として「( 前略 )、土器などの遺物について、

地域にある博物館や資料館などを利用して調べたり、身近な地域に残されている古墳を観察・見学し

たり」、「博物館や資料館などを見学して適切に情報を集める」ということが挙げられている。

　中学校の学習指導要領でも同様に「( 前略 ) 大和朝廷 ( 大和政権 ) による統一の様子と東アジアとの

関わりなどを基に、東アジアの文明の影響を受けながら我が国で国家が形成されていったことを理解

すること」（中学校学習指導要領歴史分野の目標及び内容ア（ィ））と取り上げられており、その資料

として国宝の「金錯銘鉄剣」が教科書に掲載されている。また、内容の取扱いの中に「（前略）、また、

考古学などの成果を活用するとともに、古事記、日本書紀、風土記などにまとめられた神話・伝承な

どの学習を通して、当時の人々の信仰やものの見方などに気付かせるよう留意すること」とあり、「考

古学などの成果」を「新聞記事や地域の遺跡、博物館の活用を図るような学習も考えられる」として

いる。

　こうしたことを基にして、さきたま史跡の博物館では令和３年度に２つの出張授業プログラムと１

つの体験学習プログラムを作成、実施した。

　一つ目は「なるほど！古墳時代　埴

輪Ver」である。この授業は鴻巣市の

新屋敷遺跡で出土した円筒埴輪片を口

縁部、中部、下部の３種類をグループ

ごとに用意をして、その破片を観察し

ながら何の破片かを探っていく授業で

ある。具体的な遺物を観察・調査し、

そこから情報を読み取り対話しながら

正解を探る。その後埴輪の種類につい

ての学習とその役割について児童に考

えさせ、古墳時代の人々のくらしや埴

輪に込められた思いなどを感じさせる

ことが目的となる。また、具体的な資

料を調査するため学芸員が資料の扱い

方を指導し、児童にその資料の大切さ

を感じさせることも目的としている。

　二つ目は「なるほど！古墳時代　鉄

剣Ver」である。この授業は教科書に

掲載されている稲荷山古墳から出土し

た「金錯銘鉄剣」と江田船山古墳 ( 熊

本県 ) から出土した「銀象嵌鉄刀」の

内容を読み比べして、その共通点と相

違点を探り、その資料２つの資料が何を表しているのかを読み取る授業である。２つの遺物から大和

朝廷（大和政権）の国土の広がりを理解させるとともに国土が統一されていった様子を学ぶことにな

 　2つのプログラムの対応表。

 　学校や児童の実態に応じて選択してもらう
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る。鉄剣と鉄刀それぞれの資料をペアで調べ合い、お互いに伝え合いながら情報を埋め合わせていく

というジグソー学習での実施も可能となる。

　この２つの授業は、小学校６年生がちょうど学習する時期である６月の中旬から７月上旬まで近隣

の４市（行田市、鴻巣市、羽生市、加須市）を対象に、学校や児童の実態に応じてどちらか１つを選

んでもらい実施をした。１９校から申込があり、埴輪Ver を８校、鉄剣Ver を１１校実施した。

　体験学習は「作ってみよう！わたしだけのオリジナルまが玉」と題し、館内でも実施している勾玉

づくり体験を学校に出張して作成するプログラムである。ただ、作成するのではなく前段で勾玉の歴

史や勾玉に関する知識を得てもらい、その後に滑石を使った勾玉づくり体験を行う。勾玉は埼玉県の

県章にもなっているため、小学校４年生で学習する「都道府県の様子」でも活用することができる。

また、紙やすりで作成するのだが、昔は石の道具を使い、形を整えていったことを教えることで、今

と昔との比較にもつながり、体験に基づいて古墳時代の人々の思いにふれることができる。

３　実践の様子
　実際に授業を行ってみて、児童たちの様子について報告を行う。

　(1)「なるほど！古墳時代　埴輪Ver」

　「なるほど！古墳時代　埴輪Ver」では、実際に出土した埴輪片を使用するため普段学校ではでき

ない体験を行うことができ、教員、児童たちにも好評であった。ただ学ぶというだけではなく、資料

の扱い方や資料から考察し対話で考えを深め合うなど児童主体の活動を多くすることで興味関心を育

て、資料を根拠にして情報を言語化し伝えることができるようにする下地づくりにもなった。

　出土資料を使用するため、初めに学芸員から資料の扱い方について説明をしてもらった。これは資

料の活用と保存という観点からも重要だと位

置付けている。実際に資料にふれるというこ

とは破損の可能性があったり、状況が変化を

していってしまったりすることは避けられな

い。しかし、それを最小限に抑え、かつ学習

上有効な効果をもたらすために、専門である

学芸員にその資料の価値の重要性や失われる

と二度と同じものがないという貴重性を説明

してもらった。その成果もあり、児童は資料

を観察する際は、トレイ内の低い位置で観察

をしていた。また、学芸員からは資料を観察

する際のポイントも指導をしてもらった。児

童生徒は資料が提供されてもそれを漫然と見

てしまうことが多い。その “もの ”のどんなと

ころを視るのか、視たものをどう生かすのか。

社会科の目標としても高いものとなるが学校

の日常的な授業ではなかなか踏み込むことが

できない視点で専門家の学芸員から指導をしてもらった。埴輪片の場合、「色」や「断面」、「表面の

模様」の観察に加え、専門的な言葉である「刷毛目」や「突帯」なども観察ポイントとして紹介をし

てもらった。

学芸員が資料を見る視点を与える
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　約１５００年前の資料を手にした児童たちは

とても丁寧に扱い、重みを感じたり、表面の凸

凹具合を確認したり、匂いを確認したりと様々

な方法で資料にふれることができた。そしてす

でに学習をしている縄文土器や弥生土器の特色

を見出してみたり、日常生活で自分たちが使っ

ている壷や瓶に近いと考察したり、正解を出す

ということよりも根拠を持ち対話を重ねながら

遺物について考えることができた。終了後のア

ンケートを見ても「本物を触れてよかった」「貴

重な経験だった」という意見が多く、児童の満

足度は高いものであった。

　また、出張授業後に実際にさきたま史跡の博

物館に来館をして、一緒に来ていた家族に円筒

埴輪について説明をしている児童もいた。イン

プットした学習内容を咀嚼して、改めて身近な

人にアウトプットすることでその学びは確かな

ものになる。博物館への関心を高めるとともに

資料を “ 見る ” から “ 視る ” へと気付かせる機

会にもなった。

　(2)「なるほど！古墳時代　鉄剣Ver」

　「なるほど！古墳時代　鉄剣Ver」は、教科書にも掲載されている稲荷山古墳出土の「金錯銘鉄剣」

を扱った授業である。学校の授業においては「“ ワカタケル大王 ” と書かれた剣と刀が埼玉と熊本か

ら出土したがこれはどういうことを表しているのか？」と発問をし、「当時の大和朝廷 ( 大和政権 ) が

関東から九州まで勢力を広げていた」という学習内容を理解するものになる。鉄剣について学校でふ

れるのは「埼玉県の行田市にある鉄剣」と「ワカタケル大王」という事実のみになる。学校の教員も「金

錯銘鉄剣はワカタケル大王のもの」若しくは「ワカタケル大王が作って配ったもの」という認識でい

ることもある。そのため児童も漠然と「鉄剣＝ワカタケル大王のもの」という理解になってしまって

いることがある。

ICT や具体的な資料を用いて視覚的に情報を与え、興味関心を高める

対話の前にまずは自分の意見を持たせる 

ためのワークシート
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　この授業プログラムでは、そうした金錯銘鉄剣の文字

を実際に読んでみてどのようなことが書かれているかを

知ると共に熊本県江田船山古墳から出土した「銀象嵌鉄

刀」と比較をし、より深い視点で大和朝廷（大和政権）

の広がりを学ぶことを目的としている。

　多資料を比較するときの学校の指導法の一つに「ジグ

ソー学習」という方法がある。ペア若しくはグループ内

でそれぞれの資料を調べるスペシャリストを決め、各自

で自分の決められた資料について調べて情報を収集す

る。その後、自分のグループに戻って自分の収集した情

報をお互いに伝え合うことで補完をし合い、考察を深め

ていくという方法である。今回は「金錯銘鉄剣」と「銀

象嵌鉄刀」に共通点と相違点を探すことで、共通のワー

ドである「ワカタケル大王」を発見し、そこから当時の

大和朝廷（大和政権）の広がりについて気付くという流

れになっている。

　「金錯銘鉄剣」は実際の物を学校に持っていくことは

不可能であるため、「触れるレプリカ」で代用をした。

節くれだった形状や色は本物とそっくりなため児童も鉄剣に興味を持ちやすかった。加えて金で書か

れた文字を見て何が書かれているのか関心を高めていた。全ての文字が漢字しか使われていないとい

うところから「外国から来た剣なの？」という児童もいたため、中国や朝鮮半島とのつながりや文

字の伝来にも考えをつなげていくことができ

る。また、レプリカで鉄剣の大きさを見た際

に「大きい」と言う児童と「思ったより小さ

い」と思う児童がいた。なかなか剣を見る機

会がないのでゲームなどで剣を見たことのあ

る児童は小さく感じ、写真で見たことがある

くらいの児童は大きく感じていたように思わ

れる。レプリカとはいえ、視覚的な効果は強

く、児童に大きなインパクトを与えた。また、

レプリカではあるが、資料であることは変わ

りがないためその扱いについては学芸員から

もふれてもらい、精巧に移したものであるためその扱いについては十分に注意をするように指導をし

てもらった。「銀象嵌太刀」はレプリカの用意も難しかったため、同じ長さの発泡スチロールに写真

を貼り用意をした。こちらはレプリカほど反応があったわけではないが、文字が書かれたところが太

刀の背の部分に当たるため、見せると「こんな細いところに字を書くなんて」と児童は驚きの様子で

あった。教科書ではどこに字が書いてあるかは示されていないため、その技術力の高さを実際に感じ

ることもできていた。

　「金錯銘鉄剣」の実物は博物館にあることを伝えると「見に行きたい」と言ってくれる児童も多く、

実際に家族で見に来てくれた児童もいた。学校だけでなく、事後学習も促すことができた。

　それぞれの資料を対比し、視覚的にとら

　えやすくしたワークシート

実際のサイズと同じ「銀象嵌太刀」
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　「金錯銘鉄剣」は特殊なケースで展示をさ

れている。そのケースについても説明をした

が、もう少し詳しくふれることができれば、

その資料の価値の高さを児童に伝えることも

できたと思う。窒素ガスでケース内を満たし、

酸化を防いでいることを考えさせることで資

料保存の大切さを児童に考えさせることがで

きる。今を生きる人たちがあるのは昔の人々

が積み上げてきた歴史があるからで、文化財

はその歴史を教えてくれる大切な証人だとい

うことを感じさせる。そうした指導を通すこ

とで文化財を受け継いでいこうとする児童生

徒の態度を育てていくことにもなる。 

(3)「作ってみよう！ わたしだけのオリジナルまが玉」

　「作ってみよう！わたしだけのオリ

ジナルまが玉」は体験を通して学習を

深めるプログラムになっている。この

プログラムも学校や児童の実態に応じ

て時間を変えて行った。基本は６０分

コースだが、小学校の授業時間に合わ

せた４５分コース。勾玉だけではなく

埼玉古墳群や金錯銘鉄剣まで含めた

９０分コースを用意して学校へ選んで

もらった。勾玉や古墳、鉄剣について

の基本的な知識を学んでもらうこと

で、ただの製作体験としてだけではな

く、学習と体験を一体としてとらえら

れるようにしている。

　勾玉の形については児童たちもゲー

ムなどを通して知っていることが多

く、授業を行う前から楽しみにしてい

る様子が見られた。　現在の勾玉づく

り体験は紙やすりを使って削っていく

が、古墳時代の勾玉は石で道具を作り、

石を削り出し、形を整え、磨きをかけ

ている。そうした今と昔の作り方の違いを知ることで当時の技術力の高さを感じさせるとともに「ど

うしてきれいな勾玉を作りたかったのか」という古墳時代の人々の思いにまでつなげていく。

　体験としては単調な作業になりやすく飽きてしまう児童も考えられたが、どの子も一生懸命で時間

が足りなくなるほど熱中して取り組むことが多い。削っている最中も児童同士でどうすればもっと上

手に削れるのかを意見しあったり、お互いに勾玉を見せ合い褒めあったりしていた。自然と主体的に

鉄剣のレプリカと115文字を拡大したプリント

学校や児童の実態に応じたプログラムを用意
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取り組んだり、対話を通じて高め合ったりする態度を見ることができた。最後には「また作りたいの

でさきたま史跡の博物館へ行きます！」と言ってくれる児童もおり、実際に何人もの児童が「楽しかっ

たから来ました。」と足を運んでくれている。

　大変な思いをして勾玉を作ることで当時の人々の気持ちを想像するとともに、自分で作ったものを

大切にしようとする様子も見られた。こうした体験を通して資料としての物の価値や大切さという部

分にも注目させて保存する意味についてまで態度を醸成していければと考えている。

４　効果と反省
　博物館・美術館と学校との連携は今後ますます必要となってくる。具体的な資料を活用した授業と

いうのは児童に新しいことに対する興味を高めさせ、主体的に学びたい、学ぼうとする態度を与えて

くれる。また、資料を根拠として意見を交流させ合いながら課題を解決していくことは考古学的な学

習の素地にもつながっていくのではないだろうか。博物館の出張授業は、日ごろ学校では用意ができ

ない資料を用意して、専門的な切り口から分かりやすく教えていくことができるとても重要な機会で

あると思う。また、なかなか博物館・美術館を訪れる機会のない児童生徒にとって新たな学習の場と

して、まずは知ってもらうという大切な機会にもなるだろう。

　授業としての効果としてだけではなく、博物館・美術館について知ってもらい、そこで働く職員や

そこにある資料を学ぶことも見識を深めることにつながる。そうしたことが資料の貴重性を知り、後

世まで守り保存をしていかなければならないという気持ちや態度の育成にもつながっていくのである

と考える。そうしたことが教育されずに資料が消失していってしまうともう二度と元には戻らない。

それはその時代の人々がどのように生活してきたのか、私たちのルーツを知ることもできなくなって

しまうのだ。

　一方で課題もたくさんある。学校では授業時数に基づき年間の学習指導は定められている。そうし

た中で出張授業を実施するためには、事前に学校の年間指導計画の中に位置付けてもらうことが効果

的となるが、なかなかそこまでは各校の事情もあるため難しい。博物館側のリソースの問題もあり、

職員数も限られた中で出張授業を行うため全ての学校において同等の指導ができるわけではない。ま

た、学校側にも博物館がこのような取組をしていることがなかなか周知されておらず、まずは教員側

にもこうした取組みを知っていってもらう必要を感じる。加えて資料を学校に持っていき授業に活用

するというのは資料が破損してしまうリスクもある。どの資料を持っていくのか、どのように資料を

扱わせるのか、十分に吟味し選別をしていかなければならない。

まが玉と県章との関係についても学ぶ 体験を通すことで学びの定着を図る
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　ただそうした課題を超えていくことで児童が得られる経験は計り知れないものとなる。さきたま史

跡の博物館と埼玉古墳群には未来に引き継ぐべき大切な資料がたくさんある。そうした資料が未来へ

と受け継がれていけるように今後も学校との連携を密にして児童生徒に楽しみながら学ぶ機会を作っ

ていく。

≪引用参考文献≫

　文部科学省　小学校学習指導要領 ( 平成２９年告示 )

　文部科学省　小学校学習指導要領 ( 平成２９年告示 ) 解説 社会科編

　文部科学省　中学校学習指導要領 ( 平成２９年告示 )

　文部科学省　中学校学習指導要領 ( 平成２９年告示 ) 解説 社会科編
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さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
た
び
、坂
東
札
所
で
知
ら
れ
る
岩
殿
山
正
法
寺（
東

松
山
市
）に
所
蔵
さ
れ
る
水
野
忠
貞
奉
納
明
版
大
蔵
経（
東
松
山
市
指
定
文
化
財
）の
一

部
を
実
見
す
る
機
会
を
得
た
。
忠
貞
は
正
法
寺
の
他
に
長
谷
寺（
奈
良
県
）に
同
じ
く

明
版
大
蔵
経
を
奉
納
し
て
い
る
ほ
か
、
昌
国
寺
に
は
大
般
若
経
六
百
巻
を
、
そ
の
他

の
寺
社
に
も
様
々
な
品
を
奉
納
す
る
な
ど
、
各
地
に
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
人
物

で
あ
る
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
水
野
忠
貞
を
取
り
上
げ
、
そ
の
事
跡
お
よ
び
忠
貞
が

正
法
寺
に
奉
納
し
た
明
版
大
蔵
経
を
紹
介
し
た
い
。

　

な
お
、今
回
は
正
法
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
明
版
大
蔵
経
に
つ
い
て
精
緻
に
確
認
、検
討
、

分
析
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
加
え
て
門
外
漢
の
分
野
で
あ
る
た
め
、
極
め
て
簡

単
な
紹
介
に
留
ま
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。
経
全
体
の
精
緻
な
分
析
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
す
る
と
と
も
に
、
大
方
の
ご
教
示
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

　
１　

水
野
忠
貞
の
事
跡

　

昌
国
寺
を
菩
提
所
と
し
た
水
野
石
見
守
家
は
水
野
長
勝
に
始
ま
る
。
長
勝
は
、
尾

張
水
野
氏
宗
家
水
野
忠
政
の
甥
成
清
の
子
で
、
生
母
は
忠
政
の
娘
で
於
大
の
方（
伝
通

院
）の
姉
、
於
丈
の
方（
覚
法
院
殿
月
貞
妙
心
大
姉
）と
さ
れ
る
。
父
成
清
は
長
勝
が
二

歳
の
時
に
死
去
し
た
た
め
、
生
母
の
再
嫁
先
で
あ
る
松
平
家
広（
形
原
松
平
家
）の
養

育
を
受
け
た
。
長
勝
は
の
ち
織
田
信
長
、
北
条
氏
政
に
仕
え
、
北
条
氏
滅
亡
後
に
家

康
に
召
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

二
代
水
野
忠
貞
は
、
黒
川
正
秀
と
水
野
長
勝
女（
昌
舜
貞
久
・
貞
久
院
）の
嫡
男
と

し
て
生
ま
れ
る
が
、
長
勝
嫡
男
の
早
世
に
伴
い
慶
長
六（
一
六
〇
一
）年
、
長
勝
の
嗣

子
と
な
る
。
な
お
、
忠
貞
生
家
の
黒
川
家
は
、
当
初
扇
谷
上
杉
氏
に
仕
え
た
が
、
河

越
城
の
戦
い
の
際
に
父
子
が
討
死
。
そ
の
後
、
正
秀
の
代
に
北
条
氏
房
に
属
し
、
慶

長
五
年
に
家
康
に
召
し
出
さ
れ
た
家
で
あ
る
。
忠
貞
を
水
野
家
の
継
嗣
と
し
た
の
ち

は
、
正
秀
次
男
の
正
直
が
継
い
で
い
る
。
正
直
は
、
長
崎
奉
行
、
大
目
付
な
ど
幕
府

要
職
を
務
め
て
い
る
。
正
秀
以
来
、
大
智
寺（
坂
戸
市
）に
葬
ら
れ
、
代
々
の
菩
提
所

と
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
慶
長
十
四
年
の
正
秀
没
後
に
は
、
忠
貞
の
実
母
貞
久
院
は
、
水
野
家
陣

屋
敷
内
に
居
住
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
元
禄
年
間
頃
の
昌
国
寺
を
描
い
た
と
考
え
ら

れ
る
境
内
図
に
は「
て
い
久
い
ん
様
御
や
し
き
あ
と
只
今
ハ
畑
ニ
成
」と
見
え
る
。
貞

久
院
は
、
正
保
三（
一
六
四
六
）年
に
没
し
、
昌
国
寺
に
は
宝
篋
印
塔
が
造
立
さ
れ
て

い
る
。

　

忠
貞
の
経
歴
に
つ
い
て
は【
表
】の
通
り
で
あ
る
。
忠
貞
は
伏
見
奉
行
を
務
め
た
人

物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
伏
見
奉
行
は
正
保
四（
一
六
四
七
）年
、
小
堀
政
一（
遠

州
）の
後
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
は
伏
見
奉
行
に
加
え
畿
内
五
ヶ
国
・
近
江
・

丹
波
・
播
磨
の
奉
行
を
兼
ね
た
が
、
寛
文
六（
一
六
六
六
）年
に
こ
の
職
掌
は
京
都
代

官
に
移
譲
さ
れ
て
い
る
。

　

先
述
の
通
り
忠
貞
は
、
長
谷
寺
へ
大
蔵
経
を
寄
進
し
た
ほ
か
、
春
日
大
社
の
寄
進

書
籍
目
録
に
も
そ
の
名
を
留
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
和
州
周
辺
寺
社
へ
の
寄
進
は
伏

見
奉
行
と
し
て
の
事
跡
と
も
関
わ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

中
村
陽
平

《
調
査
彙
報
》
正
法
寺
所
蔵
水
野
忠
貞
奉
納
明
版
大
蔵
経
に
つ
い
て

（
1
）

（
３
）

（
４
）

（
２
）
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忠
貞
は
伏
見
奉
行
と
し
て
大
和
国
に
足
跡
を
残
す
一
方
、
寛
永
十
九（
一
六
四
二
）年

に
は
、
初
代
長
勝
の
外
曾
祖
父
に
あ
た
る
水
野
忠
政
の
百
回
忌
の
供
養
と
し
て
、
昌

国
寺
に
宝
篋
印
塔
を
造
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
万
治
元（
一
六
五
八
）年
に
は
、
長
勝

五
十
年
忌
供
養
と
し
て
、
菩
提
所
昌
国
寺
に
大
般
若
経
を
納
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
忠
貞
は
、
各
地
の
寺
社
に
寄
進
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
昌
国
寺
を

水
野
家
の
菩
提
所
と
し
て
調
え
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
寺
伝
で
は
忠
貞
の

法
名
は
、
嵯
峨
清
涼
寺
・
仙
誉
堯
鑑（
一
五
九
七
〜
一
六
五
七
）に
帰
依
し
授
け
ら
れ

た
逆
修
戒
名
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
点
を
鑑
み
る
と
、
忠
貞
の
一
連
の
寄
進
活

動
は
、忠
貞
の
三
宝
へ
の
帰
依・信
仰
や
、幕
府
役
職
を
契
機
と
し
た
関
係（
つ
な
が
り
）

に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　
２　

正
法
寺
蔵
所
蔵
明
版
大
蔵
経
に
つ
い
て

　

明
版
大
蔵
経
は
、
十
五
世
紀
初
期
、
中
国
・
明
代
に
彫
ら
れ
た
板
木
を
も
と
に
十
七

世
紀
後
半
の
中
国
・
清
代
の
補
刻
に
よ
り
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
板
行
時
期
に

よ
り
、南
蔵・北
蔵
、嘉
興
蔵（
万
暦
版
大
蔵
経
）な
ど
に
分
け
ら
れ
る
。
う
ち
嘉
興
蔵
は
、

南
光
坊
天
海
に
よ
る
天
海
板
開
板
に
際
し
て
底
本
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ほ
か
、

黄
檗
版（
鉄
眼
版
）の
開
板
に
つ
な
が
る
な
ど
、
そ
の
後
の
仏
典
の
普
及
に
多
大
な
影

響
を
与
え
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

岩
殿
山
正
法
寺
に
は
万
治
三（
一
六
六
〇
）年
、
忠
貞
が
寄
進
し
た
明
版
大
蔵
経（
嘉

興
蔵
。
以
下
、
正
法
寺
本
と
す
る
）が
伝
え
ら
れ
る
。
加
え
て
先
述
の
通
り
、
忠
貞
は

寛
文
七（
一
六
六
七
）年
に
は
長
谷
寺
に
同
じ
く
大
蔵
経（
嘉
興
蔵
）を
寄
進
し
て
い
る
。

近
し
い
時
期
に
二
蔵
を
輸
入
、
寄
進
し
た
点
を
鑑
み
て
も
、
忠
貞
の
寄
進
は
特
異
な

事
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
長
谷
寺
本
に
つ
い
て
は
近
年
そ
の
全
容
が
解
明
さ
れ
て
い

る
。
一
方
、
正
法
寺
本
は
嘉
興
蔵
と
し
て
は
早
い
時
期
の
輸
入
事
例
で
あ
る
こ
と
に

加
え
、
長
谷
本
と
の
関
係
性
な
ど
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
管
見

の
限
り
現
在
ま
で
巷
間
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
か
ら
正
法
寺
本
に
つ
い
て
概

要
を
紹
介
し
た
い
。

　

な
お
、
今
回
実
見
し
た
も
の
は
経
箱
一
合
の
な
か
の
一
帙
の
み
で
あ
る
。
御
住
職

に
よ
る
と
、
一
部
黄
檗
版
を
含
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
全
体
の
分
析
は
今

後
の
課
題
と
す
る
。

【表】水野忠貞の履歴一覧

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）
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（
１
）経
典
に
つ
い
て

　

結
論
か
ら
述
べ
る
が
、
当
然
な
が
ら
正
法
寺
本
は
長
谷
寺
本
と
極
め
て
近
し
い
様

式
を
備
え
た
嘉
興
蔵
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
長
谷
寺
本
の
報
告
書
に
則
し
、二
、

三
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
装
訂
で
あ
る
が
、
明
代
の
新
し
い
形
態
で
あ
る
袋
綴
じ
方
冊
本（
四
つ
目
綴
じ
）

で
あ
る
。
一
部
虫
損
が
認
め
ら
れ
る
が
、
状
態
は
極
め
て
良
好
で
あ
る
。
表
紙
は
香

色
で
、
右
上
に
は
後
筆
で「
共
八
」と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
帙
内
の
冊
数
を
記
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
同
一
帙
内
の
他
巻
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
表
紙
に
は
、
墨

付
枚
数
を
記
し
た
付
箋
が
貼
付（
一
部
剥
落
）さ
れ
て
お
り
、
寺
内
で
整
理
が
な
さ
れ

た
こ
と
が
分
か
る
。
題
箋
は
水
浅
黄
色
、
千
字
文
に
あ
た
る
個
所
は
、
丸
の
中
に
墨

釘
で
■
と
さ
れ
て
お
り
、
長
谷
寺
本
と
共
通
す
る
。

　

印
記
は
、
確
認
し
た
範
囲
で
は
、
巻
頭
と
巻
末
に
押
さ
れ
る「
暑
繕
貞
」の
朱
文
楕

円
印
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
も
長
谷
寺
本
に
見
え
、
忠
貞
の
印
と
判
断
し
て
良
か
ろ
う
。

　

【写真1】表紙

【写真2】巻頭【写真3】巻尾
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（
２
）総
目
録
に
つ
い
て

　

正
法
寺
本
に
は
あ
わ
せ
て
総
目
録
が
一
冊
付
属
す
る
。
縦
二
七・
〇
、
横
二
一・
二
、

厚
三・八
。
総
目
録
に
は
、
箱
番
号
、
経
典
名
、
套
数（
帙
数
）、
一
冊
毎
の
墨
付
枚
数
、

各
套
毎
の
墨
付
枚
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
巻
尾
に
は
、「
一
切
経
都
合
二
一
三
套
／
此

冊
数
千
五
百
五
十
五
冊
、
内
総
目
録
一
冊
／
墨
付
合
十
五
万
三
千
七
百
九
十
二
枚
」と

正
法
寺
本
の
全
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
巻
末
に
は
、
奉
納
の
経
緯
を
記
し
た

次
の
奥
書
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
【
史
料
一
】

（
奥
書
）

右
総
目
所
載
、
明
本
大
蔵
経
壹
部
、
為

二
百
一
十
有
三
、
為
冊
一
千
五
百
五
十
有
五
、

奉
納
武
州
比
企
郡
岩
殿
山
千
手
観
世
音
菩
薩
之
宝
蔵
、
余
生
長
此
郡
、
自
幼
齢
常
拝

詣
精
藍
、
敬
信
霊
感
而
今
守
職
於
畿
内
十
有
余
歳
、
未
嘗
不
日
夕
東
望
而
仰
□
慈
風
、

故
求
全
経
於
中
華
、
供
仏
海
之
涓
滴
、
伏
冀　
　

柳
営
萬
歳
国
泰
民
安
、
法
霈
之
余

沢
施
及
家
族
、
武
運
延
久
孫
子
繁
栄
、
永
承
多
福
者
也

　
　

万
治
庚
子
九
月
日　
　
　
　
　

従
五
位
下
水
野
石
見
守
源
忠
貞　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

墨
付
一
百
八
十
枚　
（
暑
繕
貞
・
朱
文
楕
円
印
）

　

奥
書
に
よ
る
と
、
忠
貞
は
自
身
が
比
企
郡
内
で
生
ま
れ
育
ち
、
幼
少
時
よ
り
正
法

寺
を
参
拝
、
崇
敬
し
て
い
た
こ
と
。
遠
く
伏
見
の
地
で
奉
行
を
十
余
年
務
め
な
が
ら
、

故
郷
へ
の
想
い
を
抱
き
、
正
法
寺
に
対
し
大
蔵
経
を
奉
納
し
た
こ
と
な
ど
が
読
み
取

れ
る
。

【写真4】総目録奥書

（
10
）

（
ヵ
）（
破
損
）
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現
在
、
正
法
寺
に
経
蔵
は
確
認
さ
れ
ず
、
大
蔵
経
の
存
在
も
一
般
に
は
余
り
知
ら

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
江
戸
時
代
の
段
階
に
お
い
て
は
、
正
法
寺
本
は『
新
編
武
蔵
風

土
記
稿
』に
留
め
ら
れ
る
べ
き
什
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
経
蔵
と
あ

わ
せ
て
札
所
を
構
成
す
る
一
要
素
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
簡
単
に
正
法
寺
本
を
確
認
し
た
。
そ
の
伝
来
経
緯
を
知
る
術
は
無
い
が
、

長
谷
寺
本
を
含
め
、
寄
進
し
た
時
期
は
忠
貞
が
伏
見
奉
行
を
務
め
て
い
た
時
期
に
あ

た
る
。
こ
う
し
た
品
を
買
い
求
め
各
寺
社
に
寄
進
し
え
た
背
景
の
一
つ
に
は
、
伏
見

奉
行
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
人
脈
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
ら

に
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
忠
貞
の
実
弟
黒
川
正
直
の
存
在
で
あ
る
。
正
直
は
慶
安

三（
一
六
五
〇
）年
長
崎
奉
行
に
転
じ
て
お
り
、
長
崎
奉
行
の
御
調
物
と
し
て
こ
う
し

た
品
を
入
手
し
得
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
幕
府
役
職
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
や
人
脈
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
品
を
入
手
で
き
う
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

嘉
興
蔵
の
流
通
を
検
討
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
（
３
）経
箱
に
つ
い
て

　

総
目
録
に
記
さ
れ
た
奉
納
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』に
お
い
て
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
二
】

〇
経
蔵

明
板
ノ
一
切
経
ヲ
蔵
ス
。
万
治
三
年
九
月
。
水
野
石
見
守
忠
貞
ガ
寄
納
ス
ル
処
ナ
リ
。

経
文
目
録
ノ
末
ニ
。
奉
納
シ
タ
ル
顛
末
ヲ
畧
記
ス
。
其
文
ニ
。

右
総
目
所
載
、
明
本
大
蔵
経
壹
部
。
為
帙
二
百
一
十
三
。
為
冊
一
千
五
百
五
十
五
。

奉
納
武
州
比
企
郡
岩
殿
山
千
手
観
音
菩
薩
之
宝
前
。
余
生
長
此
郡
。
自
幼
齢
常
拝
詣

精
藍
。
敬
信
霊
威
。
今
守
職
十
有
余
歳
。
故
求
全
経
於
中
華
之
云
。

　
　

万
治
庚
子
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
五
位
下
水
野
石
見
守
源
忠
貞

　
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』が
編
纂
さ
れ
た
文
化
・
文
政
年
間
に
は
、
正
法
寺
に
は
経

蔵
が
設
け
ら
れ
正
法
寺
本
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
正
法
寺
経
蔵
は
現
存

せ
ず
、
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
詳
ら
か
で
は
無
い
。
し
か
し
現
在
で
も
正

法
寺
に
は
大
蔵
経
の
経
箱
が
残
さ
れ
、
正
法
寺
本
堂
脇
陣
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
経
箱
は
忠
貞
寄
進
時
の
経
箱
で
、
十
二
合
か
ら
な
る
。
桐
製
、
被
せ
蓋
式
で

四
隅
に
金
具
が
施
さ
れ
る
。
側
面
下
部
に
は
紐
穴
二
本
が
施
さ
れ
て
い
る
が
真
田
紐

な
ど
は
欠
損
し
て
い
る
。
一
合
の
法
量
は
、
高
四
六・
五
㎝
、
横
四
一・
〇
㎝
、
奥
行

五
七・
四
㎝
。
細
部
を
実
見
し
た
の
は
一
合
の
み
で
あ
る
が
、
経
箱
に
墨
書
な
ど
は
認

め
ら
れ
な
い
。
な
お
長
谷
寺
に
も
、
忠
貞
寄
進
時
の
経
箱
と
さ
れ
る
同
種
の
経
箱
が

伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
忠
貞
は
正
法
寺
本
と
長
谷
寺
本
を
同
一
の
ル
ー
ト
で
入

手
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る（
無
論
、
箱
だ
け
が
別
注
の
可
能
性
は
あ
る
）。

【写真5】経箱

【写真6】経箱安置風景

（
11
）
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念
論
集
』山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
二
）、
同「
江
戸
時
代
に
お
け
る
明
版
嘉
興
蔵
の
輸
入
状
況
に
つ
い
て
」（『
立
正
史
学
』

一
一
九
、二
〇
一
六
）。

（
８
）註
７
に
同
じ
。

（
９
）嵐
山
史
跡
の
博
物
館
企
画
展「
観
音
霊
場
と
武
士
」（
二
〇
一
三
）に
お
い
て
い
く
つ
か
の
経
典
と
総
目
録
が
展
示
さ
れ
て
い

る
。

（
10
）正
法
寺
文
書
九
六「
一
切
経
目
録
」（『
埼
玉
県
寺
院
聖
教
文
書
遺
品
調
査
報
告
書
』（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
四
））。

（
11
）『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』巻
一
九
一（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
12
）拙
稿「
旗
本
菩
提
所
の「
成
立
」と
護
持
―
旗
本
水
野
家
菩
提
所
昌
国
寺
を
事
例
に
」（『
埼
玉
地
方
史
』八
三
、二
〇
二
一
）。

〔
付
記
〕

　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
正
法
寺
中
嶋
栄
様
に
は
資
料
閲
覧
を
お
許
し
頂
き
ま
し
た

こ
と
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
か
え
て

　

小
稿
で
は
、
旗
本
水
野
忠
貞
が
奉
納
し
た
正
法
寺
蔵
明
版
大
蔵
経
を
紹
介
し
た
。

正
法
寺
大
蔵
経
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
調
査
を
お
こ
な
い
、
改
め
て
そ
の
全
容
を

紹
介
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
筆
者
は
前
稿
で
水
野
家
が
昌
国
寺
を
代
々
の
菩
提
所
と
定
め
る
画
期
を
、

三
代
水
野
忠
顕
の
奥
方
玉
泉
院
に
よ
る
昌
国
寺
護
持
に
求
め
た
。
し
か
し
そ
の
前
提

と
し
て
、
二
代
忠
貞
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
。
忠
貞
に
よ
る
神
仏
へ
の
敬
信
や
祖

霊
信
仰
に
よ
り
、
昌
国
寺
は
水
野
家
代
々
の
菩
提
所
と
し
て
成
立
す
る
方
向
が
定
め

ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

近
世
初
期
の「
旗
本
」菩
提
所
成
立
・
継
続
の
要
因
は
、
様
々
な
事
象
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
忠
貞
の
動
向
か
ら
は
、自
身
の
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
に
対
す
る
地
域
認
識
や
、

「
信
仰
心
」と
い
う
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
観

点
か
ら
も
、
正
法
寺
大
蔵
経
は
興
味
深
い
事
例
と
い
え
る
。

註（
１
）現
在
墓
所
は
、「
黒
川
丹
波
守
正
直
墓
」と
し
て
、
埼
玉
県
の
旧
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）昌
国
寺
所
蔵
文
書
。

（
３
）墓
所
に
つ
い
て
は
、
池
上
悟「
埼
玉
県
寄
居
町
昌
国
寺
所
在
の
旗
本
水
野
石
見
守
家
墓
所
」（『
立
正
考
古
』五
二
号
、

二
〇
一
五
）。

（
４
）「
春
日
大
社
史
料
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』第
一
七
号（
一
九
八
二
）に
よ
る
。

（
５
）昌
国
寺
所
蔵
。

（
６
）昌
国
寺
所
蔵
文
書
。

（
７
）本
稿
に
お
け
る
明
版
大
蔵
経
の
記
述
は
、
主
に
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。
佐
々
博
史「
水
戸
久
昌
寺
蔵
の
明
版
大
蔵
経

に
つ
い
て
」（『
明
版
大
蔵
経
史
の
研
究
』日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』二
二
、一
九
九
五
）、
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
編『
豊
山
長

谷
寺
拾
遺
第
四
輯
之
二　

明
版
一
切
経　

上
巻
・
下
巻
』（
総
本
山
長
谷
寺
文
化
財
等
保
存
調
査
委
員
会
、
二
〇
〇
八
）、
野

沢
佳
美「
江
戸
時
代
に
お
け
る
明
版
嘉
興
蔵
の
輸
入
状
況
に
つ
い
て
」（『
仏
教
学
仏
教
史
論
集 

佐
々
木
孝
憲
博
士
古
稀
記

（
12
）
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は
じ
め
に

　

国
際
忍
者
学
会
、
甲
賀
流
忍
者
調
査
団
、
三
重
大
学
等
に
よ
る
忍
び（
註
１
）の
研

究
は
、「
忍
者
」に
多
く
の
人
々
の
注
意
を
惹
き
つ
け
、
今
や
戦
国
人
気
を
牽
引
す
る
動

力
源
に
な
っ
て
い
る
。

　

忍
び
に
対
す
る
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
戦
国
期
の
戦
場
で
疾
風
の
よ
う
に
活
動

す
る
謎
め
い
た
者
た
ち
で
、
そ
の
様
相
は
中
近
世
の
軍
記
に
基
づ
い
て
き
た
。
こ
れ

に
対
し
、
近
年
の
研
究
で
は
、
各
地
で
発
見
・
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
幕
藩
体

制
下
の
史
料
に
基
づ
き
、
実
在
の
定
役
の
忍
び
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
戦
場
を
生
き
た
戦
国
の
忍
び
た
ち
の
姿
は
、
相
変
わ
ら
ず
霧
の
中
に
沈
ん

だ
ま
ま
だ
。
信
用
で
き
る
戦
国
期
の
記
録
が
限
ら
れ
る
中
で
、
忍
び
は
当
時
の
軍
が

用
い
た
多
様
な
戦
術
と
混
同
さ
れ
、
最
近
ま
で
、
存
在
そ
の
も
の
を
疑
う
見
方
さ
え

あ
っ
た
。
手
裏
剣
に
代
表
さ
れ
る
戦
国
期
の
忍
器
に
至
っ
て
は
、
実
物
資
料
が
皆
無

と
い
う
状
態
だ（
註
２
）。

　

二
〇
一
八
年
、
私
は
戦
国
期
の
軍
の
総
合
的
な
理
解
を
念
頭
に
、
埼
玉
県
立
嵐
山

史
跡
の
博
物
館
に
お
い
て
、
戦
国
の
軍
の
一
部
を
構
成
す
る
別
動
隊
と
し
て
の
忍
び

を
扱
う
企
画
展
を
発
案
し
、戦
国
の
忍
び
に
関
す
る
調
査
を
開
始
し
た
。
そ
の
過
程
で
、

戦
国
の
忍
び
の
情
報
を
一
次
史
料
か
ら
得
る
と
同
時
に
、
戦
国
の
忍
器（
註
３
）と
考

え
ら
れ
る
複
数
の
特
殊
武
器
を
確
認
し
た
。

　

本
稿
は
、
そ
れ
ら
を
戦
国
期
の
忍
器
と
し
て
認
定
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ

の
様
相
を
公
に
す
る
と
と
も
に
、
近
世
の
忍
器
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
論
じ
る
も
の

だ
。
同
時
に
、
戦
国
期
の
忍
び
の
実
態
を
追
及
し
た
前
稿（
註
４
）を
補
完
す
る
位
置

付
け
に
も
あ
る
。

　

本
稿
の
内
容
は
、
二
〇
二
一
年
度
埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
企
画
展「
実
相　

忍
び
の
者
」及
び
関
連
の
記
述
・
発
表
等
と
凡
そ
一
致
す
る
が
、
忍
器
に
つ
い
て
は
ど

の
公
開
情
報
よ
り
本
稿
が
優
先
す
る
。

　

ま
た
、
本
稿
で
挙
げ
る
文
献
史
料
に
つ
い
て
は
、
極
力
原
典
ま
た
は
そ
の
写
真
に

よ
っ
た
が
、
掲
載
さ
れ
た
刊
本
が
あ
る
場
合
は
そ
こ
に
示
さ
れ
た
史
料
番
号
を
付
し

て
便
に
供
す
る
よ
う
配
慮
し
た
。
特
に『
戦
国
遺
文
』に
つ
い
て
は
、
戦
国
＋
大
名
氏

名
＋
史
料
番
号
と
略
し
て
表
記
し
た
。
忍
術
伝
書
の
う
ち
、『
萬
川
集
海
』を
引
く
際
は
、

中
島
篤
巳
註
訳　

二
〇
一
五『
完
本　

萬
川
集
海
』国
書
刊
行
会
に
、『
忍
秘
伝
』を
引
く

際
は
、
中
島
篤
巳
註
訳　

二
〇
一
九『
完
本　

忍
秘
伝
』国
書
刊
行
会
に
、
そ
れ
ぞ
れ

し
た
が
っ
て
い
る
。

　

他
に
、
各
戦
国
大
名
や
国
衆
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
事
典
類
の
項
目
に
な
っ
て
い

る
名
称
に
統
一
し
、
そ
の
時
々
の
仮
名・諱
の
使
用
は
避
け
た
。
城
郭
名
に
つ
い
て
は
、

遺
跡
と
し
て
扱
う
た
め
、
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
名
を
主
に
用
い
た
。

一　

本
稿
の
基
本
的
な
考
え
方

（
一
）本
稿
の
基
本
的
な
考
え
方

　

本
稿
に
お
け
る
資
史
料
の
比
較
検
討
や
史
料
か
ら
の
歴
史
事
象
の
抽
出
・
判
断
は
、

前
稿
同
様
、
次
の
よ
う
な
認
知
科
学
的
理
論（
註
５
）に
基
づ
く
。

　

人
は
外
界
か
ら
刺
激
＝
情
報
を
受
容
す
る
と
、
共
通
の
特
徴
ご
と
に
体
制
化
し
、

ま
と
ま
り
と
し
て
貯
蔵
＝
記
憶
す
る
。
体
制
化
し
た
情
報
は
一
つ
の
知
識
を
な
す
が
、

そ
れ
ら
の
知
識
を
さ
ら
に
類
似
の
特
徴
ご
と
に
体
制
化
し
、
上
位
の
ま
と
ま
っ
た
知

識
と
し
て
貯
蔵
す
る
。
こ
の
知
識
も
、
よ
り
上
位
の
共
通
の
特
徴
で
体
制
化
す
る
。

人
は
、
こ
う
し
て
階
層
化
さ
れ
た
知
識
体
系
と
し
て
の
記
憶
＝
認
知
構
造
を
形
成
す

る
。
そ
の
後
人
は
、
受
容
す
る
刺
激
と
こ
の
認
知
構
造
を
照
合
し
、
そ
れ
が
何
で
あ

岩
田
明
広

戦
国
の
忍
器
を
追
う

　

―
忍
器
認
定
過
程
と
忍
器
か
ら
み
た
忍
び
の
正
体
―
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る
か
を
認
知
す
る
。

　

階
層
化
さ
れ
た
知
識
の
体
系　

認
知
構
造
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
。

家
族
の
よ
う
な
基
礎
的
集
団
の
間
で
は
、
共
通
の
環
境
と
頻
繁
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
り
、
や
り
と
り
さ
れ
る
情
報
が
細
部
ま
で
共
有
さ
れ
る
た
め
、
形
成
さ
れ
る

認
知
構
造
も
細
部
ま
で
共
通
す
る
。
一
方
、
村
の
よ
う
な
地
域
共
同
体
で
は
、
共
同

体
構
成
員
と
し
て
生
活
す
る
の
に
必
要
な
だ
け
の
情
報
交
流
で
済
む
た
め
、
構
成
員

全
体
の
認
知
構
造
で
み
る
と
、
細
部
は
共
有
さ
れ
ず
、
上
位
の
ま
と
ま
っ
た
抽
象
的

な
部
分
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
上
位
の
地
方
集
団
等
で
は
、
周
囲
の

環
境
も
異
な
り
情
報
伝
達
の
頻
度
が
低
い
た
め
、
よ
り
上
位
の
概
念
的
部
分
の
み
が

共
有
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
情
報
は
重
要
な
部
分
ほ
ど
注
意
さ
れ
、
頻
繁
か
つ
正
確
に
交
流
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
正
確
に
保
存
さ
れ
た
情
報
は
重
要
性
も
高
い
こ
と
に
な
る
。
人
の
認
知
構

造
＝
記
憶
を
俯
瞰
す
る
と
、
上
位
階
層
に
体
制
化
さ
れ
た
概
念
的
知
識
ほ
ど
、
情
報

量
は
少
な
い
が
重
要
な
知
識（
誰
も
が
知
る
常
識
な
ど
が
そ
の
例
）と
し
て
保
存（
記

憶
）さ
れ
、
下
位
に
体
制
化
さ
れ
た
個
別
の
知
識
ほ
ど
、
具
体
的
で
情
報
量
は
多
い
が
、

小
規
模
な
集
団
で
し
か
共
有
さ
れ
な
い
重
要
度
の
低
い
知
識
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い

る（
た
だ
し
、
個
別
の
知
識
も
小
規
模
集
団
内
で
の
重
要
性
は
高
い
場
合
が
あ
る
）。

　

さ
て
、
時
間
の
経
過
等
に
よ
り
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
、

環
境
か
ら
受
容
す
る
刺
激
や
集
団
構
成
員
同
士
の
情
報
交
流
の
内
容
が
変
わ
る
。
こ

れ
に
よ
り
認
知
構
造
＝
記
憶
は
ま
と
ま
り
方
を
変
え
、
再
構
造
化
さ
れ
る
。
時
代
に

よ
り
精
神
・
文
化
が
異
な
り
、
新
制
度
や
新
支
配
機
構
に
適
応
し
て
い
る
の
は
こ
の

た
め
だ
。
し
か
し
、
人
は
ど
の
よ
う
な
情
報
で
も
取
り
込
み
、
認
知
構
造
＝
記
憶
を

再
構
造
化
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
が
積
極
的
に
受
容
す
る
情
報
は
、
認
知
構
造

と
し
て
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
知
識
と
適
度
な
ズ
レ
の
あ
る
情
報
で
あ
り
、
現
況
の
認
知

構
造
＝
記
憶
か
ら
か
け
離
れ
、
理
解
の
範
疇
を
越
え
る
よ
う
な
情
報
は
エ
ピ
ソ
ー
ド

記
憶
と
し
て
残
る
こ
と
は
あ
る
が
、
体
制
化
さ
れ
ず
認
知
構
造
の
再
構
造
化
は
生
じ

な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
認
知
構
造
が
再
構
造
化
さ
れ
て
も
、
頻
繁
か
つ
正
確
に
情
報
交
流
さ

れ
る
知
識
の
重
要
な
中
核
部
分
が
長
く
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
人

の
人
生
に
お
け
る
環
境
変
化
に
基
づ
く
認
知
構
造
の
変
化
で
も
、
世
代
交
代
に
基
づ

く
認
知
構
造
の
変
化
で
も
同
様
で
、
頻
繁
・
正
確
に
伝
達
さ
れ
る
重
要
な
知
識
は
保

持
さ
れ
う
る
。
こ
の
と
き
、
変
化
し
な
い
部
分
の
知
識
に
着
目
し
た
認
知
構
造
の
通

時
的
な
つ
な
が
り
を
、
私
は「
系
統
」と
呼
ん
で
い
る（
註
６
）。

　

前
稿
で
は
、
戦
国
の
忍
び
戦
術
を
担
う
者
た
ち
が
、
一
般
の
武
士
と
は
異
な
る
、

夜
間
の
軍
事
行
動
に
対
応
し
た
特
殊
な
鍛
錬
を
積
む
特
殊
武
装
集
団
か
ら
選
ば
れ
任

命
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
を
認
知
科
学
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
忍

び
を
擁
す
る（
忍
び
戦
術
実
行
に
対
応
で
き
る
）特
殊
武
装
集
団
に
は
、
一
般
の
武
士
か

ら
独
立
し
た
、
彼
ら
独
自
の
武
術
や
技
術
の
習
得
・
伝
達
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
戦
国
大
名
は
彼
ら
の
特
殊
な
武
術
や
技
術
を
評
価
し
て
自
軍
に
召

集
し
て
お
り
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
彼
ら
特
殊
武
装
集
団
の
存
在
意
義
の
中
核
を
な
す

重
要
部
分
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
よ
い
。
こ
う
し
た
重
要
部
分
は
、
厳
し
い
鍛
錬
と

い
う
情
報
交
流
に
よ
り
、
当
時
の
忍
び
の
間
で
頻
繁
に
情
報
と
し
て
交
流
さ
れ
、
堅

固
に
長
期
に
わ
た
り
維
持
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
。
よ
り
実
態
に
即
し
た
言
葉
を
選

べ
ば
、
忍
び
の
役
に
就
く
者
た
ち
や
母
体
と
な
っ
た
特
殊
武
装
集
団
で
は
、「
忍
び
の

系
統
」と
し
て
、
師
弟
関
係
を
通
じ
、
彼
ら
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
夜
の
技
の
伝
授

を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
二
）忍
び
独
自
の
忍
器
開
発
・
改
良
・
伝
達
シ
ス
テ
ム

　

冒
頭
に
記
し
た
と
お
り
、
本
稿
は
考
古
資
料
中
に
確
認
し
た
特
殊
武
器
を
戦
国
の

忍
器
と
し
て
認
定
す
る
過
程
を
公
に
す
る
も
の
だ
が
、
戦
国
の
忍
器
は
今
日
ま
で
未
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い
ふ
共
、
他
見
他
言
仕
間
敷
候
、
尤
知
ぬ
躰
ニ
も
て
な
し
、

　
　
　
　

人
ニ
写
さ
せ
申
間
敷
候
、 

　
　

一　

萬
川
集
海
之
内
、
序
、
正
心
、
忍
宝
之
章
ハ
君
命
ハ

　
　
　
　

不
及
申
、
家
老
、
出
頭
人
見
申
度
と
御
申
候
ハ
ヽ
、
懸
御
目
ニ

　
　
　
　

申
筈
ニ
御
免
も
下
候
事
、 

　
　

一　

此
迄
持
来
候
忍
器
、
火
器
之
外
、
萬
川
集
海
之
外
、

　
　
　
　

珍
敷
方
便
、
忍
器
、
火
器
考
出
シ
候
ハ
ヽ
、
御
知
を
可
申
候
、 

　
　

一　

若
師
と
不
通
之
義
出
来
申
候
ハ
ヽ
、
書
写
御
書
物
返
進

　
　
　
　

可
申
候
、
跡
ニ
而
書
写
置
申
間
敷
候
、 

　
　

一　

萬
川
集
海
之
秘
術
、
外
之
書
ニ
書
ま
し
へ
申
間
敷
候
、 

　
　

一　

御
相
伝
之
忍
術
、
忍
器
、
為
盗
賊
少
も
用
間
敷
候
、
但
シ

　
　
　
　

何
ニ
よ
ら
す
君
命
ハ
各
別
之
事
、

　
　

右
之
通
、
少
も
相
背
申
間
敷
候
、
若
少
ニ
而
も
於
相
背
者
、
日
本
国
中

　
　

六
十
余
州
大
小
之
神
祇
、
殊
ニ
氏
神
之
御
罰
子
々
孫
々

　
　

身
上
深
厚
ニ
可
蒙
罷
者
也
、
仍
而
如
件
、 

　
　
　
　

正
徳
六
丙
申
年
五
月
三
日 

木
津
伊
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
保
本
カ
）（
花
押
） 

　
　
　
　
　

長
井
又
兵
衛
様 

　

こ
の
起
請
文
に
よ
っ
て
、
一
八
世
紀
初
頭
頃
の
伊
賀
に
、
戦
国
の
忍
び
と
同
じ
、

忍
び
独
自
の
武
術
・
技
術
の
習
得
・
伝
達
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
、
そ
の
中
に
忍
器
の
開
発
・

制
作
等
の
情
報
を
師
弟
間
で
共
有
・
伝
達
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
て
い
た
こ

と
が
把
握
で
き
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
剣
術
等
の
武
術
と
同
様
の
傾
向
だ（
註
８
）。

　
『
萬
川
集
海
』が
幕
府
に
献
上
さ
れ
て
近
世
の
忍
び
に
普
及
し
、【
史
料
一
】第
二
条
の

発
見
で
手
掛
か
り
さ
え
つ
か
め
ず
に
来
た
。

　

忍
器
に
つ
い
て
は
、
最
大
の
忍
術
伝
書
と
い
わ
れ
、
寛
政
元
年（
一
七
八
九
）に
甲
賀

二
十
一
家
総
代
の
大
原
数
馬
ら
か
ら
、
寺
社
奉
行
松
平
右
京
亮
を
通
じ
て
幕
府
に
献

上
さ
れ
た
と
さ
れ
る
、『
萬
川
集
海
』に
詳
し
い
。
同
書
に
は
、
潜
入
時
に
塀
や
城
壁
等

を
登
る
た
め
に
用
い
る
道
具「
登
器
」、
水
上
・
水
中
の
移
動
や
作
業
に
用
い
る
道
具

「
水
器
」、
潜
入
時
に
扉
等
を
破
る
た
め
に
用
い
る
道
具「
開
器
」、
照
明
や
合
図
に
火
を

用
い
る
た
め
の「
火
器
」な
ど
、
様
々
な
用
途
や
役
割
を
備
え
た
多
く
の
忍
器
が
材
料
・

製
作
方
法
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
、
忍
器
制
作
の
シ
ス
テ
ム
に
関
わ
る
記
述
も
み
ら
れ

る（
註
７
）。

　
『
萬
川
集
海
』巻
第
一「
萬
川
集
海
凡
例
」に
は
、「
一　

忍
器
ハ
陰
忍
ノ
階
梯
也
ト
云

共
、
器
物
制
作
ノ
傳
授
ニ
テ
忍
之
理
ハ
ナ
キ
故
、
第
六
ニ
記
ス
忍
器
ハ
、
自
ラ
為
覺

ヘ
テ
其
可
否
ヲ
可
試
、
若
シ
不
試
シ
テ
行
フ

ナ
カ
レ
、
兔
角
一
器
ヲ
以
テ
多
用
ニ

應
ス
ル
様
ニ
専
ラ
簡
要
ニ
制
作
ス
ル
ヲ
善
ト
ス
」と
あ
る
。
忍
器
は
忍
び
自
ら
発
案
・

試
作
し
て
、
使
用
に
耐
え
る
か
否
か
確
認
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

同
様
の
記
述
は
、
藤
堂
藩
に
伊
賀
者
と
し
て
仕
え
た
木
津
家
に
伝
わ
る『
木
津
家
文

書
』の
う
ち
、【
史
料
一
】に
挙
げ
た
正
徳
六
年（
一
七
一
六
）五
月
三
日
付「
敬
白
天
罰
霊

社
起
請
文
前
書
」に
も
認
め
ら
れ
る
。
伊
賀
者
長
井
又
兵
衛
か
ら
忍
術
を
伝
授
さ
れ
た

木
津
伊
之
助
が
師
弟
の
約
定
を
神
仏
に
誓
っ
た
も
の
で
、
忍
術
や
忍
器
の
悪
用
を
禁

じ
、
伝
来
の
忍
器
や『
萬
川
集
海
』に
掲
載
さ
れ
て
い
る
忍
器
の
他
に
、
新
し
い
忍
器

を
考
案
し
た
場
合
は
、
師
に
報
告
す
る
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
【
史
料
一
】「
敬
白
天
罰
霊
社
起
請
文
前
書
」（「
木
津
家
文
書
」）

　
　

  　
　

敬
白
天
罰
霊
社
起
請
文
前
書 

　
　

一　

今
度
御
流
儀
忍
術
御
伝
授
忝
奉
存
候
、
然
者
御

　
　
　
　

相
伝
之
忍
術
忍
器
共
ニ
、
喩
親
子
兄
弟
た
り
と
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よ
う
に
忍
術
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
近
世
に

は
、
各
地
の
忍
び
に
師
弟
関
係
に
基
づ
く
独
自
の
忍
術
伝
達
経
路
が
あ
り
、
忍
器
も

独
自
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
開
発
さ
れ
、
改
良
さ
れ
、
伝
達
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た

隠
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
の
存
在
が
、
広
く
忍
び
を
使
う
幕
府
や
各
藩
に
許
容
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
様
々
な
忍
術
伝
書
に
同
じ
よ
う
な
忍
器
が
記
載
さ
れ
て
い
る
一
方

で
、
武
術
伝
書
や『
和
漢
三
才
図
会
』等
の
辞
典
類
に
掲
載
さ
れ
な
い
の
は
、
こ
の
シ

ス
テ
ム
が
一
般
に
開
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る（
図
１
）。

　
『
和
漢
三
才
図
会
』に
は
、
巻
二
十
一「
兵
器
」に
あ
る「
龍

）」や
巻
二
十
四「
百
工

図１　忍術伝書の忍器
　　　１～６：『萬川集海』に掲載されたよく知られた忍器
　　　７～ 11：『忍秘伝』に掲載されたよく知られた忍器
　　　引用元は、「はじめに」に示した。

図２　『和漢三才図会』（国会図書館所蔵）に掲載された一般的な
　　　道具
　　　忍器としての武器・武具・道具は掲載されていない。図のように、

忍器に近い形状のものもあるが、用途・構造が異なる。
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だ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
回
り
道
か
も
知
れ
な
い
が
、戦
国
の
忍
器
に
接
近
す
る
た
め
、

先
ず
は
現
存
す
る
忍
器
の
様
相
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

　

関
東
平
野
中
西
部
、
川
越
城
下
に
あ
る
私
設
博
物
館
の
川
越
歴
史
博
物
館
は
、
信

頼
で
き
る
来
歴
を
も
つ
忍
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
所
蔵
し
て
い
る
。
近
世
の
所
産
を
証

す
る
資
料
を
含
む
、
最
も
重
要
な
忍
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

　

川
越
歴
史
博
物
館
は
、現
埼
玉
県
川
越
市
、川
越
城
跡
の
旧
本
丸
南
側
に
所
在
す
る
。

戦
国
か
ら
近
世
の
武
器
・
武
具
の
収
集
で
知
ら
れ
て
い
る
。
希
少
な
歴
史
資
料
を
当

時
の
状
態
の
ま
ま
保
存
す
る
方
針
で
収
蔵
展
示
し
、
一
般
に
公
開
し
て
い
る
。

　

現
館
長
西
山
浩
市
氏
に
よ
る
と
、
同
館
の
忍
器
群
は
川
越
城
東
の
農
村
地
帯
に
あ

る
伊
佐
沼
近
隣（
旧
伊
佐
沼
村
）の
民
家
に
江
戸
時
代
の
忍
器
群
と
し
て
伝
わ
っ
て
い

た
も
の
で
、
西
山
氏
の
父
忠
夫
氏
が
複
数
回
訪
ね
て
少
し
ず
つ
寄
贈
を
依
頼
し
、
譲

り
受
け
た
も
の
だ
と
い
う
。『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』に
よ
れ
ば
、
近
世
の
伊
佐
沼
村
は
、

川
越
城
の
東
一
五
町
の
距
離
に
あ
り
、
戸
数
四
〇
戸
の
農
村
と
さ
れ
て
い
る
。
水
田

稲
作
の
ほ
か
、
関
東
地
方
で
は
印
旛
沼
に
次
ぐ
広
さ
の
溜
池「
伊
佐
沼
」で
、
鮒
・
鯉

を
漁
獲
し
蓮
根
を
と
っ
て
城
下
に
出
荷
し
て
い
た
。

　

そ
れ
ら
は
一
括
性
の
高
い
資
料
群
だ
が
、
忠
夫
氏
が
長
期
に
渡
り
他
の
忍
器
の
収

集
を
心
が
け
て
い
た
こ
と
を
否
定
で
き
ず
、
ま
た
、
複
数
の
民
家
か
ら
得
た
可
能
性

も
あ
り
、
完
全
な
一
括
の
資
料
群
と
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
現
段
階

で
は
、
一
つ
の
城
下
の
一
定
地
域
か
ら
得
ら
れ
た
一
定
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
忍
器
群

と
評
価
す
べ
き
希
少
な
資
料
だ
。

　

ま
た
、
現
在
の
川
越
に
は「
忍
者
」の
伝
承
が
な
く
、
過
去
に「
忍
者
」の
娯
楽
興
行

等
が
行
わ
れ
た
形
跡
も
な
い
。
少
な
く
と
も
明
治
以
後
の
忍
者
ブ
ー
ム
の
際
の
創
作

を
疑
う
必
要
も
な
い
。

　

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
忍
術
伝
書
に
な
い
武
器
が
多
く
み
ら
れ
、
手
裏
剣
、
鎖
鎌
、

鎖
分
銅
、
縄
分
銅
付
鎌
、
仕
込
み
煙
管
、
仕
込
み
柄
杓
、
ど
の
よ
う
な
刀
に
も
取
り

具
」に
あ
る「
鋸
」（
図
２
、
文
政
七
年（
一
八
二
四
）版
本
）の
よ
う
に
、
少
数
な
が
ら
忍

器
の
鉤
縄
・
鋸
と
同
じ
機
能
の
道
具
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
忍
器
の
情
報
が
閉
じ
た

シ
ス
テ
ム
か
ら
漏
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、『
和
漢
三
才
図
会
』の
龍

は
、
登
る
た
め
の
道
具
で
は
な
く
捕
縛
の
道
具
で
あ
り
、
鋸
は
木
・
竹
用
の
両
刃
で

は
な
く
、
片
刃
で
木
材
切
断
の
道
具
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
用
途
・
形
状
・
呼
称
は
、

忍
術
伝
書
の
忍
器
と
は
異
な
る
。

　

忍
器
開
発
・
改
良
・
伝
達
シ
ス
テ
ム
は
、
史
料
上
は
近
世
の
忍
び
に
確
認
で
き
る

シ
ス
テ
ム
で
は
あ
る
が
、『
萬
川
集
海
』が
各
地
の
忍
び
の
技
を
集
大
成
し
た
も
の
と
し

て
成
立
し
て
い
る
こ
と
、
戦
国
の
忍
び
の
母
体
と
な
っ
た
特
殊
武
装
集
団
に
忍
び
独

自
の
武
術
・
技
術
の
習
得
・
伝
達
シ
ス
テ
ム
と
い
う
上
位
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
戦
国
か
ら
近
世
ま
で
一
つ
の「
系
統
」を
な
す「
忍
び
」の
認
知
構
造
の

重
要
部
分
の
一
部
と
し
て
、
維
持
・
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

二　

実
在
す
る
近
世
の
忍
器
た
ち

　

手
裏
剣
・
苦
無
と
呼
ば
れ
る
忍
器
が
あ
る
。
漫
画
・
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
・
実
写
映
画

に
登
場
す
る
頬
被
り
筒
袖
等
の
黒
装
束
の「
忍
者
」が
使
う
象
徴
的
な「
武
器
」だ
。
そ
の

他
、
良
く
知
ら
れ
た
忍
器
に
は
撒
菱
、
鉤
縄
、
忍
び
刀
、
水
蜘
蛛
な
ど
が
あ
り
、
各

地
の
資
料
館
や
展
示
施
設
に
飾
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
忍
器
は
伝
世
品
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
、
見
る
者
に
一
定
の
歴
史
的
根
拠
に
基
づ
く
資
料
で
あ
る
と
の
誤
っ
た
印

象
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
一
方
、
研
究
者
は
、
そ
れ
ら
の
多
く
に
つ
い
て
現

代
の
創
作
で
あ
る
と
考
え
、
近
年
で
は「
忍
者
は
手
裏
剣
を
投
げ
な
か
っ
た
」を
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
に
し
た
書
籍
も
出
版
さ
れ
て
い
る（
註
９
）。

　

し
か
し
、
俄
に
偽
作
と
断
ぜ
ら
れ
な
い「
忍
器
」が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
だ
。
前

節
に
示
し
た
忍
び
独
自
の
忍
器
開
発
・
改
良
・
伝
達
シ
ス
テ
ム
の
存
在
を
手
掛
か
り

に
実
在
の
忍
器
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
で
、
戦
国
期
の
忍
器
に
遡
る
手
が
か
り
を
見
い
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付
け
ら
れ
る
万
能
鍔
な
ど
の
ほ
か
、
籠
手
と
草
摺
の
つ
く
鎖
帷
子
、
木
刀
、
特
殊
小
刀
、

火
器
に
あ
た
る
忍
び
が
ん
ど
う
な
ど
が
あ
る
。
他
に
、
忍
術
伝
書
に
記
載
が
あ
る
登

器
の
苦
無
、
鉤
縄
、
開
器
の
小
鎌
、
鋸
に
加
え
、
鉄
菱（
鉄
製
撒
菱
）等
も
あ
る（
図
３
）。

　

忍
術
伝
書
に
記
載
の
な
い
も
の
か
ら
概
観
し
て
い
く
。

　

最
も
数
が
多
い
の
は
手
裏
剣
だ
。
本
稿
で
は
、
そ
の
形
状
を
記
述
す
る
に
あ
た
り
、

二
〇
一
六
年
に
日
本
科
学
未
来
館
等
で
開
催
さ
れ
た
企
画
展
の
関
連
書
籍『
Ｔ
ｈ
ｅ　

Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｊ
Ａ　

忍
者
っ
て
ナ
ン
ジ
ャ
？
同
公
式
ブ
ッ
ク
』（
角
川
書
店
）に
従
い
、
棒
型

手
裏
剣
・
平
型
手
裏
剣
の
区
分
と
刃
部
の
数
・
形
状
に
よ
る
呼
称
を
用
い
る
。
ま
た
、

昭
和
三
九
年（
一
九
六
四
）に
刊
行
さ
れ
た
藤
田
西
湖
著『
図
解
手
裏
剣
術
』に
よ
る
呼

称
も
便
宜
的
に
併
用
す
る（
註
10
）。

　

資
料
群
に
は
、
棒
型
手
裏
剣
と
平
型
手
裏
剣
が
み
ら
れ
る
。
棒
型
手
裏
剣
は
、
五

本
一
組
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
収
め
る
皮
袋
が
付
属
す
る
も
の
も
あ
る（
同
図
の

11
）。
い
ず
れ
も
断
面
正
方
形
の
火
箸
状
の
も
の
で
、
柄
尻
に
穂
を
付
け
る
孔
が
あ
る

も
の
も
み
ら
れ
る
。
長
さ
は
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
だ
。
棒
型
手
裏
剣
は
、
今

日
の
認
知
度
は
高
く
な
い
が
、
最
も
一
般
的
な
手
裏
剣
と
し
て
古
く
か
ら
用
い
ら
れ

て
き
た
。
藤
田
に
よ
れ
ば
、
元
部
分
を
持
ち
、
先
を
敵
に
向
け
て
投
げ
る
直
打
法
か
、

先
を
持
ち
半
回
転
さ
せ
て
敵
に
投
げ
つ
け
る
反
転
打
法
に
よ
っ
て
投
擲
す
る
と
さ
れ

る
。

　

他
方
の
平
型
手
裏
剣
は
十
字
手
裏
剣
が
中
心
で
、
刃
部
が
三
角
形
の
通
常
の
も
の

（
同
図
の
３
）、
鏃
を
四
本
接
合
し
た
形
状
の
逆
え
り
が
つ
く
刃
部
を
も
つ
も
の（
同
図

の
６
）、
柳
葉
状
に
刃
部
が
膨
ら
む
十
字
形
の
も
の（
同
図
の
５
）、
大
型
の
馬
十
字
手

裏
剣
な
ど
が
あ
る
。
他
に
万
字
手
裏
剣（
同
図
の
８
）、流
れ
万
字
手
裏
剣（
同
図
の
７
）、

折
畳
式
十
字
手
裏
剣（
同
図
の
１・２
）、
四
角
形
で
各
辺
が
内
湾
す
る
四
方
手
裏
剣（
同

図
の
９
・
10
）も
認
め
ら
れ
る
。
組
を
な
す
も
の
は
、
棒
型
手
裏
剣
同
様
、
五
枚
一
組

と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
縦
横
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
の
も
の
が
主
体
だ
。

図３　川越歴史博物館所蔵の忍器群
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の
と
中
型
の
も
の
が
あ
る
。
小
型
の
も
の
は
、
内
部
の
か
ら
く
り
が
三
つ
の
可
動
部

か
ら
な
り
、
自
由
自
在
な
角
度
の
変
化
に
対
し
て
常
に
垂
直
・
水
平
を
保
つ
よ
う
工

夫
さ
れ
て
い
る（
同
図
の
25
）。
中
型
の
も
の
は
、
二
つ
の
可
動
部
に
よ
っ
て
火
種
の

角
度
を
保
つ
一
般
的
な
構
造
だ
。

　

一
方
、
忍
術
伝
書
に
み
ら
れ
る
も
の
は
以
下
の
と
お
り
だ
。

　

登
器
の
苦
無
は
、
断
面
三
角
形
の
両
刃
で（
同
図
の
14
〜
16
）、
柄
尻
に
孔
を
も
つ
。

長
さ
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
棒
状
の
も
の
も
あ
る（
同
図
の
17
）。

　

直
刃
の
刃
紋
が
美
し
い
同
図
の
14
の
柄
部
分
に
は「
水
野
正
国
作
」の
銘
が
あ
る
。

水
野
松
次
郎
正
国
は
、
千
代
鶴
是
秀
が
書
き
記
し
た
名
工
一
覧
に
名
が
見
え
る
細
川

正
義
門
下
、
尾
張
出
身
江
戸
在
住
の
刀
工
だ
。
天
保
年
間（
一
八
三
一
〜
一
八
四
五
）

か
ら
文
久
年
間（
一
八
六
一
〜
一
八
六
四
）に
か
け
て
作
刀
し
た
よ
う
だ
。
愛
刀
家
の

間
で
は
、
川
越
城
下
の
蔵
造
り
の
街
並
み
に
所
在
す
る
刃
物
店
ま
ち
か
ん（
町
勘
）の

所
蔵
品
に「
東
京
府
住 

水
野
正
國
嫡
子 

武
寶
郷
正
照
」の
銘
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ

る
。
最
近
福
岡
県
の
個
人
が
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
出
品
し
た
刀
に
は
、
表
に「
天
保
十
四

年
八
月
日
」、
裏
に「
於
武
府
尾
州
産
水
野
正
國
作
」の
銘
が
あ
っ
た
。
川
越
歴
史
博
物

館
所
蔵
資
料
の
忍
器
群
が
幕
末（
天
保
〜
文
久
の
頃
）に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
川

越
藩
の
忍
び
が
江
戸
在
住
の
刀
工
に
忍
器
の
製
作
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
ま
た
、こ
の
苦
無
は
剣
と
同
じ
両
刃
の
造
り
と
な
っ
て
い
て
、幕
末
に
は「
武
器
」

と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

鉤
縄
は
、
川
船
の
碇
と
同
型
で
、
三
本
の
湾
曲
し
た
鉤
を
溶
着
し
た
も
の
が
あ
る

（
同
図
の
26
）。
先
端
に
は
逆
え
り
が
見
ら
れ
る
。『
忍
秘
伝
』で
は
碇
と
し
て
掲
載
さ
れ

て
い
る
も
の
で
、
浮
橋
を
引
き
留
め
た
り
、
高
い
所
に
上
っ
た
り
、
敵
船
を
引
き
寄

せ
転
覆
さ
せ
た
り
す
る
の
に
用
い
る
と
さ
れ
て
い
る（
図
１
の
７
）。

　

開
器
の
小
鎌
は
、
刃
渡
り
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
刃
部
に
、
長
さ
一
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
柄
が
つ
き
、
柄
の
端
部
に
は
紐
通
し
の
孔
が
認
め
ら
れ
る（
図
３

　

藤
田
に
よ
れ
ば
、
投
擲
の
際
、
十
字
手
裏
剣
は
ふ
つ
う
縦
持
ち
と
し
、
一
つ
の
刃

を
握
り
、
前
方
に
突
き
出
た
刃
に
人
差
し
指
を
添
え
て
回
転
さ
せ
て
投
げ
る
か
、
下

部
の
刃
を
親
指
と
人
差
し
指
付
け
根
で
挟
み
持
ち
、
回
転
さ
せ
て
投
げ
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
十
字
手
裏
剣
が
投
げ
出
さ
れ
る
と
四
本
の
刃
部
が
回
転
し
て
安
定
し
て

飛
行
し
、
常
に
い
ず
れ
か
の
刃
部
が
敵
を
刺
突
す
る
原
理
だ
。
以
下
、
本
稿
で
は
、

安
定
し
た
飛
行
と
正
確
な
狙
い
・
確
実
な
打
刺
突
を
目
的
に
、
回
転
さ
せ
て
敵
に
投

げ
つ
け
る
武
器
を「
回
転
系
投
擲
武
器
」と
呼
称
す
る
。

　

回
転
系
投
擲
武
器
に
は
、
手
裏
剣
の
他
に
鉄
つ
ぶ
て
が
あ
る
。
鉄
つ
ぶ
て
は
、
鉄

素
材
を
扁
平
な
餅
状
に
鍛
え
、
八
角
形
ま
た
は
各
辺
が
内
湾
す
る
八
角
形
等
に
成
形

し
た
も
の
で
、
後
者
に
は
鋭
利
な
尖
端
部
を
も
つ
も
の
も
あ
る（
同
図
の
12
・
13
）。

　

平
型
手
裏
剣
と
鉄
つ
ぶ
て
は
厚
く
重
い
印
象
が
特
徴
で
、
平
型
手
裏
剣
に
は
、
刀

剣
の
よ
う
に
鎬
状
の
稜
線
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。
鍛
造
せ
ず
鉄
板
を
刳
り
貫

い
た
よ
う
な
作
り
で
縦
横
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
の
小
さ
い
も
の
は
、
昭
和
の
偽
作

の
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
だ
。

　

鎖
鎌
は
通
常
の
農
業
用
の
鎌
に
鎖
分
銅
が
付
い
た
形
で
、
刃
渡
り
は
一
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
程
度
だ
。
一
間
ほ
ど
の
鎖
の
端
に
分
銅
が
つ
く
。
柄
に
は
持
ち
手
が
離
れ

る
の
を
防
ぐ
た
め
鉄
製
の
ガ
イ
ド
が
付
い
て
い
る（
同
図
の
21
）。
ま
た
、
鎖
部
分
を

縄
で
代
用
し
た
縄
分
銅
付
鎌
も
あ
り
、
訓
練
用
と
思
わ
れ
る
。

　

武
器
で
は
他
に
、
反
り
の
な
い
忍
び
刀
が
あ
り
、
同
様
に
反
り
の
な
い
木
刀
も
あ

る（
同
図
の
27
）。
木
刀
は
訓
練
用
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
こ
の
忍
器
群
の
使
わ

れ
方
に
一
定
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

仕
込
み
武
器
に
は
、
刃
渡
り
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
仕
込
み
扇（
同
図
の

28
）・
仕
込
み
煙
管（
同
図
の
29
）、
仕
込
み
柄
杓
が
あ
る
が
、
武
器
と
し
て
で
は
な
く
、

潜
行
時
の
開
器
等
に
用
い
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

火
器
で
夜
間
の
潜
行
の
際
に
用
い
る
照
明
具
の「
忍
び
が
ん
ど
う
」は
、
小
型
の
も
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る
。
中
之
条
町
は
三
国
山
脈
南
西
部
を
隔
て
て
長
野
県
に
近
く
、
隣
接
す
る
東
吾
妻

町
と
と
も
に
、
戦
国
期
真
田
氏
の「
忍
者
」伝
承
が
あ
る
地
域
だ
。
同
館
で
は
、
精
力

的
に
忍
び
の
情
報
を
収
集
し
、
事
業
を
実
施
し
て
き
た
。

　

同
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
群
馬
県
前
橋
市
在
住
で
あ
っ
た
故
山
岸
賢
司
氏
が
収

集
し
た
も
の
で
、
山
岸
氏
が
逝
去
さ
れ
た
二
〇
二
〇
年
に
遺
族
の
御
意
向
に
よ
り
同

館
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
だ
。
生
前
の
山
岸
氏
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
江

戸
時
代
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
忍
器
を
全
国
の
骨
董
商
等
か
ら
購
入
し
て
収

集
し
た
も
の
で
、
他
に
忍
者
映
画
の
ポ
ス
タ
ー
や
近
代
以
後
の
伊
賀
で
生
産
さ
れ
た

薬
の
外
箱
な
ど
が
あ
る（
註
11
）。
実
際
に
は
現
代
に
製
作
さ
れ
た
忍
器
も
含
ま
れ
て

い
る
と
み
ら
れ
、
総
体
的
な
評
価
は
難
し
い
が
、
そ
の
一
部
に
岐
阜
県
旧
徳
山
村
の

旧
家
で
発
見
さ
れ
た
忍
器
の
一
群
が
含
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
注
意
す
べ
き
だ

（
註
12
）。

　

徳
山
村
は
岐
阜
県
揖
斐
郡
の
揖
斐
川
上
流
に
あ
っ
た
村
で
、
徳
山
ダ
ム
建
設
の
た

め
昭
和
六
二
年（
一
九
八
七
）に
廃
止
さ
れ
、
現
在
は
ダ
ム
の
湖
底
に
沈
ん
で
い
る
。

村
民
は
昭
和
五
九
年（
一
九
八
四
）に
離
村
を
開
始
し
、
当
時
の
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
で
、

そ
の
様
子
が
紹
介
さ
れ
た
。
昭
和
五
七
年（
一
九
八
二
）に
は
、
離
村
が
決
ま
る
ま
で

の
過
程
を
、
認
知
症
の
高
齢
者
と
親
戚
の
少
年
の
交
流
を
通
じ
て
描
い
た『
じ
い
と
山

の
コ
ボ
た
ち
』（
童
心
社
）が
、
当
時
の
分
教
場
教
師
だ
っ
た
平
方
浩
介
に
よ
っ
て
執
筆

さ
れ
た
。
こ
の
物
語
は
、
翌
年
に
は
神
山
征
二
郎
監
督
・
加
藤
嘉
主
演
の
映
画『
ふ
る

さ
と
』と
し
て
制
作
・
上
演
さ
れ
て
い
る
。
山
岸
氏
が
亡
く
な
り
詳
細
は
不
明
だ
が
、

忍
器
群
は
離
村
の
た
め
の
引
越
し
作
業
な
ど
に
と
も
な
い
発
見
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る（
図
４
）。

　

当
時
は
昭
和
の
忍
者
ブ
ー
ム
末
期
に
あ
た
る
が
、
旧
徳
山
村
に
は
忍
術
流
派
を
名

乗
る
者
も
な
く
、社
会
状
況
と
は
無
縁
の
資
料
群
と
み
よ
て
い
。
た
だ
し
、コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
中
の
ど
の
資
料
が
旧
徳
山
村
の
資
料
か
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
括
資

の
20
）。
鋸
は
細
身
で
、『
萬
川
集
海
』の
掲
載
図
に
近
い（
同
図
の
19
・
図
１
の
５
）。

　

鉄
菱（
鉄
製
撒
菱
）は
、
一
枚
の
鉄
板
に
切
れ
目
を
入
れ
て
四
本
の
和
釘
状
の
針
を

造
り
、
針
先
を
結
ぶ
線
が
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
正
三
角
錐（
正
四
面
体
だ
が
、
製
作
者
は

錐
を
意
図
し
て
い
る
た
め
錐
と
し
て
表
現
し
た
。
以
下
は
こ
れ
を
前
提
に
正
四
面
体

と
す
る
。）を
な
す
よ
う
に
折
り
曲
げ
、
投
げ
て
も
転
が
し
て
も
必
ず
一
本
の
針
の
尖

端
が
真
上
を
向
く
構
造
に
し
た
も
の
で
、
大
き
さ
に
は
尖
端
間
が
四
．
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
も
の
と
一
〇
．
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
の
大
小
二
種
類
が
あ
る
。
各
針

に
は
逆
え
り
が
付
さ
れ
て
い
る（
図
３
の
22
・
23
）。
近
い
も
の
に
、
鉄
毬
が
あ
る（
同

図
の
24
）。
幅
広
の
鉄
板
二
枚
を
直
角
に
重
ね
て
溶
着
し
球
形
に
ま
と
め
、
鉄
板
の
各

所
に
均
等
な
間
隔
で
一
四
本
の
刺
突
針
を
付
け
て
い
る
。

　

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
現
代
の
廻
し
挽
き
鋸
に
似
た
小
型
の
鋸
だ（
同
図
の

18
）。
開
器
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
地
部
に
は「
江
州
佐
和
山
住
國
廣
」の
銘
が
刻
ま

れ
て
い
る
。
堀
川
國
廣（
佐
和
山
住
國
廣
）は
、
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
一
五
九
二
）か

ら
慶
長
年
間（
一
五
九
六
〜
一
六
一
五
）に
活
動
し
た
信
濃
の
著
名
な
刀
工
で
、
新
刀
の

祖
と
い
わ
れ
る
埋
忠
明
寿
に
比
肩
す
る
と
さ
れ
る
。
古
刀
の
相
州
正
宗
、
新
刀
の
國

廣
、新
々
刀
の
水
心
子
正
秀
と
並
び
称
さ
れ
、中
興
の
三
傑
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

真
作
で
あ
れ
ば
、
鋸
と
い
う
よ
り
特
殊
小
刀
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
中
世
末

期
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
忍
器
群
の
形
成
開
始
の
上
限

は
、
思
い
の
ほ
か
早
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
に
は
、
五
本
・
枚
セ
ッ
ト
の
手
裏
剣
、
木
刀
、
縄
分

銅
付
鎌
が
み
ら
れ
、
明
ら
か
に
訓
練
用
の
道
具
の
様
相
を
な
し
て
い
る
。
同
時
に
、

潜
行
用
の
開
器
や
照
明
具
も
み
ら
れ
、
夜
間
の
軍
事
行
動
の
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
も
想
像
さ
せ
る
。

　

さ
て
、
他
に
把
握
し
て
お
く
べ
き
現
存
の
忍
器
群
に
は
、
世
界
最
多
の
忍
器
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
と
い
わ
れ
る
群
馬
県
の
中
之
条
町
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
所
蔵
資
料
が
あ
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料
と
し
て
の
忍
器
の
種
類
や
傾
向
、
製
作
方
法
の
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

　

資
料
群
中
に
は
、
登
器
の
苦
無
、
水
器
の
水
蜘
蛛
、
曲
げ
た
二
本
の
針
金
を
中
央

で
接
合
し
た
鉄
菱
な
ど
、『
萬
川
集
海
』や『
忍
秘
伝
』に
示
さ
れ
た
忍
器
を
忠
実
に
実
体

化
し
た
形
状
・
作
り
の
も
の
が
存
在
す
る
ほ
か
、
手
裏
剣
・
鎖
鎌
・
鉄
菱
等
の
著
名

な
武
器
、
開
器
の
枢
■（
く
ろ
ろ
か
ぎ
）に
鎖
と
分
銅
を
付
け
た
も
の
、
精
巧
な
忍
び

が
ん
ど
う
等
、
忍
術
伝
書
に
な
く
、
独
自
に
開
発
し
た
り
改
良
し
た
り
し
た
と
み
ら

れ
る
も
の
も
存
在
す
る
。
今
後
、
全
体
の
中
か
ら
旧
徳
山
村
の
忍
器
を
特
定
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
同
様
、
重
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
な

る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
実
在
す
る
忍
器
を
確
認
し
た
上
で
忍
術
伝
書
に
記
載
さ
れ
た
忍
器
を
み
る

と
、
鎌
・
鋸
・
苦
無
な
ど
、
単
純
な
構
造
で
単
純
な
機
能
を
も
つ
も
の
が
主
体
で
あ

る
こ
と
や
火
器
の
種
類
が
多
い
こ
と
が
目
に
付
く
。
ま
た
、
使
用
法
が
不
明
な
も
の

も
認
め
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
江
戸
時
代
の
個
々
の
忍
器
の
構
造
や
機
能
を
考
察
す
る

も
の
で
は
な
い
た
め
、
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
の
把
握
で
し
か
な
い
が
、
こ
う
し
た

忍
術
伝
書
に
掲
載
さ
れ
た
忍
器
の
傾
向
の
一
方
で
、
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
に

は
、
鎖
鎌
・
忍
び
が
ん
ど
う
・
仕
込
み
武
器
の
よ
う
な
精
巧
な
構
造
を
も
つ
も
の
が

含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
は
一
般
の
武
士
の
用
い
る
も
の
と
は
異
な
り
、
武
術
伝
書
や
一

般
の
文
献
に
は
登
場
し
な
い
。
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
は
、
忍
び
独
自
の
忍
器

開
発
・
改
良
・
伝
達
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
次
第
に
新
し
い
忍
器
が
加
わ
り
、
高
度
化
し

て
い
っ
た
忍
器
群
の
最
終
的
な
状
況
を
示
す
姿
だ
と
考
え
た
い
。
同
時
に
、
忍
術
伝

書
に
忠
実
な
忍
器
の
存
在
は
、
古
い
忍
器
の
伝
世
の
他
、
忍
器
製
作
者
が
忍
術
伝
書

に
忠
実
に
回
帰
し
て
い
た
様
子
を
示
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

図４　中之条町歴史と民俗の博物館所蔵の忍器群
　　　３のような鉄板を切り抜いた造りの手裏剣や 12 の手鉤（手甲）・鉄拳・角指、13 の鉄板から製作したよう

な苦無、15 のような鑿状の棒型手裏剣等は、現代の創作の可能性が高い。旧徳山村資料を特定するのは難
しい。
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前
橋
藩
・
川
越
藩
時
代
の
松
平
大
和
守
家
の
忍
び
の
記
録
は
、
藩
政
を
詳
細
に
記

録
し
た『
前
橋
藩
松
平
家
記
録
』（
前
橋
市
立
図
書
館
所
蔵
）に
残
さ
れ
て
い
る
。
現
在

の
と
こ
ろ
、
二
〇
二
一
年
段
階
で
、
五
件
の
忍
び
の
活
動
記
録
を
確
認
し
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
最
も
古
い
宝
暦
四
年（
一
七
五
四
）閏
二
月
の
記
録
に
は
、
姫
路
藩
時
代

の
松
平
家
が
寛
文
年
間（
一
六
六
一
〜
一
六
七
三
）に
出
雲
の
忍
び
の
者「
井
山
勘
兵

衛
」を
仕
官
さ
せ
、
忍
び
の
任
に
就
か
せ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（【
史
料
二
】、

註
13
）。

　
【
史
料
二
】『
前
橋
藩
松
平
家
記
録
』宝
暦
四
年
閏
二
月

　
　

一　

忍
之
者
共
勤
向
之
義
左
之
通
、
以
書
付
井
内
源
右
衛
門
・
永
田
内
蔵
丞
相
伺
候
ニ
付
、
老
中
江
申
達

　
　
　
　

之
処
、
尤
ニ
ハ
其
通
為
相
勤
候
様
可
申
付
之
旨
差
図
ニ
付
、
両
人
よ
り
申
聞
書
左
記
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　

忍
之
者
勤
方
内
之
廻
勤
も
仕
候
得
共
、
夫
ニ
付
前
々
よ
り
言
上
か
ま
し
き
義
一
向
不
仕

　
　
　
　
　
　
　
　

義
心
得
ニ
付
、
如
何
之
申
心
得
ニ
而
廻
勤
等
仕
候
哉
与
相
尋
候
へ
ハ
、
忍
之
者
之
義
寛
文

　
　
　
　
　
　
　
　

年
中
於
姫
路
御
所
柄
之
訳
ニ
而
、
当
井
山
勘
兵
衛
祖
父
勘
兵
衛
、
始
而
自
雲
州

　
　
　
　
　
　
　
　

被
遣
候
、
其
節
之
趣
御
軍
場
之
御
用
并
他
所
御
用
・
御
道
中
御
用
等
を
相
勤
候

　
　
　
　
　
　
　
　

の
ミ
ニ
候
、
其
後
山
形
ニ
而
初
而
廻
勤
被
仰
付
候
得
共
、
目
付
役
と
申
義
被
之
仰
聞
者

　
　
　
　
　
　
　
　

意
申
候
、（
郷
カ
）内
姫
路
以
来
其（
類
カ
）ニ
而
勤
来
候
、
乍
去
尤
承
候
義
ハ
申
出
候
了
簡
ニ
罷

　
　
　
　
　
　
　
　

在
候
旨
申
候
故
、
承
候
義
者
申
、
不
承
義
者
何
尓
か
ら
心
を
不
用
様
ニ
候
故
、
只
今

　
　
　
　
　
　
　
　

迠
一
向
勤
之
筋
も
不
相
立
事
ニ
存
候
間
、
以
来
ハ
別
紙
之
通
、
相
勤
可
然
旨（
奉
カ
）処

　
　
　
　
　
　
　
　
御
□
請
之
上
、
彼
ノ
モ
の
共
仲
真
不
残
得
心
仕
候
、
乍
左
不
軽
訳
も
有
申
事
故
、
拙
者
共
上
ニ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
取
斗
難
相
極
候
条
、
各
様
江
申
上
、
御
下
知
候
う
へ
、
可
申
聞
と
申
聞
置
候
、
但
右
之
趣
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　

相
勤
候
共
目
付
役
之
勤
方
ニ
ハ
違
、
上
ゟ
被
仰
付
候
義
者
勿
論
、
下
ゟ
申
出
候
事
も

　
　
　
　
　
　
　
　

仮
令
同
役
之
内
と
も
不
相
洩
義
之
心
遣
候
、（
尋
カ
）此
趣
ニ
て
事
ニ
よ
り
有
て
、
御
調
法

　
　
　
　
　
　
　
　

之
筋
も
や
ヽ
被
存
候
、
但
武
家
被
召
仕
者
ど
も
と
も
と
申
内
、
願
申
忍
之
者
之
義
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　

根
本
変
之
、
時
有
之
御
用
心
向
ニ
被
召
抱
置
候
訳
ゆ
へ
、
平
日
之
勤
ニ
ハ
故
有
か
ら

三　

近
世
の
忍
び
と
忍
術
鍛
錬

（
一
）川
越
藩
の
忍
び
の
記
録

　

川
越
歴
史
博
物
館
の
忍
器
群
が
近
世
の
所
産
で
あ
り
、
忍
術
鍛
錬
に
用
い
ら
れ
た

と
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
戦
国
期
の
忍
器
の
検
討
に
備
え
、

文
献
記
録
に
残
る
川
越
藩
の
忍
び
事
情
を
概
観
し
、
近
世
の
忍
び
と
忍
器
群
と
の
関

係
を
も
う
一
歩
追
及
す
る
こ
と
で
、
予
備
知
識
を
蓄
え
て
お
き
た
い
。

　

か
つ
て
江
戸
を
支
え
る
重
要
拠
点
と
し
て
栄
え
た
川
越
は
、
明
治
中
頃
に
建
築
さ

れ
た
蔵
造
り
の
街
並
や
江
戸
情
緒
を
残
す
寺
社
・
建
造
物
群
を
中
心
に
、
川
越
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
と
し
て
人
気
を
集
め
、
関
東
有
数
の
観
光
地
に
な
っ
て
い
る
。

近
年
は
、
官
民
と
も
近
世
の
歴
史
を
前
面
に
観
光
事
業
を
展
開
し
、
小
江
戸
の
愛
称

が
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
、
近
世
の
川
越
藩
を
治
め
た
松
平
大
和
守
家
に
出
雲
出

身
の
忍
び
が
仕
え
、
継
続
的
に
各
地
の
農
民
騒
動
等
の
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
た
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

川
越
藩
は
、
現
埼
玉
県
川
越
市
に
あ
っ
た
川
越
城
を
藩
庁
と
し
て
い
た
。
立
藩
は
、

天
正
一
八
年（
一
五
九
〇
）の
酒
井
重
忠
の
入
封
で
、
一
万
石
を
領
し
た
。
以
後
、
重

忠
の
弟
で
徳
川
家
康
の
再
従
弟
で
も
あ
る
酒
井
忠
利
、
堀
田
正
盛
、
松
平
信
綱
、
柳

沢
吉
保
ら
の
幕
府
重
臣
が
領
し
た
。

　

明
和
四
年（
一
七
六
七
）四
月
、
松
平
大
和
守
家
が
治
め
る
前
橋
藩
で
城
下
の
五
七
七

軒
を
焼
失
す
る
大
火
が
あ
っ
た
。
前
橋
藩
で
は
藩
庁
の
前
橋
城
が
、
前
領
主
酒
井
家

時
代
以
来
の
利
根
川
の
浸
食
に
よ
り
大
き
な
被
害
を
受
け
て
お
り
、
財
政
危
機
に
よ

る
家
中
の
貧
困
も
あ
っ
て
問
題
が
山
積
し
て
い
た
。

　

財
政
が
逼
迫
し
た
松
平
家
は
、
藩
主
松
平
朝
矩
が
前
橋
城
放
棄
を
決
め
、
こ
の
年

の
う
ち
に
窮
状
を
汲
ん
だ
幕
府
の
許
可
を
得
て
、
川
越
城
に
移
転
し
た
。
前
橋
に
は

陣
屋
を
置
き
、
川
越
藩
の
分
領
と
し
て
統
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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六
月
二
六
日
に「
来
實
丁
ニ
相
勤
付
而
、
御
取
立
拾
八
石
五
人
扶
持
、
被
下
之
新
番
組

江
組
入
」れ
ら
れ
た
井
山
瀧
尾
が
初
め
だ
。
瀧
尾
は
、そ
の
後
、八
十
石
御
扈
従
と
な
っ

て
い
る
。
父
は
井
山
新
助
と
い
い
、
享
保
か
ら
明
和
の
人
、
祖
父
は
里
右
衛
門
で
延

宝
か
ら
享
保
の
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
と
も
に
生
国
は
出
雲
と
な
っ
て
い
る
。
寛
文

年
間
に
遡
る
と
井
山
家
に
関
す
る
記
載
は
な
く
、
そ
の
役
に
忍
び
が
あ
っ
た
か
否
か

に
つ
い
て
の
手
が
か
り
も
な
い
。

　

現
状
で
は
、
松
平
大
和
守
家
に
仕
え
た
忍
び
と
出
雲
を
繋
ぐ
確
実
な
証
拠
は
認
め

ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
井
山
姓
の
武
士
が
存
在
し
て
い
た
松
江
藩
は
、
寛
永
一
五
年

（
一
六
三
八
）以
後
、
結
城
秀
康
の
三
男
で
越
前
松
平
家
分
家
の
松
平
直
政
が
治
め
て

い
た
。
同
じ
く
越
前
松
平
家
の
分
家
で
、
松
平
直
政
の
異
母
弟
だ
っ
た
松
平
直
基（
結

城
秀
康
五
男
）を
初
代
と
す
る
松
平
大
和
守
家
と
は
、
近
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
松
江
藩
に
は
、
立
藩
当
初
の
堀
尾
家
時
代
、
伊
賀
者
が
忍
び
と
し
て
仕

え
て
お
り
、
彼
ら
は
出
雲
出
身
を
自
称
し
て
い
た（
註
15
）。
堀
尾
家
が
無
嗣
改
易
と

な
り
、
大
部
分
の
忍
び
は
他
藩
に
移
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
松
江
藩
に
残
っ
た
忍

び
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
井
山
家
一
門
の
中
に
寛
文
年
間
以
前
に
忍
び
と
し
て
活
動
し

て
い
た
者
が
お
り
、
越
前
松
平
家
家
系
の
関
係
の
中
で
、
松
平
大
和
守
家
に
招
か
れ

た
可
能
性
は
検
討
に
値
す
る
。

　

ま
た
、
延
宝
二
年（
一
六
七
四
）に
、
結
城
秀
康
の
孫　

松
平
光
長
が
治
め
る
越
後

国
高
田
藩
で
御
家
騒
動（
越
後
騒
動
）が
起
こ
る
と
、
光
長
の
従
兄
弟
で
当
時
姫
路
藩

に
あ
っ
た
松
平
大
和
守
家
直
矩
が
、
松
江
藩
松
平
直
政
の
子
で
出
雲
国
広
瀬
藩
主
の

松
平
近
栄
と
協
力
し
て
裁
定
に
当
た
っ
た
。
後
に
裁
定
が
覆
り
、
直
矩
は
こ
の
不
手

際
で
減
封
と
な
り
、
天
和
二
年（
一
六
八
二
）に
豊
後
国
日
田
藩
に
国
替
と
な
っ
た
。

松
平
大
和
守
家
に
は
、
松
江
藩
領
外
の
出
雲
地
方
と
の
関
係
も
認
め
ら
れ
る
の
だ
。【
史

料
二
】に
あ
る
と
お
り
、
川
越
藩
を
治
め
た
松
平
大
和
守
家
が
藩
政
に
忍
び
を
導
入
し

た
の
は
姫
路
藩
時
代
の
こ
と
の
よ
う
だ
。
今
後
、
松
平
大
和
守
家
の
忍
び
の
変
遷
を

　
　
　
　
　
　
　
　

力
入
不
申
、
一
統
別
段
し
た
て
故
、
只
今
迠
年
来
其（
類
カ
）ニ
勤
来
候
義
と
相
見
へ
而

　
　
　
　
　
　
　
　

等
閑
候
訳
と
ハ
相
聞
不
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
紙

　
　
　
　
　
　
　
　

忍
之
者
勤
方
之
義
只
今
迠
年
来
別
紙
之
趣
ニ
而
勤
来
候
得
共
、
今
度

　
　
　
　
　
　
　
　

委
細
申
請
以
来
之
義
者
常
変
内
外
之
差
別
な
く
、
世
間
之
是
悲
善
悪

　
　
　
　
　
　
　
　

見
聞
思
慮
之
及
ニ
申
候
之
義
申
出
候
様
心
懸
、
相
勤
可
申
旨
申
付
、
可
然
奉
存
候
、
依
之

　
　
　
　
　
　
　
　

申
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

壬
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
内
源
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
田
内
蔵
丞

　

俸
給
を
得
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
藩
へ
の
進
言
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
忍
び
に

対
し
、
家
老
ら
が
こ
れ
を
問
題
視
し
、
井
内
源
右
衛
門
と
永
田
内
蔵
丞
が
聞
き
取
り

調
査
を
し
て
、
忍
び
た
ち
の
弁
明
を
書
面
で
報
告
し
た
。
忍
び
た
ち
は
、
当
代
忍
び

の
井
山
勘
兵
衛
の
祖
父
で
出
雲
出
身
の
勘
兵
衛
が
姫
路
で
雇
用
さ
れ
て
以
来
、
軍
用

の
御
用
と
他
所
へ
の
道
中
の
御
用（
註
14
）し
か
拝
命
し
て
い
な
か
っ
た
と
申
し
開
き

し
、
別
紙
で
、
以
後
は「
常
変
内
外
之
差
別
な
く
、
世
間
之
是
悲
善
悪
見
聞
思
慮
之
及

ニ
候
へ
し
義
申
出
候
様
心
懸
」と
、
平
時
・
変
時
、
内
外
の
区
別
な
く
、
世
間
の
色
々

な
状
況
に
つ
い
て
気
付
い
た
こ
と
が
あ
れ
ば
申
し
出
る
よ
う
に
す
る
と
回
答
し
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。

　

出
雲
に
残
さ
れ
た
記
録
を
み
る
と
、
天
正
期
か
ら
江
戸
前
期
に
か
け
て
出
雲
を
領

し
た
毛
利
氏
の
分
限
帳
に
井
山
姓
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
旧
尼
子
領
を
領
し
た

松
江
藩
松
平
家
の
家
臣
の
勤
務
・
昇
進
状
況
等
を
家
別
に
記
録
し
た『
松
江
藩
列
士
録
』

（
享
保
年
間
に
記
録
開
始
）に
は
、「
井
山
」家
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

松
江
藩
の
井
山
家
は
、
元
祖
を
井
山
新
五
兵
衛
と
し
、「
本
国
不
知
、
生
国
出
雲
」と

あ
る
。
松
江
藩
士
と
し
て
の
働
き
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
文
化
一
〇
年（
一
八
一
三
）
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一
、　

去
十
七
日
、
松
平
右
近
将
監
殿
御
宅
江
松
平
出
雲
守
殿
・
松
平
能
登
守
殿
・
戸
田

　
　
　
　
　

采
女
正
殿
・
青
山
大
和
守
殿
、
留
守
居
被
召
呼
、
被
仰
渡
候
趣
者
、
大
原
彦
四
郎

　
　
　
　
　

御
代
官
所
飛
騨
国
高
山
ニ
而
百
姓
大
勢
相
集
及
嗷
訴
ニ
付
、
人
数
差

　
　
　
　
　

遣
被
鎮
可
申
旨
、
尤
如
何
様
之
理
不
尽
度
候
茂
難
斗
候
、
其
節
者

　
　
　
　
　

打
払
セ
候
義
茂
、
可
有
之
候
間
、
鉄
炮
・
大
筒
等
差
出
候
様
ニ
被
仰
渡
候
由
、

　
　
　
　
　
　

右
ニ
付
出
雲
守
殿
ゟ
者
、
人
数
五
百
人
斗
茂
被
差
出
候
由
及
承
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　

四
番　

弥
五
八
倅　
　
　
　
　
　

六
番　

源
左
衛
門
倅　
　
　
　
　

五
兵
衛
倅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原　

甚
之
助　
　
　
　
　
　
　
　

手
塚
初
之
助　
　
　

六
番　

奥
澤
市
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伴
五
左
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　

四
番　
　
　
　

山
本　

惣
八

　
　
　
　
　
　

右
之
面
々
五
人
扶
持
宛
被
下
、
御
雇
御
番
ニ
被
差
加
候
、
此
任
親
之
被
可
申
聞
旨
、
多
賀
谷

　
　
　
　
　
　
（
伊
織
カ
）・
石
渡
八
郎
進
・
三
上
嘉
門
兵
衛
方
被
申
遣
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　

但
、
右
之
趣
右
入（
番
カ
）ニ
ハ
番
頭
ヲ
勘
定
奉
行
被
申
遣
候

　

強
訴
の
発
端
は
、
代
官
所
の
大
原
彦
四
郎
に
よ
る
御
願
所
取
上
と
長
年
続
い
た
検

地
の
た
め
の
間
竿
の
変
更
に
あ
っ
た
と
あ
る
。
新
竿
導
入
を
受
け
入
れ
な
い
と
す
る

農
民
に
対
し
、
意
見
の
採
り
上
げ
は
な
く
、
導
入
が
強
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

農
民
た
ち
は
大
挙
し
て
集
ま
り
、高
山
陣
屋
へ
の
通
路
を
遮
断
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

銃
砲
を
用
い
た
五
百
人
の
部
隊
に
よ
る
鎮
圧
方
針
が
示
さ
れ
た
。

　

派
遣
さ
れ
た
八
名
の
忍
び
は
具
体
的
な
聞
き
込
み
を
行
い
、
帰
藩
後
、
詳
細
を
報

告
し
た
。
実
際
の
鎮
圧
に
は
、
苗
木
・
大
垣
・
郡
上
・
岩
村
・
富
山
の
五
藩
か
ら

二
千
人
が
出
兵
し
、
死
者
・
処
罰
者
が
多
く
出
た
事
件
だ
っ
た
。

　

安
永
八
年（
一
七
七
九
）に
は
、
阿
部
豊
後
守
が
治
め
る
隣
藩
忍
藩
領
で
起
こ
っ
た

農
民
騒
動
の
情
報
収
集
に
、
や
は
り
忍
之
者
を
派
遣
し
て
い
る
。
忍
び
は
、
忍
藩
の

知
る
上
で
、
姫
路
藩
時
代
の
研
究
が
重
要
だ
。

　

さ
て
、次
に
古
い
記
録
以
後
の
も
の
が
、川
越
藩
時
代
の
記
録
に
当
た
る
。【
史
料
三
】

は
、安
永
二
年（
一
七
七
三
）一
一
月
、幕
府
領
飛
騨
国
高
山
で
大
規
模
な
農
民
一
揆「
安

永
騒
動
」が
起
き
た
と
き
の
も
の
だ
。
川
越
藩
松
平
家
は
、
幕
府
か
ら
の
命
に
よ
り
、

そ
の
情
報
収
集
を
配
下
の
忍
之
者
に
命
じ
て
い
る
。
忍
び
は
百
姓
の
強
訴
の
様
子
を

次
の
と
お
り
報
告
し
た
。

　
【
史
料
三
】『
前
橋
藩
松
平
家
記
録
』安
永
二
年
十
一
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
廿
五
日

　
　

一
、　

昨
廿
四
日
江
戸
ゟ
御
用
状
出
来
、

　
　

一
、　

飛
騨
国
高
山
ニ
而
百
姓
及
騒
動
、
従　

公
儀
人
数
出
等
之
義
被
仰
付
旨
、
右
ニ
付
忍
之
者

　
　
　
　

  

差
遣
様
子
為
承
候
様
ニ　

御
意
有
之
候
段
申
出
之
、

　
　

一
、　

右
ニ
付
、
忍
者
申
付
遣
候
様
井
内
源
右
衛
門
江
聞
之
、

　
　

一
、　

右
忍
之
者
雑
用
金
と
し
て　
　
　

両
相
渡
候
様
、
御
勘
定
奉
行
江
及
差
図
置
候
ニ
付
、
受
取

　
　
　
　

  

相
渡
候
様
、
井
内
源
右
衛
門
被
申
聞
之
、

　
　

一
、　

高
山
百
姓
騒
動
ニ
付
、
御
留
守
居
差
出
ニ
付
左
記
之
、

　
　
　
　
　
　
　

此
度
飛
騨
国
高
山
ニ
而
百
姓
及
騒
動
、
大
勢
相
集
、
致
嗷
訴
、
高
山
御
陣
屋
江
之

　
　
　
　
　
　
　

通
路
被
切
罷
有
候
由
、
右
之
起
り
者
高
山
加
州
之
御
願
所
ニ
而
在
之
候
処
、
御
取
上

　
　
　
　
　
　
　

御
代
官
所
大
原
彦
四
郎
殿
御
支
配
所
ニ
相
成
候
処
、
御
益
之
筋
御
申
立
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　

此
度
新
竿
を
入
可
申
趣
之
処
、
百
姓
共
承
之
、
高
山
之
義
者
古
来
戸
田

　
　
　
　
　
　
　

采
女
正
殿
御
先
祖
之
御
竿
ニ
而
相
極
、
数
百
年
ニ
相
成
候
義
、
此
度

　
　
　
　
　
　
　

新
竿
を
入
候
義
、
難
渋
之
趣
相
願
候
得
共
、
無
之
御
取
上
、
弥
新
竿
入
候
積
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
組
頭
・
御
勘
定
衆
抔
茂
、
右
為
御
用
飛
騨
国
高
山
江
被
遣
候
処
、

　
　
　
　
　
　
　

依
之
百
姓
及
騒
動
、
大
勢
相
集
、
新
竿
を
入
候
義
被
相
止
候
□
□
無
左
申
て

　
　
　
　
　
　
　

大
原
彦
四
郎
殿
曽
可
申
受
と
申
之
、
未
鎮
不
申
候
由
、
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相
捌
帰
申
候
由
、
沙
汰
仕
候
、

　
　
　
　
　

一
、
前
々
ゟ
御
勝
手
向
御
不
如
意
之
上
、
京
・
大
坂
御
用
御
勤
之

　
　
　
　
　
　
　

度
毎
御
領
分
中
高
掛
り
茂
、
度
々
被
仰
付
候
、
御
領
分
中

　
　
　
　
　
　
　

百
姓
共
積
年
難
儀
仕
候
處
、
在
年
中
、
於
江
戸
倹
約
奉
行
旨

　
　
　
　
　
　
　

申
候
而
、
桑
山
勘
兵
衛
被
召
抱
、
又
当
年
水
野
勇
蔵
与
申
者

　
　
　
　
　
　
　

被
召
抱
候
、
右
両
人
之
者
御
勝
手
繰
上
さ
い
ば
い
仕
候
由
、

　
　
　
　
　

一
、
忍
御
城
付
高
六
万
石
を
四
組
ニ
相
分
ヶ
、
一
組
ニ
代
官
弐
人
割
元
と

　
　
　
　
　
　
　

申
大
庄
屋
鉢
之
者
帯
刀
御
免
ニ
而
壹
人
ヅ
ヽ
御
座
候
由
、
村
方
御
用

　
　
　
　
　
　
　

右
之
割
元
共
江
被
仰
付
候
由
、

　
　
　
　
　

一
、
郡
中
納
米
之
儀
古
来
ゟ
壹
俵
四
斗
入
ニ
而
納
来
候
処
、
三
四
拾
年
も

　
　
　
　
　
　
　

已
前
ゟ
め
こ
ぼ
れ
利
米
と
申
し
壹
俵
ニ
弐
升
ヅ
ヽ
増
を
入
レ
、
納
申
候
処
、

　
　
　
　
　
　
　

当
七
月
中
倹
約
奉
行
両
人
、
江
戸
表
ゟ
罷
越
候
而
御
領
分
中

　
　
　
　
　
　
　
見
分
致
、
御
取
稼
一
反
ニ
付
弐
升
増
申
付
候
処
、
百
姓
共
難
渋
之
旨

　
　
　
　
　
　
　

申
立
、
古
来
之
通
ニ
相
願
罷
出
候
得
共
、
左
候
者
地
方
江
桝
を
入
、

　
　
　
　
　
　
　

年
々
之
出
来
を
見
取
ニ
可
成
由
申
付
候
程
、
以
難
儀
至
極
ニ
御
座
候
而

　
　
　
　
　
　
　

迷
惑
な
り
て
右
之
一
反
ニ
付
弐
升
増
を
御
請
申
上
候
、
乍
去
御
取
稼

　
　
　
　
　
　
　

強
被
仰
付
甚
難
渋
仕
候
由
、
郷
中
之
儀
ハ
、
矢
郷
組
・
持
田
組
・
皿
尾
組
・

　
　
　
　
　
　
　

佐
間
組
と
申
四
組
ニ
相
分
シ
申
候
由
、
当
年
御
領
分
惣
体
田
畑

　
　
　
　
　
　
　

不
作
、
別
而
田
方
一
向
不
出
来
ニ
付
、
検
見
相
願
候
処
、
定
免
之
場
所
ハ

　
　
　
　
　
　
　

検
見
不
被
仰
付
候
、
矢
郷
組
之
儀
、
別
而
不
作
ニ
付
、
又
候
相
願
候
得
と
も

　
　
　
　
　
　
　

役
人
中
之
上
ニ
而
検
見
被
仰
付
候
而
ハ
、
御
取
稼
ニ
相
障
申
候
ニ
付
、
不

　
　
　
　
　
　
　

被
仰
付
候
、
四
組
之
内
、
佐
間
組
ハ
田
畑
半
々
之
場
所
故
、
苅
取
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　

皿
尾
組
・
持
田
組
ハ
佐
間
組
同
様
ニ
苅
取
申
候
、
半
分
ハ
矢
郷
組
同
様
ニ

　
　
　
　
　
　
　

一
向
苅
取
不
申
候
、
右
之
矢
郷
組
并
持
田
組
・
皿
尾
組
之
三
分
半
分

　
　
　
　
　
　
　

御
検
見
不
被
仰
付
候
旨
、
江
戸
表
江
罷
出
相
願
可
申
由
、
十
月
末

措
置
と
そ
れ
に
対
す
る
農
民
の
要
求
な
ど
を
、【
史
料
四
】の
と
お
り
事
細
か
く
報
告
し

た
。
冗
長
に
な
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
他
に
翻
刻
が
な
い
た
め
、
前
記
史
料
同
様
、

全
文
を
掲
載
し
て
お
く
。

　
【
史
料
四
】『
前
橋
藩
松
平
家
記
録
』安
永
八
年
十
一
月
十
二
日

　
　

一
、
阿
部
豊
後
守
殿
御
領
分
行
田
百
姓
騒
動
致
候
付
、
右
様
子
同
年
忍
之
者
、

　
　
　
　

差
法
候
處
別
紙
帳
面
差
出
候
付
、
左
記
申
候
、
但
右
渡
り
勤
等
之
義
ハ
大
目
付
ゟ　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
奉
行
江
対
請
者
可
申
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　

阿
部
豊
後
守
殿
御
城
下
忍
江
罷
越
様
子
承
合
候
處
、

　
　
　
　
　
　
　

豊
後
守
殿
先
年
大
坂
御
城
代
・
京
都
諸
司
代
御
勤
已
来
、
過
分

　
　
　
　
　
　
　

之
御
物
入
多
、
其
上
矢
矧
橋
御
手
伝
後
之
御
物
入
差
法
と
い
候
付

　
　
　
　
　
　
　

御
勝
手
向
必
至
ニ
而
、
御
難
儀
被
成
候
ニ
付
、
御
家
中
知
行
取
之
分

　
　
　
　
　
　
　

半
知
被
仰
付
候
、
然
連
共
、
切
米
取
・
給
金
取
・
扶
持
方
取
・
小
身
之

　
　
　
　
　
　
　

者
共
江
者
御
借
上
無
御
座
候
、
其
後
、
当
御
役
被
仰
付
候
、
已
後
、

　
　
　
　
　
　
　

半
知
御
用
捨
之
上
、
扶
持
方
掛
作
百
石
ニ
付
拾
弐
人
、
扶
持
之

　
　
　
　
　
　
　

積
り
を
以
被
下
置
候
ニ
付
、
年
々
之
御
借
上
ニ
付
御
家
中
皆
之

　
　
　
　
　
　
　

難
儀
仕
候
由
、
相
聞
申
候
、

　
　
　
　
　

一
、
当
御
役
被
蒙
仰
候
節
ゟ
在
町
勝
手
宜
敷
者
共
江
、
御
用
金

　
　
　
　
　
　
　

被
仰
付
、
毎
年
元
利
御
返
済
之
上
ニ
而
元
金
御
借
上
壹
割

　
　
　
　
　
　
　

半
之
利
足
被
下
置
候
處
、
五
六
ヶ
年
已
前
江
戸
用
人

　
　
　
　
　
　
　

矢
田
源
蔵
与
申
者
、
御
国
元
江
罷
越
右
御
用
金
年
之
利
済

　
　
　
　
　
　
　

之
処
、
上
御
不
如
意
ニ
而
、
返
済
不
被
約
成
候
段
、
銀
主
共
江
申
渡

　
　
　
　
　
　
　

右
之
證
文
共
上
江
差
上
、
可
然
旨
申
渡
、
證
文
不
残
御
取
上

　
　
　
　
　
　
　

有
之
候
、
其
節
町
在
公
事
等
已
前
ゟ
役
人
江
賄
賂
等
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　

理
非
不
相
分
打
捨
り
居
申
候
、
諸
公
事
共
之
分
も
源
蔵
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一
、
忍
領
畑
方
金
之
儀
、
郡
中
列
年
八
月
ゟ
納
来
候
処
、
三
四
年
も

　
　
　
　
　
　
　

已
前
ゟ
八
月
納
之
分
四
月
、
九
月
納
之
分
七
月
迠
ニ
相
納
候
様
ニ

　
　
　
　
　
　
　

被
仰
付
候
、
皆
渡
之
時
分
、
右
之
御
借
り
越
之
月
利
分
弐
割
半
之

　
　
　
　
　
　
　

割
を
以
被
下
置
候
由
、
是
又
当
年
倹
約
奉
行
申
渡
候
ハ
、
八
月

　
　
　
　
　
　
　

納
ハ
四
月
朔
日
迠
ニ
相
納
メ
、
九
月
納
之
分
ハ
七
月
五
日
迠
ニ
相
納
候
様

　
　
　
　
　
　
　

申
付
、
来
年
ゟ
ハ
利
足
之
儀
不
被
下
候
由
、
申
渡
候
様
沙
汰
仕
候
、

　
　
　
　
　

一
、
当
御
役
御
勤
ニ
付
候
而
ハ
、
諸
家
ゟ
之
御
付
届
ヶ
御
音
信
も
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　

事
ニ
有
之
候
得
と
も
、
不
残
御
賄
江
、
御
納
メ
表
江
ハ
一
向
御
出
し
不
被
成

　
　
　
　
　
　
　

其
上
御
能
好
被
遊
女
中
抔
数
多
被
召
抱
候
ニ
付
、
江
戸
表
江
物
入

　
　
　
　
　
　
　

年
々
多
、
御
国
元
別
而
御
難
儀
之
様
、
下
説
仕
候
、

　
　
　
　
　

一
、
忍
御
家
中
積
年
困
窮
罷
在
候
所
、
当
御
役
被
仰
付
候
、
後
段
々

　
　
　
　
　
　
　

御
勝
手
向
茂
相
直
り
、
御
借
上
茂
ゆ
る
み
可
申
候
、
楽
々
罷
在
候
所
、

　
　
　
　
　
　
　

今
更
御
同
様
之
事
故
、
殊
之
外
迷
惑
仕
候
由
、
沙
汰
仕
候
、

　
　
　
　
　

一
、
当
月
六
日
百
姓
共
之
内
、
名
主
組
頭
百
姓
代
之
者
、
役
所
江
被
召
呼

　
　
　
　
　
　
　

田
方
苅
取
不
申
候
村
々
江
、
被
仰
渡
候
者
御
鷹
場
之
儀
ニ
有
之
候

　
　
　
　
　
　
　

得
者
、
早
く
苅
取
候
様
可
及
候
、
追
而
ハ
拝
借
等
も
可
被
下
之
旨

　
　
　
　
　
　
　

被
申
渡
候
由
、
右
ニ
付
、
願
所
矢
郷
組
抔
只
今
最
中
苅
取
申
候
、

　
　
　
　
　

一
、
川
越
御
領
分
中
、
奈
良
村
・
今
井
村
・
上
川
上
村
・
忍
御
城
下
ゟ

　
　
　
　
　
　
　

上
、
騎
西
領
之
内
、
村
々
忍
御
城
下
ゟ
下
川
越
御
仕
置
等
、
善
悪

　
　
　
　
　
　
　

一
切
沙
汰
不
仕
候
、
忍
領
之
中
ニ
御
座
候
得
共
、
静
澄
ニ
罷
在
候

　
　
　
　
　
　

城
代　
　
　
　
　
　

家
老　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　

阿
部
勘
解
由　
　
　

甲
斐
外
記　
　
　

冨
加
須
庄
兵
衛　
　
　

加
藤
安
五
郎

　
　
　
　
　
　

中
老　

　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
内
蔵　
　
　
　

平
田
孫
右
衛
門　
　

平
田
治
部
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

利
根
川
原
江
相
集
り
申
合
候
処
、
四
組
割
元
役
人
共
承
百
姓
共
江

　
　
　
　
　
　
　

異
見
差
加
へ
、
我
等
上
ニ
而
何
分
為
宜
様
ニ
扱
可
申
候
由
、
様
々
申
な
だ
め

　
　
　
　
　
　
　

取
扱
申
候
処
、
百
姓
共
納
得
仕
引
取
申
候
由
、
右
之
様
子
相
聞
候
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　

当
月
五
日
郡
奉
行
堀
越
久
内
郷
中
吟
味
方
役
人
大
音
大
太

　
　
　
　
　
　
　

江
戸
表
江
罷
出
候
由
、
未
罷
帰
不
申
候
、
矢
郷
組
之
儀
ハ
御
城
ゟ

　
　
　
　
　
　
　

西
少
シ
北
之
方
ニ
御
座
候
、
此
組
田
斗
之
所
ニ
而
畑
無
御
座
、
当
年
不
作
仕

　
　
　
　
　
　
　

別
而
困
窮
仕
候
由
、
夫
ニ
付
相
続
、
持
田
組
・
皿
尾
組
ハ
田
方
七
分
ニ

　
　
　
　
　
　
　

畑
三
分
之
場
所
ニ
付
、
矢
郷
組
程
ニ
者
無
御
座
候
得
と
も
、
銘
々
七
分
之

　
　
　
　
　
　
　

不
作
ニ
而
矢
郷
組
ニ
続
キ
是
茂
同
様
ニ
難
儀
仕
候
由
、
此
度
矢
郷
組
之

　
　
　
　
　
　
　

百
姓
共
右
之
新
法
弐
桝
増
被
仰
付
、
迷
惑
至
極
之
上
当
年

　
　
　
　
　
　
　

別
而
之
不
作
ニ
候
得
者
半
分
も
上
納
不
相
成
候
ニ
付
、
検
見
相
願
候
処
、

　
　
　
　
　
　
　

不
被
仰
付
、
定
免
之
通
ニ
相
納
可
申
候
由
被
仰
付
候
、
矢
郷
組
之
儀
ハ

　
　
　
　
　
　
　

亦
々
押
返
相
願
申
候
、
持
田
組
・
皿
尾
組
之
内
ニ
茂
別
而
田
方
斗

　
　
　
　
　
　
　

之
所
ハ
矢
郷
組
同
様
ニ
相
願
申
候
由
、
佐
間
組
ハ
田
畑
当
分
之
所
故
、

　
　
　
　
　
　
　

重
而
御
願
不
申
上
候
由
、

　
　
　
　
　

一
、
矢
郷
組
之
百
姓
共
申
候
者
、
江
戸
表
ゟ
罷
越
候
両
人
之
倹
約
奉
行

　
　
　
　
　
　
　

地
方
功
者
之
由
ニ
而
、
ケ
様
之
儀
共
申
付
候
得
共
、
永
々
生
得
之
百
姓

　
　
　
　
　
　
　

勢
力
を
尽
し
作
仕
候
得
と
も
、
時
節
悪
敷
候
得
者
、
不
作
之
義

　
　
　
　
　
　
　

勿
論
ニ
候
、
定
而
両
人
之
衆
、
能
作
方
存
可
被
申
候
ヘ
ハ
、
此
方
江
申
請

　
　
　
　
　
　
　

伝
授
請
可
申
候
由
、
相
願
申
見
度
之
由
、
何
茂
申
候
由
下
説
仕
候
、

　
　
　
　
　

一
、
忍
御
領
四
五
年
已
前
御
用
金
證
文
御
取
上
之
後
、
御
城
下
熊
谷
宿

　
　
　
　
　
　
　

勝
手
中
通
り
者
ゟ
上
江
弐
三
百
両
御
用
金
被
仰
付
候
、
右
御
用
金

　
　
　
　
　
　
　

其
者
之
身
上
相
応
ニ
金
弐
分
三
分
ゟ
五
両
位
迠
壹
人
分
取
集

　
　
　
　
　
　
　

金
高
ニ
合
差
出
申
候
、
年
々
利
足
被
下
候
處
、
当
秋
、
倹
約
奉
行

　
　
　
　
　
　
　

参
候
節
、
是
等
茂
明
年
ゟ
利
足
被
下
間
敷
之
旨
申
渡
候
由
、
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る
報
告
書
の
写
し
と
さ
れ
て
い
る
。

　

藩
側
の
措
置
が
非
常
に
詳
し
く
列
記
さ
れ
て
お
り
、
忍
藩
藩
士
ら
へ
の
直
接
の
聞

き
取
り
で
把
握
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
各
農
村
の
作
業
再
開
の
様
子
は
現
地
の

実
見
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
隠
密
の
情
報
収
集
で
は
あ
っ
た
が
、
協
力
者
が
あ
っ

た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

　

さ
ら
に
天
保
一
一
年（
一
八
四
〇
）一
〇
月
に
は
、【
史
料
五
】の
よ
う
に
、
出
羽
庄
内

に
忍
び
三
人
を
差
し
向
け
た
記
録
が
あ
る
。

　

当
時
、
財
政
が
極
度
に
逼
迫
し
て
い
た
川
越
藩
松
平
家
は
、
殖
産
興
業
や
農
政
改

革
の
成
功
で
財
政
が
豊
か
だ
っ
た
出
羽
国
庄
内
藩
に
目
を
付
け
た
。
藩
主
松
平
斉
典

は
実
子
を
後
継
か
ら
廃
し
、
前
将
軍
徳
川
家
斉
の
子
紀
五
郎（
斉
省
）を
養
子
に
迎
え

る
こ
と
で
、
幕
府
に
庄
内
へ
の
転
封
を
要
求
し
た
。
老
中
水
野
忠
邦
ら
は
、
庄
内
藩

主
酒
井
忠
器
に
越
後
長
岡
藩
へ
の
転
封
を
命
じ
、
川
越
の
松
平
家
を
庄
内
へ
、
長
岡

藩
の
牧
野
忠
雅
を
川
越
へ
移
す「
三
方
領
地
替
え
」を
画
策
し
た
。
川
越
藩
の
忍
び
は
、

転
封
先
の
庄
内
で
急
ぎ
情
報
収
集
を
行
い
、
特
に
重
要
な
事
項
は
、
一
人
が
早
々
に

報
告
に
戻
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
残
念
な
が
ら
、
報
告
書
の
写
し
で
あ
る
た
め
か
、

調
査
内
容
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
報
告
は
隠
密
と
あ
る
。
調
査

地
で
は
、
飛
騨
高
山
や
忍
藩
の
例
か
ら
み
て
、
か
な
り
目
立
っ
た
聞
き
込
み
を
行
っ

た
と
み
ら
れ
る
。

　
【
史
料
五
】『
前
橋
藩
松
平
家
記
録
』天
保
十
一
年
十
月
晦
日（『
群
馬
県
史
資
料
編

一
四
近
世
六
』八
八
）

　
　

一　

昨
日
申
来
候
御
内
沙
汰
之
趣
、
為
心
得
態
立
宿
継
を
以
前
橋
表
江
申
遣
之

　
　

一　

此
度
御
内
沙
汰
申
越
候
ニ
付
而
者
、
忍
之
内
三
人
庄
内
江
差
遣
ヶ
条
之
件

　
　
　
　

々
取
調
申
出
候
様
可
申
付
旨
、
且
又
右
ヶ
条
之
内
丸
印
之
件
々
者
、
早
々

　
　
　
　

取
調
調
付
寄
次
第
壱
人
ハ
早
々
罷
帰
、
其
段
申
出
候
様
申
含
、
即
刻
発
足

　
　
　
　
　
　

町
奉
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
奉
行　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

岡
崎
惣
兵
衛　
　
　

丹
羽
幸
助　
　
　
　

成
越
久
内　
　
　

永
尾
伝
兵
衛

　
　
　
　
　
　

郷
中
吟
味
役　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
定
奉
行

　
　
　
　
　
　
　

熊
岡
太
左
衛
門　
　

今
村
源
之
丞　
　
　

大
音
大
太　
　
　

近
藤
嘉
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
目
付

　
　
　
　
　
　
　

市
川
久
米
右
衛
門　

錦
織
九
右
衛
門　
　

相
原
大
八　
　
　

友
嶋
新
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
旨
奉
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
官

　
　
　
　
　
　
　

成
田
仁
左
衛
門　
　

渡
阝
八
郎
左
衛
門　
　

辻
丈
左
衛
門　
　

高
橋
銀
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

宝
田
平
治
右
衛
門　
　
　

吉
田
茂
助　
　
　

小
沢
平
太
夫　

小
沢
平
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

冨
沢
甚
内　
　
　
　
　
　

本
保
郡
左
衛
門　
　

竹
内
甚
右
衛
門

　
　
　
　

右
之
外
相
替
儀
不
承
旨
、
飛（
亀
カ
）岡
源
市
郎
・
三
田
八
左
衛
門
書
付
差
出
之
、

　
　
　
　
　
　

十
一
月
十
四
日

　

忍
藩
主
阿
部
豊
後
守
が
大
坂
城
代
と
京
都
所
司
代
を
務
め
、
西
三
河
の
拠
点
で
矢

矧
川
水
運
の
基
地
で
も
あ
っ
た
矢
矧
橋
普
請
の
補
助
の
幕
命
を
果
た
し
た
た
め
、
忍

藩
は
財
政
難
に
陥
っ
た
。
対
応
策
と
し
て
、
藩
士
の
給
与
を
借
り
上
げ
と
し
て
半
減

さ
せ
、
町
衆
に
は
御
用
金
と
し
て
年
一
割
半
の
利
息
で
借
用
金
を
課
し
、
後
に
返
済

を
反
古
に
し
た
と
あ
る
。
農
民
に
は
三
十
年
前
か
ら
年
貢
納
米
に
割
増
分
が
課
せ
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
戻
す
よ
う
要
求
が
あ
っ
た
が
、
江
戸
か
ら
倹
約
奉
行
が
派

遣
さ
れ
、
農
民
の
要
求
を
認
め
な
い
ば
か
り
か
、
一
反
に
対
し
て
二
升
増
し
に
し
た

と
い
う
。
こ
の
年
不
作
だ
っ
た
農
村
で
は
、
検
見
に
よ
る
年
貢
の
賦
課
を
要
求
し
た

が
、聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、定
免
の
通
り
と
さ
れ
た
。
農
民
た
ち
は
上
位
の
役
人
に
訴
え
、

検
見
の
判
断
を
得
ら
れ
た
た
め
、
抗
議
の
た
め
に
刈
り
取
り
を
中
断
し
て
い
た
村
々

で
、
随
時
刈
り
取
り
が
再
開
さ
れ
た
と
い
う
。
飛
岡
源
市
郎
、
三
田
八
左
衛
門
に
よ
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一　

町
在
人
気
善
悪
模
様
之
事
、

　
　

一　

御
城
内
外
模
様
之
事
、

　
　
　
　
　

但
御
家
中
屋
敷
ハ　

御
城
内
ニ
多
く
有
之
哉
、
又
者
御
城
外
ニ
多
く

　
　
　
　
　
　

有
之
哉
之
事
、

　
　

一　

御
家
中
奉
公
人
、
男
女
共
給
金
等
如
何
様
之
振
合
ニ
有
之
哉
之
事
、

　
　
　
　
　

但
御
領
中
夫
人
を
召
仕
候
哉
之
事
、

　
　

一　

海
岸
御
固
場
有
之
哉
之
事
、

　
　
　
　
　

但
御
固
場
有
之
候
ハ
ゝ
、
如
何
様
之
御
振
合
ニ
候
哉
、
且
御
入
用

　
　
　
　
　
　

大
凡
御
程
合
之
事
、

　
　

一　

米
価
并
大
麦
・
大
豆
価
之
事
、

　
　

一　

味
噌
・
塩
・
炭
・
薪
等
価
之
事
、

　
　

一　

呉
服
類
并
諸
式
大
凡
右
同
断
之
事
、

　
　

一　

庄
内
ゟ
大
坂
迄
通
船
模
様
方
之
事
、

　
　
　
　
　

但
庄
内
米
を
他
国
江
廻
米
出
来
候
哉
之
事
、

　
　

一　

江
戸
ゟ
省
内
舟
着
迄
、
荷
物
運
賃
大
凡
何
程
ニ
候
哉
之
事
、

　
　
　
　
　

但
右
舟
着
よ
り
御
城
下
迄
駄
賃
右
同
断
之
事
、

　
　

一　

江
戸
ゟ
庄
内
迄
人
馬
銭
右
同
断
之
事
、

　
　

一　

庄
内
寒
暖
時
候
之
事
、

　
　

一　

庄
内
領
東
西
南
北
何
程
之
里
数
ニ
有
之
哉
之
事
、

　
　
　
　
　

但
海
辺
附
里
数
右
同
断
之
事
、

　
　

一　

水
損
場
何
与
申
処
ニ
多
く
有
之
哉
之
事
、

　
　

一　

旱
損
場
右
同
断
之
事
、

　
　

一　

湿
地
右
同
断
之
事
、

　
　

一　

津
出
し
場
不
宜
場
処
何
方
ニ
有
之
哉
之
事
、

　
　

一　

田
勝
ニ
有
之
哉
、
畑
多
く
有
之
哉
之
事
、

　
　
　
　

可
被
致
旨
、
尤
江
戸
表
江
立
寄
内
蜜
に
右
筆
共
江
、
其
段
申
出
同
処
ニ
お

　
　
　
　

ゐ
て
猶
又
得
差
図
発
足
致
候
様
可
申
聞
旨
、
大
御
目
付
猿
木
十
郎
右
衛
門

　
　
　
　

江
申
聞
之

　
　
　
　
　

但
本
文
忍
差
遣
候
義
ハ
、
先
月
中
大
凡
御
模
様
方
申
来
候
節
、
早
速
忍

　
　
　
　
　
　

差
遣
可
然
与
申
合
之
上
、
件
々
申
含
其
段
江
戸
へ
申
遣
候
処
、
未
御

　
　
　
　
　
　

所
替
御
場
処
聢
与
取
極
兼
候
ニ
付
、
先
ツ
見
合
置
候
様
同
処
ゟ
申
越

　
　
　
　
　
　

候
ニ
付
、
見
合
罷
在
候
処
、
此
度
之
御
内
沙
汰
ニ
付
、
本
文
之
通
申

　
　
　
　
　
　

付
遣
也
、

　
　

一　

右
ニ
付
諸
雑
用
見
込
百
金
差
向
候
場
ハ
、
御
貯
ゟ
金
子
為
差
出
先
ツ
可
被

　
　
　
　

渡
置
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
沢　

大
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
田　

幾
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
下
領
右
衛
門

　
　

一　

庄
内
御
領
分
拾
四
万
石
余
者
、
同
処
ニ
不
残
円
り
居
候
哉
之
事

　
　
　
　
　

但
何
れ
之
方
御
取
箇
宜
い
つ
れ
之
方
ハ
不
宜
与
申
、
大
凡
之
模
様
方

　
　
　
　
　
　

も
可
有
之
哉
之
事
、

　
　

一　

御
収
納
米
大
凡
何
程
位
ニ
候
哉
之
事
、

　
　
　
　
　

但
何
斗
俵
ニ
有
之
哉
之
事
、

　
　

一　

金
納
右
同
断
之
事
、

　
　

一　

海
運
上
右
同
断
之
事
、

　
　
　
　
　

但
御
城
下
よ
り
舟
着
迄
里
数
之
事
、

　
　

一　

御
国
益
之
品
有
無
之
事

　
　
　
　
　

但
有
之
上
者
運
上
等
大
凡
何
程
位
ニ
候
哉
之
事
、
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で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

人
の
移
動
が
自
由
で
は
な
か
っ
た
当
時
、
こ
う
し
た
情
報
収
集
を
完
全
な
隠
密
活

動
と
し
て
成
し
得
た
と
は
想
像
し
が
た
い
。
忍
術
伝
書
が
伝
え
る
よ
う
に
、
変
装
し

他
者
の
風
体
と
な
っ
て
方
言
を
使
い
こ
な
し
、
誰
か
の
親
類
縁
者
を
騙
っ
た
と
し
て

も
、
余
所
者
が
い
れ
ば
常
に
目
立
っ
た
は
ず
だ
。
報
告
内
容
は
為
政
者
側
の
措
置
の

調
査
が
主
だ
。
よ
そ
者
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
り
や
す
い
町
方
や
地
方
で
の
聞
き

込
み
よ
り
も
、
為
政
者
側
の
協
力
を
得
た
情
報
収
集
の
比
重
が
大
き
か
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

（
二
）史
料
に
残
る
近
世
の
忍
び
が
用
い
た
忍
器
の
手
が
か
り

　

前
節
の
よ
う
な
詳
細
な
忍
び
の
記
録
を
見
渡
し
て
も
、
そ
こ
に
忍
器
に
関
す
る
記

述
は
み
ら
れ
な
い
。
川
越
に
は
伝
来
の
忍
器
が
実
在
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
文
献
記

録
に
忍
び
の
活
動
と
忍
器
の
直
接
的
な
関
係
は
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
、

他
藩
の
忍
び
が
残
し
た
記
録
の
中
に
は
、
わ
ず
か
だ
が
忍
器
の
手
が
か
り
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

熊
本
藩
細
川
家
が
抱
え
た
忍
び
に
は
、
忍
び
の
諸
道
具
の
発
注
記
録
が
確
認
さ
れ

て
い
る（
註
17
）。
宝
暦
五
年（
一
七
〇
八
）七
月
一
九
日
付「
忍
之
諸
道
具
代
付
之
事
」

（『
綿
考
輯
録
』）に
、一
般
的
な
道
具
の
ほ
う
て
う（
包
丁
）・か
ま（
鎌
）・は
さ
み
、火
術・

砲
術
の
消
耗
品
と
し
て
の
鉄
炮
薬
・
ゑ
ん
し
や
う（
硝
石
）・
い
わ
う（
硫
黄
）・
は
い（
灰
）

な
ど
と
と
も
に
、
忍
び
独
自
の
忍
器
で
開
器
に
あ
た
る「
の
べ
か
き（
延
鍵
）」や
登
器

に
あ
た
る「
く
な
い（
苦
無
）」を
、忍
び
自
身
が
製
作
せ
ず
、鍛
冶
屋
に
値
段
交
渉
の
上
、

ま
と
め
て
発
注
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、【
史
料
六
】に
挙
げ
る
尾
張
藩
に
仕
え
た
忍
び
の「
願
書
」に
は
、
江
戸
時
代
最

後
の
慶
応
四
年（
一
八
六
八
）六
月
、
列
藩
同
盟
軍
兵
站
地
の
新
潟
に
出
陣
す
る
新
政

府
軍
に
加
わ
っ
た
甲
賀
者
が
、
忍
術
に
必
要
な
物
品
調
達
の
た
め
の
一
時
帰
郷
を
要

　
　

一　

檜
山
松
山
杉
山
何
与
申
処
宜
く
有
之
哉
之
事
、

　
　

一　

湊
坂
田
之
外
今
壱
ヶ
処
あ
り
之
様
及
承
候
、
其
外
も
有
之
哉
否
之
事
、

　
　

一　

田
川
郡
・
飽
海
郡
之
内
御
代
官
処
有
之
哉
、
諸
侯
方
御
領
分
其
外
知
行
処
、

　
　
　
　

有
之
哉
否
之
事
、

　
　

一　

庄
内
領
一
二
之
富
家
ハ
何
と
申
も
の
ニ
有
之
哉
否
之
事
、

　
　

一　

別
紙
絵
図
面
ニ
庄
内
領
外
領
分
印
を
附
持
帰
る
へ
き
事
、

　
　
　
　
　

但
絵
図
面
ハ
於
江
戸
表
相
渡
之
事
、

　
　

一　

従
江
戸
表
酉
之
刻
出
、
三
時
切
御
飛
脚
丑
刻
参
着
、
左
之
趣
申
来
之
、

　
　
　
　
　

御
用
番
土
井
大
炊
頭
殿
江
御
呼
出
ニ
付
罷
出
候
処
、
別
紙
御
書
付
壱
通

　
　
　
　
　
　

御
用
人
菊
池
間
左
衛
門
を
以
御
渡
被
成
候
、

　
　

右
之
通
御
座
候
、
已
上
、

　
　
　
　
　

十
月
晦
日　
　
　
　
　
　
　

小
笠
原
源
次

　

減
封
を
仕
掛
け
ら
れ
た
庄
内
藩
酒
井
忠
器
で
あ
っ
た
が
、
農
政
の
成
功
で
農
民
か

ら
の
信
頼
が
厚
く
、
翌
天
保
一
二
年（
一
八
四
一
）、
庄
内
藩
領
民
が
幕
府
へ
の
越
訴

に
及
び
、藩
政
に
落
ち
度
の
な
い
酒
井
氏
の
減
封
を
擁
護
し
た
。
幕
府
は
こ
れ
を
褒
め
、

同
年
七
月
に
は
徳
川
家
斉
が
死
去
し
た
こ
と
も
あ
り
、
三
方
領
地
替
え
は
撤
回
さ
れ

た（
註
16
）。

　

本
稿
で
は
略
す
が
、
他
に
文
政
九
年（
一
八
二
六
）正
月
の
記
録
を
確
認
し
て
い
る
。

二
〇
二
一
年
秋
現
在
、
私
の
調
査
は
こ
こ
ま
で
だ
が
、『
前
橋
藩
松
平
家
記
録
』は
幕
末

ま
で
続
く
。
川
越
藩
松
平
家
の
忍
び
の
記
録
は
、
以
後
の
年
次
に
も
複
数
存
在
す
る

と
み
ら
れ
る
。
調
査
は
今
後
も
継
続
し
た
い
。

　

さ
て
、
以
上
の
藩
政
記
録
に
残
る
忍
び
の
活
動
は
、
正
規
の
報
告
書
を
書
写
し
た

も
の
で
、
信
頼
性
に
問
題
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
忍
術
伝
書
に
あ
る
と
お
り
、
近
世

の
忍
び
に
よ
る
他
国
等
で
の
情
報
収
集
活
動
が
、
長
期
に
わ
た
る
上
、
非
常
に
詳
細
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調
江
、
十
二
月
ニ
至
り
手
入
候
品
調
へ
、
全
備

　
　

之
上
、
御
達
可
奉
申
上
候
間
、
来
正
月

　
　

迄
之
處
、
御
用
捨
被
成
下
置
候
様

　
　

仕
度
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　

辰
六
月　
　
　
　

渡
辺
捨
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
村
栄
三
郎

　

熊
本
藩
の
忍
び
や
尾
張
藩
兵
の
甲
賀
者
の
在
り
方
か
ら
み
て
、
川
越
藩
の
忍
び
に

つ
い
て
も
、
何
ら
か
の
忍
び
独
特
の
道
具
＝
忍
器
や
物
資
を
調
え
、
そ
の
活
動
に
用

い
て
い
た
こ
と
は
十
分
想
定
で
き
る
。

（
三
）川
越
城
下
の
忍
び
と
鍛
錬

　

そ
れ
で
は
、
川
越
藩
の
忍
び
と
忍
器
の
関
係
に
迫
る
別
の
術
は
な
い
か
。

　

二
〇
二
〇
年
、
三
重
大
学
国
際
忍
者
研
究
セ
ン
タ
ー
の
高
尾
善
希
氏
の
御
教
示
に

よ
り
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
狩
野
文
庫
に
あ
る「
川
越
城
下
圖
」（
図
５
・６
）

に
、
川
越
藩
が
抱
え
て
い
た
忍
方
足
軽
の
屋
敷
地
と
そ
の
人
数
が
表
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
知
っ
た
。
こ
の
絵
図
は
、
埼
玉
県
内
で
文
化
財
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
は
著

名
な
も
の
だ
が
、
忍
び
の
存
在
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

い
な
い
。
川
越
歴
史
博
物
館
の
忍
器
の
存
在
意
義
に
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考

え
、
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
み
た
。

　

描
か
れ
た
忍
方
足
軽
屋
敷
地
は
、
現
在
の
川
越
市
南
通
町
・
新
富
町
の
一
角
で
、

川
越
八
幡
宮
隣
接
地
の
三
区
画
に
あ
た
る
。
連
続
す
る
二
区
画
に
は「
此
町
忍
方
足
軽

二
十
二
人
屋
敷
ナ
リ
」と
あ
り
、
そ
の
南
の
鉄
炮
組
の
屋
敷
地
を
挟
ん
だ
区
画
に
は「
此

町
作
事
方
足
軽
三
人　

町
方
掛
足
軽
六
人　

武
具
方
足
軽
三
人　

忍
方
足
軽
六
人　

〆
十
八
人
屋
敷
ナ
リ
」と
記
さ
れ
て
い
る（
註
18
）。
一
区
画
に
異
な
る
役
の
足
軽
屋
敷

望
す
る
様
子
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
忍
術
江
付
而
ハ
品
欠
難
調
品
多
、
右
ハ
不
残
買
調
ヘ
候
訳
ニ
ハ
不
行
届
、
十
二
月

ニ
至
り
不
申
候
半
而
ハ
難
入
手
品
等
も
御
座
候
付
、」と
あ
り
、
忍
術
で
用
い
る
品
に

は
、
簡
単
に
購
入
で
き
な
い
も
の
や
冬
季
に
は
入
手
で
き
な
い
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も

の
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　
【
史
料
六
】「
願
書
」（
滋
賀
県
甲
賀
市『
渡
辺
俊
経
家
文
書
―
尾
張
藩
甲
賀
者
関
係
資
料

―
』一
二
六
）

　
　

今
般
家
業
江
付
候
、
諸
品
調
度
江
付
、

　
　

御
手
当
分
被
下
方
之
儀
奉
願
上
候
處
、

　
　

今
般
限
右
為
御
手
当
、
壱
人
江
金
拾
三
両
、

　
　

宛
被
下
置
、
以
御
蔭
志
願
相
届
難
有
、

　
　

仕
合
奉
存
候
、
付
而
ハ
、
此
節
者
越
後

　
　

地
江
罷
越
、
勤
向
之
儀
ハ
千
賀
与
八
郎
殿

　
　

御
指
揮
ニ
随
ひ
可
相
勤
旨
、
業
前
実
行

　
　

相
立
候
様
被
仰
渡
奉
畏
候
、
然
處
最
早
も

　
　

奉
申
上
候
通
り
、
忍
術
江
付
而
ハ
品
欠
難
調

　
　

品
多
、
右
ハ
不
残
買
調
ヘ
候
訳
ニ
ハ
不
行
届
、

　
　

十
二
月
ニ
至
り
不
申
候
半
而
ハ
難
入
手
品
等
も

　
　

御
座
候
付
、
早
々
越
後
表
罷
越
候
様

　
　

御
談
ニ
ハ
御
座
候
ヘ
共
、
前
顕
之
次
第
ニ
付
、

　
　

右
調
度
不
行
届
内
は
御
用
難
相
働

　
　

候
ニ
付
、
一
先
御
暇
帰
宅
被
仰
付

　
　

被
下
置
候
様
仕
度
、
左
候
ハ
ゝ
、
買
調

　
　

方
行
届
品
々
ハ
夫
々
手
分
き
買
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が
あ
る
こ
と
か
ら
、
屋
敷
の
構
造
は
戸
建
て
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
余
白
に
は
藩
士
以
下
の
諸
士
と
し
て
、「
忍
方
見

回
方
足
軽
五
十
人
」と
付
記
さ
れ
て
い
る
。
先
述
し
た『
前
橋

藩
松
平
家
記
録
』に
残
る
川
越
藩
の
忍
び
の
動
き
と
合
わ
せ
、

五
〇
人
規
模
の
忍
方
足
軽
を
抱
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
川
越

藩
で
は
、
相
当
広
範
な
情
報
収
集
を
行
わ
せ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　

他
に
、
川
越
城
本
丸
の
南
西
に
位
置
す
る
武
家
屋
敷
群
中

に
、「
百
石　

井
山
三
郎
太
夫
」の
屋
敷
地
が
描
か
れ
て
い
る

図６　『川越城下圖』（東北大学附属図書館所蔵）に書かれた幕末
　　　川越藩の忍方足軽の組織人数
　　　 註１の図録より引用。

図５　『川越城下圖』（東北大学付属図書館所蔵）にみえる忍方足軽屋敷地と忍び指揮官とみられる井山家屋
　　　敷地
　　　 註１の図録より引用。
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リ
カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
所
属
の
二
艦
来
航
の
処
理
に
あ
た
っ
た
。
嘉
永
六
年（
一
八
五
三
）

に
は
ペ
リ
ー
率
い
る
ア
メ
リ
カ
艦
隊
が
来
航
し
、
翌
年
の
再
来
に
備
え
、
品
川
台
場

の
警
固
に
も
就
い
て
カ
ノ
ン
砲
を
鋳
造
、設
置
し
た
。
こ
う
し
た
対
外
危
機
に
対
し
て
、

福
井
藩
・
藤
堂
藩
・
佐
賀
藩
等
が
忍
び
の
活
動
を
活
発
化
さ
せ
た
様
子
が
伝
え
ら
れ

て
い
る（
註
19
）。

　

寛
文
年
間
以
来
、
継
続
的
に
忍
び
を
活
用
し
て
き
た
川
越
藩
松
平
大
和
守
家
が

五
〇
人
の
忍
方
足
軽
を
組
織
し
た
理
由
も
、
緊
迫
し
た
対
外
情
勢
に
対
応
す
る
た
め

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
頃
、
幕
府
や
各
藩
で
は
、
外
圧
の
高
ま
り
に
対
し
て
軍
制
改
革
・
武

術
振
興
を
進
め
て
い
た
。
川
越
藩
で
も
藩
士
に
対
す
る
武
術
・
軍
学
の
教
育
を
実
施

し
た
。
天
保
一
四
年（
一
八
四
三
）に
は
、
蔵
町
に
武
術
の
総
合
稽
古
場
が
建
設
さ
れ
、

作
事
奉
行
配
下
に
蔵
町
諸
稽
古
掛
杖
方
三
名
が
お
か
れ
、
稽
古
場
の
見
回
り
を
行
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。「
川
越
城
下
圖
」が
描
か
れ
た
頃
に
あ
た
る
文
久
三
年（
一
八
六
三
）

に
は
、
筆
算
役
の
下
級
藩
士
も
軍
事
に
携
わ
る
よ
う
通
達
し
、
元
治
元
年（
一
八
六
四
）

に
大
砲
組
を
設
置
、
翌
慶
応
元
年
に
は
、
そ
の
拡
充
と
洋
式
銃
を
採
用
、
以
後
も
銃

砲
関
係
の
拡
充
を
は
か
っ
た（
註
20
）。
川
越
藩
の
忍
方
足
軽
の
組
織
は
、
こ
う
し
た

動
き
の
中
の
施
策
と
思
わ
れ
る
。
他
藩
の
忍
び
が
鉄
炮
隊
に
関
わ
っ
た
よ
う
に
、
川

越
藩
の
忍
方
足
軽
も
鉄
炮
隊
を
担
う
た
め
に
組
織
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
鉄
炮

組
足
軽
と
屋
敷
地
が
近
接
し
て
お
り
、
同
区
画
に
武
具
方
足
軽
の
屋
敷
が
あ
る
こ
と

も
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
。
藩
で
は
さ
ら
に
、
補
助
金
や
道
具
を
交
付
し
、
藩
の
委
嘱

を
受
け
た
様
々
な
武
術
の
師
範
た
ち
が
、
藩
士
に
宅
稽
古
を
行
っ
た
。
一
般
の
武
士

の
武
術
と
は
異
な
る
忍
び
の
鍛
錬
に
は
、
藩
設
置
の
稽
古
場
よ
り
、
こ
う
し
た
場
所

が
選
ば
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

年
代
は
遡
る
が
、
寛
延
二
年（
一
七
四
九
）以
前
の『
川
越
索
麪
』（『
新
編
埼
玉
県
史

資
料
編
１
０　

近
世
Ⅰ
』）に
は
、
川
越
城
下
に
常
時
設
置
さ
れ
て
い
た
鉄
炮
場
や
的

こ
と
を
確
認
し
た
。
寛
文
年
間
以
後
に
松
平
大
和
守
家
に
仕
え
た
忍
び
を
統
括
し
た
、

井
山
勘
兵
衛
の
系
譜
を
引
く
者
の
可
能
性
が
高
い
。

　
「
井
山
三
郎
太
夫
」の
名
は
、
文
久
三
年（
一
八
六
三
）六
月
の「
松
平
氏
家
中
分
限
帳
」

（『
群
馬
県
史
資
料
編
一
四
近
世
六
』三
五
）の「
御
使
番
」に「
高
百
石　

井
山
三
郎
右
衛

門
様
」と
あ
る
。「
御
使
番
」は
、
一
般
に
戦
地
で
の
伝
令
や
使
者
・
目
付
役
と
し
て
将
兵

の
見
張
な
ど
を
行
う
役
で
、
川
越
藩
で
も
目
付
け
役
を
統
括
し
て
お
り
、
近
世
の
忍

び
の
指
揮
監
督
者
に
は
相
応
し
い
役
ど
こ
ろ
だ
。

　

こ
の
絵
図
は
、
古
い
絵
図
全
体
に
上
紙
を
貼
っ
て
更
新
訂
正
さ
れ
て
い
る
が
、
記

載
さ
れ
て
い
る
家
臣
が
同
分
限
帳
と
ほ
ぼ
重
な
り
、
同
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

同
分
限
帳
の「
御
年
寄
」に「
山
形
以
来　

高
三
百
石　

安
福
要
人
」と
あ
る
が
、
安
福
要

人
の
屋
敷
が
城
下
図
下
紙
に
み
え
、
上
紙
で
は「
六
百
五
十
石　

安
福
宇
右
衛
門
」に
訂

正
さ
れ
て
い
る
。
代
替
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
分
限
帳
で「
御
年

寄　

高
千
二
百
石
」の
下
川
又
左
衛
門
が
、
同
図
上
紙
で
は
千
五
百
石
の
家
老
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
み
て
、
訂
正
前
の「
川
越
城
下
圖
」下
紙
の
図
が
描
か

れ
た
年
代
は
文
久
三
年
を
含
む
そ
れ
以
前
と
な
り
、
上
紙
に
よ
る
訂
正
図
は
文
久
三

年
よ
り
後
で
、
前
橋
城
の
修
築
が
成
り
川
越
藩
主
松
平
直
克
が
前
橋
藩
に
復
帰
し
た

慶
應
三
年（
一
八
六
七
）ま
で
の
三
年
間
だ
と
限
定
で
き
る
。
図
ら
ず
も
、
こ
れ
ま
で

詳
細
な
年
代
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
同
絵
図
の
年
代
が
特
定
で
き
た
訳
だ
が
、
こ
の
年

代
は
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
忍
器
群
が
使
用
さ
れ
て
い
た
推
定
年
代
と
一
致
す
る
。

　

当
時
、
日
本
周
辺
に
は
外
国
船
が
頻
繁
に
出
没
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
文
化

五
年（
一
八
〇
八
）の
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
フ
ェ
ー
ト
ン
号
の
長
崎
港
侵
入
事
件
、
文
政
七
年

（
一
八
二
四
）の
大
津
浜
事
件（
イ
ギ
リ
ス
人
上
陸
事
件
）、
宝
島
事
件
な
ど
、
外
国
船
に

関
わ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
立
て
続
け
に
発
生
し
た
。
幕
府
は
、
文
政
八
年（
一
八
二
五
）に
異

国
船
打
ち
払
い
令
を
発
布
す
る
な
ど
、
緊
張
感
の
あ
る
外
交
姿
勢
を
と
っ
た
。
川
越
藩

で
は
、
天
保
八
年（
一
八
三
七
）の
モ
リ
ソ
ン
号
事
件
と
弘
化
三
年（
一
八
四
六
）の
ア
メ
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も
に
福
井
藩
を
モ
デ
ル
に
し
た
こ
と
も
想
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
福
井
藩
松
平
家
の
忍
び
は
、
上
役・下
役
に
一
〇
人
ず
つ
組
織
さ
れ
て
お
り
、

明
治
以
後
の
史
料
も
合
わ
せ
る
と
、
制
度
・
役
目
・
身
分
格
式
・
俸
給
・
居
住
地
な

ど
多
く
の
こ
と
が
把
握
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、「
福
井
藩
役
々

勤
務
雑
誌
」に「
忍
之
者
預
り
」を
務
め
た
井
原
家
が「
軍
学
師
井
原
家
ハ
義
経
流
御
講

義
抔
ニ
罷
出
、
御
武
具
ノ
取
締
ヲ
為
ス
、
忍
組
ヲ
預
リ
支
配
ス
」と
あ
り
、「
井
原
家
伝

来
ノ
兵
学
」に
よ
っ
て「
半
弓
等
稽
古
ス
」と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ（
註
23
）。
福
井
藩

松
平
家
の
忍
之
者
は
、
井
原
家
に
伝
わ
る
義
経
流
軍
学
に
基
づ
き
、
忍
び
独
自
の
鍛

錬
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

長
野
は
、
義
経
流
軍
学
の
稽
古
内
容
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
軍
学
体
系
に
忍

術
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
と
し
、
忍
び
の
心
構
え
を
説
い
た「
當
流
忍
衆
覺

悟
之
抄
」や
戦
時
・
平
時
の
職
務
を
説
い
た「
隠
密
秘
事
忍
大
意
」、
夜
討
や
潜
入
の
技

術
・
火
薬
の
調
合
等
を
記
し
た「
義
経
流
陰
忍
伝
」等
の
義
経
流
忍
術
の
伝
書
の
内
容

を
前
提
に
、
義
経
流
軍
学
の
稽
古
と
は
義
経
流
忍
術
の
稽
古
だ
と
想
定
し
て
い
る
。

福
井
藩
松
平
家
の
忍
組
が
、
預
り
の
職
に
あ
っ
た
指
揮
官
井
原
家
に
伝
わ
る
一
般
の

武
士
の
武
術
と
は
異
な
る
独
自
の
忍
術
を
鍛
錬
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と

し
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
想
定
し
た
川
越
藩
の
忍
び
の
鍛
錬
の
在
り
方
を
補

強
す
る
材
料
に
な
る
。

　

他
に
、『
江
戸
小
咄
集　

一
』に
あ
る「
華
え
く
ぼ
」も
手
掛
か
り
に
な
る
。
忍
の
指
南

所
に
弟
子
入
り
し
、
二
週
間
の
稽
古
を
経
て
、
師
匠
に
ど
こ
に
潜
入
し
て
も
見
つ
か

る
こ
と
は
な
い
と
い
わ
れ
柿
を
盗
ん
だ
と
こ
ろ
、
簡
単
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
と
い

う
逸
話
だ
。
忍
術
道
場
は
、
宅
稽
古
の
場
と
し
て
、
あ
る
い
は
庶
民
も
通
え
る
道
場

と
し
て
、
存
外
多
く
存
在
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
今
の
と
こ
ろ
、
各
藩
で

忍
び
の
役
に
あ
た
っ
た
者
た
ち
が
、
忍
術
道
場
で
鍛
錬
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
直
接

的
な
証
拠
は
な
い
。
今
後
の
研
究
を
待
ち
た
い
。

場（
弓
術
稽
古
場
）が
み
ら
れ
る
。
城
下
で
は
、
継
続
的
に
藩
士
ら
の
武
術
訓
練
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
川
越
城
下
圖
」に
描
か
れ
た
忍
方
足
軽
た
ち
も
、
藩
が

抱
え
る
定
役
の
雑
兵
と
し
て
、
さ
ら
に
忍
び
と
し
て
、
日
常
的
に
鍛
錬
を
行
っ
て
い

た
は
ず
だ
。
現
在
の
と
こ
ろ
直
接
の
記
録
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
士
分
で
は
な

い
た
め
、
城
下
に
設
置
さ
れ
た
藩
士
の
稽
古
場
と
は
異
な
る
場
所
で
実
施
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。

　

近
世
の
忍
び
独
自
の
鍛
錬
内
容
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
研
究
が
進
む
越
前
国
福
井

藩
の
状
況
に
手
が
か
り
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
越
前
松
平
家
宗
家
の
説
が
あ
る

福
井
藩
の
忍
び
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
昭
和
の
忍
者
ブ
ー
ム
の
折
、「
義
経
流
忍
術
」と

し
て
紹
介
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り（
註
21
）、
福
井
県
立
図
書
館
が
保
管
す
る「
松
平
文
庫
」

に
幕
末
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
十
分
な
研
究
は
行
わ

れ
て
来
な
か
っ
た
。

　

福
井
藩
の
忍
び
研
究
に
取
り
組
む
長
野
栄
俊
に
よ
れ
ば
、
福
井
藩
松
平
家
は
、
足

軽
等
を
組
に
組
織
し
て
雇
用
し
て
お
り
、
忍
び
は「
忍
者（
し
の
び
の
も
の
）」・「
忍
之

者
」と
呼
称
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
史
料
と
し
て
は
、
寛
文
一
一
年（
一
六
七
一
）以
後
、

藩
士
の
姓
名
・
給
録
・
属
す
る
組
織
・
役
職
を
記
載
し
た
給
帳
が
複
数
残
さ
れ
て
お
り
、

福
井
藩
で
最
も
早
く
忍
之
者
の
指
揮
を
と
る「
忍
之
者
預
り
」を
務
め
た
井
原
番
右
衛

門
頼
文
が
、
慶
安
二
年（
一
六
四
九
）、
四
代
藩
主
光
通
の
命
に
よ
っ
て
、
江
戸
や
そ

の
周
辺
で
忍
之
者
二
〇
人
を
取
り
立
て
、
情
報
収
集
に
当
た
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
い
る（
註
22
）。
福
井
藩
主
の
松
平
忠
直
は
、
松
平
大
和
守
家
初
代
の
松
平

直
基
の
実
兄
で
、
直
基
が
忠
直
か
ら
偏
諱
を
受
け
る
な
ど
、
両
家
の
関
係
は
密
接
だ
っ

た
。
松
平
大
和
守
家
の
越
前
松
平
家
か
ら
の
分
家
は
、
寛
永
元
年（
一
六
二
四
）六
月

の
直
基
の
越
前
国
勝
山
藩
主
拝
命
に
よ
る
も
の
で
、
福
井
藩
の
忍
組（
忍
之
者
）立
ち

上
げ
よ
り
は
早
い
。
し
か
し
、
寛
文
年
間（
一
六
六
一
〜
一
六
七
三
）の
松
平
大
和
守

家
の
忍
び
雇
用
と
、
そ
れ
以
後
の
制
度
設
計
に
つ
い
て
、
先
に
記
し
た
松
江
藩
と
と
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戦
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
火
器
が
多
く
あ
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
ろ
う
。

　

幕
末
、
各
藩
は
、
藩
士
の
訓
練
と
し
て
砲
術
を
重
視
し
て
お
り（
註
25
）、
情
報
収

集
を
主
な
任
務
と
す
る
各
藩
の
忍
び
に
と
っ
て
も
、
既
に
火
器
・
開
器
を
多
用
す
る

敵
城
乗
取
等
の
た
め
の
夜
間
戦
闘
の
鍛
錬
は
不
要
で
あ
っ
た
。
彼
ら
も
専
ら
当
時
想

定
さ
れ
た
実
戦
戦
闘
に
近
い
武
術
振
興
と
し
て
の
鍛
錬
を
行
っ
て
お
り
、
川
越
歴
史

博
物
館
所
蔵
忍
器
群
は
、
そ
の
様
相
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
先
に
挙
げ
た
熊
本
藩
細
川
家
の「
忍
之
諸
道
具
代
付
之
事
」は
、
忍
び
が

忍
器
の
製
作
を
外
部
の
職
人
に
委
託
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
川
越
藩
の
忍
び
の
忍
器（
苦
無
や
特
殊
小
刀
）に
つ
い
て
も
同
様
だ
っ
た
。

戦
国
期
以
来
の
在
り
方
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
忍
び
独
自
の
忍
器
開
発
・
改
良
・

伝
達
シ
ス
テ
ム
は
、
発
達
し
た
手
工
業
社
会
の
中
、
特
定
の
手
技
を
も
つ
職
能
集
団

と
の
つ
な
が
り
の
中
で
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

四　

手
裏
剣
の
歴
史
と
二
つ
の
系
譜

（
一
）手
裏
剣
の
歴
史

　

外
圧
に
応
じ
て
各
藩
で
行
わ
れ
た
幕
末
の
武
術
振
興
の
中
で
、
忍
足
軽
な
ど
が
忍

器
を
用
い
た
忍
術
鍛
錬
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
忍
器

は
時
代
を
ど
こ
ま
で
遡
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

忍
器
の
起
源
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
、
手
裏
剣
の
扱
い
が
進
ん
で
い
る
が
、
投
擲

武
器
と
し
て
は
、
武
術
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
一
日
の
長
が
あ
る
。

　

最
も
早
く
そ
の
考
察
を
行
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
肥
前
国
平
戸
藩
主
で
あ
っ

た
松
浦
静
山（
清
）で
あ
ろ
う
。
静
山
は
、
文
化
三
年（
一
八
〇
六
）に
三
男
の
熈
に
家

督
を
譲
る
と
、
以
後
学
業
に
専
念
し
、『
剣
談
』な
ど
武
術
研
究
に
関
わ
る
著
作
を
多
く

残
し
た
。
そ
れ
ら
の
中
に
武
術
と
し
て
の
手
裏
剣
術
を
考
察
し
た『
手
裏
劔
考
』が
あ

る
。
当
書
で
、
静
山
は
手
裏
剣
を
元
弘
・
建
武
以
来
の
甚
だ
古
い
武
器
の
技
術
で
あ

　

と
こ
ろ
で
、
松
平
大
和
守
家
が
前
橋
に
帰
っ
た
後
、
川
越
藩
は
松
井
松
平
家
の
統

治
と
な
っ
た
。
明
治
元
年（
一
八
六
八
）の
松
井
松
平
家
中「
分
限
帳
」（『
川
越
市
史
資
料

編　

近
世
』六
）に
は
、
下
監
察（
下
横
目
役
・
下
目
付
役
）下
の
徒
士
銃
小
長
并（
徒
横

目
並
・
徒
銃
隊
目
付
并
）と
し
て「
伊
賀
役
」が
置
か
れ
て
い
る
。
市
郷
社
寺
調
役
・
物

価
取
調
掛
と
並
ん
で
記
さ
れ
て
お
り
、
情
報
収
集
役
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
旧
伊
佐

沼
村
に
伝
わ
っ
た
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
忍
器
群
は
、
松
井
松
平
家
時
代
の
伊
賀
役

配
下
が
用
い
た
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
松
井
松
平
家
の
分
限
帳
に
忍
之
者
や
忍
方
足
軽
の
記
述
は
な
く
、
忍
び

独
自
の
武
術
・
技
術
の
習
得
・
伝
達
シ
ス
テ
ム
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
。

現
代
に
残
る
多
く
の
証
拠
は
、
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
忍
器
群
が
文
久
年
間
に
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
松
平
大
和
守
家
時
代
の
忍
方
足
軽
が
、
松
井
松

平
家
時
代
に
も
川
越
在
住
の
在
郷
足
軽
と
し
て
旧
伊
佐
沼
村
に
残
り
、
城
下
に
あ
っ

た
忍
術
道
場
や
宅
稽
古
場
等
か
ら
忍
器
群
を
受
け
継
い
だ
可
能
性
を
考
え
る
方
が
合

理
的
だ
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
幕
末
の
忍
び
た
ち
が
忍
術
道
場
等
で
武
士
の
武
術
と
は
異
な
る

鍛
錬
を
受
け
て
い
た
可
能
性
を
見
通
し
て
き
た
。
総
合
的
に
判
断
す
る
と
、
現
在
の

と
こ
ろ
、
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
忍
器
群
は
、
文
久
年
間
頃
に
川
越
藩
に
仕
え
た
忍

方
足
軽
た
ち
が
、
一
般
の
武
士
た
ち
と
は
異
な
る
独
自
の
鍛
錬
に
使
用
し
て
い
た
も

の
と
判
断
で
き
る
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
鍛
錬
の
内
容
に
迫
る
手
が
か
り
は
得
ら
れ

て
い
な
い
が
、幕
末
川
越
藩
の
忍
び
は
、平
型
手
裏
剣
を
投
げ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
は（
中
之
条
町
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
所
蔵

資
料
も
同
様
だ
が
）、
潜
入
時
に
重
要
な
火
器
や
水
器
に
あ
た
る
も
の
が
非
常
に
少
な

い
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
幕
末
の
武
術
振
興
の
一
環
と
し
て
の
訓
練
用
武
器

で
あ
る
と
す
る
な
ら
説
明
が
つ
く
。
夜
間
に
活
動
す
る
忍
び
に
と
っ
て
火
器
は
最
も

重
要
な
道
具
で
あ
り
、
伝
書
の
記
述
で
も
火
術
の
扱
い
は
文
量
が
多
い（
註
24
）。
実
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（
後
略
）

　

一
方
、
現
代
で
最
初
に
体
系
的
な
手
裏
剣
研
究
を
行
っ
た
の
は
、
日
本
刀
の
研
究

も
行
う
武
術
家
の
成
瀬
関
次
だ
。
成
瀬
は
、
明
治
末
年
頃
に
手
裏
剣
に
思
い
を
留
め
、

一
七
年
に
わ
た
っ
て
文
献
を
収
集
・
研
究
し
、
同
時
に
現
代
に
手
裏
剣
術
を
伝
え
る

根
岸
流
手
裏
剣
術
な
ど
を
習
得・実
践
し
て
、
そ
の
成
果
を
検
証
し
た
。
戦
時
下
に
は
、

実
戦
へ
の
日
本
武
術
の
応
用
を
企
て
て
い
た
旧
日
本
帝
国
陸
軍
の
戸
山
学
校
の
依
嘱

に
よ
り
、
手
裏
剣
術
の
指
導
も
行
っ
た
。
成
瀬
は
、
こ
の
と
き
の
資
料
と
先
行
す
る

自
ら
の
著
書
に
基
づ
き
、
昭
和
一
八
年（
一
九
四
三
）、『
手
裏
剣
』と
題
す
る
一
書
を
ま

と
め
た
。
武
術
と
し
て
の
手
裏
剣
術
を
広
く
伝
え
、
戦
時
に
お
け
る
重
要
性
を
訴
え

る
た
め
、
手
裏
剣
の
歴
史
的
成
り
立
ち
、
形
状
、
手
裏
剣
術
の
実
際
を
著
し
た
の
だ（
註

28
）。

　

当
時
は
日
中
・
太
平
洋
戦
争
に
国
を
挙
げ
て
傾
注
し
て
お
り
、
国
内
の
多
く
の
資

源
が
戦
争
遂
行
に
集
中
し
て
い
た
。
出
版
物
の
用
紙
も
同
様
だ
っ
た
。
昭
和
一
三
年

（
一
九
三
八
）、
商
工
省
が
東
京
出
版
協
会
を
通
じ
て
用
紙
節
約
を
要
望
し
た
。
昭
和

一
六
年
に
は
商
工
省
主
導
で「
洋
紙
配
給
統
制
規
則
」を
定
め
、
情
報
局
傘
下
の
日
本

出
版
文
化
協
会
に
よ
る「
用
紙
配
給
割
当
規
程
」と
合
わ
せ
て
、
新
聞
を
除
く
す
べ
て

の
出
版
物
の
用
紙
割
当
を
事
前
に
定
め
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
企
画
書
の
段

階
で
情
報
局
・
商
工
省
・
出
版
協
会
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
戦
争
協
力
推

進
の
書
籍
で
な
け
れ
ば
出
版
が
難
し
い
状
態
に
陥
る
こ
と
に
な
っ
た
。
成
瀬
の
著
書

が
出
版
さ
れ
た
昭
和
一
八
年
の
二
月
に
は
出
版
事
業
令
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
書
籍
出

版
企
画
規
制
に
よ
り
、
用
紙
の
戦
用
へ
の
重
点
配
給
が
よ
り
強
化
さ
れ
た
。『
手
裏
剣
』

は
、
こ
う
し
た
戦
時
統
制
下
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
手
裏
剣
術
を
軍
事
に
応
用
し

よ
う
と
す
る
国
家
的
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　

戦
時
下
の
武
術
は
、
明
治
二
八
年（
一
八
九
五
）に
結
成
さ
れ
た
大
日
本
武
徳
会
を

る
と
し
、「
手
の
裏
に
小
剣
を
隠
し
て
、
遠
き
を
打
つ
事
」を
い
い
、「
秀
衛
家
記
」、「
盛
長

日
記
」に
記
載
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
手
裏
剣
に
は
、
蔵
髪
の
術
、
腰
間
の
術

と
い
う
二
術
が
あ
り
、
蔵
髪
は
古
流
で
二
〜
三
間
に
限
っ
て
遠
間
を
打
ち
離
し
、
腰

間
は
近
い
時
代
の
流
れ
で
五
〜
六
間
の
遠
間
を
打
つ
と
し
て
、
二
系
統
の
間
合
い
の

術
を
紹
介
し
て
い
る（
註
26
）。
江
戸
時
代
後
期
の
手
裏
剣
が
、
現
代
の
忍
び
の
イ
メ
ー

ジ
に
あ
る
平
型
手
裏
剣
と
は
異
な
り
、
小
剣
状
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
世
代
ほ
ど
前
の
明
和
六
年（
一
七
六
九
）の
刊
行
で
、
浄
瑠
璃「
岸
姫
松
轡
鑑
」を
草

双
紙
に
し
た『
鶴
の
丸
元
服
朝
比
奈
』に
は
、
和
田
義
盛
の
子　

朝
比
奈
義
秀
が
天
下

を
牛
耳
ろ
う
と
す
る
北
条
時
政
に
向
か
っ
て
手
裏
剣
を
打
つ
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
で

は「
志
由
り
け
ん
」と
表
記
さ
れ
、
富
川
房
信
の
筆
で
駕
籠
に
刺
さ
っ
た
反
り
の
あ
る
小

柄
状
の
小
刀
を
描
い
た
挿
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
一
八
世
紀
後
半
段
階
で
も
、
手

裏
剣
の
概
念
は
回
転
系
投
擲
武
器
で
は
な
く
、
小
刀
状
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

時
期
は
少
し
下
る
が
、
確
実
な
記
録
で
も
事
情
は
同
じ
だ
。

　
【
史
料
七
】は
、
明
治
一
六
年（
一
八
八
三
）に
小
川
渉
が
会
津
藩
の
教
育
を
ま
と
め
た

『
会
津
藩
教
育
考
』に
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
。
会
津
藩
で
も
川
越
藩
同
様
、
藩
士
の
子

弟
の
教
育
の
た
め
、
武
術
の
宅
稽
古
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
手
裏
剣
術
の
稽
古

場
も
あ
っ
た（
註
27
）。
宅
稽
古
の
子
弟
に
対
し
、
藩
士
た
ち
も
藩
校
で
訓
練
し
て
い

た
は
ず
だ
。
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
も
手
裏
剣
の
名
手
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
も

手
裏
剣
術
は
、一
般
の
武
士
の
鍛
錬
で
あ
り
、使
用
さ
れ
る
手
裏
剣
は
棒
型
手
裏
剣
だ
。

　
【
史
料
七
】『
会
津
藩
教
育
考
』「
第
二
十
四　

宅
稽
古
場
」よ
り

　
　
（
前
略
）

　
　

 

以
下
の
六
術
は
流
名
を
知
る
能
わ
ず
、
そ
の
実
の
み
を
掲
ぐ
。

　
　

 　
　

手
裏
剣
術　

銑
鋧
な
れ
ど
俗
に
従
ふ
。　

一
所　

新
町
一
番
丁

　
　
　
　
　

 

七
八
寸
の
鉄
釘
の
如
き
も
の
を
右
手
に
持
ち
、
肩
に
構
ひ
踏
込
み
な
が
ら
擲
つ
術
な
り
。
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式
十
字
手
裏
剣
が
柳
生
流
の「
十
字
手
裏
剣
」だ
と
想
像
し
て
い
る
。
ま
た
、『
兵
法
家

伝
書
』は
秘
伝
で
あ
る
た
め
本
来
の
文
字
を
書
か
ず
、
音
を
借
り
て
表
記
し
た
と
も
解

説
す
る
。
こ
れ
が
事
実
な
ら
、
平
型
手
裏
剣
は
近
世
初
期
に
遡
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、『
兵
法
家
伝
書
』を
正
し
く
読
め
ば
、「
手
字
種
利
剣
」は
ど
の
よ
う
な
相
手
の
構

え
に
も
勝
て
る「
目
付
」と
さ
れ
て
い
て
、
相
手
の
技
の
起
こ
り
の
有
無
を
見
極
め
る

目
付
・
構
え
に
当
た
る
語
と
み
な
せ
る
。
成
瀬
は
、
当
時
の
武
術
伝
書
の
解
釈
で
は
、

攻
撃
を
防
ぐ
構
え
の
こ
と
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
記
し
て
お
り
、

借
字
説
に
説
得
力
は
な
い
。

　

成
瀬
の
研
究
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
平
型
手
裏
剣
が
昭
和
一
八
年
以
前
に
実
在
し

て
い
た
こ
と
が
把
握
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
平
型
手
裏
剣
を
含
む
川

越
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
が
文
久
年
間
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
こ
と
は
、

非
常
に
重
要
だ
。

　

こ
れ
を
遡
る
平
型
手
裏
剣
の
手
が
か
り
に
つ
い
て
は
、
山
田
雄
司
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー

チ
が
参
考
に
な
る
。
山
田
は
、
元
和
四
年（
一
六
一
八
）に
成
っ
た
小
笠
原
昨
雲
に
よ

る『
軍
法
侍
用
集
』「
投
げ
松
明
の
事
」に
、「
松
明
此
く
の
如
く
、
長
さ
大
き
さ
好
み
に
よ

る
べ
し
。此
所
の
お
も
み
つ
り
あ
ひ
よ
く
す
べ
し
。此
た
い
ま
つ
は
し
り
け
ん
に
よ
し
。

但
し
人
に
当
る
た
め
に
は
あ
ら
ず
。
夜
う
ち
に
な
げ
入
れ
候
た
め
な
り
。」と
あ
る
の

に
注
目
し
た
。「
し
り
け
ん
」を
手
裏
剣
と
同
語
と
考
え
、
こ
の
記
述
か
ら
、「
何
で
も
手

に
持
っ
て
投
げ
る
も
の
を「
手
裏
剣
」と
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」と
記
し
て
い
る

（
註
31
）。
ま
た
、
柳
生
宗
厳
が
三
好
左
衛
門
尉
に
宛
て
た
天
正
九
年（
一
五
八
一
）の

印
可
状
に
、
相
手
の
手
の
内
を
見
る
こ
と
と
し
て「
手
裏
見
」の
語
が
あ
る
こ
と
に
加

え
、
成
瀬
も
示
し
た『
兵
法
家
伝
書
』の「
手
字
種
利
剣
」の
記
述
を
挙
げ
て
、「
手
裏
剣
」

の
語
の
成
立
に
新
陰
流
が
大
き
く
関
係
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
先

述
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
記
録
は
音
の
類
似
性
か
ら
の
推
測
で
あ
り
、
平
型
手
裏
剣

の
存
在
を
証
す
る
手
掛
り
に
は
な
ら
な
い
。

改
組
す
る
こ
と
で
軍
及
び
国
の
管
理
下
に
置
か
れ
、
昭
和
一
五
年（
一
九
四
〇
）の
武

道
振
興
委
員
会
答
申
以
後
、
戦
争
で
の
実
戦
に
命
を
賭
す「
戦
技
」と
し
て
扱
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た（
註
29
）。
成
瀬
の
研
究
内
容
は
国
家
レ
ベ
ル
の
も
の
で
、
当
時

の
国
内
の
手
裏
剣
術
を
網
羅
し
た
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

　

成
瀬
に
よ
れ
ば
、
手
裏
剣
術
は
、
格
闘
武
術
・
撃
突
武
術
・
射
撃
武
術
・
投
擲
武

術
か
ら
な
る
武
術
の
う
ち
、
投
擲
武
術
に
属
す
る
も
の
で
、
実
戦
の
際
重
要
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
。
手
裏
剣
術
は
、
弓
術
の
中
で
、
手
に
持
っ
た
短
い
矢
で
突
い
た
り
、

こ
れ
を
投
げ
た
り
す
る「
打
根
術
」（『
太
平
記
』に
初
出
）と
、
古
剣
術
の
中
で
投
げ
打
つ

目
的
で
短
刀
を
手
に
す
る「
打
物
」と
い
う
術（『
柳
生
流
新
秘
抄
』・『
常
山
紀
談
』な
ど
に

所
収
）か
ら
成
立
し
た
と
し
て
い
る
。
成
瀬
は
、『
奥
州
波
奈
志　

礒
通
多
比
』（
天
保
六

年（
一
八
三
五
）真
葛
著
）に
、
明
和
・
安
永
頃
の
上
遠
野
伊
豆
と
い
う
武
芸
の
達
人
が
、

指
の
間
に
二
本
の
針
状
の
剣
を
も
ち
、
こ
れ
を
投
げ
打
つ
手
裏
剣
を
発
明
し
た
と
あ

る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
上
遠
野
伊
豆
の
手
裏
剣
は
正
確
無
比
な
命
中
度
を
誇
っ

た
と
い
う
。
江
戸
時
代
後
期
の
手
裏
剣
は
、
や
は
り
棒
状
・
針
状
の
も
の
で
あ
っ
た

よ
う
だ
。

　

そ
れ
で
は
忍
器
の
象
徴
と
も
な
っ
て
い
る
平
型
手
裏
剣
の
起
源
は
い
つ
か
。
現
在

で
は
、
明
治
期
以
後
の
現
代
忍
者
像
成
立
の
過
程
で
古
武
術
の
武
器
と
結
び
つ
い
た
、

と
す
る
意
見
も
あ
り（
註
30
）、
忍
び
研
究
の
大
き
な
謎
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

成
瀬
の
著
書
に
戻
る
と
、
棒
型
手
裏
剣
の
紹
介
の
後
に
、「
十
字
形
」と
し
て
、
徳
川

公
爵
家
所
蔵
の
折
り
畳
み
式
十
字
手
裏
剣
を
は
じ
め
、
通
常
の
十
字
手
裏
剣
、
逆
え

り
の
あ
る
刃
部
を
も
つ
十
字
手
裏
剣
、
流
れ
万
字
手
裏
剣（
図
７
、
成
瀬
は
十
字
形
変

形
と
表
記
）等
の
平
型
手
裏
剣
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

成
瀬
は
こ
の
中
で
、
柳
生
宗
矩
に
よ
る
武
術
伝
書『
兵
法
家
伝
書
』（
寛
永
九
年

（
一
六
三
二
））第
二
巻「
活
人
剣
」の「
百
様
之
構
え
あ
り
と
も
唯
一
に
勝
事
」中
に
あ
る

「
手
字
種
利
剣
」を
、
字
音
の
類
似
か
ら「
十
字
手
裏
剣
」で
あ
る
と
解
釈
し
、
折
り
畳
み
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習
あ
る
物
也
、
然
れ
ど
も
う
ち
物
は
つ
る
ゝ
事
多
き
物
な
れ
ば
頼
に
せ
ず
、

た
ゝ
表
裏
の
心
持
何
と
も
不
成
所
に
て
如
此
に
も
可
有
之
哉
、
敵
の
心
を

と
ら
ん
為
也
、
手
を
は
な
る
ゝ
手
利
剣
是
也
、
鑓
、
長
太
刀
も
刀
も
様
子

に
よ
り
打
事
有
之
、
然
れ
ど
も
頼
に
せ
ず
打
、
は
な
し
様
に
心
持
有
、
弓
、

鉄
炮
に
逢
て
不
叶
時
ハ
か
様
の
事
も
可
有
や
、
身
を
は
づ
さ
ん
為
也
、
う

ち
物
に
よ
き
事
ハ
弓
、
鉄
炮
に
こ
す
事
な

け
れ
ば
、
如
此
し
る
し
置
候
へ
共
、
不
用

頼
ミ
に
せ
ず
と
云
、
身
を
は
づ
さ
ん
心
持

兵
法
な
り
、
な
に
候
て
も
打
物
多
有
之
物

也
。

　
　
（
後
略
）

　

し
か
し
山
田
は
、
正
保
三
年（
一
六
四
六
）に
、
柳
生
宗
矩
が
小
城
藩
二
代
藩
主
鍋

島
直
能
に
伝
授
し
た『
玉
成
集
』「
打
物
」に
、
そ
の
存
在
の
証
拠
を
見
つ
け
出
し
た
。「
り

う
し
ゆ
け
ん
」と「
三
光
」と
す
る
武
器
が
図
付
き
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
。「
一
、
り

う
し
ゆ
け
ん　

四
寸
四
方
也
、
一
、三
光　

四
寸
四
方
也
、
右
は
な
か
ミ
に
入
て
持
て

も
う
つ
也
」と
解
説
が
あ
る（
図
８
・
註
32
）。

　
「
り
う
し
ゆ
け
ん
」は
、
ま
さ
に
十
字
手
裏
剣
そ
の
も
の
だ
。

三
光
は「
な
か
ミ
」（
中
味
）＝
茎
を
有
す
る
打
物
で
、
柄
を
持
っ

て
投
げ
つ
け
る
武
器
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
両
者
と
も
打
つ

手
を
離
れ
て
回
転
し
て
も
、
い
ず
れ
か
の
刃
部
が
敵
を
刺
突
す

る
構
造
で
あ
り
、
三
光
の
解
説
に「
持
て
も
う
つ
也
」と
あ
る
こ

と
か
ら
、
主
に
投
擲
し
て
用
い
る
回
転
系
投
擲
武
器
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
だ
。

　
『
玉
成
集
』に
は『
兵
法
家
伝
書
』と
同
様
に「
手
字
種
利
剣
」に

つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
。
敵
が
様
々
な
技
に
出
よ
う
と
す
る

起
こ
り
端
を
捉
え
れ
ば
、
敵
に
思
う
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
が
な

い
と
す
る「
先
々
の
先
」の
極
意
を
伝
え
る
記
述
で
あ
り
、
敵
に

様
々
な
手
技
の
剣
を
起
さ
せ
、
そ
こ
を
捕
え
れ
ば
敵
は
打
ち
出

せ
な
い
と
書
か
れ
て
い
る
。
手
字
は「
て
わ
ざ
」で
あ
り
、
出
端

の
技
を
意
味
し
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、『
玉
成
集
』の「
打
物
」の
項
後
半
に
は
、【
史
料

八
】の
と
お
り
明
確
に「
手
利
剣
」の
語
が
登
場
す
る
。

　
【
史
料
八
】『
玉
成
集
』「
打
物
」よ
り

　
　
（
前
略
）

　
　

一　

脇
差
、小
刀
何
に
て
も
打
也
、稽
古
に
仕
候
へ
ば
色
々

図７　成瀬関次『手裏剣』に掲載された平型手裏剣３種

図８　『玉成集』に掲載された平型手裏剣の模式図
　　　右：りうしゆけん、左：三光。明瞭に確認できるようトレー

スした。
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近
世
初
期
以
前
で
も
、
小
刀
や
脇
差
な
ど
の
小
刀
状
・
棒
状
の
細
長
い
武
器
を
投

げ
る
行
為
を「
し
ゆ
り
け
ん
」と
称
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

武
士
た
ち
に
普
及
し
た
棒
状
の
も
の
を
用
い
る
手
裏
剣
は
、『
萬
川
集
海
』「
巻
第

二
二　

懐
中
火
大
事
」に
も
認
め
ら
れ
る（【
史
料
九
】）。

　
【
史
料
九
】『
萬
川
集
海
』「
巻
第
二
十
二　

懐
中
火
大
事
」

　
　
　
　
　
　

十
二　

火
炬

　
　

檜
木
ヲ
削
リ
、
長
サ
八
寸
カ
六
寸
ニ
シ
テ
、
廻
リ
三
寸
、
左
縄
ニ
テ
三
所

　
　

結
フ
、
左
リ
結
ヒ
ニ
シ
テ
吉
、
皆
陽
ニ
象
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
ダ
イ
尻
ニ
四
寸
ノ
釘

　
　

ヲ
四
角
ニ
刃
鉄
ニ
テ
ウ
タ
セ
、
シ
ユ
リ
剣
ニ
モ
ス
ル
為
也
、
右
ノ
ク
ゝ
リ
火

　
　

炬
長
一
寸
五
分
ノ
廻
リ
ニ
差
ス
時
ハ
、
右
の
懐
紙
火
ヲ
直
ニ
移
ス
、

　
　

向
ヘ
打
、
火
立
ル
也
、
右
十
二
火
炬
ト
ハ
名
付
置
候
ヘ
ト
モ
、
二
明
三
明

　
　

ニ
テ
モ
不
苦
ソ
ロ（
候
）　

口
傳

　
『
萬
川
集
海
』の
こ
の
記
述
と
類
似
の
記
述
が
、『
軍
法
侍
用
集
』「
投
げ
松
明
の
事
」に

あ
る
こ
と
は
、
山
田
雄
司
の
解
釈
と
と
も
に
先
に
紹
介
し
た
。『
萬
川
集
海
』が
引
用
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
し
ゅ
り
け
ん
」の
語
が
示
す
命
題
は
、
江
戸
初
期
以
前
か
ら
幕

末
ま
で
、
一
般
的
な
武
士
の
剣
術
と
し
て
存
在
し
た
小
刀
状
・
棒
状
の
武
器
を
投
げ

る
技
と
し
て
継
続
し
て
認
知
さ
れ
て
お
り
、
忍
び
に
も
そ
の
技
が
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
。
こ
の
術
が
確
立
し
、
江
戸
時
代
後
期
ま
で
の
間
に
、

専
用
の
武
器
と
し
て
の
棒
型
手
裏
剣
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
、『
玉
成
集
』の「
り
う
し
ゆ
け
ん
」の
よ
う
な
回
転
系
投
擲
武
器
の
平
型
手
裏

剣
は
、
近
世
初
期
以
前
か
ら
平
行
し
て
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、「
し
ゆ
り
け
ん
」の

概
念
で
の
一
般
的
な
武
家
の
武
術
と
の
関
係
は
辿
れ
な
い
。
棒
型
手
裏
剣
と
は
別
の

　

脇
差
・
小
刀
な
ど
何
で
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
鑓
・
刀
を
投
げ
る
の
が「
手
利
剣
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
刀
状・棒
状
の
長
細
い
武
器
を
指
す
書
き
ぶ
り
だ
。

音
が
類
似
し
た「
手
字
種
利
剣
」が
、
武
器
と
し
て
の
手
裏
剣
を
意
味
す
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
確
実
だ
。

　
『
玉
成
集
』の
記
述
を
み
る
限
り
、
一
七
世
紀
半
ば
の
段
階
で
も
、
敵
に
小
刀
等
を

投
げ
つ
け
る
の
が「
し
ゅ
り
け
ん
」で
あ
り
、
回
転
系
投
擲
武
器
の
平
型
手
裏
剣
で
あ

る「
り
う
し
ゆ
け
ん
」や
同
様
に
回
転
さ
せ
て
投
げ
つ
け
る「
三
光
」は「
打
物
」（
註
33
）で

あ
っ
た
。「
し
ゅ
り
け
ん
」と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

　
「
り
う
し
ゆ
け
ん
」は『
兵
法
家
伝
書
』に
は
記
載
が
な
く
、
そ
の
後
の
新
陰
流
に
は
伝

え
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
平
型
手
裏
剣
は
新
陰
流
起
源
で
は
な
く
、
戦
国
末
期

か
ら
近
世
初
期
の
他
流
派
や
、
一
般
の
武
家
の
武
術
と
は
異
な
る
特
殊
な
武
術
と
の

情
報
交
流
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
で
、『
玉
成
集
』に
の
み
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。

　

さ
ら
に
戦
国
期
に
近
い
時
期
の
手
裏
剣
の
記
述
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』巻
一
七
品
第
四
七

「
志
村
武
笠
公
事
之
事
」に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

甲
府
で
武
田
家
家
臣
飯
富
兵
部
少
輔
の
同
心
で
あ
っ
た
志
村
金
助
が
配
下
の
中
間

の
反
抗
に
遭
い
、
切
ろ
う
と
し
た
が
逃
亡
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
そ
こ
に
居
合

わ
せ
た
志
村
と
親
し
い
武
笠
与
一
郎
が
中
間
を
切
っ
た
と
こ
ろ
、
中
間
が
持
っ
て
い

た
大
脇
差
を
投
げ
つ
け
与
一
郎
の
太
も
も
を
刺
し
た
た
め
、
金
助
が
中
間
の
首
を
切
っ

て
事
態
を
収
め
た
。
与
一
郎
が
、
こ
れ
を
大
げ
さ
に
吹
聴
し
た
た
め
、
恥
と
感
じ
た

金
助
と
喧
嘩
に
な
り
、
同
心
の
金
助
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
た
飯
富
が
、
信
玄
に
裁
き

を
願
い
出
た
。
目
撃
者
と
な
っ
た
町
人
の
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
際
、
脇
差
を
投
げ

た
距
離
や
力
の
関
係
に
つ
い
て
尋
問
し
て
い
た
廿
人
衆
頭
が
、
問
答
の
中
で「
扨
、
今

の
め
し
う
と
、
し
ゆ
り
け
ん
う
ち
た
る
時
は
、
武
笠
与
一
郎
が
し
か
た
い
か
ん
」と
問

う
て
い
る
。
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と
が
わ
か
る
。

　

忍
び
と
棒
型
手
裏
剣
は
関
連
づ
け
ら
れ
て
も
、
江
戸
時
代
以
後
大
正
頃
ま
で
、
平

型
手
裏
剣
は
そ
の
存
在
さ
え
一
般
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
隠
れ
た
特
殊
武
器
の
系

譜
に
あ
っ
た
こ
と
が
把
握
で
き
る
。

　

一
方
で
、
平
型
手
裏
剣
を
初
め
て
忍
び
の
武
器
と
定
義
し
た
の
は
、
甲
賀
最
後
の

忍
者
を
自
称
し
た
藤
田
西
湖
だ
。
先
に
挙
げ
た
著
書『
図
解
手
裏
剣
術
』に
ま
と
め
て

い
る（
註
35
）。

　

藤
田
は
手
裏
剣
を
二
種
に
分
類
し
、
刺
突
武
器
と
し
て
の
留
手
裏
剣
と
、
火
器
や

毒
器
の
責
手
裏
剣
を
挙
げ
た
。
留
手
裏
剣
に
は
、
事
前
に
用
意
し
た
手
裏
剣
を
打
つ

忍
手
裏
剣
、
小
柄
や
笄
な
ど
を
と
っ
さ
に
代
用
と
し
て
打
つ
静
定
剣
、
茶
碗
や
盆
・

火
入
れ
な
ど
を
急
場
に
敵
に
投
げ
つ
け
て
危
地
を
脱
す
る
乱
定
剣
が
あ
り
、
責
手
裏

剣
に
は
、
火
矢
や
焙
烙
・
松
明
を
投
げ
る
火
勢
剣
、
目
潰
し
な
ど
を
投
げ
る
薬
剣
、

毒
を
用
い
る
毒
剣
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
藤
田
は
ま
た
、
忍
手
裏
剣
を
針
形
、
棒
形
、

角
形
、
平
形
、
短
刀
形
、
槍
の
穂
形
、
三
光
、
四
方
、
星
状（
五
方
）、
八
方
、
十
方
、

車
剣
、万
字
形
に
分
け
、手
裏
剣
術
の
各
流
派
が
用
い
る
形
状
と
し
て
図
示
し
て
い
る
。

　

藤
田
は
忍
び
が
平
型
手
裏
剣
を
使
っ
た
証
拠
を
何
一
つ
示
さ
な
か
っ
た
が
、
忍
術

修
行
と
伝
授
の
た
め
、
多
く
の
平
型
手
裏
剣
を
製
作
・
使
用
し
た
。
当
時
の
娯
楽
作

品
で「
忍
者
」が
平
型
手
裏
剣
を
多
用
し
た
の
は
こ
の
頃
か
ら
で
、
藤
田
の
影
響
が
あ
っ

た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
一
方
で
、
藤
田
は
膨
大
な
武
術
伝
書
や
武
術
研
究
書
等
の
文

献
・
史
料
を
収
集
・
研
究
し
て
い
た（
註
36
）。
映
画
界
で
は
、
昭
和
三
〇
年
代
前
半

に
は
平
型
手
裏
剣
が
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
よ
う
だ
が（
註
37
）、
そ
の
情
報
源
は
不
明

だ
。
藤
田
が
成
瀬
に
は
把
握
で
き
な
か
っ
た
平
型
手
裏
剣
と
忍
び
の
関
係
に
、
何
ら

か
の
手
が
か
り
を
得
て
い
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
く
、
映
画
界
と
の
接
点
の
研
究

も
今
後
の
課
題
だ
。

　

こ
こ
ま
で
、
手
裏
剣
の
歴
史
を
追
っ
て
き
た
が
、
藤
田
の
著
書
を
除
け
ば
、
戦
時

系
譜
に
属
す
る
特
殊
武
器
と
し
て
伝
達
さ
れ
て
い
た
、
と
理
解
す
べ
き
だ
。

（
二
）忍
器
と
し
て
の
平
型
手
裏
剣
の
系
譜

　

一
般
的
な
武
家
の
武
術
と
は
異
な
る
、
平
型
手
裏
剣
が
属
す
る
武
術
の
系
譜
と
は

何
か
。

　

こ
の
課
題
を
検
討
す
る
た
め
の
手
許
の
情
報
は
、
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
の

よ
う
に
、
平
型
手
裏
剣
が
撒
菱
・
鎖
鎌
な
ど
の
著
名
な
忍
器
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
て

き
た
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
の
セ
ッ
ト
が
幕
末
の

忍
び
の
鍛
錬
に
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
と
ほ
ぼ
特
定
し
た
。
忍
器
の
系
譜
が
武
士
の
武

器
と
は
異
な
る
系
譜
に
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
在
り
方
が
本
稿
冒
頭
の
忍
び
独
自
の

忍
器
開
発
・
改
良
・
伝
達
シ
ス
テ
ム
と
符
合
す
る
こ
と
に
気
付
く
。

　

そ
れ
で
は
、
平
型
手
裏
剣
を
忍
び
特
有
の
忍
器
と
結
論
づ
け
て
よ
い
の
か
。

　

手
裏
剣
を
忍
び
の
武
器
と
し
て
扱
っ
た
の
は
、
明
治
四
四
年（
一
九
一
一
）に
刊
行

を
開
始
し
た
立
川
文
庫
の
忍
び
小
説
が
最
初
期
で
は
な
い
か
。
立
川
文
庫
は
講
談
を

筆
記
し
た「
書
き
講
談
」を「
文
庫
」に
収
め
た
娯
楽
時
代
小
説
で
、真
田
氏
の
歴
史
に『
厭

蝕
太
平
楽
記
』（
江
戸
中
期
）等
の
軍
記
に
書
か
れ
た
忍
び
を
登
場
さ
せ
た
。『
忍
術
名
人

猿
飛
佐
助
』や『
大
坂
冬
の
陣
』な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る（
註
34
）。

　

大
部
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
確
認
で
き
た
と
こ
ろ
で
し
か
な
い
が
、
大
正
五
年

（
一
九
一
六
）に
刊
行
さ
れ
た『
立
川
文
庫
第
一
五
七
篇　

忍
術
名
人
十
文
字
新
九
郎
』

に
は
、
竜
造
寺
家
に
仕
え
る
元
老
の
子
で
忍
術
を
習
得
し
た
十
文
字
新
九
郎
が
手
裏

剣
を
用
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
柔
術
の
達
人
深
見
図
書
に
相
撲
で
殺
さ
れ
そ

う
に
な
る
米
屋
の
十
三
郎
を
助
け
る
た
め
、
新
九
郎
が
物
陰
か
ら
手
裏
剣
を
投
げ

る
。
こ
の
手
裏
剣
は「
一
本
」と
数
え
ら
れ
て
お
り
、「
深
見
図
書
の
横
鬢
の
と
こ
ろ
に

シ
ュ
ー
ッ
…
と
立
っ
た
。」と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
棒
型
手
裏
剣
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
忍
術
使
い
の
手
裏
剣
も
棒
型
手
裏
剣
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
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者
」に
先
立
つ
調
査
・
研
究
に
お
い
て
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
未
発
見
と
さ
れ
て
き
た
戦

国
期
の
忍
器
と
み
ら
れ
る
資
料
を
複
数
確
認
し
た
。
そ
の
中
に
平
型
手
裏
剣
の
ル
ー

ツ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
次
に
、
本
稿
の
主
題
と
し
て
、
そ
の
概
要
と
忍
器

と
し
て
の
認
定
過
程
を
記
し
、
公
に
評
価
を
問
う
。

（
ア
）平
型
手
裏
剣
の
ル
ー
ツ「
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
」

　

図
９
・
10
は
、
現
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
に
あ
る
岩
槻
城
跡（
戦
国
期
は
岩
付
城
だ
が
、

本
稿
で
は
冒
頭
に
掲
げ
た
と
お
り
遺
跡
名
で
表
記
す
る
。）の
出
土
品
だ
。
発
掘
調
査

報
告
書
で
石
製
の「
つ
ぶ
て
」と
報
告
さ
れ
て
い
る（
註
38
）。
平
面
形
は
明
ら
か
に
六

角
形
を
呈
し
て
い
る
。
縦
四
．
八
、
横
四
．
五
、
厚
さ
一
．
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に

緑
泥
石
片
岩
を
打
ち
割
っ
て
成
形
し
た
も
の
だ
。
一
七
世
紀
後
半
の
絵
図
に「
竹
沢
曲

輪
」と
描
画
さ
れ
た
位
置
で
行
っ
た
、
共
同
住
宅
建
設
に
先
立
つ
二
〇
〇
二
年
の
発
掘

調
査
で
出
土
し
た（
図
12
・
13
。
地
点
名
は
第
１
地
点
。
以
下
で
は
省
略
す
る
）。
遺

構
外
で
は
あ
る
が
、
一
六
世
紀
後
半
の
陶
磁
器
と
と
も
に
検
出
し
た
と
い
う
。「
実
相

　

忍
び
の
者
」展
に
先
立
つ
二
〇
一
八
年
、
戦
国
期
の
戦
闘
遺
物
を
探
索
し
て
い
た
際

に
管
見
に
触
れ
た
も
の
だ
。
忍
器
の「
鉄
つ
ぶ
て
」に
類
似
し
て
お
り
、
つ
い
興
奮
し

た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。
岩
槻
城
落
城
に
際
し
て
武
器
の
不
足
や
材
料
不
足
に
困
っ

た
忍
び
が
、
板
石
塔
婆
を
割
っ
て「
鉄
つ
ぶ
て
」状
の
武
器
に
し
た
に
違
い
な
い
と
直

感
し
た
。
さ
い
た
ま
市
の
文
化
財
担
当
者　

関
根
俊
雄
氏
に
他
の
城
跡
等
で
の
出
土

例
が
な
い
か
御
教
示
を
願
っ
た
と
こ
ろ
、
近
隣
の
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地「
大
和

田
陣
屋
跡
」（
註
39
）で
多
く
出
土
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
発
掘
調
査
報
告
書
に

あ
た
っ
て
み
る
と
一
九
九
三
年
の
調
査
で
一
七
点
が
出
土
し
て
お
り
、
予
想
し
た
よ

う
に
、
素
材
に
板
石
塔
婆
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
ま
で
記
し
て
あ
っ
た
。

　

岩
槻
城
跡
・「
大
和
田
陣
屋
跡
」は
、
関
東
平
野
中
央
部
の
荒
川
と
中
川
に
挟
ま
れ

た
大
宮
台
地
南
部
に
立
地
す
る
。
大
宮
台
地
は
、
現
在
の
東
京
都
心
部
に
ほ
ど
近
く
、

下
の
段
階
の
成
瀬
関
次
の
研
究
で
も
近
現
代
文
学
や
そ
の
後
の
研
究
で
も
、
平
型
手

裏
剣
の
系
譜
は
不
明
な
ま
ま
だ
。
公
に
な
ら
な
い
武
術
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
認

識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
幕
末
の
川
越
藩
に
忍
術
伝
書
記
載
の
忍
器
と
と
も
に
セ
ッ
ト

と
し
て
存
在
し
、
忍
び
の
鍛
錬
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
平
型
手

裏
剣
は
、
冒
頭
に
挙
げ
た
忍
び
独
自
の
忍
器
開
発
・
改
良
・
伝
達
シ
ス
テ
ム
の
中
で

制
作
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
公
に
な
ら
な
い
系
譜
を
辿
っ
た
も
の
で
、
忍
器
の
一
つ

で
あ
る
と
考
え
る
ほ
か
な
さ
そ
う
だ
。

　

既
述
の
と
お
り
、
本
稿
は
今
回
は
じ
め
て
確
認
し
た
戦
国
の
特
殊
武
器
を
忍
器
と

し
て
認
定
す
る
過
程
を
公
表
す
る
も
の
だ
。
幕
末
の
忍
器
と
戦
国
の
特
殊
武
器
の
間

の
失
わ
れ
た
環
を
埋
め
る
作
業
に
な
る
。
そ
の
鍵
は
、
考
古
資
料
中
に
発
見
し
た
特

殊
武
器
が
、
右
の
よ
う
な
忍
び
独
自
の
シ
ス
テ
ム
中
で
制
作
さ
れ
、
武
士
の
武
術
や

武
器
と
は
異
な
る
系
譜
の
武
器
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
否
か
に
あ
る
。
次
に
、
今

回
確
認
し
た
特
殊
武
器
を
紹
介
し
、
忍
器
の
ル
ー
ツ
に
迫
り
た
い
。
ま
ず
は
、
こ
こ

ま
で
系
譜
を
追
い
か
け
て
き
た
、
平
型
手
裏
剣
の
ル
ー
ツ
と
も
い
う
べ
き
特
殊
武
器

を
採
り
上
げ
る
。

五　

忍
び
の
足
跡

（
一
）特
殊
武
器
の
ル
ー
ツ
を
探
る
―
平
型
手
裏
剣
の
ル
ー
ツ
―

　

前
稿
で
定
義
し
た
と
お
り
、戦
国
の「
忍
び
」と
は
、軍・行
政
組
織
の
後
方
支
援
の
下
、

小
規
模
な
戦
闘
を
と
も
な
う
夜
間
の
潜
入
・
乗
取
・
放
火
等
を
行
う
軍
の
戦
術
を
い

い
、
そ
れ
を
実
行
す
る
者
た
ち
を
指
す
。
彼
ら
は
戦
術
の
実
行
に
必
要
な
道
具「
忍
器
」

を
、
独
自
に
開
発
・
改
良
し
、
試
用
・
鍛
錬
し
て
実
戦
に
備
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
中
に
は
、『
玉
成
集
』の「
り
ゆ
う
し
ゆ
け
ん
」の
よ
う
な
平
型
手
裏
剣
の
ル
ー
ツ
に

当
た
る
も
の
が
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
。

　

二
〇
二
一
年
に
開
催
し
た
埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
企
画
展「
実
相　

忍
び
の
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の
小
田
原
攻
め
で
は
、
城
主
氏
房
が
小
田
原
城
に
詰
め
る
中
、
家
老
の
伊
達
与
兵
衛

房
実（
房
成
）が
籠
城
し
て
戦
っ
た
と
い
う（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』・『
浅
野
家
文
書
』）。

　

岩
槻
城
跡
で
出
土
す
る
遺
物
は
、
一
五
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
末
頃
ま
で
の
も
の

縄
文
海
進
の
頃
に
は
海
岸
線
を
形
成
し
て
い
た
。
中
小
河
川
の
浸
食
に
よ
り
、
深
い

谷
地
形
が
樹
枝
状
に
入
り
組
ん
だ
複
雑
な
地
形
に
特
徴
が
あ
る（
図
11
）。

　

岩
槻
城
跡
は
、
武
蔵
・
下
総
の
境
目
の
城
と
し
て
、
東
に
広
範
な
中
川
低
地
を
望

む
大
宮
台
地
岩
槻
支
台
に
占
地
し
た
平
山
城
で
、
現
在
は
埼
玉
県
指
定
史
跡
に
な
っ

て
い
る
。
鎌
倉
公
方
足
利
氏
と
山
内
・
扇
谷
上
杉
氏
が
争
っ
た
、
一
五
世
紀
後
半
の

享
徳
の
乱
の
中
で
築
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
上
杉
氏
に
属
し
た
太

田
資
正
が
在
城
し
た
が
、
永
禄
七
年（
一
五
六
四
）、
第
二
次
国
府
台
合
戦
下
の
嫡
男
氏

資
と
北
条
氏
の
企
て
に
よ
っ
て
北
条
方
の
城
と
な
り
、
永
禄
一
〇
年（
一
五
六
七
）以
後

は
、
北
条
氏
が
直
接
支
配
し
た
。
元
亀
元
年（
一
五
七
〇
）、
北
条
氏
政
が
越
相
同
盟

を
破
棄
し
、翌
年
末
に
上
杉
謙
信
が
関
東
侵
攻
を
果
た
す
と（
第
一
二
次
越
山
）、以
後
、

上
杉
に
与
し
た
小
田
城
等
と
の
緊
張
関
係
に
陥
っ
た
。

　

天
正
一
〇
年（
一
五
八
二
）に
は
、
北
条
氏
房
が
先
に
戦
死
し
た
太
田
氏
資
の
娘
婿

と
し
て
岩
槻
城
に
入
っ
た
と
い
わ
れ（
註
40
）、
天
正
一
八
年（
一
五
九
〇
）の
豊
臣
秀
吉

図９　岩槻城跡竹沢曲輪出土の有角型石製平つぶて
　　　註１の図録より引用。

図 10　岩槻城跡竹沢曲輪出土の有角型石製平つぶて実測図
　　　  註 38 の文献より引用。作図者が六角形を意識しなかったため、軸が傾いている。

図 11　岩槻城跡と伊達城跡の位置と周辺の地形・地勢
　　　   河川・谷・低地に網をかけた。
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届
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　

天
正
十
四
年
丙
戌（「
心
簡
要
」朱
印
）

　
　
　
　
　

十
一
月
廿
九
日　
　
　
　

伊
達
与
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　

春
首
座

　

天
正
一
八
年
の
小
田
原
攻
め
で
は
岩
槻
城
に
籠
っ
た
伊
達
房
実
だ
っ
た
が
、
降
伏

後
は
、
徳
川
家
康
か
ら
北
条
氏
房
と
と
も
に
岩
付
領
内
へ
の
居
住
を
許
さ
れ
た
。
房

実
は
大
和
田
村
の
旧
貫
地
二
五
〇
石
の
知
行
地
を
与
え
ら
れ
、
徳
川
家
に
旗
本
と
し

て
仕
え
、
後
に
は
常
陸
国
鹿
島
郡
内
に
二
百
石
を
加
増
さ
れ
て
い
る
。

　
「
つ
ぶ
て
」を
多
く
出
土
し
た
伊
達
城
跡
の
発
掘
調
査
は
、
分
譲
住
宅
建
設
に
先
立

つ
も
の
で
、
現
況
地
形
と
ソ
イ
ル
マ
ー
ク
か
ら
わ
か
る
伊
達
城
跡
の
南
辺
中
央
付
近

が
対
象
地
で
あ
っ
た(

図
14
）。

　
「
つ
ぶ
て
」は
、
発
掘
調
査
報
告
書
で
、
考
古
学
上
の
類
似
の
遺
物
に
倣
い「
石
製
円

盤
」と
呼
ば
れ
る
一
方
で
、「
つ
ぶ
て
」と
も
呼
称
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
調
査
区
北

側
の
五
号
井
戸
跡・二
号
溝
跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
五
号
井
戸
跡
で
は
、
つ
ぶ
て（
石

製
円
盤
）五
点
、
同
未
成
品
一
点
、
陶
片
製
円
盤（
詳
細
は
後
述
）二
点
、
不
整
な
球
状

の
石
つ
ぶ
て
一
点
、
打
割
礫
二
点
、
つ
ぶ
て
の
製
作
に
使
用
し
た
と
さ
れ
る
敲
き
石

一
点
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
二
号
溝
跡
で
は
、
つ
ぶ
て（
石
製
円
盤
）四
点
、
陶
片
製

円
盤
一
点
、
打
割
礫
一
点
を
検
出
し
た
。
ま
た
、
井
戸
跡
・
溝
跡
の
周
辺
で
は
、
板

石
塔
婆
を
割
っ
た
緑
泥
石
片
岩
の
破
片
・
剥
片
が
多
数
み
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
破
片
・
剥
片
が
五
号
井
戸
跡
・
二
号
溝
跡
と
東
側
の
建
物
跡
と
の
間
の
空
間
に
限
っ

て
散
布
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
報
告
書
で
は
、
こ
の
周
辺
を
つ
ぶ
て（
石
製
円
盤
）の

製
造
場
所
と
推
定
し
て
い
る（
図
15
）。

　

ま
た
報
告
書
で
は
、
出
土
し
た
つ
ぶ
て（
石
製
円
盤
）を
大
き
さ
に
よ
っ
て
大
型
・

中
型
・
小
型
の
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
。
報
告
書
に
区
分
の
サ
イ
ズ
は
示
さ
れ
て
い

が
多
く
、
城
の
機
能
が
盛
ん
だ
っ
た
時
期
を
想
像
さ
せ
る
。

　

さ
て
、
も
う
一
方
の「
大
和
田
陣
屋
跡
」は
、
岩
槻
城
跡
か
ら
綾
瀬
川
・
加
田
屋
川
が

形
成
し
た
低
地
を
六
．
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
西
に
隔
て
た
位
置
に
あ
り
、
芝
川
を

西
に
見
下
ろ
す
大
宮
台
地
中
心
部
の
大
和
田
・
片
柳
支
台
に
占
地
す
る（
図
11
）。
加

田
屋
川
に
よ
る
低
地
部
分
は
近
世
に
見
沼
溜
井
と
し
て
利
用
さ
れ
、
後
に
干
拓
事
業

が
行
わ
れ
た
見
沼
田
圃
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』に
よ
れ
ば
、「
大
和
田
陣
屋
跡
」の
あ
っ
た
大
和
田
村
は
、
戦

国
期
、
伊
達
与
兵
衛
房
実
の
所
領
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
当
地
に
は
、
高

い
土
塁
や
深
い
堀
が
特
徴
の
小
規
模
な
城
跡
が
残
り
、
伊
達
氏
が
徳
川
に
仕
え
て
陣

屋
を
営
ん
だ
こ
と
か
ら「
大
和
田
陣
屋
跡
」と
称
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
発
掘
調
査

を
実
施
し
た
地
点
で
は
、
一
五
世
紀
以
後
の
戦
国
期
の
遺
構
・
遺
物
が
ほ
と
ん
ど
で
、

近
世
に
属
す
る
も
の
が
少
な
い
状
況
か
ら
、
近
世
の
陣
屋
跡
は
南
に
ず
れ
た
地
点
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
調
査
地
に
所
在
す
る
遺
構
群
に
つ
い
て
は
、

房
実
が
在
し
、
伝
承
と
字
名
に
も
残
る「
伊
達
城
跡
」の
可
能
性
が
高
い
。
以
後
、
本

稿
で
は
、
戦
国
期
の
動
向
を
論
点
と
す
る
た
め
、
伊
達
城
跡
と
呼
称
す
る（
註
41
）。

　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』に
は
、
伊
達
房
実
は
、
は
じ
め
北
条
氏
政
に
仕
え
、
の
ち
に
氏

房
に
属
し
た
と
あ
る
。
天
正
一
〇
年（
一
五
八
二
）、
北
条
氏
房
が
岩
槻
城
主
の
太
田

氏
資
の
娘
婿
と
し
て
岩
槻
城
に
入
っ
た
と
き
、
付
け
人
と
し
て
臣
従
し
て
き
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る（
註
42
）。
天
正
一
四
年（
一
五
八
六
）に
は
、
岩
付
の
法
華
寺
に
寺
領
を

寄
進
し
て
、
岩
槻
城
主
太
田
氏
房
の
印
判
状
を
差
し
出
し
て
い
る（【
史
料
一
〇
】）。
こ

の
こ
と
か
ら
、岩
槻
城
家
老
の
職
に
あ
り
、岩
槻
城
の
見
沼
の
対
岸
大
和
田
に
要
害（
伊

達
城
）を
築
い
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
【
史
料
一
〇
】北
条
氏
房
朱
印
状（「
飯
塚
法
華
寺
文
書
」、
戦
国
後
北
条
三
〇
三
二
）

　
　

飯
塚
法
華
寺
領
拾
貫
文
、
春
首
座
出
候
、
寺
内
彼
是
可
致
輝
麗
由
、
手
堅
可
申
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程
度
、
厚
さ
〇
．
七
〜
〇
．
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度（
図
16・17
の
１
〜
３
）に
な
る
。

中
型
の
も
の
は
、
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
忍
器
に
あ
る「
四
方
手
裏
剣
」と
ほ
ぼ
同

じ
大
き
さ
で
、
形
状
は「
鉄
つ
ぶ
て
」（
八
角
形
）に
類
似
し
精
巧
に
作
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
小
型
の
も
の
は
、
大
き
さ
・
形
状
と
も「
鉄
つ
ぶ
て
」に
類
似
し
て
い
る
。
破
片

や
未
成
品
と
報
告
さ
れ
た
も
の
に
は
、「
種
子
」が
彫
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、「
つ
ぶ

て
」が
板
石
塔
婆
を
打
ち
割
っ
て
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る（
図
19
）。

　

報
告
書
で
は
、
中
・
小
型
の
も
の
の
縁
辺
は
丸
味
を
帯
び
る
か
切
断
さ
れ
た
よ
う

に
調
整
が
施
さ
れ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
、
大
型
の
も
の
に
は
鋭
い
刃
部
が
見
ら
れ
る

と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
物
と
実
測
図
を
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
中
に
、
明

ら
か
に
六
角
形
を
指
向
し
た
形
状
を
得
る
た
め
直
線
的
に
切
断
し
た
後
、
角
を
作
り

出
し
、
細
か
い
剥
離
に
よ
っ
て
整
形
し
た
個
体
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る（
図
16
・

17
の
１・
２・
４・５
・
10
）。
サ
イ
ズ
感
も
含
め
、
規
格
性
に
基
づ
く
再
現
性
が
認
め

な
い
が
、
実
測
し
て
み
る
と
、
大
型
の
も
の
は
縦
ま
た
は
横
が
一
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
、
厚
さ
二
．
五
〜
三
．
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度（（
図
16
・
18
の
13
〜
17
）、

中
型
は
縦
横
七
〜
一
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
、
厚
さ
〇
．
八
〜
一
．
三
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
程
度（
図
16
・
17
の
４
〜
12
）、
小
型
は
縦
ま
た
は
横
が
三
〜
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

図 12　岩槻城跡周辺の空中写真
　　　  ソイルマークから堀跡を推定した。昭和 21 年米軍撮影の空中写真を加工。

図 13　岩槻城絵図と竹沢曲輪位置図
  　　　註 38 の文献より引用し、加工。
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一
方
、
報
告
書
が
い
う
大
型
品
に
は
、
直
線
的
な
割
り
取
り
の
痕
は
み
ら
れ
る
が
、

大
き
な
剥
離
が
み
ら
れ
る
部
位
や
向
き
が
ま
ち
ま
ち
で
、
機
能
的
な
位
置
に「
刃
部
」

を
形
成
し
よ
う
と
し
た
意
図
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
割
れ
や
す
い
片
理
に
沿
っ
た

方
向
に
力
を
加
え
て
打
ち
割
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
同
じ
形
状
へ
の
明
確
な
再
現
性
・
規

格
性
の
意
図
も
み
ら
れ
な
い（
図
16
・
18
の
15
と
16
は
似
た
形
に
み
え
る
が
、
打
ち
割

り
方
は
全
く
異
な
り
、
断
面
形
に
は
共
通
点
も
な
い
）。
厚
み
も
素
材
の
板
石
塔
婆
と

全
く
同
じ
で
、
定
型
的
な
個
体
が
、
そ
の
半
分
か
四
分
の
一
程
度
と
な
っ
て
い
る
こ

と
と
大
き
く
異
な
る
。

　

報
告
書
の
大
型
品
は
、
板
石
塔
婆
か
ら
定
型
的
な
完
成
品
を
え
る
た
め
の
工
程
途

中
の
素
材（
母
岩
）も
し
く
は
不
要
部
分
で
、
刃
部
を
造
り
出
し
た
よ
う
に
み
え
る
剥

離
痕
は
、
片
状
剥
離
さ
せ
て
厚
さ
を
調
整
す
る
た
め
に
行
っ
た
大
ま
か
な
剥
離
工
程

ら
れ
、
定
型
的
な
完
成
品
と
み
な
す
べ
き
も
の
だ（
加
工
の
結
果
と
し
て
同
図
の
１
の

よ
う
に
五
角
形
に
似
た
形
状
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
）。
こ
の
こ
と
は
、

後
述
す
る
小
型
品
と
ほ
ぼ
同
サ
イ
ズ
の
陶
片
製
円
盤
の
存
在
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
。 図 14　伊達城跡周辺の空中写真

　　　  ソイルマークから城跡を推定した。昭和 21 年米軍撮影の空中写真を加工。

図 15　伊達城跡（大和田陣屋跡）発掘調査全測図
  　　　註 39 の文献より引用し、文字と遺構説明を追加。
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薄
く
す
る
た
め
に
剝
ぎ
取
っ
た
形
跡
や
、
直
線
的
な
破
断
の
跡
が
み
ら
れ
る
も
の
が

あ
り（
図
21
）、
こ
う
し
た
成
形
方
法
の
想
定
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
緑
泥
石
片
岩
製
の「
つ
ぶ
て
」の
用
途
は
何
か
。
出
土
遺
物

全
体
の
状
況
を
加
味
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

に
よ
る
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
報
告
書
で
は
、
五
号
井
戸
跡
か
ら
出
土
し
た
、
先
端
に
剥
離
痕
跡
が
み
ら
れ

る
棒
状
の
砂
岩（
図
20
）を
板
石
塔
婆
を
加
工
す
る
た
め
の
敲
き
石
と
み
て
い
る
が
、
敲

き
石
の
打
面
剥
離
痕
と
製
品
側
の
剥
離
痕
・
切
断
痕
が
合
わ
ず
、
大
き
さ
か
ら
み
て

も
当
該
製
品
の

剥
離
作
業
に
は

不
向
き
だ
と
み

ら
れ
る
。
直
線

的
な
割
れ
口
を

生
み
出
す
現
在

の「
ト
ン
カ
チ
」

と
呼
ば
れ
る
鉄

製
石
工
道
具
に

類
似
し
た
道
具

で
切
断
し
、「
石

頭
」や「
ビ
シ
ャ

ン
」な
ど
と
呼

ば
れ
る
工
具
に

似
た
道
具
で
細

か
い
調
整
を

行
っ
た
も
の
と

想
像
す
る
。

　

そ
の
他
の
破

片
に
残
る
加
工

痕
を
み
て
も
、

図 16　伊達城跡（大和田陣屋跡）出土の有角型石製平つぶてと未成品、素材実測図　　
　　　  註 39 の文献より引用。
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的
な「
石
礫（
い
し
つ
ぶ
て
）」（
報
告

書
で
は「
打
割
礫
」・
図
24
）が
あ
る

程
度
だ
。

　

伊
達
城
は
、
岩
槻
城
と
と
も
に
豊

臣
軍
の
侵
攻
に
曝
さ
れ
た
と
い
う
。

発
掘
調
査
を
担
当
し
た
小
川
岳
人

は
、
通
常
の
武
器
・
武
具
の
出
土
が

少
な
い
中
、
未
成
品
と
と
も
に
多
量

に
現
地
に
遺
さ
れ
て
い
た「
つ
ぶ
て
」

は
、
高
度
に
管
理
さ
れ
た
通
常
の
武

器
・
武
具
に
対
し
て
、
低
い
管
理
状

態
に
あ
っ
た
臨
時
性
の
高
い
武
器
だ

と
推
し
量
る（
註
43
）。
通
常
の
武
器

が
岩
槻
城
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
た

可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
管
理
状
況
を

推
測
す
る
の
は
難
し
い
が
、
石
製
品

と
し
て
の「
つ
ぶ
て
」の
加
工
状
態
や

形
状
、
出
土
遺
物
全
体
の
状
況
を
加

　
「
つ
ぶ
て
」は
、
先
述
の
と
お
り
五
号
井
戸
跡
・
二
号
溝
跡
周
辺
で
、

破
片
や
素
材
と
と
も
に
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
。
伴
出
し
た
陶
磁
器

（
図
22
・
23
）の
年
代
が
一
六
世
紀
後
半
を
主
体
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
戦
国
末
期
に
何
ら
か
の
目
的
で
短
期
間
に
生
産
さ
れ
た
も
の
と

判
断
で
き
る
。「
つ
ぶ
て
」・
陶
片
製
円
盤
と
陶
磁
器
以
外
の
出
土
遺
物

に
は
、少
数
の
火
縄
銃
の
銃
弾
や
刀
装
具
な
ど
の
武
器・武
具
の
ほ
か
、

利
根
川
中
流
域
で
採
集
さ
れ
る
安
山
岩
を
打
ち
割
っ
て
作
っ
た
一
般

図 17　伊達城跡（大和田陣屋跡）出土の有角型石製平つぶてと未成品、製
作工程で出た破片

　　　  註１の図録より引用。

図 18　伊達城跡（大和田陣屋跡）出土の有角型石製平つぶて粗割り素材   
　　　　註１の図録より引用。

図 19　伊達城跡（大和田陣屋跡）出土石製平つぶて未
成品

　　　  未成品に刻まれた種子キリーク（阿弥陀如来）を示
す梵字が彫られている。板石塔婆を素材にしたこと
がわかる。註１の図録より引用。

図 20　伊達城跡（大和田陣
屋跡）出土の敲き石

　　　  註１の図録より引用。
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た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
も
、
素
材
を
板
石
塔
婆
に
求
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
信
仰
の
対
象
で
あ
っ

た
阿
弥
陀
如
来
等
の
仏（
を
表
す
梵
字
）を
割
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
板
石
塔
婆
の
流

行
は
下
火
に
な
っ
て
こ
そ
い
た
が
、
こ
の
頃
は
ま
だ
建
立
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
板

石
塔
婆
に
込
め
ら
れ
た
宗
教
的
意
義
を
、
城
中
の
将
兵
は
明
確
に
理
解
し
て
い
た
は

ず
だ
。
普
段
な
ら
壊

す
こ
と
な
ど
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
大
軍

に
よ
る
攻
撃
が
避
け

ら
れ
な
い
状
況
が
明

確
に
な
る
等
の
緊
迫

し
た
タ
イ
ミ
ン
グ

で
、
な
け
な
し
の
素

材
を
板
石
塔
婆
に
求

め
、
臨
時
に
製
造
し

た
武
器
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
と
は
い
え
、

石
の
産
出
し
な
い
大

宮
台
地
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の「
つ
ぶ
て
」

を
製
造
し
た
者
た
ち

が
、
適
切
な
加
工
を

行
っ
て
い
る
。
彼
ら

は
、
す
で
に
同
様
の

製
品
を
製
造
す
る
知

味
す
る
と
、「
つ
ぶ
て
」の
用
途
を
武
器
以

外
に
求
め
る
こ
と
は
限
り
な
く
難
し
く
、

小
川
の
考
え
は
支
持
で
き
る
。

　

小
川
は
ま
た
、「
つ
ぶ
て
」や
破
片
が
出

土
し
た
五
号
井
戸
跡
の
埋
没
状
況
と
出

土
位
置
か
ら
、
城
が
廃
城
と
な
っ
て
井

戸
が
埋
没
を
は
じ
め
る
ま
で
の
短
時
間

に
製
造
さ
れ
廃
棄
に
至
っ
た
も
の
と
推

定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
製
造
時

期
を
北
条
氏
房
が
岩
槻
城
に
籠
っ
て
か

ら
豊
臣
の
小
田
原
攻
め
ま
で
の
期
間
と

し
た
上
で
、
豊
臣
軍
を
め
ぐ
る
緊
張
関

係
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
、
岩
槻
城
落
城

に
よ
る
緊
張
状
態
の
解
消
で
廃
棄
さ
れ

た
と
結
論
づ
け
た
。

　

微
視
的
に
み
れ
ば
、「
つ
ぶ
て
」や
破

片
・
素
材
が
伊
達
城
跡
内
に
残
さ
れ
た

理
由
に
は
、
豊
臣
軍
の
動
向
を
見
な
が

ら
製
作
し
て
い
た
期
間
内
に
、
不
要
な

破
片
や
失
敗
作
が
生
じ
、
順
次
廃
棄
し

た
結
果
を
も
考
慮
す
べ
き
だ
。
と
は
い

え
、
適
正
な
製
品
と
み
ら
れ
る
整
っ
た

六
角
形
の
個
体
や
、
ま
た
素
材
と
し
て

使
用
可
能
な
大
き
さ
の
破
片
が
廃
棄
さ

れ
た
の
は
、
岩
槻
城
陥
落
が
契
機
だ
っ

図 21　伊達城跡（大和田陣屋跡）で出土した板石塔婆の破片
　　　直線的な切断痕や割れ口が多く、薄く剥ぎ取られた形跡が明瞭だ。註 39 より引用。

図 22　伊達城跡（大和田陣屋跡）２号溝跡で出土した陶磁器
　　　註 39 より引用。
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か
製
造
で
き
な
い
も
の
で
、
一
般
の
武
士
に
伝
わ
る
武
器
と
は
異
な
る
特
殊
武
器
だ

と
い
っ
て
よ
い
。

　

本
稿
で
は
、
以
下
、
特
殊
武
器
と
し
て
の
伊
達
城
跡
・
岩
槻
城
跡
出
土
の
角
を
も

つ
平
た
い
六
角
形
の「
つ
ぶ
て
」を
、
確
立
し
た
技
術
知
に
基
づ
く
製
作
物（
認
知
構
造

上
の
知
識
に
あ
る
定
ま
っ
た
技
術
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
特
定
の
形
状
の
製
作
物
）と

し
て
、「
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
」（
角
の
あ
る
タ
イ
プ
の
石
製
の
平
つ
ぶ
て
）と
呼
称
す

る
。
回
転
系
投
擲
武
器
の
う
ち
、「
つ
ぶ
て
」に
区
分
し
た
の
は
、
近
世
の
忍
器
の「
鉄

つ
ぶ
て
」に
よ
く
似
て
お
り
、
刺
突
や
切
断
の
た
め
の
刃
部
が
な
く
、
打
撃
を
与
え
る

機
能
し
か
も
た
な
い
か
ら
だ
。
刺
斬
で
き
る
手
裏
剣
と
は
異
な
る
。「
剣
」で
は
な
い
の

だ
。

　

有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
は
、
回
転
さ
せ
て
投
擲
す
れ
ば
、
飛
距
離
と
正
確
な
方
向

性
を
得
や
す
く
、
命
中
し
た
際
に
は
、
均
等
な
中
心
角
に
造
り
出
し
た
複
数
の
角
の

い
ず
れ
か
が
必
ず
当
た
り
、
小
さ
い
力
で
敵
に
強
い
打
撃
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
だ
。

こ
の
こ
と
が
武
器
と
し
て
の
原
理
だ
と
み
ら
れ
、
鉄
つ
ぶ
て
・
平
型
手
裏
剣
に
共
通

す
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
回
転
系
投
擲
武
器
は
、
江
戸
初
期
の
忍
術
伝
書『
玉
成
集
』に「
り
ゆ
う

し
ゆ
け
ん
」（
実
質
的
な
十
字
手
裏
剣
）と
し
て
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
戦

国
期
に
遡
る
伝
世
品
や
戦
争
遺
跡
か
ら
の
出
土
は
皆
無
だ
っ
た
。
有
角
型
石
製
平
つ

ぶ
て
は
、
原
理
を
共
有
す
る
回
転
系
投
擲
武
器
と
し
て
、
鉄
つ
ぶ
て
や
平
型
手
裏
剣

に
つ
な
が
る
唯
一
の
戦
国
期
の
祖
型
だ
と
評
価
で
き
る
の
だ
。

　

全
体
的
な
状
況
か
ら
み
て
、
戦
国
後
期
以
前
に
、
関
東
な
ど
片
岩
産
出
地
に
本
拠

を
置
く
特
殊
武
装
集
団
で
開
発
・
伝
承
し
て
い
た
回
転
系
投
擲
武
器
の
知
識
や
経
験

が
、
存
亡
の
危
機
を
前
に
す
る
な
ど
、
臨
時
的
な
機
会
に
表
象（
製
作
）さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
自
身
が
石
材
加
工
の
知
識
と
技
術
を
保
持
し
て
い
た
の
か
も
知

れ
な
い
が
、
石
工
集
団
に
製
作
委
託
し
た
り
、
石
工
集
団
を
取
り
込
ん
だ
り
し
て
い

識
と
十
分
な
経
験
、
あ
る
い
は
職
能
集
団
の
協
力
を
得
て
い
た
の
だ
。

　

そ
れ
で
は
、
武
器
と
し
て
の「
つ
ぶ
て
」は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

戦
国
期
は
攻
城
戦
・
野
戦
と
も
に
、
遠
距
離
や
遠
い
間
合
い
で
攻
撃
す
る
武
器
が

よ
く
機
能
す
る
た
め
、
銃
砲
や
弓
、
長
柄
武
器
が
主
体
的
に
選
択
さ
れ
た
。
そ
れ
ら

の
主
力
兵
器
に
比
し
て
、
刺
斬
す
る
機
能
の
な
い
石
製
の「
つ
ぶ
て
」の
殺
傷
力
は
非

常
に
小
さ
い
。
こ
れ
を
手
に
し
て
敵
陣
に
向
か
い
、
敵
兵
を
殺
傷
し
よ
う
と
す
る
の

は
あ
ま
り
に
も
非
効
率
的
だ
。
そ
の
形
状
か
ら
み
れ
ば
、
む
し
ろ
接
近
し
た
敵
か
ら

一
瞬
の
間
を
と
っ
て
逃
れ
る
時
間
を
稼
ぐ
た
め
に
、
敵
に
向
か
っ
て
投
げ
つ
け
る
護

身
用
の
投
擲
武
器
だ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
形
状
が
平
板
で
あ
る
た

め
重
ね
て
コ
ン
パ
ク
ト
に
携
帯
で
き
た
。
そ
の
利
点
は
小
さ
く
な
い
。

　

使
用
方
法
と
し
て
は
、
小
型
・
平
盤
で
周
囲
に
角
が
作
り
出
し
て
あ
る
の
で
、
回

転
さ
せ
て
投
擲
す
る
ほ
か
な
い
。
忍
器
の
鉄
つ
ぶ
て
や
平
型
手
裏
剣
同
様
、
回
転
系

投
擲
武
器
だ
と
判
断
で
き
る
。
投
げ
方
は
、
人
差
し
指
を
角
に
か
け
て
親
指
と
中
指

で
挟
み
持
ち
、
小
口
方
向
に
押
し
出
し
て
、
逆
回
転
を
か
け
て
投
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

角
を
尖
ら
せ
す
ぎ
な
い
の
は
、
投
げ
る
際
の
指
へ
の
負
荷
軽
減
や
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
し
や
す
さ
を
求
め
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。

　

伊
達
城
跡
で
出
土
し
た
戦
国
期
の
石
製
武
器
の
代
表
格
で
も
あ
る
通
常
の
礫（
つ
ぶ

て
・
報
告
書
で
は「
打
割
礫
」、
図
24
）と
比
較
す
る
と
、
単
に
打
ち
割
っ
て
サ
イ
ズ
感

を
整
え
た（
割
れ
口
で
敵
を
傷
つ
け
る
目
的
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
）通
常
の

礫
と
は
全
く
異
な
り
、
相
当
な
手
間
を
か
け
た
武
器
だ
と
評
価
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
、

小
笠
原
氏
隆
か
ら
上
泉
信
綱
が
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
兵
法
書『
訓
閲
集
』巻
五「
攻

城
・
守
城
」に
あ
る
伝
統
的
な
石
打
ち
で
の
丸
石
と
も
明
ら
か
に
異
な
る
。
角
を
も
つ

回
転
系
投
擲
武
器
の
原
理
と
そ
の
使
用
法
・
利
点
を
知
る
者
た
ち
が
、
緑
泥
石
片
岩

の
石
材
と
し
て
の
性
質
と
適
正
な
工
具
と
加
工
方
法
を
理
解
し
、
鍛
錬
し
た
上
で
し
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地
に
所
在
す
る
。
現
在
は
関
東
造
盆
地
運
動
と
利
根
川
に
よ
る
河
川
性
堆
積
物
の
被

覆
に
よ
り
、
低
地
的
景
観
を
呈
し
て
い
る
が（
図
25
）、
利
根
川
・
荒
川
東
遷
前
の
戦

国
期
に
は
、
ロ
ー
ム
台
地
上
面
が
湿
地
帯
の
中
に
露
出
す
る
平
城
の
適
地
を
な
し
て

い
た
。
一
五
世
紀
後
半
の
上
杉
氏
と
古
河
公
方
の
争
い
の
中
で
築
城
さ
れ
た
と
さ
れ
、

文
明
三
年（
一
四
七
一
）に
は
、
足
利
成
氏
の
配
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

後
、
上
杉
謙
信
の
第
二
次
越
山
で
上
杉
方
に
与
す
る
も
の
の
、
永
禄
四
年（
一
五
六
一
）

の
上
杉
軍
撤
退
後
は
北
条
氏
配
下
の
城
と
し
て
上
杉
氏
に
対
峙
し
た
。

　

騎
西
城
に
は
三
度
の
戦
闘
の
記
録
が
あ
る
。
永
禄
六
年（
一
五
六
三
）に
は
、
北

条
・
武
田
連
合
軍
に
よ
る
松
山
城（
現
埼
玉
県
吉
見
町
）攻
略
に
対
す
る
報
復
と
し
て
、

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
は
、
携
帯
時
の
安
全
性
と
使
い
捨
て

の
武
器
と
し
て
の
経
済
性
に
も
優
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
近
世
の
鉄
つ
ぶ
て
や
鉄

製
平
型
手
裏
剣
よ
り
実
戦
向
き
で
合
理
的
な
武
器
と
し
て
、
特
殊
武
装
集
団
に
伝
承

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
板
石
塔
婆
を
転
用
し
た
投
擲
武
器
と
み
ら
れ
る
平
た
い
石
製
品
は
、

上
杉
謙
信
軍
を
迎
え
撃
つ
北
条
方
拠
点
と
な
っ
た
騎
西
城
跡（
現
埼
玉
県
加
須
市
）で

も
出
土
し
て
い
る
。

　

騎
西
城
跡
は
、
関
東

平
野
中
東
部
の
加
須
低

図 23　伊達城跡（大和田陣屋跡）５号井戸跡で出土した陶磁器
　　　  註 39 より引用。

図 24　伊達城跡（大和田陣屋跡）で出土した通常の礫（つぶて：
打割礫）

　　　註 39 より引用。
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出
土
場
所
の
堀
は
整
然
と
し
た
畝
堀
で
あ
り
、
基
本
的
に
空
堀
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る（
図
28
）。
他
に
遊
具
の
出
土
は
な
く
、
水
切
の
遊
具
と
す
る
の
は
不
自
然
だ
。
Ｋ

Ｂ
１
４
区
・
１
５
区
に
は
、
上
杉
謙
信
軍
に
よ
る
放
火
の
痕
跡
が
見
ら
れ
、
生
活
用

品
に
混
じ
っ
て
鉄
鏃
や
小
刀
な
ど
の
武
器
も
出
土
し
て
い
る
。
護
身
用
武
器
と
考
え

る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

　

製
造
方
法
や
形
状
・
用
途
か
ら
み
て
、
騎
西
城
跡
の「
石
製
円
盤
」は
、「
無
角
型
石

製
平
つ
ぶ
て
」と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
。
こ
れ
ら
と
岩
槻
城
跡
・
伊
達
城
跡
の
有
角
型
石

製
平
つ
ぶ
て
の
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
石
が
産
出
し
な
い
利
根
川
下
流
沿
川
の
城
々

で
は
、
臨
時
的
な
代
用
武
器
と
し
て
板
石
塔
婆
を
転
用
し
た
回
転
系
投
擲
武
器
が
作

ら
れ
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
製
作
者
た
ち
に
は
、
板
石
塔
婆
の

上
杉
謙
信
軍
の
攻
撃
を

受
け
て
い
る（
第
四
次
越

山
）。
こ
の
と
き
、
城
内

で
の
打
物
戦
に
至
っ
た
と

み
ら
れ
、
戦
闘
遺
物
を
多

く
出
土
す
る
。
ま
た
、
前

稿
で
紹
介
し
た
天
正
二
年

（
一
五
七
四
）の
羽
生
城
忍

び
合
戦
の
際
に
は
、
上
杉

軍
撤
退
間
際
に
古
河
・
栗

橋
・
館
林
・
菖
蒲
・
岩
槻

の
各
城
と
と
も
に
放
火
さ

れ
て
お
り
、
豊
臣
秀
吉
の

小
田
原
攻
め
で
も
攻
撃
さ

れ
て
い
る
。

　

騎
西
城
跡
で
出
土
し
た
石
製
品
は
、「
石
製
円
盤
」の
名
称
で
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
板
石
塔
婆
を
半
分
程
度
の
厚
さ
に
剝
ぎ
、
角
の
な
い
形
状
を
指
向
し
て
加
工
・

成
形
し
た
も
の
だ（
図
26
の
３
・
４・６
・７
）。
大
き
さ
は
、
長
さ
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

余
り
と
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
余
り
の
二
群
に
分
れ
る
。
騎
西
城
跡
出
土
遺
物
の
中
に

は
、
同
じ
く
板
石
塔
婆
を
転
用
し
た
緑
泥
石
片
岩
の
砥
石
や
デ
イ
サ
イ
ト
の
磨
石
も

多
い
が
、
形
状
や
表
面
に
砥
面
が
あ
る
な
ど
異
な
る
用
途
の
製
品
だ
。
出
土
位
置
は
、

城
跡
南
角
の
堀
跡
周
辺（
Ｋ
Ｂ
１
４
区
・
１
５
区
、
図
27
・
28
）の
み
で
あ
っ
た
と
報

告
さ
れ
て
い
る（
註
44
）。

　

報
告
書
で
は
、
そ
の
用
途
に
つ
い
て
、
城
郭
内
の
堀
で
の
出
土
を
根
拠
に
、
武
器

の
代
用
品
や
水
切
り
な
ど
の
遊
戯
に
使
用
し
た
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

図 25　騎西城跡周辺の空中写真
　　　 ソイルマークから城跡を推定した。昭和 23 年米軍撮影の空

中写真を加工。

図 26　騎西城跡出土の無角型石製平つぶて
　　　  註 44 の文献より引用。
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が
要
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
伝
統
的
な
石
打
ち
と
板
状
に
割
れ
や
す

い
石
材
と
し
て
の
緑
泥
石
片
岩
に
対
す
る
知
識
が
あ
れ
ば
、
城
兵
の
認
知
構
造
に
内

在
し
て
い
る
知
識
で
可
能
な
改
良
だ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
板
石
塔
婆
の
製
作
・
建

立
が
身
近
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
知
識
は
形
成
さ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

一
方
で
、
無
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
か
ら
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
へ
の
改
良
に
は
、

先
述
し
た
忍
器
の
鉄
つ
ぶ
て
や
平
型
手
裏
剣
と
同
様
の
原
理
の
情
報
が
必
要
だ
。
戦

国
後
期
の
あ
る
段
階
で
、
無
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
の
知
識
を
持
っ
た
北
条
氏
領
国
東

部
の
特
殊
武
装
集
団
が
、
こ
の
情
報
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
有
角
型
石
製
平

つ
ぶ
て
が
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
く
は
、
原
理
の
知
識

を
開
発
し
た
た
め
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

転
用
に
よ
る
臨
時
的
な
武
器
製
作
と
い
う
同
一
の
認
知
構
造
が
共
有
さ
れ
て
い
た
よ

う
だ
。
し
か
し
、
無
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
は
伝
統
的
な
石
打
ち
の
範
疇
に
入
る
。
石

を
投
げ
る
た
め
に
打
ち
割
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
通
常
の「
礫
」と
大
き
く
異
な
る
も
の

で
は
な
い
。
特
殊
武
器
の
範
疇
に
は
入
ら
な
い
。

　

年
代
的
に
は
、
そ
の
他
の
出
土
遺
物
か
ら
み
て
永
禄
六
年
の
戦
闘
に
と
も
な
う
も

の
の
可
能
性
が
高
く
、
伊
達
城
跡
・
岩
槻
城
跡
の
も
の
よ
り
古
い
。
伝
統
的
な
石
打

ち
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
石
打
ち
の
丸
石
を
改
良
し
て
無
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
が

作
ら
れ
、
無
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
を
さ
ら
に
改
良
し
て
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
が
作

ら
れ
た
と
み
な
せ
る
。
伝
統
的
な
石
打
ち
の
つ
ぶ
て
か
ら
無
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
へ

の
改
良
は
、
恐
ら
く
投
げ
や
す
さ
と
手
近
な
材
料
に
よ
る
武
器
製
造
を
求
め
る
意
識図 27　騎西城跡調査箇所位置図

　　　  註 44 の文献より引用。

図 28　騎西城跡調査箇所全測図
   　　　註 44 の文献より引用。
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有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
へ
の
改
良
を
な
し
た
特
殊
武
装
集
団
は
、
こ
の
製
品
に
他

例
が
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
の
後
も
、
そ
の
製
作
法
・
使
用
法
の
鍛
錬
を
積
ん
で
、

彼
ら
の
中
だ
け
で
伝
承
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
武
器
の
開
発
・
改
良
・
伝
達

シ
ス
テ
ム
は
、忍
び
の
も
つ
忍
器
開
発・改
良・伝
達
シ
ス
テ
ム
に
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、

有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
を
製
造
し
た
者
た
ち
は
、
忍
び
戦
術
の
実
行
に
対
応
で
き
る

特
殊
武
装
集
団
と
同
義
の
集
団
だ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、
有
角
型
石

製
平
つ
ぶ
て
は
、
忍
器
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
も
の
で
、
鉄
つ
ぶ
て
・
鉄
製
平
型
手
裏

剣
の
ル
ー
ツ
の
一
つ
だ
と
考
え
て
よ
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
武
蔵
国
南
東
部
に
分
布
す
る
と
み
ら
れ

る
角
の
な
い
石
製
平
つ
ぶ
て
を「
無
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
」と
呼
称
し
、
同
時
に
、
先

に
挙
げ
た「
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
」に
つ
い
て
も
、
必
要
な
呼
称
と
評
価
し
て
、
以

後
の
論
を
進
め
た
い
。
さ
ら
に
、
有
角
型
・
無
角
型
の
双
方
を
含
む
石
製
回
転
系
投

擲
武
器
の
広
い
概
念
と
し
て
、「
石
製
平
つ
ぶ
て
」の
カ
テ
ゴ
リ
も
用
い
る
こ
と
に
し
て

お
き
た
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
北
条
軍
に
よ
る
忍
び
乗
取
作
戦
の
舞
台
と
な
っ
た
葛
西
城
跡（
現
東
京

都
葛
飾
区
、
地
理
的
・
歴
史
的
な
環
境
等
は
註
４
の
前
稿
参
照
）で
も
、
板
石
塔
婆
の

転
用
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

発
掘
調
査
を
担
当
し
た
谷
口
榮
に
よ
れ
ば
、
葛
西
城
の
中
核
部
分
で
、
井
戸
構
築

材
や
磨
石
・
硯
な
ど
へ
の
転
用
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
拳
大
程
度
の
破
片
が
出

土
し
て
お
り
、
礫（
つ
ぶ
て
）等
の
投
擲
武
器
代
用
品
と
し
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が

あ
る
と
い
う（
註
45
）。
図
29
の
15
・
17
は
堀
覆
土
か
ら
の
出
土
で
、
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
内
外
の
大
き
さ
に
割
れ
て
お
り
、
投
擲
す
る
こ
と
が
可
能
だ
。
し
か
し
、
岩
槻

城
跡
・
伊
達
城
跡
出
土
品
、
あ
る
い
は
騎
西
城
跡
出
土
品
と
比
べ
、
外
形
の
調
整
が

な
い
た
め
回
転
投
擲
に
は
向
か
ず
、
厚
さ
の
調
整
も
み
ら
れ
な
い
。
厚
さ
は
重
さ
の

調
整
要
素
で
も
あ
り
、
投
擲
を
行
う
た
め
の
重
要
な
要
件
だ
。

図 29　葛西城跡で出土した板石塔婆の転用個体及び破片
　　　1 ～ 13：葛西城跡第 6次第 81 号井戸跡構築材（葛西城址調査会 1983）
　　　14 ～ 17：葛西城跡青戸 7-22 第 2 地点 2号堀跡（永越・山城 2001）
　　　18 ～ 20：青戸・葛西城址環七予備調査 3次（葛西城址調査会 1975）
　　　註 45 の文献より引用。
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白
磁
碗
・
天
目
茶
碗
の
底
部
や
擂
鉢
の
体
部
を
打
ち
割
り
、
縦
横
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
程
度
の
四
角
形
・
六
角
形（
に
近
い
形
状
）に
成
形
し
た
も
の
だ（
図
30
・
31
）。

有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
の
小
型
品
と
ほ
ぼ
同
サ
イ
ズ
で
、
必
ず
し
も
整
っ
た
正
多
角

形
を
指
向
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
心
角
を
大
凡
等
し
く
割
っ
た
位
置
に
角

を
設
け
る
形
状
や
成
形
の
考
え
方
は
共
通
し
て
い
る
。
成
形
過
程
で
不
整
な
円
形
に

な
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
伝
統
的
な
土
製
円
盤
の
よ
う
な
円
形
を
指
向
し
た
細
部
調

整
や
周
囲
の
擦
痕・使
用
痕
は
な
く
、
工
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

投
擲
武
器
の「
つ
ぶ
て
」と
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
と
し
た
報
告
書
の
考
え
を
支
持
し

た
い
。

　

小
型
の
器
を
素
材
に
し
た
も
の
は
、
高
台
が
付
く
底
部
を
転
用
し
て
お
り
、
一
定

の
厚
さ
を
も
た
せ
て
い
る
。
白
磁
や
天
目
茶
碗
の
体
部
で
は
薄
す
ぎ
る
た
め
だ
ろ
う
。

厚
さ
が
確
保
で
き
る
擂
鉢
で
は
、
扱
い
や
す
い
体
部
を
選
定
し
て
転
用
し
て
い
る
。

重
さ
と
体
積
が
必
要
な
点
も
、
武
器
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
だ
。
一
方
で
、
当
時
多
量

に
使
用
さ
れ
加
工
も
し
や
す
か
っ
た
か
わ
ら
け
は
、
素
材
に
選
ば
れ
て
お
ら
ず
、
柔

ら
か
く
軽
い
素
材
が
適
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

同
様
の
遺
物
は
、
金
山
城
跡（
現
群
馬
県
太
田
市
）、
博
多
遺
跡
群（
現
福
岡
県
福
岡

市
）、
幡
代
遺
跡（
現
大
坂
府
泉
南
市
）等
に
出
土
例
が
あ
る（
註
46
）。

　

金
山
城
跡
で
は
、
釘
貫
戸
張
地
区
で
二
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
同
地
区
で
は
、

実
城
域
下
に
連
な
っ
て
通
路
・
門
・
溜
井
・
排
水
路
等
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、「
寛
政

金
山
絵
図
」の
記
載
に
あ
る
よ
う
に
、
大
手
道
が
通
る
地
区
と
み
ら
れ
て
い
る
。
二
つ

と
も
瀬
戸
・
美
濃
産
の
天
目
茶
碗
の
厚
い
底
部
を
き
れ
い
に
残
す
よ
う
、
体
部
を
内

側
か
ら
外
側
に
外
す
よ
う
に
打
ち
割
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
平
面
形
は
円
形
を

企
図
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
一
五
〜
一
六
世
紀
の
所
産
の
遺
物
群
に
含

ま
れ
、「
つ
ぶ
て
」と
し
て
加
工
さ
れ
た
の
は
、
一
六
世
紀
以
後
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（
図

32
）。

　

葛
西
城
跡
で
出
土
す
る
板
石
塔
婆
の
転
用
品
は
、
井
戸
構
築
材
が
最
も
特
徴
的
で
、

比
較
対
象
と
し
て
は
適
切
な
資
料
だ
。
井
戸
構
築
材
に
は
集
積
し
た
板
石
塔
婆
を
そ

の
ま
ま
転
用
し
て
お
り
、
設
置
時
の
衝
撃
や
後
の
土
圧
で
割
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

多
く
が
接
合
可
能
な
状
態
の
ま
ま
、
割
れ
口
を
接
し
て
出
土
し
て
い
る
。
基
本
的
に

投
擲
武
器
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
図
29
の
１
〜
１
３
に
示
し
た
が
、
石
材
の
目
に
沿
っ

て
割
れ
て
い
る
た
め
、
多
く
が
斜
め
に
切
断
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
て
い
る
。
一
方
で
、

２・５
の
よ
う
に
劣
化
し
た
部
分
に
沿
う
複
雑
な
割
れ
口
も
あ
り
、
直
線
的
で
切
断
し

た
よ
う
に
み
え
る
も
の
で
も
、
よ
く
見
る
と
３
や
４
の
よ
う
に
調
整
に
よ
ら
ず
に
割

れ
口
が
波
打
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
伊
達
城
跡
出
土
品
と
の
大
き
な
相
違
だ
。

も
ち
ろ
ん
伊
達
城
跡
出
土
品
に
も
、
類
似
の
傾
向
を
認
め
る
破
片
は
あ
る
が
、
明
ら

か
に
直
線
的
な
切
断
痕
あ
る
い
は
微
調
整
に
よ
る
直
線
の
整
形
が
存
在
す
る（
図
17
の

多
く
や
図
18
の
14
・
16
）。

　

ま
た
、
葛
西
城
跡
出
土
品
は
、
大
き
さ
や
形
状
が
さ
ま
ざ
ま
で
、
規
格
性
や
再
現

性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
図
24
の
伊
達
城
跡
出
土「
打
割
礫
」（
通
常
の
礫
）に
き
わ
め
て
近

い
状
況
だ
。
投
擲
武
器
と
い
う
よ
り
、
城
壁
か
ら
転
が
す
礫
等
と
し
て
用
い
た
可
能

性
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
石
製
平
つ
ぶ
て
の
範
疇
に
入
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

　

葛
西
城
跡
は
荒
川
下
流
域
の
石
の
な
い
地
域
に
立
地
す
る
が
、
石
製
平
つ
ぶ
て
の

知
識
は
、
波
及
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
イ
）も
う
一
つ
の
平
型
手
裏
剣
の
ル
ー
ツ「
陶
製
平
つ
ぶ
て
」

　

伊
達
城
跡
で
は
、
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
に
形
状
や
製
作
原
理
が
近
い
陶
磁
器
素

材
の
遺
物
五
点
も
出
土
し
て
い
る
。
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
同
様
、
第
五
号
井
戸
跡
・

第
二
号
溝
跡
か
ら
出
土
し
た
同
時
代
の
遺
物
だ
。
縄
文
時
代
早
期
以
後
の「
土
製
円
盤
」

に
似
た
も
の
で
、
発
掘
調
査
報
告
書
で
は
、「
つ
ぶ
て
」と
し
て
考
察
し
な
が
ら
も
、
名

称
を「
陶
片
製
円
盤
」と
報
告
し
て
い
る
。
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投
擲
す
る
知
識
が
、
平
安
時
代
頃
か
ら
受
け
継
が
れ
、
後
に
平
型
手
裏
剣
を
生
み
出

す
土
壌
を
形
成
し
て
い
っ
た
歴
史
的
な
流
れ
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
残
る
幡
代
遺
跡
は
、
鉄
炮
を
用
い
た
戦
術
で
知
ら
れ
る
紀
州
雑
賀
衆
の
防

衛
線
前
線
に
あ
り
、
織
田
信
長
軍
・
豊
臣
秀
吉
軍
に
よ
る
紀
州
攻
め
の
戦
端
地
に
ほ

ど
近
く
、
進
軍
経
路
上
に
あ
た
っ
て
い
る
。
周
辺
に
は
、
南
北
朝
期
足
利
方
の
臨
時

の
城
郭
と
さ
れ
る
井
山
城
跡
や
大
坂
夏
の
陣
の
際
の
城
と
伝
わ
る
樫
井
城
跡
も
分
布

し
て
い
る
。
幡
代
遺
跡
４
１
６
区
出
土
の
陶
製
品
は
、
近
世
の
所
産
で
用
途
不
明
と

さ
れ
て
い
る
が
、
博
多
遺
跡
群
同
様
に
戦
乱
に
深
く
関
わ
っ
た
場
所
に
あ
り
、
こ
れ

ら
の
陶
製
品
が
武
器
と
し
て
製
作
・
使
用
さ
れ
た
可
能
性
は
低
く
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
伊
達
城
跡
出
土「
陶
片
製
円
盤
」と
同
様
の
遺
物
に
は
、
全
国
的

に
、
戦
乱
地
で
の
護
身
的
な
武
器
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
伊
達
城
跡

で
は
、
特
に
非
常
に
近
い
製
作
原
理
で
作
ら
れ
た
臨
時
的
な
特
殊
武
器
有
角
型
石
製

平
つ
ぶ
て
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、「
陶
片
製
円
盤
」の
う
ち
、
四
角
形（
図

30
・
31
の
５
）・
六
角
形（
に
み
え
る
も
の
）（
図
30
・
31
の
３
・４
）の
資
料
を
護
身
用
の

特
殊
武
器
と
考
え
、「
有
角
型
陶
製
平
つ
ぶ
て
」と
呼
称
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
均
等
な
中

心
角
に
造
り
出
し
た
角
を
も
つ
回
転
系
投
擲
武
器
と
い
う
製
作
原
理
の
共
通
性
か
ら

み
て
、
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
を
製
造
し
た
者
た
ち
の
手
に
な
る
特
殊
武
器
と
思
わ

れ
る
。
忍
器
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
評
価
で
き
る
の
だ
。
鉄
つ
ぶ
て
・
平
型
手
裏

剣
の
も
う
一
つ
の
ル
ー
ツ
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

　

た
だ
し
、
全
国
的
な
視
野
に
立
つ
と
、
陶
製
平
つ
ぶ
て
は
不
整
形
ま
た
は
円
形
で

あ
り
、
工
程
に
も
雑
さ
が
み
ら
れ
る
。
伊
達
城
跡
出
土
品
に
も
同
様
の
も
の（
図
30
・

31
の
１・
２
）が
あ
る
。
形
状
は
打
ち
割
り
の「
な
り
」に
任
せ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え

る
。
そ
れ
ら
は
、
分
布
も
広
く
、
中
世
初
期
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
加
工
し
て
投
げ

や
す
く
し
て
い
る
が
、
伝
統
的
な
石
打
ち
の「
つ
ぶ
て
」と
同
じ
概
念
を
も
つ
特
殊
性

の
高
く
な
い
臨
時
的
な
武
器
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
武
士
の
武
器
と
い
う
よ
り
、

　

博
多
遺
跡
群
で
は
、
打
ち
割
っ
て
成
形
す
る
も
の
を「
瓦
玉
」と
命
名
し
報
告
し
て
お

り
、
削
っ
て
成
形
す
る
該
地
の
土
製
円
盤
と
区
別
し
て
い
る
の
は
本
稿
の
考
え
方
と

同
じ
だ
。
後
述
す
る「
石
球
」と
と
も
に
一
二
世
紀
代
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
の
地
層
で
検

出
さ
れ
た
と
い
う
。
細
か
い
時
期
の
確
定
は
難
し
い
よ
う
だ
が
、明
ら
か
に
灰
釉
陶
器
、

鉄
釉
陶
器
、
磁
器
が
素
材
に
な
っ
た
も
の
が
あ
り
、
伊
達
城
跡
と
同
じ
く
、
中
世
か

ら
近
世
初
期
の
所
産
と
思
わ
れ
る
。

　

博
多
遺
跡
群
の
報
告
書
で
は
、
毬
杖
の「
玉
」や「
手
玉
」・「
穴
一
」等
と
同
類
の
遊
具

の
一
種
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
が
、
遊
具
と
す
べ
き
明
確
な
根
拠
は
示
さ
れ
て
い

な
い
。「
つ
ぶ
て
打
ち
」「
印
地
打
ち
」等
と
呼
ば
れ
る
民
俗
的
な
投
石
儀
礼
が
、
子
供
の

遊
び
や
作
柄
の
豊
凶
を
占
う
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
一
方
で
、
戦
闘
と
し
て
の
投
石

と
遠
く
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る（
註
47
）。
区
別
す
る

の
は
簡
単
で
は
な
い
が
、
歴
史
的
背
景
か
ら
想
像
は
で
き
る
。

　

博
多
遺
跡
群
は
博
多
湾
南
東
部
に
位
置
し
、
大
陸
に
開
か
れ
た
貿
易
港
と
し
て
栄

え
る
一
方
で
、
永
禄
二
年（
一
五
五
九
）に
は
大
友
・
筑
紫
惟
門
の
戦
い
、
永
禄
一
二

年（
一
五
六
九
）に
は
大
友
・
毛
利
の
戦
い
、
天
正
八
年（
一
五
七
四
）に
は
大
友
・
龍
造

寺
の
戦
い
、
天
正
一
一
年（
一
五
六
三
）に
は
大
友
・
島
津
の
戦
い
と
、
博
多
の
富
を

め
ぐ
る
戦
乱
に
繰
り
返
し
巻
き
込
ま
れ
て
き
た
。
天
正
一
四
年（
一
五
八
六
）に
は
島

津
に
よ
る
焼
き
打
ち
で
焼
き
尽
く
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
豊
臣
秀
吉
に
よ
る

天
正
一
五
年（
一
五
八
七
）の
島
津
征
伐
で
は
、
町
割
さ
え
一
変
し
、
そ
の
後
、
朝
鮮

出
兵
の
基
地
と
な
っ
て
い
る
。

　

陶
磁
器
を
用
い
る
簡
単
な
構
造
で
、
類
似
の
製
品
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
同

じ
用
途
と
断
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
瓦
玉
も
石
製
平
つ
ぶ
て
と
同
様
の
臨
時

の
護
身
用
武
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
は
低
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
一
二
世

紀
か
ら
一
三
世
紀
の
所
産
と
報
告
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
元
寇
に
お
け
る
臨
時

的
武
器
が
含
ま
れ
る
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
回
転
さ
せ
て
も
の
を
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認
知
科
学
的
な
側
面
か
ら
み
る
と
、
大
凡
図
33
の
よ
う
な
系
統
樹
が
作
成
で
き
る
。

た
だ
し
、
系
統
樹
は
、
考
古
資
料
と
し
て
確
認
で
き
る
遺
物
の
年
代
的
な
順
序
に
し

た
が
っ
て
お
り
、
実
際
の
初
出
時
期
や
繋
が
り
は
今
後
の
新
資
料
の
蓄
積
に
よ
っ
て

書
き
換
え
ら
れ
て
い
く
べ
き
も
の
だ
。

　

武
器
・
遊
具
と
し
て
の
自
然
石
の
投
石
が
、
伝
統
的
な
武
器
と
し
て
の
石
打
ち
を

生
ん
だ
。
そ
こ
に
は
臨
時
的
な
戦
闘
に
対
す
る
情
報
や
宗
教
的
情
報
が
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。
次
に
、
素
材
の
入
手
し
や
す
さ
や
定
型
化
さ
れ
た
投
げ
や
す
さ
を
求
め

る
情
報
・
知
識
が
、
投
石
す
る
人
々
の
知
識
＝
認
知
構
造
を
再
構
造
化
し
、
無
角
型

陶
製
平
つ
ぶ
て
を
生
ん
だ
。
戦
乱
が
頻
発
す
る
よ
う

に
な
る
と
、
武
器
に
関
す
る
情
報
・
知
識
が
増
大

し
、
同
時
に
手
工
業
の
急
速
な
発
展
が
生
じ
る
と
、

陶
磁
器
を
打
ち

割
る
情
報
が
石

材
を
加
工
す
る

情
報
に
置
き
換

わ
り
、
無
角
型

石
製
平
つ
ぶ
て

を
生
ん
だ
。
中

世
・
戦
国
の
頃

で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
均
等
に

回
転
し
て
く
る

角
を
も
っ
て
常

に
敵
に
ダ
メ
ー

ジ
を
に
与
え
よ

民
衆
に
広
く
受
け
継
が
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
角
の
な
い「
無
角
型

陶
製
平
つ
ぶ
て
」と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
忍
器
と
は
い
え
ま
い
。

（
ウ
） 

忍
器
と
し
て
の
有
角
型
石
製
・
陶
製
平
つ
ぶ
て
の
系
譜

　

さ
て
、
言
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
が
、
伝
統
的
な
石
打
ち
の「
つ
ぶ
て
」か
ら
有
角

型
石
製
・
陶
製
平
つ
ぶ
て
に
至
る
製
作
・
使
用
集
団
の
知
識
の
総
体（
記
憶
）＝
認
知

構
造
の
系
譜
と
変
遷
、
対
応
す
る
投
擲
武
器
の
出
現
と
変
遷
に
つ
い
て
、
整
理
し
て

お
き
た
い
。

図 30　伊達城跡（大和田陣屋跡）で出土した陶製平つぶて
　　　註１の図録より引用。

図 31　伊達城跡（大和田陣屋跡）で出土した陶製平つぶて実測図
　　　註 39 の文献より引用。

図 32　金山城跡釘貫戸張地区で出土した無角型陶製平つぶ
てとみられるものの実測図

　　　註 46 より引用。
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岩
槻
城
の
防
衛
拠
点
で
あ
っ
た
伊
達
城
で
は
、
迫
る
浅
野
勢
を
前
に
、
岩
槻
城
に

籠
る
主
家
伊
達
房
実
や
重
要
人
物
、
子
女
を
護
衛
す
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
検

討
さ
れ
実
行
に
移
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
伊
達
城
に
あ
っ
た
武
器
・
武
具
の
多
く
は
、

伊
達
房
実
と
と
も
に
岩
槻
城
に
籠
る
兵
が
持
参
し
て
お
り
、
伊
達
城
の
防
衛
に
あ
た

る
兵
に
十
分
な
数
・
量
が
残
さ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
豊
臣
軍
で
は
、
北
条
方

の
城
兵
を
討
ち
果
た
し
、
子
女
を
捕
虜
と
し
、
場
合
に
よ
っ
て
成
敗
す
る
方
針
を
と
っ

て
い
た
。
浅
野
長
政
に
よ
る
城
兵
助
命
の
記
録
や（「
浅
野
家
文
書
」『
小
田
原
市
史

一
』）、
子
女
の
助
命
を
条
件
に
抵
抗
を
止
め
る
よ
う
伝
え
た
記
録（「
加
能
越
古
文
叢
」）

が
残
さ
れ
て
お
り
、
人
的
に
も
物
資
の
上
で
も
余
裕
な
く
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
岩
槻

城
と
伊
達
城
の
様
子
が
想
像
さ
れ
る
。

　

伊
達
城
跡
の
有
角
型
石
製
・
陶
製
平
つ
ぶ
て
の
製
造
は
、
こ
う
し
た
緊
急
事
態
の

中
で
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
発
掘
調
査
報
告
者
の
小
川
は
、
そ
の
後
、
岩
槻
城
が

落
ち
た
こ
と
で
緊
張
状
態
が
解
け
、
製
造
し
た
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
が
製
造
場
所

の
周
辺
に
遺
棄
さ
れ
た
と
想
像
し
て
い
る（
註
49
）。
本
稿
で
は
、
製
造
開
始
以
来
の

廃
棄
物
の
累
積
と
戦
の
終
結
に
よ
る
廃
棄
が
あ
っ
た
と
想
定
し
た
。

　

重
要
な
の
は
、
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
が
岩
槻
城
跡
竹
沢
曲
輪
の
発
掘
調
査
で
も

検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
石
材
を
周
囲
の
環
境
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
の

地
域
で
は
、
板
石
塔
婆
は
希
少
な
素
材
の
一
つ
だ
。
岩
槻
城
で
は
、
城
兵
が
板
石
塔

婆
を
得
る
た
め
に
城
外
に
出
る
の
は
、
裏
切
り
の
防
止
等
、
内
外
の
理
由
か
ら
相
当

に
困
難
だ
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
、
岩
槻
城
跡
の
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
は
単
独
の
出

土
で
、
岩
槻
城
内
に
製
造
痕
跡
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
岩
槻
城
跡
出

土
の
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
が
、
伊
達
城
で
製
造
さ
れ
岩
槻
城
に
持
ち
込
ま
れ
使
用

さ
れ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

絶
体
絶
命
の
岩
槻
城
に
、
伊
達
城
か
ら
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
を
持
っ
て
駆
け
付

け
た
者
た
ち
が
い
た
の
だ
。
彼
ら
は
、一
般
の
武
士
と
は
異
な
る
特
殊
武
器
を
開
発
し
、

う
と
す
る
回
転
系
投
擲
武
器
の
情
報
が
加
わ
り
、
有
角
型
石
製
・
陶
製
平
つ
ぶ
て
が

生
ま
れ
た
。
そ
の
後
太
平
の
時
代
に
な
り
、
武
器
が
消
耗
し
に
く
く
な
る
と
、
鉄
製

武
器
が
主
体
と
な
っ
て
、
よ
り
高
い
攻
撃
力
を
求
め
る
情
報
が
加
わ
り
、
忍
器
と
し

て
の
鉄
つ
ぶ
て
・
鉄
製
平
型
手
裏
剣
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

現
在
把
握
し
て
い
る
遺
物
の
状
況
か
ら
は
、
こ
う
し
た
製
作
・
使
用
者
の
認
知
構

造
の
変
遷
と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
投
擲
武
器
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

私
自
身
は
、
有
角
型
石
製
・
陶
製
平
つ
ぶ
て
の
改
良
を
経
て
、
鉄
つ
ぶ
て
・
平
型
手
裏

剣
が
出
現
し
た
も
の
と
想
像
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
有
角
型
石
製
・
陶
製
平
つ
ぶ
て

の
方
が
、
鉄
つ
ぶ
て
・
鉄
製
平
型
手
裏
剣
よ
り
古
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
有

角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
出
現
に
至
る
無
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
の
改
良
の
契
機
に
は
、
認

知
構
造
の
再
構
造
化
を
促
す
新
し
い
知
識
＝
情
報
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
が

既
に
存
在
し
て
い
た
鉄
つ
ぶ
て
や
鉄
製
平
型
手
裏
剣
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と

（
平
型
手
裏
剣
や
鉄
つ
ぶ
て
の
方
が
先
に
存
在
し
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と
）は
考
慮
す

べ
き
だ
。

（
エ
）有
角
型
石
製
・
陶
製
平
つ
ぶ
て
の
作
り
手
と
平
型
手
裏
剣

　

そ
れ
で
は
、
伊
達
城
跡
で
出
土
し
た
有
角
型
石
製
・
陶
製
平
つ
ぶ
て
の
作
り
手
は

誰
か
。

　

先
述
の
と
お
り
、
伊
達
城
は
、
岩
槻
城
家
老
の
伊
達
房
実
の
居
城
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

　

天
正
一
八
年（
一
五
九
〇
）の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
小
田
原
攻
め
の
際
に
は
、
岩
槻
城

主
で
あ
っ
た
北
条
氏
房
が
小
田
原
城
に
詰
め
た
た
め
、
岩
槻
城
に
は
伊
達
房
実
が
入
っ

て
籠
城
戦
を
展
開
し
た
。
し
か
し
、
浅
野
長
政
勢
の
力
攻
め
に
遭
い
、
長
く
は
も
た

ず
落
城
し
た
と
さ
れ
る（
註
48
）。『
北
条
記
』に
よ
る
と
、
多
く
の
配
下
が
討
死
し
た
と

い
う
。
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た
い
。
こ
こ
ま
で
の
推
測

が
正
し
け
れ
ば
、
そ
の
中

に
忍
び
戦
術
を
担
い
、
有

角
型
石
製
・
陶
製
平
つ
ぶ

て
を
作
り
使
っ
た
者
た
ち

が
い
た
は
ず
だ
。

　

大
和
田
村
の
耕
地
の
総

面
積
は
、
検
地
帳
か
ら
起

こ
す
と
合
計
八
〇
町
七
反

七
畝（
他
に
不
作
地
が
九

反
あ
り
）と
な
る
。
名
請

人
に
は
三
五
人
の
名
が
読

み
取
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

実
際
の
耕
作
者
は
八
八
人

だ（
註
51
）。
こ
の
う
ち
一

町
以
上
の
耕
地
を
所
有
し

て
い
る
の
は
一
七
人
で
、

五
町
以
上
の
所
有
者
が
三

人
い
る
。
他
の
七
一
人
に

つ
い
て
は
、
一
六
人
が
五

反
以
上
を
所
有
す
る
も

の
の
、
多
く
が
三
反
未
満

の
小
規
模
事
業
者
で
、
七

人
は
一
反
未
満
の
耕
作
を

行
っ
て
い
た
。

用
い
る
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
、
特
殊
な
訓
練
を
経
た
武
装
集
団
に
属
す
る
者
た
ち
だ
っ

た
。
し
か
し
、
圧
倒
的
な
兵
力
を
誇
る
浅
野
勢
を
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら

の
任
務
は
、
敵
の
殲
滅
や
殺
傷
で
は
な
く
、
伊
達
房
実
を
は
じ
め
と
し
た
城
内
の
人
々

の
保
護
や
救
出
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
特
殊
武
器
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
は
、
迫

る
敵
兵
の
動
き
を
一
時
的
に
止
め
て
時
間
を
稼
ぐ
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
と
き
陶
製
平
つ
ぶ
て
も
、
同
様
に
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
考
え
る
と
、
伊
達
城
で
有
角
型
石
製
・
陶
製
平
つ
ぶ
て
を
作
っ

た
特
殊
武
装
集
団
の
者
た
ち
は
、
伊
達
房
実
の
寄
子
と
し
て
領
地
の
大
和
田
村
に
在

村
し
て
い
た
下
級
武
士
た
ち
が
中
心
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
彼
ら
な
ら
、
当
時
ま

だ
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
板
石
塔
婆
が
建
立
さ
れ
て
い
る
場
所（
お
そ
ら
く
大
和
田
村

内
の
建
立
場
所
）を
知
り
、
板
石
塔
婆
の
破
壊
に
反
対
す
る
者
た
ち
を
抑
え
て
緊
急
に

取
り
集
め
、
あ
る
い
は
伊
達
城
内
の
陶
磁
器
の
在
り
処
を
知
り
、
使
用
す
る
権
限
を

有
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
た
め
だ
。

　

こ
の
岩
槻
城
主
北
条
氏
房
と
伊
達
房
実
、
そ
し
て
配
下
の
特
殊
武
装
集
団
の
関
係

は
、
葛
西
城
忍
び
乗
取
作
戦
を
実
行
し
た
本
田
正
勝
と
配
下
の
同
心
衆
の
状
況
と
似

て
い
る
。
大
名
直
臣
の
武
将
の
配
下
に
、
陪
臣
と
な
る
特
殊
武
装
集
団
が
存
在
す
る

構
図
だ
。
先
述
の
よ
う
に
、
伊
達
房
実
が
北
条
氏
房
に
臣
従
し
て
き
た
こ
と
を
前
提

と
す
る
と
、
こ
の
場
合
の
主
家
は
北
条
氏
房
ま
た
は
伊
達
房
実
、
忍
び
の
指
揮
監
督

者
は
大
和
田
村
の
土
豪
、
実
行
者
は
在
村
武
士
た
ち
と
な
る
。
伊
達
城
は
忍
び
戦
術

実
行
に
対
応
で
き
る
特
殊
武
装
集
団
の
駐
屯
地
候
補
地
で
あ
り
、
彼
ら
が
在
村
し
て

い
た
大
和
田
村
は
、
忍
び
の
本
拠
と
考
え
ら
れ
る
。

　

大
和
田
村
に
は
、
徳
川
家
康
武
蔵
入
府
後
に
行
わ
れ
た
天
正
一
九
年（
一
五
九
一
）

の
検
地
の
記
録「
大
和
田
村
御
縄
打
水
帳
」（
島
村
家
所
蔵
大
和
田
村
文
書
、
さ
い
た
ま

市
指
定
文
化
財
）が
遺
さ
れ
て
い
る（
註
50
）。
今
、
試
み
に
、
そ
の
記
録
か
ら
大
和
田

村
の
実
質
的
な
農
地
所
有
の
状
況
を
概
観
し
、
特
殊
武
装
集
団
の
人
員
を
考
え
て
み

図 33　有角型石製平つぶて・同陶製平つぶての系譜
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ら
の
傭
兵
依
頼
に
備
え
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
ま
た
、
一
反
以
上
五
反
未
満
の

小
作
農
は
二
一
名
、
一
反
以
下
の
零
細
農
民
が
二
六
名
お
り
、
自
作
農
が
抱
え
て
い

た
家
抱
等
の
隷
属
民
も
合
せ
て
、彼
ら
の
中
か
ら
、帰
属
元
の
自
作
農
の
許
し
を
得
て
、

優
れ
た
能
力
に
よ
り
特
殊
訓
練
に
抜
擢
さ
れ
て
い
た
者
も
い
た
は
ず
だ
。
軍
役
を
課

さ
れ
ず
、
か
つ
能
力
に
優
れ
た
者
た
ち
が
、
一
般
の
武
士
と
し
て
の
土
豪
や
自
作
農

ら
と
異
な
る
鍛
錬
を
受
け
て
、
特
殊
武
装
集
団
を
形
成
し
、
指
揮
監
督
の
土
豪
の
下
、

別
動
隊
と
し
て
忍
び
の
任
務
に
当
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
ら
の
中
に
、
有
角
型

石
製
・
陶
製
平
つ
ぶ
て
を
作
り
、
浅
野
勢
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
岩
槻
城
の
救
援
に

駆
け
付
け
た
者
が
い
た
の
だ
ろ
う
。
伊
達
氏
入
部
前
か
ら
、
四
郎
右
衛
門
を
筆
頭
に
、

伊
達
城
に
集
っ
た
彼
ら
が
日
々
特
殊
な
軍
事
技
術
を
鍛
錬
す
る
姿
が
想
像
で
き
る
。

　

と
は
い
え
、
一
次
史
料
に
明
確
な
証
拠
の
見
い
だ
せ
な
い
現
段
階
で
は
、
各
郷
村

の
経
済
事
情
や
寄
親
と
の
関
係
性
の
強
弱
等
に
よ
り
、
軍
役
を
負
っ
た
土
豪
・
自
作

農
と
、
そ
れ
以
外
の
軍
役
を
課
さ
れ
な
い
者
た
ち
が
複
合
的
に
関
わ
る
様
態
で
特
殊

武
装
集
団
を
組
織
し
、
そ
の
中
か
ら
別
動
隊
の
忍
び
の
役
に
就
く
者
が
選
定
さ
れ
て

い
た
と
想
像
す
る
の
が
実
態
に
近
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

な
お
、
こ
こ
で
想
定
し
た
特
殊
武
装
集
団
編
成
の
状
況
は
、
褒
美
と
い
う
形
の
金

銭
的
報
酬
を
目
当
て
に
活
動
し
た
鋳
物
師
、
鉄
炮
鍛
冶
、
刀
工
、
船
衆
、
海
賊
衆
、

石
工
、
番
匠
、
金
属
細
工
人
、
火
薬
製
造
・
鉱
山
経
営
等
の
職
能
集
団
の
生
成
・
興

隆
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
大
名
・
国
衆
が
仲
立
ち
し
た
高
度
な

貨
幣
経
済
に
よ
る
富
の
再
分
配
シ
ス
テ
ム
を
存
立
基
盤
に
し
た
も
の
で
、
忍
び
の
存

在
も
こ
う
し
た
戦
国
の
社
会
ス
テ
ー
ジ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
す
る
。

（
二
）特
殊
武
器
の
ル
ー
ツ
を
探
る
―
撒
菱
の
ル
ー
ツ
―

　

今
回
見
出
し
た
特
殊
武
器
は
、
他
に
も
あ
る
。

　

図
34
は
、
現
東
京
都
八
王
子
市
に
あ
る
八
王
子
城
跡
で
採
集
さ
れ
た
土
製
品
だ
。

　

葛
西
城
乗
取
を
実
施
し
た
本
田
の
忍
び
が
い
た
下
本
田
郷（
現
埼
玉
県
深
谷
市
）の

状
況（
註
52
）と
比
較
す
る
と
、
分
付
地
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
自
立
し
た
農
民
が
多

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
田
畑
が
地
形
に
則
し
て
広
が
る
バ
ラ
ン
ス
よ
い
農
地
で
あ
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

所
有
地
が
一
〇
町
を
越
え
る
農
地
を
所
有
す
る
四
郎
右
衛
門
は
土
豪
と
し
て
、
自

作
農
を
率
い
、
隷
属
す
る
小
作
農
・
家
抱
を
従
え
、
軍
役
の
請
負
い
や
差
配
を
行
っ

て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
同
時
に
忍
び
の
指
揮
監
督
者
と
し
て
も
振
る
舞
っ
て
い
た
可

能
性
が
高
い（
註
53
）。
ま
た
、
畠
を
中
心
に
六
町
を
所
有
す
る
将
玄
・
帯
刀
と
、
田

畑
一
町
以
上
を
所
有
す
る
い
つ
み
・
内
蔵
助
・
五
郎
左
衛
門
・
三
右
衛
門
・
新
七
郎
・

新
二
郎
・
甚
二
郎
・
庄
左
衛
門
・
正
衛
門
・
善
右
衛
門
・
弾
正
・
津
嶋
・
図
書
・
藤

左
衛
門
ら
、
四
郎
右
衛
門
よ
り
下
位
と
み
ら
れ
る
一
六
名
は
、
経
済
的
に
一
定
の
安

定
性
を
も
つ
自
作
農
と
し
て
、
同
居
家
族
や
親
族
と
と
も
に
農
耕
を
行
い
な
が
ら
、

自
ら
武
器
・
武
具
を
調
え
、
土
豪
の
下
で
軍
役
を
担
わ
さ
れ
、
日
常
的
な
鍛
錬（
本
軍

の
兵
士
と
し
て
の
軍
事
訓
練
や
武
術
訓
練
）を
課
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る（
註

54
）。

　

そ
の
一
方
で
、
侍
身
分
に
当
た
ら
ず
軍
役
を
割
り
振
ら
れ
て
い
な
い
小
自
作
農
や

隷
属
民
は
、
臨
時
の
報
酬
を
目
当
て
に
別
動
隊
へ
の
動
員
に
応
え
る
動
機
を
持
つ
。

郷
村
全
体
で
み
た
場
合
、
人
的
な
余
裕
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
側
面
も
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
所
有
地
の
広
さ
と
所
有
者
数
の
関
係
を
み
る
と
、
五
反
を
境
に
明
確
な
所
有

者
数
の
分
布
の
差
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
自
作
・
小
作
の
経
営
形
態
の
境
界
が
あ

る
と
考
え
る
と
、
五
反
以
上
を
所
有
し
小
自
作
農
と
考
え
ら
れ
る
市
右
衛
門
・
市
左

衛
門
・
勘
解
由
・
雅
楽
助
・
撃
・
源
七
郎
・
源
二
郎
・
源
六
・
甚
兵
衛
・
甚
六
郎
・

将
左
衛
門
・
庄
左
衛
門
・
助
二
郎
・
縫
殿
助
・
兵
庫
・
弥
二
郎
ら
一
七
名
は
、
農
耕

に
よ
る
収
入
で
は
生
活
が
手
一
杯
で
あ
る
た
め
、
足
が
速
い
、
夜
目
が
利
く
な
ど
の

優
れ
た
能
力
を
も
つ
場
合
に
は
、
職
業
と
し
て
特
殊
な
武
術
訓
練
を
受
け
、
大
名
か
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程
度
に
爆
発
速
度
を
遅
く
す
る
こ
と
は
可
能
だ
。
し
か
し
、
陶
製
砲
弾
は
正
球
で
サ

イ
ズ
に
規
格
性
が
あ
り
、
射
出
時
の
砲
身
と
の
摩
擦
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

　

対
し
て
、「
素
焼
き
」の
焼
き
物
は
、
単
に
素
地
土
を
構
成
す
る
粘
土
の
結
晶
水
を
抜

い
た
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
長
石
の
融
解
と
再
結
晶
が
生
じ
な
い
た
め
、
非
常

に
脆
い
構
造
を
し
て
い
る
。
通
常
の
発
射
薬
で
射
出
し
た
場
合
、
不
整
な
形
状
の
土

玉
で
は
銃
砲
身
と
の
間
に
強
い
摩
擦
力
が
加
わ
っ
て
破
損
し
、
発
射
薬
の
爆
発
で
砕

け
て
的
＝
敵
ま
で
到
達
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
命
中
し
て
も
貫
通
力
が

な
く
、代
用
銃
砲
弾
に
は
不
向
き
だ
。
鉄
製
砲
身
の
銃
で
素
焼
き
の
弾
を
射
出
し
、狙
っ

た
敵
に
到
達
さ
せ
、
か
つ
倒
す
の
は
難
し
く
、
火
薬
の
浪
費
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

　

ま
た
一
般
に
、
素
材
の

粘
土
は
、
成
形
に
適
し
た

可
塑
性
を
も
つ
固
さ
で
は
、

二
五
％
程
度
の
水
分
を
含
ん

で
お
り
、
焼
成
前
の
乾
燥
段

階
で
、
成
形
時
よ
り
一
割
か

ら
二
割
弱
の
収
縮
が
生
じ

る
。
乾
燥
時
の
収
縮
率
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
い
限
り
、

銃
砲
弾
と
し
て
使
用
で
き
る

規
格
性
は
得
ら
れ
な
い
。
鉱

物
毎
に
調
合
す
る
現
在
の
陶

土
生
産
と
同
程
度
の
方
法
を

用
い
な
い
限
り
、
収
縮
率
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
難
し
く
、

銃
砲
身
に
適
合
し
た
粒
径
を

一
見
し
て
撒
菱
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
機
能
的
な
形
状
を
し
た
も
の
で
、
多
言
を
要

し
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
用
途
を
特
定
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
検
証
が
必
要
だ
。

こ
の
撒
菱
の
確
認
に
至
る
経
緯
を
振
り
返
り
つ
つ
、
検
討
し
て
み
た
い
。

　

き
っ
か
け
は
、
平
成
三
〇
年（
二
〇
一
八
）の
初
夏
、
埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物

館
企
画
展「
越
山
―
上
杉
謙
信
侵
攻
と
関
東
の
城
―
」で
、
戦
国
期
攻
城
戦
の
実
像
の

展
示
を
行
う
た
め
、
各
地
の
城
跡
出
土
の
戦
闘
遺
物
を
探
索
し
て
い
た
時
の
こ
と
だ
。

　

金
山
城
跡
大
手
虎
口
出
土
遺
物
の
中
に
、
銃
砲
弾
の
代
用
品
と
し
て
作
ら
れ
た
と

い
う
土
玉
を
観
察
す
る
機
会
を
得
た
。
太
田
市
の
文
化
財
担
当
者　

島
田
孝
雄
氏
に

よ
る
と
、
八
王
子
城
跡
に
先
例
が
あ
り
、
火
縄
銃
銃
弾
の
代
用
品
や
焙
烙
火
矢
に
詰

め
た
弾
子
と
い
わ
れ
て
い
る
と
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

　

金
山
城
跡
出
土
の
土
玉
は
、
や
や
不
整
な
球
状
の
素
焼
き
の
土
製
品
で
、
軽
く
軟

ら
か
い
印
象
が
あ
っ
た（
図
35
）。
直
径
は
二
．
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
余
り
で
、
代
用
銃

弾
と
し
て
用
い
た
と
す
る
と
、
鉛
の
比
重
を
一
一
．
三
五
で
算
出
し
た
場
合
、
鉛
弾

四
三
グ
ラ
ム
相
当
と
な
り
、
十
一
目
玉
ま
た
は
十
二
目
玉
程
度
の
銃
弾
に
該
当
す
る
。

侍
筒
等
と
呼
ば
れ
る
口
径
の
大
き
な
銃
だ
。
文
化
日
本
前
装
銃
射
撃
連
盟
に
よ
れ
ば
、

六
〜
一
〇
グ
ラ
ム
の
発
射
薬
を
要
す
る
十
目
玉
の
射
撃
で
さ
え
、
銃
が
重
く
反
動
も

強
い
と
さ
れ（
註
55
）、
射
出
時
の
弾
に
相
当
の
衝
撃
が
か
か
る
ク
ラ
ス
の
銃
に
な
る

と
い
う
。

　

か
つ
て
私
は
現
埼
玉
県
行
田
市
の
埼
玉
古
墳
群
鉄
砲
山
古
墳
の
発
掘
調
査
で
、
幕

末
忍
藩
の
角
場（
埼
玉
村
角
場
遺
構
群
、
砲
術
訓
練
所
の
遺
構
）を
検
出
し
、
発
射
痕
・

命
中
痕
の
あ
る
多
量
の
銃
砲
弾
を
扱
っ
た
。
そ
の
際
、
火
縄
式
銃
砲
の
射
出
や
命
中

時
に
鉛
弾
に
加
わ
る
変
形
状
況
を
観
察
し
た
が（
註
56
）、
金
山
城
跡
出
土
土
玉
が
射

出
や
命
中
の
負
荷
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
。

　

幕
末
の
仙
台
藩
で
使
用
さ
れ
た
木
砲
に
、
釉
薬
を
使
用
し
た
陶
製
砲
弾
が
使
用
さ

れ
た
例
が
あ
り（
註
57
）、
黒
色
火
薬
の
調
合
次
第
で
陶
器
製
の
砲
弾
を
射
出
で
き
る

図 34　八王子城跡で採集された土製撒菱
　　　  １・３は棘状の突起を付すもの。突起の多くは欠損している。
　　　  ２は貼りつけた粘土をつまみ出して突起にするもの。
　　　  註１の図録より引用。
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弾
子
と
し
て
展
示
し
た
。
し
か
し
、
疑
い
は
消
え
な
か
っ
た
。

　

令
和
元
年（
二
〇
一
九
）初
夏
、
埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
企
画
展「
戦
国
大
名

は
如
何
に
し
て
軍
需
を
調
達
し
た
か
」に
関
わ
る
調
査
で
、
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
に

う
か
が
い
、
八
王
子
城
跡
の
資
料
に
触
れ
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
際
、
代
用
銃
砲
弾

と
さ
れ
て
い
た
昭
和
三
〇
年
代
発
見
の「
土
弾（
八
王
子
城
跡
で
の
呼
称
、
本
稿
で
は

一
般
的
な
呼
称
と
し
て
土
玉
の
語
を
使
用
し
て
い
る
）」を
観
察
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

八
王
子
城
は
、
天
正
一
〇
年（
一
五
八
四
）頃
の
築
城
と
さ
れ
る
典
型
的
な
山
城
で
、

関
東
平
野
西
縁
を
守
る
、北
条
氏
の
最
も
有
力
な
支
城
の
一
つ
だ
。
築
城
の
背
景
に
は
、

永
禄
一
二
年（
一
五
六
九
）の
武
田
信
玄
に
よ
る
小
田
原
攻
め
と
八
王
子
城
の
前
身　

滝
山
城（
現
東
京
都
八
王
子
市
）へ
の
攻
撃
、
上
杉
氏
・
武
田
氏
と
の
対
立
、
そ
の
後

の
武
田
氏
滅
亡
、
徳
川
氏
の
豊
臣
秀
吉
へ
の
臣
従
な
ど
、
戦
国
後
期
の
目
ま
ぐ
る
し

い
動
き
が
あ
っ
た
。
麓
に
は
石
積
み
を
多
用
し
た
城
主
北
条
氏
照
の
居
館「
御
主
殿
」

を
有
し
、
険
し
い
山
容
を
広
く
利
用
し
た
名
城
の
一
つ
だ
。

　

八
王
子
城
で
実
際
の
戦
闘
が
行
わ
れ
た
の
は
、
天
正
一
八
年（
一
五
九
〇
）六
月

二
三
日
、
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
の
際
の
こ
と
だ
。
城
主
北
条
氏
照
と
主
な
家
臣

が
小
田
原
城
に
籠
っ
た
た
め
、
八
王
子
城
に
は
城
代
横
地
監
物
吉
信
を
筆
頭
に
、
兵

士
の
ほ
か
、
多
く
の
領
民
が
籠
城
し
た
と
い
わ
れ
る
。
上
杉
景
勝
・
前
田
利
家
ら

の
豊
臣
軍
北
国
勢
の
力
攻
め
に
合
い
、
千
人
を
超
え
る
死
者
を
出
し（「
水
戸
松
平
文

書
」）、
一
日
に
し
て
落
城
し
た
と
い
う（
天
正
一
八
年
六
月
二
三
日
付「
豊
臣
秀
吉
朱

印
状
」上
杉
家
文
書
八
四
一
、
天
正
一
八
年
六
月
二
三
日
付「
上
杉
景
勝
感
状
」『
上
越

市
史
別
編
』上
杉
三
三
六
五
）。

　

八
王
子
城
跡
の
土
玉
群
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
そ
れ
ら
の
帰
属（
持

ち
主
・
製
造
主
）を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
八
王
子
城
跡
の
土
玉
に
は
、
鉄
製

砲
弾
や
そ
の
鋳
型
等
、
多
く
の
重
要
な
戦
国
期
遺
物
と
と
も
に
表
面
採
集
さ
れ
た
も

の
と（
図
36
）、
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
も
の（
註
58
）、
大
小
多
数
が
存
在
す
る
。
そ

得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
土
玉
の
粒
径
の
規

格
性
の
な
さ
は
、
強
度
の
疑
わ
し
さ
と
と
も

に
、
代
用
銃
砲
弾
と
す
る
解
釈
を
否
定
す
る

も
の
だ
。
さ
ら
に
、
金
山
城
跡
で
は
代
用
品

と
し
て
の
青
銅
製
銃
弾
が
出
土
し
て
い
る
。

　

も
う
一
方
の
焙
烙
火
矢
の
弾
子
と
い
う
認

識
に
つ
い
て
は
、
本
来
は
焼
薬
玉
を
充
填
し

飛
び
散
ら
せ
て
放
火
す
る
た
め
の
も
の
で
、

本
質
的
に
機
能
が
異
な
る
。
仮
に
焙
烙
火
矢

を
霰
弾
と
し
て
用
い
る
と
し
て
も
、
軟
ら
か

い
素
焼
き
の
土
玉
で
は
不
向
き
で
、
金
山
城

跡
の
地
盤
の
岩
塊
か
ら
得
ら
れ
る
石
片
の
方

が
、
殺
傷
力
に
お
い
て
数
段
優
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
、
銃
砲
で
の
使
用
法
と
し
て
は
、
石
火
矢
と
呼
ば
れ
る
大
型
砲
に
複
数
の

弾
を
込
め
て
射
出
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
寛
永
一
四
年（
一
六
三
七
）一
〇
月
に
始

ま
る
島
原
一
揆
で
は
、
幕
府
軍
が
多
く
の
砲
を
動
員
し
た
。
そ
の
際
、
松
倉
方
の
責

口
に
夜
襲
を
か
け
て
き
た
一
揆
勢
に
向
け
、
柘
角
太
夫
が
大
石
火
矢
に
多
数
の
小
玉

を
詰
め
て
放
ち
、
一
揆
勢
の
攻
撃
を
阻
ん
だ
と
い
う（
松
倉
氏
家
臣
佐
野
弥
左
衛
門
覚

書
）。
土
玉
の
サ
イ
ズ
に
は
各
種
あ
り
、
一
貫
目
玉
の
大
筒
で
あ
れ
ば
、
口
径
が
八
七

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
土
製
品
を
詰
め
て
放
つ
こ
と
は
物
理
的
に
は

可
能
だ
。
と
は
い
え
、
そ
の
ま
ま
込
め
た
の
で
は
発
射
薬
の
燃
焼
ガ
ス
の
圧
力
が
逃

げ
て
し
ま
う
し
、
和
紙
に
包
ん
で
複
数
個
を
一
度
に
射
出
す
る
場
合
も
、
径
が
不
ぞ

ろ
い
で
実
用
に
耐
え
る
と
は
思
え
な
い
。

　

企
画
展「
越
山
」の
際
に
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
知
り
な
が
ら
も
土
玉
の
用
途
を
示

せ
な
か
っ
た
た
め
、
当
時
の
説
に
し
た
が
っ
て
代
用
銃
弾
、
あ
る
い
は
焙
烙
火
矢
の

図 35　金山城跡で出土した土玉
　　　　註１の図録より引用。
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れ
ヒ
ビ
等
な
く
焼
成
さ
れ
て
お
り
、
素
焼
き
製
品
と
し
て
は
良
い
造
り
の
品
だ
。

　

こ
の
形
状
・
構
造
は「
撒
菱
」そ
の
も
の
だ
。
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
に
あ
る

近
世
後
期
の
鉄
製
撒
菱（
図
３
の
22
・
34
）と
は
見
た
目
の
ス
リ
ム
さ
に
違
い
が
あ
る

が
、
平
坦
面
に
置
い
て
、
踏
み
つ
け
る
者
に
痛
撃
を
与
え
る
構
造
は
、
そ
れ
が
同
種

の
武
器
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
本
節
冒
頭
に
挙
げ
た
土
製
の

撒
菱
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。
私
は
、
管
見
の
限
り
、
戦
国
期
の
ど
の
遺
跡
で
も
同
様

の
出
土
遺
物
が
検
出
さ
れ
た
例
を
知
ら
な
い
。
つ
ま
り
八
王
子
城
跡
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

遺
物
な
の
だ
。

　

後
日
あ
ら
た
め
て
当
該
遺
物
の
写
真
撮
影
に
う
か
が
っ
た
折
に
は
、
そ
の
他
の
土

玉
群
の
中
に
、
棘
状
突
起
の
痕
跡
を
も
つ
直
径
一
．
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど（
玉
部

分
の
み
の
径
）の
小
型
品
が
あ
る
の
を
、
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
の
河
津
美
穂
子
氏
よ

り
御
教
示
い
た
だ
い
た（
図
34
の
３
）。
ま
た
令
和
三
年
六
月
に
実
施
し
た
企
画
展
関

連
事
業
の
打
合
せ
の
際
に
は
、
単
純
な
土
玉
だ
と
考
え
て
い
た
も
の
の
中
に
、
同
様

の
突
起
の
痕
跡
を
も
つ
直
径
一
．
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど（
玉
部
分
の
み
の
径
）の

も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
同
市
教
育
委
員
会
の
村
山
修
氏
よ
り
ご
指
摘
い
た
だ
い
た

（
図
36
の
手
前
か
ら
４
列
目
左
端
の
凹
凸
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
資
料
。
本
稿
執
筆
中

に
御
教
示
い
た
だ
い
た
た
め
、
写
真
は
調
査
段
階
の
ま
ま
掲
載
し
た
）。
同
じ
構
造
を

も
つ
資
料
が
四
個
体
も
揃
っ
た
の
だ
。
突
起
の
付
け
方
に
二
つ
の
型
が
み
ら
れ
る
が
、

再
現
性
・
定
型
化
が
確
認
さ
れ
た
今
、
あ
ま
り
に
も
特
殊
な
形
状
で
は
あ
る
が
、
最

早
そ
の
存
在
を
疑
う
余
地
は
な
い
。
と
は
い
え
、
変
わ
っ
た
形
状
の
土
玉
の
存
在
は
、

こ
れ
ら
を
採
集
し
た
小
松
茂
盛
に
よ
っ
て
、
採
集
当
時
の
昭
和
三
〇
年
年
代
に
も
把

握
さ
れ
て
い
た
。「
外
に
機
雷
の
如
き
三
本
の
突
起
の
あ
る
物
、
菱
型
の
物
も
採
集
し

た
り
」と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
土
玉
全
体
の
採
集
状
況
に
つ
い
て「
一
ヶ
所
で

百
ヶ
以
上
の
破
レ
ツ
の
土
弾
が
採
集
」さ
れ
た
と
記
録
し
て
お
り
、
こ
れ
を
試
射
の
痕

跡
と
み
て
銃
弾
と
認
識
し
、「
土
弾
」と
命
名
す
る
に
至
っ
て
い
る（
註
63
）。「
土
製
の
撒

れ
ら
は
、
御
主
殿
跡
と
そ
の
虎
口
周
辺
を
中
心
に
発
見
さ
れ
た（
註
59
、
図
37
〜
40
）。

お
そ
ら
く
多
数
を
同
時
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

御
主
殿
跡
周
辺
で
は
、
青
銅
製
や
鉄
製
の
銃
砲
弾
が
複
数
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
青

銅
製
銃
弾
は
、
蛍
光
Ｘ
線
分
析
の
結
果
、
城
内
で
銅
銭
等
を
素
材
に
し
て
製
造
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る（
註
60
）。
ま
た
、
鉄
製
砲
弾
も
、
鋳
型
の
存
在
か
ら
城
内
で
製
造
さ

れ
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
。
こ
れ
ら
は
城
主
北
条
氏
に
属
す
る
武
器
と
判
断
し
て
よ
い
。

　

敵
軍
攻
め
手
の
上
杉
景
勝
軍
は
、
室
町
将
軍
や
周
辺
大
名
・
国
衆
と
の
関
係
を
通

じ
て
、
ま
た
豊
富
な
金
山
か
ら
の
資
金
と
秀
吉
と
の
関
係
を
背
景
に（
註
61
）、
当
時

需
要
が
急
増
し
て
希
少
に
な
っ
た
国
産
鉛
に
加
え
、
輸
入
鉛
、
輸
入
硝
石
に
よ
る
弾

薬
を
調
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（
註
62
）。
前
田
勢
も
同
様
の
傾
向
だ
っ
た
は
ず
だ
。

　

八
王
子
城
跡
出
土
遺
物
に
は
鉛
製
銃
砲
弾
は
極
少
数
し
か
み
ら
れ
な
い
。
上
杉
勢
・

前
田
勢
に
帰
属
す
る
遺
物
は
少
な
い
。
他
に
出
土
す
る
多
く
の
陶
磁
器
は
破
砕
さ
れ

た
状
態
で
出
土
し
、
焼
け
落
ち
た
建
物
と
と
も
に
被
熱
し
て
お
り
、
北
条
方
の
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
土
玉
群
も
落
城
寸
前
の
八
王
子
城

で
北
条
方
の
兵
士
に
よ
っ
て
携
帯
・
使
用
さ
れ
、
戦
闘
後
、
御
主
殿
付
近
に
投
棄
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
土
玉
群
を
観
察
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
中
に
明
ら
か
に
他
の
土
玉
と
異
な
る

も
の
二
つ
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
径
二
．
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度

の
土
玉
に
四
か
所
の
突
起
が
付
さ
れ
て
い
た
。
突
起
は
、
先
端
を
結
ぶ
線
が
正
四
面

体
を
な
す
位
置
に
均
等
に
貼
り
付
け
ら
れ
、
突
起
を
含
め
た
大
き
さ
は
、
正
四
面
体

の
一
辺
が
二
．
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
っ
た
。
置
い
て
も
投
げ
つ
け
て
転
が

し
て
も
、
必
ず
一
端
が
垂
直
に
上
を
向
く
構
造
だ（
図
41
）。
二
つ
の
土
玉
は
、
突
起
の

付
け
方
が
異
な
っ
て
お
り
、
一
つ
は
玉
に
貼
り
付
け
た
素
地
土
を
つ
ま
み
出
し
て
突

起
を
作
り
出
し（
図
34
の
２
）、
も
う
一
つ
は
欠
損
し
て
は
い
る
が
、
棘
状
の
突
起
を

貼
り
付
け
て
製
作
し
て
い
た（
図
34
の
１
）。
成
形
・
乾
燥
と
も
に
丁
寧
に
行
い
、
割
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図 36　八王子城跡で採集された土玉
　　　　註１の図録より引用。前から４列目左端は突起が剥離した土製撒菱であることがわかった。

図 37　八王子城跡御主殿測量図
　　　　土井義夫・戸井晴夫・村山修　二〇二〇『八王子城
　　　　増補改訂版』八王子市郷土資料館より引用。

図 38　八王子城跡御主殿虎口測量図
　　　　引用元は図 37 に同じ。
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に
針
金
を
数
本
突
出
さ
せ
る
も
の
は
、
八
王
子
城
跡
の
突
起
の
つ
い
た
土
玉
に
似
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
伝
書
の
図
を
観
察
す
る
と
、
基
本
的
に
銃
砲
身
の
内
径
に
合
っ

た
円
筒
形
に
整
え
ら
れ
、
和
紙
で
包
む
な
ど
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
砲
身
の
内

面
に
対
し
て
は
突
出
部
が
な
く
、
発
射
薬
の
燃
焼
圧
を
逃
が
さ
な
い
よ
う
計
算
さ
れ

た
形
状
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
多
様
な
銃
弾
の
現
存
す
る
資
料
群
と
し
て
知

ら
れ
る
近
世
の
井
上
流
御
伝
授
玉
の
一
群（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）か
ら
も
確
認

で
き
る
。

　

八
王
子
城
跡
の
突
起
を
有
す
る
土
玉
で
は
、
ど
の
よ
う
に

し
て
も
突
起
が
砲
身
と
接
し
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
、
突
起
尖

端
の
み
が
接
す
る
構
造
だ
。
土
玉
に
多
く
の
和
紙
を
貼
り
付

け
球
形
に
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
そ
う
し
た
形
跡
は
土
玉

表
面
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
う
し
た
隙
間
の
埋
め
方

は
砲
術
伝
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。
一
回
り
大
き
い
球
形
の
土

玉
と
組
み
合
わ
せ
て
射
出

し
た
可
能
性
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
射
出
時
の

爆
発
に
突
起
の
接
合
強
度

が
耐
え
ら
れ
ず
簡
単
に
外

れ
て
し
ま
う
。
構
造
体
を

作
る
意
味
そ
の
も
の
が
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
棘

状
の
突
起
を
貼
り
付
け
た

個
体
が
多
数
派
で
あ
る
こ

と
か
ら
み
て
、
ど
の
射
出

菱
」と
結
論
付
け
る
前
に
、
検
討
す
べ
き
こ
と
は
ま
だ
あ
る
。

　

戦
国
期
の
銃
砲
弾
に
は
、
変
わ
っ
た
形
状
の
も
の
が
存
在
す
る
。
か
つ
て
、
宇
田

川
武
久
が
詳
し
く
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た（
註
64
）。

　

宇
田
川
に
よ
れ
ば
、
慶
長
年
間
、
小
堀
政
一
が
国
友
の
鉄
炮
鍛
治
に
鉛
玉
を
加
工

し
て
複
数
弾
を
放
つ「
切
玉
」を
発
注
し
た
と
さ
れ（
小
堀
政
一
関
係
文
書
）、
天
正
三
年

（
一
五
八
五
）の
砲
術
伝
書『
玉
こ
し
ら
へ
の
事
』や
文
禄
三
年（
一
五
九
四
）の『
宇
田
流

初
学
抄
』に
は
、
三
角
形
・
四
角
形
の
弾
、
針
金
を
前
方
や
後
方
に
突
出
さ
せ
た
弾
、

針
金
で
複
数
の
弾
を
繋
い
だ
も
の
等
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う（
図
42
・
図
43
）。
特

図 39　八王子城跡御主殿の大型建物の調査状況
　　　　引用元は図 37 に同じ。

図 40　八王子城跡御主殿虎口の調査状況
　　　　引用元は図 37 に同じ。

図 41　土製撒菱の構造
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方
法
も
現
実
的
で
は
な
い
。
変
形
弾
を
考
慮
し
て
も
、
や
は
り
、
銃
砲
弾
と
み
な
す

こ
と
は
難
し
い
。

　

構
造
・
形
状
か
ら
み
て
明
確
な
撒
菱
と
し
て
の
機
能
に
対
し
、
銃
砲
弾
と
す
る
根

拠
を
、
こ
れ
以
上
探
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
疑
い
は
晴
れ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら

の
四
つ
の
突
起
を
も
っ
た
土
玉
を
撒
菱
と
認
定
し
、
以
下「
土
製
撒
菱
」と
呼
称
す
る
。

　

撒
菱
は
、
忍
器
の
中
で
手
裏
剣
に
次
い
で
有
名
な
も
の
の
一
つ
だ
。
古
く
は
、
中

国
陜
西
省
勉
県
定
軍
山
で
出
土
し
た
後
漢
か
ら
三
国
時
代（
三
世
紀
代
）の
青
銅
製
の

も
の（
勉
県
博
物
館
所
蔵
）が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
四
本
の
針
状
の
突
起

を
、
そ
の
先
端
が
正
四
面
体
の
各
頂
点
に
く
る
よ
う
に
配
置
し
た
も
の
で
、
ど
の
よ

う
に
置
い
て
も
一
端
が
必
ず
天
頂
を
向
く
、
一
般
的
な
構
造
を
し
て
い
る（
註
65
）。

　

お
そ
ら
く
日
本
に
も
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
古
い
記
録
は
発
見
さ
れ

て
お
ら
ず
、
詳
し
い
来
歴
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
の
構
造
や
機
能
に
つ
い
て
の
記

述
を
探
せ
ば
、
忍
術
伝
書
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
現
状
で
把
握
で
き
る
範
囲
で
撒
菱
の
来
歴
を
追
求
し
、
土
製
撒
菱
の
忍
器

と
し
て
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
み
た
い
。

　

服
部
家
に
関
わ
る
忍
術
伝
書『
忍
秘
伝
』「
蒔
菱
之
事
」に
は「
家
内
ニ
忍
入
テ
人
ヲ
出

ル
ヲ
防
キ
、
我
退
ク
ニ
便
ヲ
成
ス
ニ
是
ヲ
用
ル
ト
キ
、
鉄
ヲ
以
テ
モ
作
リ
、
又
竹
ヲ

以
テ
モ
作
ル
」と
あ
り
、
図
44
の
と
お
り
挿
絵
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
の
撒
菱

は
、
両
端
を
尖
ら
せ
た
二
本
の
針
金
を
弧
状
に
ま
げ
て
中
央
で
接
合
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
九
〇
度
ひ
ね
っ
た
状
態
で
接
合
す
る
こ
と
で
、
常
に
一
つ
の
尖
端
が
上

部
を
向
く
構
造
が
確
保
さ
れ
る
。
図
下
に「
爪
長
一
寸
五
分
、
是
ハ
鉄
ニ
テ
作
形
ナ
リ
、

又
竹
ヲ
用
ル
ニ
ハ
長
二
寸
程
ニ
切
テ
、
十
文
字
を
貫
先
ヲ
キ
リ
ヲ
キ
ニ
シ
テ
用
ユ
ル

也
」と
書
か
れ
て
お
り
、
鉄
製
ま
た
は
竹
製
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
竹
製

で
は
構
造
が
異
な
る
よ
う
だ
。

　

尾
張
に
伝
わ
る
別
の
忍
術
伝
書『
用
間
加
條
伝
目
口
義
』（
蓬
左
文
庫
）「
菱
結
配
様
之

図 42　『玉こしらへの事』に描かれた変わった形状の
銃弾

　　　  註６４より引用。

図 43　『宇多流玉拵書』に描かれた変わった形状の
銃弾

　　　  註６４より引用。
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州
佐
用
軍
記　

上
』に
は
、
天
正
五
年（
一
五
七
七
）、
播
磨
国
赤
松
氏
が
豊
臣
秀
吉
軍

に
対
し
た
際
、
豊
臣
騎
兵
の
追
尾
を
止
め
る
た
め
、
上
月
城
代
の
高
嶋
七
郎
兵
衛
尉

が「
草
の
袋
に
入
て
持
た
る
鉄
菱
竹
菱
を
退
く
後
細
道
に
百
歩
計
か
程
よ
り
蒔
た
り
け

る
」と
い
う
記
事
が
あ
る
。
豊
臣
軍
の
騎
兵
は
、「
件
之
菱
に
馬
乗
か
け
て
、
忽
馬
倒
れ

人
顛
弥
上
に
落
重
」な
っ
て
、
足
止
め
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
撒
菱
の
構
造
・
使

用
法
や
鉄
菱
・
竹
菱
の
区
別
の
記
述
は
な
く
、
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
紹
介
し
た

に
過
ぎ
な
い
。

　

幕
末
か
ら
明
治
期
に
な
る
と
撒
菱
の
存
在
は
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
安

永
六
年
〜
明
治
二
〇
年（
一
七
七
七
〜
一
八
八
七
）に
刊
行
さ
れ
た『
倭
訓
栞
』に
は
、

「
軍
用
に
い
へ
る
は
、
通
鑑
に
鉄
菱
と
見
え
た
り
」と
あ
る
。
こ
の
記
事
は『
古
事
類
苑
』

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る（
註
67
）。
撒
菱
は
存
在
こ
そ
武
士
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、

詳
細
な
構
造
や
使
用
法
は
武
士
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
く
、
普
及
し
て
い
な
か
っ
た

よ
う
だ
。

　

認
知
科
学
的
な
理
論
に
基
づ
い
て
こ
れ
ら
の
文
献
記
録
の
在
り
方
を
見
る
と
、
武

士
と
忍
び
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
武
器
と
し
て
の
撒
菱
の
重
要
性
や
武
器
カ
テ
ゴ
リ

に
お
け
る
位
置
づ
け
が
よ
く
わ
か
る
。
近
世
初
期
以
来
、
一
般
の
武
士
た
ち
の
認
知

事
」に
は
、「
ヒ
シ
ハ
鉄
ニ
制
シ
、
皮
袋
ヘ
イ
レ
テ
持
行
テ
、
帰
リ
ニ
若
追
カ
ケ
ラ
レ
ン

ト
思
ト
キ
ニ
蒔
捨
テ
カ
エ
ル
也
」と
記
さ
れ
て
い
る
。
敵
を
殺
傷
す
る
こ
と
よ
り
、
逃

げ
る
際
に
敵
の
進
み
を
止
め
る
の
が
使
用
目
的
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に「
急

ナ
ル
ハ
竹
ノ
跡
先
キ
リ
ソ
キ
ニ
同
竹
釘
ヲ
十
文
字
ニ
打
テ
用
ル
ナ
リ
、
口
占
、
釘
ハ

少
シ
炒
ル
ナ
リ
、
又
、
丸
キ
板
ニ
鉄
釘
ヲ
三
本
ツ
ヽ
前
後
打
チ
カ
ヘ
テ
モ
用
ル
ナ
リ
、

此
釘
ハ
一
ヘ
ン
赤
ミ
ソ
付
テ
焼
テ
ミ
カ
キ
タ
テ
ヽ
用
ユ
、
口
占
」と
あ
る
。
臨
時
の
場

合
に
は
、『
忍
秘
伝
』と
同
様
の
構
造
の
竹
製
の
も
の
や
、
鉄
釘
を
用
い
た
便
宜
的
な
構

造
の
も
の
で
代
用
せ
よ
と
さ
れ
て
い
る
。
異
構
造
の
も
の
は
飽
く
ま
で
も
代
用
品
だ
。

　

一
方
、
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
に
み
ら
れ
る
実
在
の
撒
菱
は
、
鉄
菱
に
限
ら

れ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
鉄
板
に
切
り
込
み
を
入
れ
て
四
本
の
和
釘
様
の
針
を
造
っ

て
先
に
逆
り
を
付
し
、
針
の
頂
点
を
結
ぶ
線
が
正
三
角
錐
を
な
す
よ
う
に
曲
げ
整
え

た
も
の
だ
。
古
代
中
国
の
も
の
よ
り
複
雑
で
、
現
在
の
鍛
冶
技
術
で
は
製
造
は
簡
単

で
は
な
い
と
い
う（
註
66
）。
中
之
条
町
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
所
蔵
資
料
の
中
に
は
、

現
代
の
所
産
が
疑
わ
れ
る
も
の
の
、『
忍
秘
伝
』掲
載
図（
図
44
）と
ほ
ぼ
同
じ
Ｕ
字
形
の

針
金
二
本
を
接
合
し
た
も
の
も
存
在
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
よ
う
な
鉄
菱
で
あ
れ
ば
、
踏
み
つ
け
た
敵
に
深
手
を
負
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
忍
術
伝
書
に
あ
る
よ
う
に
、
時
間
稼
ぎ
の
補
助
的
な
武
器
だ
と
す
る
と
、

製
造
に
手
間
が
か
か
り
す
ぎ
実
戦
向
き
で
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
敵
の
動
き
を
一

時
的
に
止
め
る
こ
と
が
目
的
な
ら
、
広
く
撒
い
て
簡
単
に
通
過
で
き
な
く
す
る
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
た
め
、製
法
が
簡
単
で
材
料
が
安
価
な
方
が
望
ま
し
い
。
土
製
撒
菱
は
、

こ
の
点
で
は
優
位
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
忍
術
伝
書
を
除
く
と
、
撒
菱
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
非
常
に
簡
易
な

紹
介
か
軍
記
に
お
け
る
戦
で
の
使
用
状
況
説
明
程
度
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

戦
国
末
期
に
編
纂
さ
れ
一
六
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
た『
日
葡
辞
書
』に
は
、
地
面
に

刺
し
敵
の
通
行
を
困
難
に
す
る
と
の
意
が
み
え
る
。
一
七
世
紀
中
頃
に
成
立
し
た『
播

図 44　『忍秘伝』に掲載された撒菱
　　　　引用元は、「はじめに」に示した。
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そ
れ
で
は
、
土
製
撒
菱
と
と
も
に
発
見
さ
れ
、
他
に
発
掘
調
査
で
出
土
も
し
て
い

る
単
純
な
土
玉
の
用
途
や
製
作
・
使
用
の
主
体
者
に
つ
い
て
は
、
ど
う
考
え
れ
ば
よ

い
か
。

　

土
玉
群
は
、お
お
ま
か
に
大
型
品
と
小
型
品
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
大
型
品
は
、

直
径
三
．九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
が
最
大
で
、以
下
、三
．二
〜
二
．八
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
ま
で
、
連
続
的
な
粒
径
分
布
と
な
っ
て
い
る
。
素
地
土
は
精
製
さ
れ
、
成
形
・

焼
成
と
も
丁
寧
で
、
素
焼
き
製
品
と
し
て
は
堅
く
焼
か
れ
て
い
る
。
土
製
撒
菱
と
同

じ
だ
。
大
型
品
は
、
表
面
に
煤
が
付
い
た
黒
色
の
焼
き
上
が
り
に
も
特
徴
が
あ
る（
図

36
の
主
に
黒
色
の
も
の
）。

　

一
方
、
小
型
品
は
直
径
二
．
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
最
小
の
も
の
が
〇
．
八

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
明
確
な
規
格
性
は
み
ら
れ
な
い
が
、
大
小
あ
る
土
製
撒
菱
と

似
た
大
き
さ
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る（
図
36
の
主
に
酸
化
焼
成
の
も
の
）。

　

こ
れ
ら
は
土
製
撒
菱
と
と
も
に
採
集
さ
れ
て
お
り
、
焼
き
物
の
製
造
工
程
の
性
格

上
、同
時
に
製
造
さ
れ
、同
時
か
つ
多
量
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
特
に
、

同
程
度
の
粒
径
に
製
作
さ
れ
た
小
型
品
の
一
群
に
つ
い
て
は
、
土
製
撒
菱
と
類
似
の

使
用
方
法
の
特
殊
武
器
で
あ
る
可
能
性
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
先
ず
、
小
型
品
の
用
途
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

通
常
戦
国
期
の
城
跡
で
出
土
す
る
土
玉
は
装
飾
品
や
数
珠
玉
で
あ
り
、
各
地
に
散

見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
紐
通
し
孔
の
な
い
球
体
の
土
玉
は
、
関
東
中
心
に
概
観
し
た

と
こ
ろ
で
は
、
戦
闘
が
行
わ
れ
た
八
王
子
城
跡
・
金
山
城
跡
の
ほ
か
、
滝
山
城
跡（
現

東
京
都
八
王
子
市
）程
度
に
し
か
見
ら
れ
な
い（
註
68
）。
戦
闘
関
連
の
遺
物
、
武
器
の

一
種
で
あ
ろ
う
。

　

土
製
撒
菱
と
の
多
量
か
つ
同
時
使
用
の
可
能
性
を
追
求
す
る
と
、
考
え
ら
れ
る
用

途
は
、
撒
菱
と
同
じ
く
敵
前
へ
の
撒
布
に
よ
る
敵
兵
の
足
止
め
で
は
な
い
か
。
急
ぎ

進
む
敵
兵
の
足
を
一
時
的
に
止
め
、
あ
る
い
は
速
度
を
削
ぐ
に
は
、
足
元
に
土
玉
を

構
造（
記
憶
）に
は
撒
菱
の「
概
念
」し
か
な
く
、
製
作
に
足
る
だ
け
の
詳
細
な
情
報
は
伝

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
一
般
の
武
士
に
と
っ
て
は
武
器
の
範
疇
で
は
あ
る
が
、
常
用

す
べ
き
武
器
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
一
方
、
忍
術
伝
書
に
は
詳
細
な
情
報
が
記
さ
れ

て
い
る
。
忍
び
に
と
っ
て
は
重
宝
な
常
用
武
器
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
般
の
武
士
の
間
で
の
詳
細
な
情
報
伝
達
が
な
い
以
上
、
撒
菱
は
近
世
以
前
か
ら
、

忍
び
の
中
で
詳
細
な
情
報
が
伝
達
さ
れ
て
き
た
武
器
だ
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
撒
菱
は
、
ま
さ
に
忍
器
、
忍
び
特
有
の
特
殊
武
器
だ
っ
た
の
だ
。

　

こ
れ
を
前
提
に
す
る
と
、
八
王
子
城
で
土
製
撒
菱
を
用
い
た
特
殊
武
装
集
団
の
活

動
が
見
え
て
く
る
。

　

上
杉
勢
・
前
田
勢
の
侵
攻
を
前
に
、
八
王
子
城
内
で
は
備
え
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
と
き
、
主
な
武
将
が
物
資
を
と
も
な
っ
て
小
田
原
城
に
籠
城
し
た
た
め
、
八
王

子
城
に
十
分
な
武
器
・
武
具
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
圧
倒
的
な
兵
力
を
前
に
し

た
と
き
、
材
料
を
得
や
す
い
補
助
的
な
武
器
を
調
え
た
可
能
性
は
高
い
。

　

土
製
撒
菱
を
準
備
し
た
者
た
ち
は
、
撒
菱
に
特
有
な
正
四
面
体
の
構
造
上
の
原
理
と

使
用
方
法
を
理
解
し
て
お
り
、
か
つ
素
焼
き
の
焼
き
物
の
製
造
に
関
す
る
十
分
な
知

識
と
経
験
を
も
っ
て
い
た（
あ
る
い
は
土
器
職
人
に
製
造
を
委
託
で
き
る
状
況
に
あ
っ

た
）と
考
え
ら
れ
る
。
撒
菱
の
構
造
は
、
忍
び
戦
術
実
行
に
対
応
で
き
る
特
殊
武
装
集

団
特
有
の
知
識
で
、
土
器
の
製
造
法
も
一
般
的
な
武
士
と
は
異
な
る
職
能
集
団
の
知

識
だ
っ
た
。
土
製
撒
菱
の
製
造
に
関
わ
っ
た
者
た
ち
は
、双
方
の
知
識
を
合
わ
せ
持
ち
、

平
素
か
ら
製
作
・
使
用
の
鍛
錬
を
積
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

土
製
撒
菱
は
、
紛
れ
も
な
く
忍
器
の
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る
も
の
で
、
製
造
・
使
用

し
た
者
た
ち
に
、
重
要
な
忍
器
の
一
つ
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
も
の
と
結
論
で
き

る
。

（
三
）特
殊
武
器
の
ル
ー
ツ
を
探
る
―
土
製
撒
玉
―
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土
製
撒
菱
と
同
程
度
の
粒
径
の
小
型
品
と
の
違
い
は
、
粒
径
の
外
、「
燻
し
焼
」（
炭

化
焼
成
）に
よ
る
こ
と
、
半
球
状
に
破
断
し
て
い
る
も
の
や
表
面
に
剥
離
の
あ
る
も
の

が
多
い
こ
と
だ
。
炭
化
焼
成
の
状
況
は
、
破
断
面
や
剥
離
面
の
あ
る
も
の
で
確
認
す

る
と
、
内
部
が
酸
化
焼
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
意
図
的
に
燻
し
た
も
の
だ
と

確
認
で
き
る
。
一
旦
八
〇
〇
度
程
度
の
酸
化
炎
で
素
焼
き
し
て
煤
を
焼
き
切
り
、
そ

の
後
、
冷
ま
し
の
過
程
で
窯
に
薪
を
投
入
す
る
等
し
て
炭
化
焼
成
し
、
表
面
を
黒
色

処
理
し
た
も
の
だ
。

　

ま
た
、
破
断
面
や
剥
離
面
に
は
、
打
点
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
高
速
で
衝
突
し

て
破
裂
し
粉
砕
し
た
形
跡
は
な
く
、
形
状
を
保
っ
た
状
態
で
破
断
し
て
お
り
、
鈍
重

な
力
が
短
時
間
加
え
ら
れ
た
様
子
が
伺
え
る
。
押
圧
に
よ
る
剥
離
・
破
断
に
近
い
状

態
だ（
図
36
左
上
の
破
断
資
料
）。
銃
砲
の
射
出
や
命
中
に
よ
る
破
断
で
は
な
く
、
む

し
ろ
投
擲
に
よ
る
城
内
施
設
の
石
垣
や
石
敷
等
へ
の
命
中
、
も
し
く
は
踏
み
つ
け
た

た
め
に
生
じ
た
剥
離
や
破
断
と
考
え
る
方
が
合
理
的
だ
。

　

発
見
さ
れ
た
場
所
が
土
製
撒
菱
や
土
製
撒
玉（
小
型
の
土
玉
）と
共
通
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
大
型
の
土
玉
も
八
王
子
城
内
で
こ
れ
ら
と
同
時
に
作
ら
れ
、
そ
の
用
途
も

敵
兵
の
足
を
一
時
的
に
止
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
具

体
的
に
は
、
護
身
用
の
投
擲
武
器「
投
げ
玉
」、
も
し
く
は
大
型
の
撒
玉
と
し
て
用
い

ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
小
型
品
の
土
製
撒
玉
に
は
、
破
断
は
み
ら
れ
な
い
の
で
、

投
げ
玉
と
し
て
の
用
途
が
よ
り
支
持
で
き
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
炭
化
焼
成
さ
れ
た
大
型
の
土
玉
を「
土
製
投
げ
玉
」と
し
て
お

き
た
い
。
な
お
、
撒
玉
と
し
て
有
効
な
状
況
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
粒
径
か
ら
み
て
、

屋
外
の
不
整
な
地
盤
へ
の
撒
布
か
も
知
れ
な
い
。
地
面
の
凹
凸
に
対
し
て
、
粒
径
の

大
き
さ
が
効
果
を
発
揮
す
る
。
こ
の
場
合
、黒
色
土
壌
が
表
層
を
覆
う
八
王
子
城
で
は
、

燻
し
焼
に
よ
る
黒
色
処
理
の
保
護
色
効
果
も
強
く
期
待
で
き
る
。
先
述
し
た
小
型
の

土
製
撒
玉
が
単
な
る
酸
化
焼
成
の
素
焼
き
に
よ
る
明
褐
色
な
の
は
、
建
物
内
の
白
木

多
量
に
撒
く
こ
と
で
不
足
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
敵
兵
は
、甲
冑
を
着
用
し
、

鑓
や
刀
・
銃
・
弓
な
ど
の
武
器
、
あ
る
い
は
旗
指
物
等
を
も
ち
、
足
元
は
お
そ
ら
く

草
鞋
ま
た
は
馬
上
靴
で
あ
っ
た
。
固
い
球
に
乗
れ
ば
、
転
倒
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
、

捻
挫
や
骨
折
の
可
能
性
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
安
易
に
踏
み
込
め
ば
非
常
に
痛
く
不

安
定
で
、
容
易
に
進
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
土
製
撒
菱
と
同
時
に
使
用

す
れ
ば
足
裏
に
負
傷
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
だ
。
夜
間
や
建
物
内
の
暗
が
り
で
あ
れ
ば
、

そ
の
効
果
は
絶
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（
註
69
）。
し
か
も
製
造
が
容
易
で
、
構
造

が
複
雑
な
土
製
撒
菱
の
製
造
数
を
抑
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
書
で
は
、
小
型
品
の
一
群
の
用
途
を
、
敵
兵
の
足
元
に

撒
く
こ
と
で
そ
の
足
を
止
め
る
た
め
の
補
助
的
な
武
器
と
推
定
し
、「
土
製
撒
玉
」と
呼

称
す
る
。
こ
の
用
途
の
忍
器
は
近
世
に
は
み
ら
れ
ず
、
戦
国
期
特
有
の
も
の
で
、
後

世
に
繋
が
る
系
譜
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

土
製
撒
玉
も
土
製
撒
菱
同
様
に
、
完
成
さ
れ
た
形
状
で
、
安
定
し
て
製
造
さ
れ
て

お
り
、そ
の
原
理・効
果
や
製
作
方
法・使
用
方
法
を
理
解
し
た
者
た
ち（
集
団
）が
製
造・

使
用
を
担
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
八
王
子
城
の
場
合
、
土
製
撒
菱
と
同
じ
、
忍
び

戦
術
実
行
に
対
応
で
き
る
特
殊
武
装
集
団
が
製
造
・
使
用
し
た
臨
時
的
な
特
殊
武
器

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

右
記
の
こ
と
か
ら
、
粒
径
が
似
る
金
山
城
跡
出
土
の
土
玉
も
、
撒
玉
と
し
て
製
作

さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
金
山
城
が
北
条
氏
に
属
し
た
際
に
、
製
作
方
法

な
ど
の
情
報
が
提
供
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
現
状
で
は
、金
山
城
跡
出
土
資
料
は
、

八
王
子
城
跡
の
も
の
よ
り
不
整
形
で
素
地
土
も
粗
く
、
製
作
者
の
記
憶
＝
認
知
構
造

に
若
干
の
相
違
を
認
め
る
。
た
だ
し
、
そ
の
要
因
は
不
明
だ
。

（
四
）特
殊
武
器
の
ル
ー
ツ
を
探
る
―
土
製
投
げ
玉
―

　

そ
れ
で
は
、
大
型
の
土
玉
の
用
途
は
ど
う
か
。
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本
稿
で
紹
介
し
た
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
・
同
陶
製
平
つ
ぶ
て
、
土
製
撒
菱
、
土

製
投
げ
玉
は
、
原
理
・
構
造
・
機
能
が
実
在
の
忍
器
に
共
通
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

開
発
・
改
良
・
伝
承
の
シ
ス
テ
ム
が
、
戦
国
期
の
一
次
史
料
か
ら
み
た
忍
び
の
様
相
や
、

江
戸
初
期
の
一
次
史
料
・
忍
術
伝
書
の
記
述
に
合
致
す
る
。
さ
ら
に
手
近
な
材
料
を

利
用
し
臨
機
応
変
に
武
器
を
作
る
と
い
う
方
途
も
ま
た
、
戦
国
の
武
士
の
流
儀
や
忍

術
伝
書
の
在
り
方
に
合
致
す
る（
註
72
）。
こ
う
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
れ
ら
の
特

殊
武
器
を
戦
国
期
の
忍
器
、
さ
ら
に
は
近
世
忍
器
の
ル
ー
ツ
と
認
定
す
る
こ
と
に
大

き
な
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
土
製
撒
玉
に
つ
い
て
は
鉄
製
忍
器
に
同
機
能

の
も
の
が
な
く
、
忍
術
伝
書
の
記
載
も
な
い
が
、
こ
れ
ら
と
同
等
に
扱
う
こ
と
は
許

さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
検
証
を
費
や
し
た
が
、
よ
う
や
く
戦
国
期

床
面
で
の
保
護
色
効
果
を
狙
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
先
に
挙
げ
た
博
多
遺
跡
群
の
石
球（
註
70
）

も
投
擲
武
器
と
し
て
の
投
げ
玉
や
大
型
の
撒
玉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
八
王
子
城
跡
の
土
玉
群
に
は
、
他
に
、
玉
の
中
央
に
金
属
製

の
堅
い
軸
や
刃
物
の
茎
を
差
し
込
ん
だ
と
み
ら
れ
る
、
断
面
長
方
形
の
孔
を

も
つ
も
の
が
複
数
存
在
す
る（
図
45
）。
小
さ
い
も
の
は
直
径
二
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
程
度
、
大
き
い
も
の
は
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
、
や
は
り
素
焼
き

の
土
製
品
だ
。
こ
れ
に
両
端
に
刃
部
が
あ
る
刃
物
等
を
差
し
込
ん
だ
状
態
を

想
像
す
る
と
投
擲
武
器
に
な
る
し
、
そ
の
と
き
一
方
の
刃
部
を
地
面
に
突
き

刺
す
と
、
他
方
が
上
方
に
尖
端
を
向
け
る
こ
と
に
な
り
、『
日
葡
辞
書
』に
あ
る

用
法
の
撒
菱
の
一
種
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い（
図
46
）。
形
状
・
粒
径
か
ら

こ
の
資
料
の
用
途
を
特
定
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
土
製
撒
菱
・
土
製
撒
玉
、

あ
る
い
は
土
製
投
げ
玉
と
同
時
に
製
作
さ
れ
、
用
い
ら
れ
た
と
す
る
と
、
撒

菱
か
投
げ
玉
の
一
種
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
同

じ
製
作
集
団
に
よ
る
特
殊
武
器
で
あ
る
の
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。「
有
孔
土
玉
」と
仮
称

し
て
お
こ
う
。
な
お
、
同
様
の
土
玉
は
、
甲
斐
武
田
氏
の
一
族
が
移
り
住
ん
で
居
城

と
し
た
木
崎
城
跡（
茨
城
県
北
浦
町
）で
も
検
出
さ
れ
て
い
る（
註
71
）。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
八
王
子
城
の
戦
い
で
忍
び
の
役
を
担
っ
た
者
が
い
た
と
す
る
文

献
記
録
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
土
製
撒
玉
・
土
製
投
げ
玉
・
有
孔
土
玉
は
、
土

製
撒
菱
と
と
も
に
、
同
一
の
忍
び
戦
術
実
行
に
対
応
で
き
る
特
殊
武
装
集
団
が
製
造

し
使
用
し
た
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
土
製
撒
玉
・
土
製
投
げ
玉
・
有
孔

土
玉
も
、
戦
国
の
忍
器
の
可
能
性
を
も
つ
特
殊
武
器
だ
と
認
定
で
き
る
。

六　
　

特
殊
武
器
と
忍
び

図 45　八王子城跡で採集された有孔土玉

図 46　有孔土玉の撒菱としての推定使用法
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忍
器（
の
ル
ー
ツ
）を
携
え
た
特
殊
武
装
集
団
は
、
攻
め
寄
せ
る
大
軍
を
前
に
、
落

城
寸
前
の
城
で
命
を
懸
け
て
人
々
の
護
衛
を
務
め
た
。
傭
兵
や
陪
臣
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
彼
ら
に
は
忠
誠
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
彼
ら
は
褒
美
の
金
銭
を

目
的
に
参
戦
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
武
士
の
心
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
だ
。
一

次
史
料
の
明
確
な
証
拠
が
ほ
と
ん
ど
な
い
中
、
戦
国
の
忍
び
を
反
体
制
の
者
た
ち（
悪

党
）と
す
る
伝
統
的
な
見
方
に
は
再
考
が
必
要
だ
。
彼
ら
が
地
域
的
な
集
団
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
発
生
・
存
続
に
個
別
の
事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
だ
。

　

太
平
の
世
が
訪
れ
た
と
き
、
戦
国
の
忍
び
の
末
裔
が
忍
術
伝
書
で
正
心
を
説
い
た

の
は
、
士
官
先
へ
の
ア
ピ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
戦
乱
の
中
の
記
憶
と
誇
り
が
そ
の
根

底
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

付
編　

本
田
氏
館
の
比
定
地
に
つ
い
て

　

忍
び
の
母
体
と
な
っ
た
特
殊
武
装
集
団
の
本
拠
の
例
と
し
て
、
本
稿
で
も
幾
度
か

言
及
し
た
本
田
氏
館
跡
に
つ
い
て
、
前
稿
で
は
、
現
在
も
土
塁
や
堀
が
残
る
上
本
田

郷
内
の「
本
田
館
跡
」ま
た
は「
本
田
城
跡
」と
呼
ば
れ
る
遺
構
を
比
定
地
と
し
た（
註

75
）。
し
か
し
、
文
禄
四
年（
一
五
九
五
）の
検
地
帳「
上
下
本
田
郷
御
縄
打
水
帳
」（「
真

下
喜
一
家
文
書
」・「
中
島
俊
一
家
文
書
」）の
記
録
で
は
、
本
田
氏
宗
家
の
主　

本
田
右

近
の
所
有
地
・
屋
敷
地
は
下
本
田
郷
内
に
あ
る
。
前
稿
で
説
明
が
不
足
し
、
本
稿
で

も
言
及
し
た
た
め
、
本
田
氏
の
本
拠
に
つ
い
て
簡
単
に
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　
『
川
本
町
史
通
史
編
』（
川
本
町
編　

一
九
八
九
）で
は
、
本
田
氏
屋
敷
の
縄
除
け
地

を
示
し
た
絵
図（
図
47
、
本
田
瑛
男
家
所
蔵
絵
図
）か
ら
屋
敷
地
を
下
本
田
郷
内
の
本

田
氏
居
住
地
に
比
定
し
て
い
る
。『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』に
は
、
旧
家
本
田
親
常
子
孫

の
五
郎
兵
衛
屋
敷
の
記
述
が
あ
り
、
文
禄
の
検
地
で
縄
除
け
さ
れ
た
と
さ
れ
、
絵
図

の
記
載
と
一
致
す
る
。
当
該
地
に
は
、そ
の
後
も
本
田
家
が
継
続
し
て
居
住
し
て
い
る
。

に
忍
器
と
認
定
で
き
る
特
殊
武
器
を
確
認
し
た
の
だ
。

　

た
だ
し
、
前
稿（
註
73
）で
規
定
し
た「
忍
び
」の
定
義
か
ら
、「
忍
び
」の
語
が
人
を
表

す
の
は
、
忍
び
戦
術
を
任
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
た
め
、
特
殊
武
器
を
使
用
し

た
者
た
ち
は
、
正
確
に
い
え
ば
忍
び
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
忍
び
戦
術
実
行
に
対
応

で
き
る
特
殊
武
装
集
団
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
本
稿
で
は
、
忍
器
と
み
ら
れ
る
特
殊
武
器
に
接
近
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
を
作
り
用
い
た
特
殊
武
装
集
団
の
正
体
に
つ
い
て
も
で
き
る
限
り
追
及
し
た
。
本

文
中
に
示
し
た
よ
う
に
、
特
殊
武
器
の
分
布
範
囲
は
単
独
の
城
郭（
八
王
子
城
跡
）や

単
独
の
武
士
と
配
下
が
関
わ
っ
た
城
郭
群（
岩
槻
城
跡
と
伊
達
城
跡
、
あ
る
い
は
八
王

子
城
跡
と
滝
山
城
跡
）に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
忍
器
を
作
り
使
っ
た
特
殊
武
装
集
団
は
、

地
域
的
な
集
団
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
前
稿
同
様
、
在
地
の
土
地

所
有
状
況
か
ら
、
彼
ら
の
構
成
員
を
推
測
し
た
。
文
献
記
録
か
ら
の
手
が
か
り
が
少

な
い
た
め
、
考
古
学
的
な
方
法
と
の
併
用
に
な
っ
た
が
、
こ
の
方
向
性
は
大
き
く
間

違
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
今
後
の
検
証
・
批
判
に
よ
る
前
進
を
望
み

た
い
。

　

手
裏
剣
投
げ
は
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
小
説
や
映
画
で
作
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で

あ
る
、
と
い
う
発
言
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
先
に
記
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
最
近

の
書
籍
で
は
、
明
治
時
代
以
降
、
忍
者
像
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
、
古
武
術
の
手
裏

剣
術
が
忍
者
と
結
び
つ
い
た
と
説
明
し
て
い
る（
註
74
）。

　

し
か
し
、
本
稿
で
示
し
た
と
お
り
、
幕
末
の
忍
び
の
中
に
は
、
平
型
手
裏
剣
を
投

げ
鍛
錬
し
た
者
た
ち
が
い
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
戦
国
期
の
忍
び
た
ち
の
中
に
も
、
平

型
手
裏
剣
の
ル
ー
ツ
と
い
え
る
有
角
型
石
製
平
つ
ぶ
て
を
投
げ
、
土
製
撒
菱
を
撒
い

た
者
た
ち
が
い
た
と
み
ら
れ
る
の
だ
。
今
後
、
同
様
の
資
料
の
確
認
・
観
察
を
進
め
、

個
々
の
忍
器
の
機
能
を
示
す
構
造
を
明
確
に
記
し
た
実
測
図
の
作
成
を
実
施
し
、
戦

国
期
・
江
戸
期
そ
れ
ぞ
れ
の
忍
器
の
系
統
や
関
係
性
を
把
握
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。
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其
形
在
、
要
害
ノ
地
ニ
ア
ラ
ス
、
平
原
ノ
中
央
四
方
山
ナ
シ
川
ナ
シ
岡
ナ
シ
、
是
ハ

応
安
二
年
二
月
上
杉
朝
房
、
畠
山
左
エ
門
佐
得
本
等
ノ
跡
ニ
ヤ
。」と
あ
る（
下
本
田
の

屋
敷
地
は
北
が
荒
川
に
接
し
て
い
る
）。『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』で
は
、
方
二
町
の
土

塁
に
囲
ま
れ
た
陣
屋
跡
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
録
に
照
合
で
き
る
現
地
の

遺
構
は
、
前
稿
に
挙
げ
た
上
本
田
郷
の
本
田
館
跡（
本
田
城
跡
）の
他
に
な
い
。
南
西

に
は
陣
屋
と
み
ら
れ
る
遺
構
も
確
認
さ
れ
て
い
る（
註
76
）。
現
在
、
こ
の
遺
構
は
室

町
期
に
構
築
さ
れ
た
本
田
氏
の
居
所
、
あ
る
い
は
鎌
倉
期
の
本
田
近
常
の
館
跡
と
し

て
周
知
さ
れ
て
い
る
。

　

表
層
の
状
況
と
ソ
イ
ル
マ
ー
ク
か
ら
み
て
、
こ
の
遺
構
は「
平
原
中
央
」か
ら
北
に

離
れ
た
荒
川
段
丘
崖
ま
で
広
が
る
可
能
性
が
あ
り
、
要
害
的
要
素
も
備
え
て
い
る
。

ま
た
、
東
に
菅
谷
城
か
ら
北
上
す
る
南
北
陸
路
に
接
し
、
北
に
は
松
山
城
か
ら
荒
川

沿
い
に
鎌
倉
街
道
の
寄
居
渡
河
点
に
至
る
東
西
陸
路
が
あ
る
。
近
世
の
記
録
に
よ
れ

ば
、
南
北
陸
路
の
荒
川
岸
に
は
、
対
岸
の
田
中
村
ま
で
荒
川
を
渡
る
上
松
ノ
渡（
植
松

の
渡
）も
存
在
し
て
い
た（『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』等
）。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
み
て
、
戦
国
期
の
本
田
氏
が
、
水
陸
交
通
路
を
押
え
、
本
田

郷
全
体
を
統
治
す
る
城
館
と
し
て
、
前
稿
で
紹
介
し
た
本
田
館
跡（
本
田
城
跡
）を
入

会
地
に
築
き
居
住
し
て
、
下
本
田
郷
の
屋
敷
は
空
け
て
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。

　

現
状
で
の
見
方
に
す
ぎ
な
い
が
、
改
め
て
記
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
本
田
の
忍

び
に
対
応
し
た
特
殊
武
装
集
団
の
能
力
を
考
え
る
際
、
川
舟
を
用
い
る
戦
技
が
含
ま

れ
て
い
た
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
前
稿（
註
77
）で
、
本
田
部
隊
に
よ
る
忍
び
戦
術
の
実
行
時
期
に
つ
い
て
、

四
月
を
春
、
八
月
を
夏
と
記
し
て
し
ま
っ
た
が
、
暦
に
沿
え
ば
前
者
が
夏
、
後
者
が

秋
の
誤
り
で
あ
っ
た
。
謹
ん
で
訂
正
し
た
い
。

し
か
し
、『
川
本
町
史
通
史
編
』自
身
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
比
定
地
は
検
地
帳
に

「
本
田
右
近　

持
」と
あ
り
、
右
近
の
持
ち
分
で
あ
っ
た
が
居
所
で
な
か
っ
た
こ
と
が

明
示
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
江
戸
中
期
の
史
家
福
島
東
雄
に
よ
る『
武
蔵
志
稿
』に
は「
本
田
屋
敷
ト
云
所

ア
リ
、
近
常
カ
居
跡
ト
ナ
シ
地
形
崩
テ
不
詳
。
陣
跡
ア
リ
、
上
下
本
田
入
会
ノ
原
ニ

図 47　縄除け状況を記した下本田郷の本田氏屋敷絵図
　　　　『川本町史通史編』（川本町編　一九八九）より引用。
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（
７
）中
島
篤
巳
註
訳　

二
〇
一
五『
完
本　

萬
川
集
海
』国
書
刊
行
会

（
８
）吉
田
豊
編　

一
九
六
八『
武
道
秘
伝
書
』徳
間
書
店
な
ど
に
よ
る
。

（
９
）佐
藤
強
志　

二
〇
一
八『
そ
ろ
そ
ろ
本
当
の
忍
者
の
話
を
し
よ
う
』株
式
会
社
キ
ャ
ン
ビ
ッ
ト

（
10
）周
藤
千
尋
ほ
か　

二
〇
一
六『
Ｔ
ｈ
ｅ　

Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｊ
Ａ　

忍
者
っ
て
ナ
ン
ジ
ャ
！
？
公
式
ブ
ッ
ク
』角
川
書
店
、
藤
田
西
湖　

一
九
六
四『
図
解
手
裏
剣
術
』井
上
図
書
に
よ
る
。
藤
田
は
甲
賀
流
忍
術
一
四
世
を
自
称
し
、
忍
術
を
学
び
研
究
し
た
。
忍
術
の
授

受
・
修
行
等
の
経
歴
の
主
張
に
問
題
が
あ
る
が
、
武
術
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
傾
聴
す
べ
き
部
分
も
あ
る
。
な
お
、『
萬
川
集
海
』

に
掲
載
さ
れ
る
忍
器
の
構
造
や
使
用
法
は
、
相
磯
洋
一　

二
〇
〇
三「『
萬
川
集
海
』に
見
る
忍
器
の
デ
ザ
イ
ン
的
考
察
」『
安
田
女

子
大
学
紀
要
』三
一
に
詳
し
い
。
本
稿
で
は
、
近
世
の
忍
術
伝
書
上
の
忍
器
の
構
造
を
対
象
と
し
な
い
た
め
、
詳
細
は
当
該
文
献

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
11
）二
〇
一
九
年
八
月
一
一
日
か
ら
一
八
日
ま
で
群
馬
県
東
吾
妻
町
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た「
日
本
最
大
級　

忍
者
の
武
器
・
道
具
大
展
示
会
」会
場
で
、
八
月
一
四
日
に
山
岸
氏
ご
本
人
か
ら
私
自
身
が
直
接
聴
取
し
た
。

（
12
）三
重
大
学
山
田
雄
司
氏
に
も
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
13
）田
村
栄
太
郎　

一
九
八
八『
考
証　

忍
者
物
語
』雄
山
閣
に
、
先
行
研
究
が
あ
る
。

（
14
）後
述
す
る
福
井
藩
松
平
家
の
忍
び
は
、
道
中
の
警
護
と
そ
れ
に
と
も
な
う
急
な
情
報
収
集
が
任
務
で
あ
り（
註
２
２
参
照
）、

同
様
の
役
が
想
像
さ
れ
る
。

（
15
）山
田
雄
司　

二
〇
二
〇「
松
江
藩
の
忍
者
」忍
者
・
忍
術
学
講
座
二
〇
二
〇
年
度
前
期
第
６
回
、
同　

二
〇
二
一「
伊
賀
・
甲

賀
の
忍
び
と
忍
び
研
究
の
現
状
」埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
企
画
展
関
連
講
演
会
の
講
演
及
び
同
資
料

（
16
）佐
藤
三
郎　

一
九
七
五『
庄
内
藩
酒
井
家
』中
央
書
院

（
17
）上
田
哲
也　

二
〇
二
〇「
熊
本
藩
細
川
家
の
忍
び
」『
忍
者
研
究
』第
三
号　

国
際
忍
者
学
会

（
18
）高
尾
善
希　

二
〇
二
〇『
川
越
城
下
か
さ
ね
地
図
』文
星
舎　

櫻
井
印
刷
所
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）戸
部
新
十
郎　

二
〇
〇
一『
忍
者
と
忍
術
』中
央
公
論
新
社
、
山
田
雄
司　

二
〇
一
六『
忍
者
の
歴
史
』角
川
選
書
、
佐
藤
強
志

　

二
〇
一
八『
そ
ろ
そ
ろ
本
当
の
忍
者
の
話
を
し
よ
う
』

（
20
）埼
玉
県　

一
九
八
九『
埼
玉
県
史　

通
史
編
４
』

（
21
）山
口
正
之　

一
九
六
三『
忍
者
の
生
活
』雄
山
閣

（
22
）長
野
栄
俊　

二
〇
一
八「
福
井
藩
の
忍
者
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」『
忍
者
研
究
』第
一
号　

国
際
忍
者
学
会

（
23
）註
22
の
文
献
に
同
じ
。
大
正
四
年（
一
九
一
五
）成
立
の「
福
井
藩
役
々
勤
務
雑
誌
」の
記
事
を『
福
井
藩
史
事
典
』（
一
九
七
七
、

歴
史
図
書
社
）か
ら
引
用
と
あ
る
。

（
24
）『
萬
川
集
海
』に
は
二
〇
〇
を
超
え
る
火
器
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
忍
秘
伝
』も
巻
之
一
に
は
冒
頭
部
分
に
火
術
と
火
器
の
記

述
が
あ
り
、
巻
之
三
の
忍
器
の
項
で
も
頭
書
部
分
に
は
火
器
の
解
説
が
並
ん
で
い
る
。

　

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
以
下
の
方
々
か
ら
多
く
の
御
教
示
や
御
協
力
を
い
た
だ

い
た
。
お
名
前
を
記
し
、
謝
意
を
表
す
も
の
と
す
る
。

新
井
浩
文　

加
藤
光
男　

河
津
美
穂
子　

木
津
俊
夫　

佐
々
木
建
策　

佐
藤
貴
浩　

佐
野
正
晴　

澤
柳
秀
実　

柴
崎
純
子　

島
田
孝
雄　

関
根
俊
雄　

高
尾
善
希

谷
口
榮　

近
田
雄
一　

中
村
陽
平　

中
村
渉　

西
山
浩
市　

村
山　

修　

柳
沢
誠　

山
田
雄
司　

山
口
通
喜　

吉
丸
雄
哉　

渡
辺
俊
経

川
越
歴
史
博
物
館　

東
北
大
学
附
属
図
書
館　

中
之
条
町
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館　

前
橋
市
立
図
書
館（
敬
称
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
）

註（
１
）「
忍
者
」を「
に
ん
じ
ゃ
」と
す
る
読
み
は
、
昭
和
三
〇
年
代
末
期
の
所
産
で
あ
る
た
め
、
戦
国
期
を
対
象
と
す
る
本
稿
で
は「
忍

び
」と
称
す
る
。
詳
細
は
岩
田
明
広　

二
〇
二
一
年
度
埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
企
画
展
図
録「
実
相　

忍
び
の
者
」の
と
お

り
。
た
だ
し
、
現
代
の
事
象
に
関
す
る
表
記
で
必
要
な
場
合
は
、「
忍
者
」の
語
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。

（
２
）阿
刀
弘
史　

二
〇
一
一「「
忍
者
」研
究
の
現
状
と
課
題
」『
紀
要　

設
立
四
〇
周
年
記
念
号
』財
団
法
人
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協

会
に
よ
る
。
前
稿（
註
４
の
文
献
）で
示
し
た
と
お
り
、
忍
び
は
、
夜
間
の
潜
入
・
乗
取
・
放
火
等
を
行
う
軍
の
戦
術
と
、
そ
の
役

を
命
じ
ら
れ
た
人
や
集
団
を
指
す
語
で
あ
り
、
定
役
で
は
な
い
た
め
、
忍
器
を
作
り
使
う
者
が
常
に「
忍
び
」で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
本
稿
で
い
う
戦
国
の
忍
器
は
、
忍
び
を
命
じ
ら
れ
た
者
だ
け
で
な
く
、
そ
の
母
集
団
で
あ
る
忍
び
戦
術
実
行
に
対
応
で
き

る
鍛
錬
を
実
施
し
て
い
た
特
殊
武
装
集
団
に
特
有
の
武
器
や
道
具
を
指
す
。

（
３
）現
代
で
は「
忍
具
」と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
最
近
の
研
究
書
や
論
文
で
も「
忍
具
」が
主
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
し
か
し
、
代
表
的
な
忍
術
伝
書『
忍
秘
伝
』に「
忍
道
具
」、『
正
忍
記
』に
は「
道
具
」と
あ
り
、『
萬
川
集
海
』を
含
め
、「
忍
具
」の
語

は
み
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は『
萬
川
集
海
』の
記
述
に
従
い
、「
忍
器
」の
語
を
使
用
す
る
。

（
４
）岩
田
明
広　

二
〇
二
一「
戦
国
の
忍
び
を
追
う
―
葛
西
城
乗
取
と
羽
生
城
忍
び
合
戦
―
」『
埼
玉
県
立
史
跡
の
博
物
館
紀
要
』第

一
四
号

（
５
）認
知
科
学
の
成
果
を
歴
史
学
に
応
用
す
る
理
論
に
つ
い
て
は
、
岩
田
明
広　

二
〇
〇
五「
型
式
学
理
論
の
基
礎
的
研
究（
上
）」

『
埼
玉
考
古
』四
〇　

埼
玉
考
古
学
会
、「
同（
中
）」同
四
一
、「
同（
下
）」同
四
二
で
構
築
し
た
。
概
要
は
、
岩
田
明
広　

二
〇
一
〇「
認

知
考
古
学
ー
事
例
研
究
に
よ
る
方
法
論
の
展
望
ー
」『
縄
文
時
代
の
考
古
学
』一
二　

同
成
社
に
紹
介
し
て
あ
る
。

（
６
）註
５
に
同
じ
。
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査
報
告
書
で
は
、
発
見
さ
れ
た
戦
国
期
遺
構
群
の
位
置
と
は
異
な
り
、
南
側
に
ず
れ
た
場
所
に
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る（
さ
い
た
ま
市
遺
跡
調
査
会　

二
〇
一
六『
大
和
田
陣
屋
跡（
第
５
・６
次
）』さ
い
た
ま
市
遺
跡
調
査
会
報
告
書
第
一
七
三
集
）。

表
層
に
残
る
土
塁
や
堀
が
他
所
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
発
見
さ
れ
た
戦
国
期
遺
構
群
や
図
14
に
示
し
た
城
館
跡
の
表
層
へ
の
反

映
と
み
ら
れ
る
ソ
イ
ル
マ
ー
ク
の
状
況
か
ら
み
て
、
当
該
遺
構
群
は
戦
国
期
の
地
下
遺
構
の
反
映
の
可
能
性
が
高
く
、
当
該
地
の

字
名
に
残
る
伊
達
城
跡
と
推
定
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、本
稿
で
は
、埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
名「
大
和
田
陣
屋
跡
」

を
避
け
て
、「
伊
達
城
跡
」と
呼
称
す
る
。「
つ
ぶ
て
」検
出
時
の
調
査
区
で
確
認
さ
れ
た
遺
構
は
、
掘
立
柱
建
物
跡
二
六
棟
、
土
坑

一
九
五
基
、
井
戸
跡
一
四
本
、
溝
跡
一
四
条
、
柵
列
九
列
、
ピ
ッ
ト
一
〇
七
四
基
と
さ
れ
て
い
る
。
出
土
遺
物
は
一
二
か
ら
一
七

世
紀
の
所
産
だ
が
、
中
心
は
一
五・一
六
世
紀
の
在
地
土
器
と
瀬
戸
・
美
濃
・
常
滑
産
陶
器
で
あ
り
、
多
く
が
戦
国
期
に
収
ま
る
。

一
七
世
紀
代
の
遺
物
は
、二・三
号
溝
跡
と
遺
構
外
か
ら
の
出
土
に
限
ら
れ
る
。
一
五
世
紀
以
前
の
土
器・陶
器
も
出
土
し
て
お
り
、

報
告
書
で
は
、
先
ず
伊
達
氏
に
先
ん
じ
た
土
豪
の
館
が
あ
り
、
後
に
伊
達
城
に
改
修
さ
れ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
遺
構
レ
ベ
ル
で
明
確
に
土
豪
の
館
跡
と
伊
達
城
跡
を
区
別
す
る
だ
け
の
証
拠
は
な
い
。
遺
構
の
時
期
か
ら
み
て
、
少
な
く
と

も
伊
達
氏
の
居
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
正
確
に
は「
伝
伊
達
城
跡
」と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
他
に
推
定
地
が
な
い
た

め
、
本
稿
で
は「
伝
」を
略
す
。

（
42
）註
39
に
同
じ
。

（
43
）小
川
岳
人　

一
九
九
五「「
つ
ぶ
て
」に
つ
い
て
」『
大
和
田
陣
屋
跡
・
今
羽
丸
山
遺
跡
』大
宮
市
遺
跡
調
査
会
報
告
第
五
二
集

（
44
）嶋
村
英
之　

二
〇
二
一『
騎
西
城
跡
・
騎
西
城
武
家
屋
敷
跡
Ｋ
Ｂ
１
４
区
調
査
―
中
近
世
編
―
』加
須
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報

告
書
第
一
四
集

（
45
）谷
口
榮　

二
〇
一
〇「
出
土
板
碑
の
一
視
点
―
造
立
の「
場
」と「
時
」を
失
っ
た
葛
西
城
出
土
の
板
碑
―
」『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ

ル
』六
〇
二
号
、
葛
西
城
址
調
査
会　

一
九
七
五『
青
戸
・
葛
西
城
址
調
査
報
告
Ⅲ
』、
葛
西
城
址
調
査
会　

一
九
七
六『
青
戸
・
葛

西
城
址
Ⅱ
区
調
査
報
告
』、
葛
西
城
址
調
査
会　

一
九
八
三『
葛
西
城　

葛
西
城
址
発
掘
調
査
報
告
』、
永
越
信
吾
・
山
城
雅
美　

二
〇
〇
一『
葛
西
城
Ｘ
Ｘ
』葛
飾
区
い
遺
跡
調
査
会
調
査
報
告
第
４
７
集
、
及
び
谷
口
榮
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
46
）太
田
氏
教
育
委
員
会　

中
村
渉
氏
の
御
教
示
の
他
、
中
村
渉
ほ
か　

二
〇
二
〇『
史
跡
金
山
城
跡
‾
伝
士
屋
敷
地
区
・
釘

貫
戸
張
地
区
の
調
査
報
告
と
総
括
‾
』太
田
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
、
加
藤
良
彦　

一
九
八
七『
博
多IX

―
博
多
遺
跡

群
第
３
０
次
調
査
の
概
要
―
』福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
四
九
集　

福
岡
市
教
育
委
員
会
、
仮
屋
喜
一
郎
ほ
か　

一
九
九
六『
泉
南
市
遺
跡
群
発
掘
調
査
報
告
書
１
３
』泉
南
市
文
化
財
調
査
報
告
書
２
９ 

に
よ
る
。

（
47
）中
沢　

厚　

一
九
八
一『
つ
ぶ
て
―
も
の
と
人
間
の
文
化
財
四
四
―
』

（
48
）岩
槻
市
一
九
八
五『
岩
槻
市
史　

通
史
編
』岩
槻
市
役
所
市
史
編
さ
ん
室

（
49
）註
43
に
同
じ
。

（
50
）大
宮
市
教
育
委
員
会
一
九
八
二『
大
宮
市
文
化
財
調
査
報
告
』第
十
七
集
、
大
宮
市
教
育
委
員
会
一
九
八
六『
大
宮
の
文
化
財
』

（
25
）岩
田
明
広　

二
〇
一
三「
埼
玉
県
行
田
市
埼
玉
古
墳
群
鉄
砲
山
古
墳
で
発
見
さ
れ
た
忍
藩
角
場
に
つ
い
て
」『
銃
砲
史
研
究
』第

三
七
六
号　

日
本
銃
砲
史
学
会

（
26
）早
坂
義
文　

二
〇
一
三「
手
裏
剣
術
考
」『
武
道
学
研
究
』第
四
六
号

（
27
）小
川
渉　

一
九
三
一『
会
津
藩
教
育
考
』会
津
藩
教
育
考
発
行
会「
第
二
十
四
宅
稽
古
場
」

（
28
）成
瀬
関
次　

一
九
四
三『
手
裏
剣
』新
大
衆
社

（
29
）中
嶋
哲
也　

二
〇
一
六「
日
中
戦
争
以
降
に
お
け
る
武
道
の
戦
技
化
の
起
源
と
そ
の
背
景
：
武
道
震
央
委
員
会
の
審
議
過
程

の
分
析
」『
武
道
学
研
究
』四
九
、
坂
上
康
博　

二
〇
〇
九「
武
道
界
の
戦
時
体
制
化
―
武
道
綜
合
団
体「
大
日
本
武
徳
会
」の
成
立
―
」

『
幻
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
そ
の
時
代　

戦
時
期
の
ス
ポ
ー
ツ
・
都
市
・
身
体
』青
弓
社
等
。

（
30
）周
藤
千
尋
他　

二
〇
一
六『
Ｔ
ｈ
ｅ　

Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｊ
Ａ
―
忍
者
っ
て
ナ
ン
ジ
ャ
！
？
―
公
式
ブ
ッ
ク
』

（
31
）註
19
の
山
田
雄
司
の
文
献
に
同
じ
。

（
32
）山
田
雄
司　

二
〇
一
八『ICT

チ
ャ
ン
ネ
ル
ガ
イ
ド
』８
月
号「
忍
者
の
聖
地 

伊
賀
」及
び
山
田
雄
司
氏
御
教
示
に
よ
る
。
図
８

は
、今
村
嘉
雄
編　

一
九
六
七『
史
料
柳
生
新
陰
流　

上
巻
』人
物
往
来
社
、今
村
嘉
雄・小
笠
原
清
信・岸
野
雄
三
編　

一
九
六
六『
日

本
武
道
全
集
』第
一
巻
剣
術　

人
物
往
来
社
よ
り
引
用
の
上
作
図
。

（
33
）註
28
に
同
じ
。

（
34
）吉
丸
雄
哉　

二
〇
二
一「
こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
忍
者
の
文
学
史
」伊
賀
連
携
フ
ィ
ー
ル
ド
忍
者
文
化
協
議
会　

忍
者
・
忍
術
学

講
座
二
〇
二
一
年
度
前
期
第
５
回
に
よ
る
。

（
35
）藤
田
西
湖
一
九
六
四『
図
解
手
裏
剣
術
』井
上
書
店

（
36
）藤
田
に
よ
る
収
集
資
史
料
は
、
藤
田
自
作
の
多
数
の
手
裏
剣
と
と
も
に
、
現
在
小
田
原
市
立
図
書
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
藤
田
は
製
作
し
た
手
裏
剣
や
武
術
資
料
を
伊
賀
流
忍
者
博
物
館
に
も
残
し
、
現
在
も
同
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

そ
れ
ら
と
川
越
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
手
裏
剣
を
比
較
す
る
と
、
近
世
の
所
産
と
み
ら
れ
る
手
裏
剣
が
刀
剣
の
鎬
造
り
に
倣
っ
て
製

作
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
藤
田
に
よ
る
も
の
は
鉄
板
を
切
り
抜
い
た
造
り
に
な
っ
て
お
り
、
前
者
が
縦
横
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
程
度
、
後
者
は
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
と
、
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
傾
向
は
、
藤
田
以
外
の
手
に
な
る
と
み

ら
れ
る
現
代
製
作
の
手
裏
剣
に
も
共
通
す
る
。

（
37
）吉
丸
雄
哉
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
38
）さ
い
た
ま
市
遺
跡
調
査
会
二
〇
〇
五『
岩
槻
城
竹
沢
曲
輪
跡（
第
一
地
点
）・
岩
槻
城
二
の
丸
跡（
第
五
地
点
）』さ
い
た
ま
市
遺

跡
調
査
会
報
告
書
第
四
三
集

（
39
）渡
部
丈
夫
ほ
か
一
九
九
五『
大
和
田
陣
屋
跡
・
今
羽
丸
山
遺
跡
』大
宮
市
遺
跡
調
査
会
報
告
第
五
二
集

（
40
）註
39
に
同
じ
。

（
41
）近
世
の「
大
和
田
陣
屋
跡
」に
つ
い
て
は
、
詳
細
が
不
明
で
、
位
置
に
つ
い
て
も
明
確
な
証
拠
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
発
掘
調
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メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
鉛
弾
計
算
で
二
四
．
三
グ
ラ
ム
、
六
目
玉
か
ら
七
目
玉
相
当
と
な
る
。
掲
載
報
告
書
は
、
註
４
６
の
中
村
渉

ほ
か
に
よ
る
文
献
に
同
じ
。

（
56
）註
25
に
同
じ
。

（
57
）岩
田
明
広　

二
〇
〇
四「
大
筒
か
ら
花
火
筒
へ
」『
紀
要
』第
四
号
、
さ
い
た
ま
川
の
博
物
館

（
58
）戸
井
晴
夫
ほ
か　

一
九
八
七『
八
王
子
城
跡
Ⅸ　

一
九
八
六
年
度
確
認
調
査
報
告
書
』八
王
子
市
教
育
委
員
会
、
新
藤
康
夫
ほ

か　

一
九
八
九『
八
王
子
城
跡
Ⅹ　

一
九
八
七
年
度
確
認
調
査
報
告
書
』八
王
子
市
教
育
委
員
会

（
59
）概
要
は
、
二
〇
二
一
年
九
月
に
実
施
し
た
埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
セ
ミ
ナ
ー「
戦
国
の
忍
び
を
考
え
る
―
武
蔵
国
で

の
戦
い
を
め
ぐ
っ
て
―
」の
村
山　

修
氏
の
発
表「
八
王
子
城
跡
の
発
掘
調
査
と
忍
び
の
足
跡
」で
公
に
さ
れ
て
い
る
。

（
60
）村
山
修
・
三
浦
麻
衣
子　

二
〇
一
九「
八
王
子
城
出
土
の
鉄
砲
弾
に
つ
い
て
」『
武
田
氏
研
究
』第
六
〇
号

（
61
）戦
国
大
名
が
個
々
に
開
発
し
て
い
た
金
銀
山
を
公
儀
の
も
の
と
し
た
秀
吉
は
、
全
国
の
金
銀
山
か
ら
多
量
の
金
銀
を
伏
見

に
納
め
さ
せ
た
。
慶
長
三
年
の「
蔵
納
目
録
」に
よ
れ
ば
、
当
時
、
上
杉
景
勝
所
領
の
越
後
黄
金
山（
鳴
海
金
山
等
）か
ら
は
、
黄
金

一
一
二
四
枚
四
両
一
匁
の
金
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
全
国
の
三
分
の
一
を
占
め
る
量
に
あ
た
る
。
天
正
末
年
頃
の
上
杉
氏
の
資
金

力
が
優
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
62
）平
尾
良
光　

二
〇
一
八「
日
本
の
歴
史
に
お
け
る
産
地
推
定
の
た
め
の
鉛
同
位
体
比
価
」『
帝
京
大
学
文
化
財
研
究
所
研
究
報

告
』第
一
七
号
で
は
、
西
国
の
大
名
が
国
産
鉛
・
輸
入
鉛
を
入
手
し
て
銃
砲
弾
を
製
造
し
て
い
た
と
す
る
が
、
室
町
将
軍
や
豊
臣

氏
と
の
関
係
か
ら
、
上
杉
氏
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
63
）小
松
敏
盛　

一
九
八
四「
八
王
子
城
の
土
弾
」『
八
王
子
城
山
』創
刊
号
に
よ
る
。
小
松
敏
盛
氏
は
採
集
者
茂
盛
氏
の
弟
に
あ
た

る
。
こ
の
文
献
の
存
在
は
、
村
山
修
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
64
）宇
田
川
武
久　

二
〇
〇
二『
鉄
砲
と
戦
国
合
戦
』歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
一
四
六　

吉
川
弘
文
館

（
65
）東
京
国
立
博
物
館
他
編
集　

二
〇
一
九『
図
録
三
国
志
』に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
特
徴
を
具
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
66
）川
越
歴
史
博
物
館
の
西
山
浩
市
氏
が
現
代
の
鍛
冶
職
人
に
尋
ね
た
。
西
山
氏
御
教
示
に
よ
る
。

（
67
）『
日
葡
辞
書
』・『
播
州
佐
用
軍
記
』・『
倭
訓
栞
』に
撒
菱
の
記
載
が
あ
る
こ
と
つ
い
て
は
、
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
柳
沢
誠
氏
の

御
教
示
に
よ
る
。

（
68
）滝
山
城
跡
で
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
村
山　

修
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。　

註
５
９
の
村
山
氏
発
表
で
も
公
に
さ
れ
た
。

（
69
）敵
兵
の
足
止
め
効
果
を
検
証
す
る
た
め
、
信
楽
白
並
漉
土
を
用
い
、
炙
り
三
時
間
、
二
〇
〇
度
か
ら
一
時
間
一
〇
〇
度
で
昇

温
、最
高
温
度
八
〇
〇
度
一
五
分
練
ら
し
、一
時
間
一
〇
〇
度
以
下
で
冷
却
す
る
焼
成
で
、再
現
製
作
し
た
。
特
に
、土
製
撒
菱
は
、

軍
足
を
重
ね
履
き
す
る
程
度
で
は
、
足
全
体
の
重
さ
を
か
け
た
だ
け
で
す
で
に
痛
く
、
全
体
重
を
か
け
る
と
、
足
裏
に
棘
状
突
起

が
刺
さ
る
恐
れ
が
高
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
以
上
の
検
証
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
の
土
玉（
土
製
撒
玉
）も
足
裏
の
ツ
ボ
を
刺
激
す

一　

大
宮
市
教
育
委
員
会
一
九
八
八『
大
宮
市
文
化
財
調
査
報
告
』第
二
四
集

（
51
）名
請
人
・
耕
作
者
と
も
、
仮
名
遣
い
が
異
な
る
が
同
音
で
発
音
す
る
者
や
地
域
を
異
に
し
た
同
名
の
者
な
ど
が
い
る
た
め
、

地
域
を
隔
て
た
仮
名
遣
い
の
違
う
同
音
の
者
は
別
人
と
し
て
数
え
た
。

（
52
）註
４
に
同
じ
。

（
53
）伊
達
房
実
が
大
和
田
村
に
入
部
し
た
の
が
天
正
一
〇
年（
一
五
八
二
）だ
と
す
る
と
、
特
殊
武
装
集
団
の
養
成
・
鍛
錬
は
、
そ

れ
以
前
か
ら
地
域
を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
た
土
豪（
四
郎
右
衛
門
）に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
る
方
が
理
解
し
や
す
い
。
忍
び
戦
術

実
行
に
対
応
で
き
る
特
殊
武
装
集
団
が
伝
え
る
知
識
・
技
術
は
、
緑
泥
石
片
岩
を
六
角
形
に
加
工
し
た
よ
う
に
、
独
自
性
が
高
く
、

伝
統
的
な
も
の
で
あ
り
、
鍛
錬
に
時
間
を
要
す
る
と
み
ら
れ
る
た
め
だ
。

（
54
）近
代
以
前
の
農
地
所
有
の
考
察
で
は
、
一
般
的
に
一
町
以
上
の
所
有
者
を
自
作
農
と
捉
え
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
江
戸

後
期
以
後
の
土
地
所
有
状
況
で
さ
え
、
地
籍
以
外
の
農
地
の
所
有
が
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
く
、
検
地
記
録
に
残
る
土
地
所
有
状

況
は
過
少
な
記
録
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
和
田
村
に
お
け
る
土
地
所
有
者
数
は
、
五
反
未
満
が

相
当
多
い
状
況
に
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
土
地
所
有
者
数
の
状
況
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
五
反
以
上

の
土
地
所
有
者
を
小
自
作
農
と
し
て
扱
っ
た
。
た
だ
し
、
本
文
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
自
前
で
武
器
を
調
達
で
き
る
よ
う
な
本
来

の
安
定
し
た
自
作
農
は
、
一
町
以
上
の
土
地
所
有
者
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
前
稿
も
同
様
で
、
主
に
、
中
西
僚
太
郎
の

業
績（
一
九
九
〇「
明
治
末
期
〜
昭
和
初
期
に
お
け
る
自
作
地
主
の
農
業
経
営
と
労
働
力
構
成-
茨
城
県
結
城
郡
八
千
代
町
・
中
島
家

を
事
例
と
し
て
」『
人
文
地
理
』第
四
二
巻
四
号　

人
文
地
理
学
会
）に
よ
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
北
条
氏
の
着
到
帳
を
分
析
し
た
佐
脇
栄
智
は
、
五
貫
文
の
知
行
地
に
一
人
を
基
準
に
軍
役
を
賦
課
し
て
い
る
と
試
算
し

て
お
り（
一
九
八
一「
後
北
条
氏
の
軍
役
」『
日
本
歴
史
』三
九
三
号
）、
弘
治
二
年（
一
五
五
六
）の『
結
城
家
法
度
』（
松
平
基
則
氏
所
蔵

文
書
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
）に
も「
一　

五
貫
の
手
作
持
な
ら
は
、
く
そ
く
か
ふ
り
物
も
ち
、
く
そ
く
馬
を
は
か
す
へ

く
候
、
十
貫
の
所
帯
な
ら
は
、
一
疋
一
り
や
う
に
て
被
出
へ
く
候
、
十
五
貫
よ
り
う
へ
ハ
陣
参
い
た
す
へ
く
候
、
各
被
申
付
候
」と

あ
る
。
か
つ
て
小
和
田
哲
男
が『
小
田
原
衆
所
領
役
帳
』等
の
分
析
に
基
づ
き
、
北
条
氏
の
基
本
的
な
貫
高
を
水
田
一
反
五
〇
〇
文
、

畠
一
反
一
六
五
文
、
着
到
帳
の
軍
役
平
均
を
一
人
の
召
集
に
対
し
七
貫
文
と
し
た
試
算
に
従
っ
て
も（
小
和
田
哲
男　

一
九
七
六

「
戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
百
姓
と
侍
」『
静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告 

人
文
・
社
会
科
学
篇
』二
七
号
）、
侍
身
分
と
し
て
軍
役
を

課
さ
れ
る
者
は
、
水
田
で
一
町
四
反
、
畠
で
は
四
町
二
反
以
上
の
知
行
が
宛
行
わ
れ
て
い
る
者
と
な
る
。
地
籍
外
で
あ
っ
た
り
検

地
で
除
外
さ
れ
た
り
す
る
農
地
を
考
慮
す
る
と
、
大
和
田
村
で
も
一
町
以
上
の
水
田
所
有
者
が
侍
身
分
と
し
て
軍
役
を
課
さ
れ
た

者
た
ち
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

（
55
）文
化
日
本
前
装
銃
射
撃
連
盟
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。
令
和
三
年
春
、
太
田
市
教
育
委
員
会
の
中
村
渉
氏
よ
り
、
金
山
城
跡

釘
貫
戸
張
地
区
で
、
他
に
直
径
一
．
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
玉
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
実
物
は
、
焼

成
前
の
乾
燥
時
に
一
部
に
平
坦
面
が
で
き
て
し
ま
っ
た
不
整
な
球
形
で
、
同
様
に
計
算
す
る
と
、
体
積
は
二
．
一
四
立
法
セ
ン
チ



（62）
─ 65 ─

る
道
具
に
似
て
、
相
当
の
痛
感
が
あ
っ
た
が
、
何
よ
り
不
安
定
で
、
速
歩
や
走
行
時
に
乗
り
上
げ
る
と
、
転
倒
の
危
険
が
極
め
て

高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
な
お
、土
製
撒
菱
の
突
起
は
、野
焼
き
す
る
と
、最
初
の
炙
り
で
欠
損
し
て
し
ま
う
場
合
が
少
な
く
な
か
っ

た
。
窯
で
の
焼
成
で
あ
ろ
う
。

（
70
）註
46
の
加
藤
良
彦
に
よ
る
報
告
に
同
じ
。

（
71
）茨
城
県
一
九
九
六『
木
崎
城
跡
』茨
城
県
教
育
財
団
文
化
財
調
査
報
告
第
一
〇
九
集

（
72
）臨
機
応
変
の
戦
国
の
流
儀
は
、
竹
束
や
土
木
材
料
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
岩
田
明
広　

二
〇
一
九『
企
画
展　

戦
国
大
名
は

如
何
に
し
て
軍
需
を
調
達
し
た
か
』埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
に
よ
る
。
江
戸
時
代
の
武
器
に
金
属
製
で
精
巧
な
も
の
が
多

い
こ
と
と
は
、
対
照
的
だ
。

（
73
）註
４
に
同
じ
。

（
74
）前
掲
註
30
に
同
じ
。

（
75
）註
４
に
同
じ
。

（
76
）埼
玉
県
立
歴
史
資
料
館
編　

一
九
八
八『
埼
玉
の
中
世
城
館
跡
』等

（
77
）註
４
に
同
じ
。
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